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第1章 各国の信託税制の概観

第1節 信託税制の国際的概観

は じめに

本節(第1章 第1節)に お いては、先進諸 国におけ る信託 に関する(内 国)租 税制 度の

概要 を整理 して提示 す る。各 国別 の制度 紹介 は、別途 、第2節 以下 にお いてな され るの

で、そち らに委ね るこ ととし、 ここにおいては、制度 の類 型化 に力点 をおいて、ア ウ トラ

インのみ を述べ るに とどめ る。

以下 にお いては、 まず、①個 人信託に関 す る内 国租 税 法上 の扱 いにつ い て述べ(第1

款)た 後 に、②大 陸法 に お け る信 託類 似法 理 に関 す る課 税 上 の 扱 いに言 及す る(第2

款)。 そ して、 その上で、集団信託 に関す る内国租税法上 の扱いにつ いて もふれ るこ とと

す る(第3款)。

もっとも、本稿執筆 に際 して は、信 頼で きる参考 文献 を探 し出す ことが、 ともか くも困

難であったために、主に、以下の文献におけ る叙述 を、実質 的に整理 ・紹介す るか、 ある

いは、 より直接的に翻 訳 ・引用す るとい うかたちにな らざるを得 なか った。 これ らの文献

の いずれ も、各国の課税 方式 につ いてア ウ トライン的 に ま とめ た もので あ り、 その意味

で、各 国の文献に直接あ たる とい うこ と(そ れ も、時 間の許 すか ぎ り行 ってはいるが)の

少 ない本稿 は、論文 とは とて も呼べ ないものである とい う点について、 あ らか じめ、 ご了

承 をいただ きたい。

・JohnF .AveryJonesetal.,TheTreatmentofTrustsUndertheOECDModel

Convention,IandII,1989-2BritishTaxReview41,1989-3BritishTaxReview

65

・InternationalFiscalAssociation ,InternationalTaxTreatmentofCommonLaw

Trusts,ProceedingsofaSeminarheldinNewYorkin1986duringthe40th

CongressoftheInternationalFiscalAssociation,vol.11b,1986

1
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・FransSonneveldtandHarrieL .vanMens,eds.,TheTrust,BridgeorAbyss

BetweenCommonandCivilLawJurisdictionsP,1992

1
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一
策1款 個人信託

信託 といって も、 その 内容 は、実 に種々様 々であ り、 その課税 につ いて一般的に述べ る

こ とは可能 ではない。そ こで、本稿においては、信託 をおお まかに、個人信託 と集団信託

にわけて議論 を行 うこととし、 まず、 ここでは、個人信託 に関す る内国課税について、先

進諸 国の制度 を概 説的に整理 す る。大雑把 な論述 となってい る点 につ いて、あ らか じめお

わび してお きたい。

1個 人信託の分類

個 人信託 は、信託の基本 であろ うが、個人信託 の課税上 の扱いについて一般的 に議論す

るよ りも、個人信託 をい くつかの類型 に分 けて、 その上 で検 討 を加 え る方 が、 よ り明瞭 な

概 観 を得 るこ とがで きる もの と思 われ る。

この ような場合 におけ る個 人信託の分類 方法 として最 も有用 な ものは、お そら く、

fixedtrust(lifeinteresttrust),discretionarytrust,accumulationtrustと い う三・分割

である と思われ る。 これ は、本稿 を書 く際 に基本的 に依 拠 した、 エイ ヴァ リー=ジ ョー ン

ズ等 の論文 において採用 されて い るω もの であ り、個 人信託 の課税 上 の取扱 につ いて基

本 的な検討 を行 う際 には、不 可 欠の もの と思 われ る(2)。 これ らは、 それ ぞれ、 ほぼ次 の

よ うな ものである(3)。

・fixedtrust(1ifeinteresttrust)

これは、受益 者が確定 してお り、 その受益者が、信託財産 の産 み出す所得 を受け る

権利 を有 してい る信託 である(た とえば、受託者が 、受益 者Aの 生 きている間 は信

託財産か ら生 ず る所得 をAに 対 して支 払い、Aの 死亡後 は、信託財産の元本 をBに

渡す というような信託 で ある)。

・discretionarytrust

受託者がだれ を受益 者にす るか とい う点に関 して選択権 を有す る信託(裁 量信託)

であ る。 なお、信託財産 の産 み出す所得は、留保 されず に、すべて、毎年 配分 され

る。

・accumulationtrust

－3－
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信託財産の産み出す所得がいったん留保 され、それが、後に受益者に対 して配分 さ

れる。

〔注 〕

(1)JohnF.AveryJonesetal.,TheTreatmentofTrustsUndertheOECDModelConvention,I

andII,1989-2BritishTaxReview41,1989-3BritishTaxReview65.

(2)な お 、 こ の 他 に 、 ア メ リ カ に お い て は 、revocabletrustとirrevocabletrustと の 差 が 、

grantortrustの 扱 い を め ぐ り、 重 要 な 位 置 を 占 め て くる 。 こ の 点 に っ い て は 、FransSonneveldt

andHarrieL.vanMens,eds.,TheTrust,BridgeorAbyssBetweenCommonandCivilLaw

Jurisdictions?,84(1992)参 照 。

(3)こ の 分 類 に つ い て は 、AveryJonesetal.,supranote1;SonneveldtandvanMens,supranote

2,at,10-13,84.に お い て 採 用 さ れ て い る も の で あ る 。

2コ モ ン ・ローの国 々に おけ る取扱 い

まず、 コモン ・ロー諸国におけ る個 人信託 の課税上 の扱 いにつ いて、個 人信託の三つの

類型 ご とに簡単 に見 てお こう。

(1)fixedtrust(1ifeinteresttrust)

きわめて、大雑把 ないいかた をすれば、 コモ ン ・ロー諸 国において は、 この よ うな類型

の個 人信託 につ いては、課税上、transparentな 扱いが貫徹 されてい る(4)(5)。もっ とも、

その ような扱 い を具体 的に実現す る方 法には、国 ご とに、多少 の差異が存在す る。 それ ら

は、 おおむね、次の三つ に大別 され る(6)。

① その第一 は、信託財産の産み 出 した所得 につ いて受 託者段 階で課税 をす るが、受託

者が、 その所得 を受益者 に対 して(同 年 中に)支 払 う際に、その支払額分 を所得 か ら

差 し引 くことを認め るとい う方式 である。 このよ うに、受益 者に対す る支 払 を(受 託

者段 階におけ る)信 託財産か らの所得計算上控 除項 目(損 金算入項 目)と して扱い、

その分 について受益者段階 で課税す る とい う扱 いは、ア メ リカや カナ ダにお いて採用

されてい る。

② その第二は、信託財産か ら産 み出され る所得 につ いて、 そもそ も、受益 者段階にお

いてのみ課税 を行 うとい う方式 であ る。 この ように、所得がは じめか ら受益者 に帰属

4
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す る もの として課税 を行 う方 式は、た とえば、 オー ス トラ リアにお いて採用 されてい

る。

③ その第三 は、信託財産 か ら産 み出 され る所得につ いて、受託者段階 で、一旦、源泉

徴収的 な課税 を行 い、 その後 に、受益者段階 で支払 を受 ける信託財産所得 を受益者 の

課税所得 に含め て税額 を計算 した上 で、受託者段階 で前取 りされた税額 を税 額控 除す

る という方式である。 た とえば、 イギ リスにおいて は、受託者が、一旦、所得 を手に

した上 でそれ を受益 者 に対 して支 払 う場合 には、 この よ うな方 式が採用 されて い る

(ただ し、受益者が 直接 に信託 財産所得 を受取 る場合 には、受益 者段階 の課税 のみが

行 われ る点に留 意)。 この よ うな扱 いを表面的 にのみ とらえ る と、完全 にtranspar-

entな 扱 い とはいえないか もしれ ないが、経済的 な実質 は、transparentで ある とい

えるであろう(7)。

この三つの方式のいずれの場合 において も、所得の種類 ・性格 は、受託者が それ を受益

者 に対 して支払 った後 も変 わ らない ⑧。 た とえば、信 託財 産 として株 式が存在 す る場合

に、受託者が配当 として受 け取 った所得 は、それが信託(;受 託者)を 通過 して受益 者 に

対 して支払 われて も、配 当であ る と考 えられ る。 これ は、 コモン ・ロー上 の原則が、租税

法上 も尊重 され るか らであ る(9)。 もっとも、 カナ ダにお いて は、信託 か ら受領 す る所得

が、独立 した類型 として扱 われてい るこ とがあ る佃)。

上 の三 つの方法の差異が 顕在化 す るのは、 キャ ピタル ・ゲ インの扱 いに関 してであ る

(11)。信託 においては、一般 的に いって、実現 されたキャ ピタル ・ゲ インを分配す るこ とは

認 め られ ないか ら、上 の① と③ の方 式の下 におい ては、当然 の こ とであ るが、 キャ ピタ

ル ・ゲインについてtransparencyは 存在 しない。た とえば、 ア メ リカや カナダにおい て

は、受 益 者 が 現 実 に所 得 を受 け た場合 に の みtransparentな 扱 い が行 わ れ る(semi-

transparent)(12)こ との結果 として、信託法上、通常 は現実 の配分 を行 うこ との認め られ

ない キャ ピタル ・ゲイ ンについて は、受託者に対 して控 除が認め られず、受託者 に対す る

課税 が行 われ るこ とにな る(13)。 また、イギ リスにお いて も、 受益 者 の居住 地にかか わ ら

ず、 また、 キャピタル ・ゲ インの分 配が行 われ るか否 かにかかわ らず、居住者 た る受託者

は、独 立の納税義務 者 として課税 され る(14)。これに対 して、 上の② の方式 の場合 に は、

transparentな 扱 いも理 論的には あ りえ よう。 もっ とも、 オー ス トラ リアにお いて は、課

税上 、通常所得 とキャピタル ・ゲインの区別がないか ら、受益 者が信 託法上 の原則 によ り

5



決定 され る所得 のすべ て(キ ャ ピタル ・ゲ インを含む)に つ いて権 限 を有す る場合に、彼

は、租 税法上 も、すべ ての所得(キ ャ ピタル ・ゲイ ンを含む)に つい て課税 され る。

(2)discretionarytrust

ア メ リカ、カナ ダ、オー ス トラ リアにお いて は、裁量信託 は、fixedtrustと 同 じ課税

上の扱 いを受け る(15)。す なわち、fixedtrust(lifeinteresttrust)に つ いて上の①の方式

を採用す るア メ リカ、 カナ ダにお いて は、裁 量信 託 につ いて もtransparentな 扱 いが な

され、所得 を受領す る受益者 に対 して課税が なされ る結果 になる。

これに対 して、fixedtrust(lifeinteresttrust)に 関す るオース トラ リアの方式(上 の

② の方式)を 裁量信託 に対 して適用す る と、 困難 な問題が生ず る。 なぜ な ら、信 託財産 の

産 み出す所得 がは じめか ら受益者 に帰属す るもの として課税 を行 うとはい って も、裁量信

託 においては、初 めか ら受益者が確 定 して いるわけではな いか らであ る(特 に、 キャ ピタ

ル ・ゲ インについては、 その配分 が禁 じられ ているか ら、その受益 を受 け る者がだれであ

るか を確定 す ることは困難 である)。 したが って、 オース トラ リアにおいては、 この よう

な困難 を避 け るために、 キャピタル ・ゲ イン も通常の所得 の一部 として扱 われ ることとさ

れてお り、通常所得 を受取 る者が、その通常所得の額 に応 じて、実現 されたキャ ピタル ・

ゲインにつ いて も課税 され るこ とにな ってい る。 したがって、た とえば、 キャ ピタル ・ゲ

インがAに 割 り当て られ、通常所得 がBに 配分 され ると、Bの みが課税 を受 け るとい う不

自然 な事 態が生 ず る。

これ に対 して、 イギ リスにお いては、裁 量信託 は、non-transparentな 扱 い を受け る。

したが って、信託か ら支払われ る所得 は、独 立の類 型、源泉 の もの として扱 われ、 た とえ

ば、受託者が利子、配当、 キャピタル ・ゲイ ン等 いかなる種類の所得 を受け て も、受益者

は、信託か らの所得 を得 たもの として課税 され る(受 益者が受け る所 得 は、受託者 の受け

た所得 とは別 の類型 ・源泉 の もの とされ る)。 すなわち、 ここにおいて は、受託者段 階で、

まず35パ ーセ ン トの課税がな され、 しか る後 に、受益者が それについて課税 を受 ける段 階

で税額 控除 を受け る(16)。

(3)accumulationtrust

累積信託 にお いては、所得 の発生 した年度 におけ る課税 と、後 にそれが分 配 され る際の

6
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課税が 問題 とな る(17)。

この うち、 まず、所得の発生 した年度 におけ る課税 につ いて述べ てお こう。 コモン ・ロ

ーの国 においては、一般的に、累積信託 の受託者(=信 託)は 、累積 された所得 につ いて

個人所得税率 で課税 を受 け る(non-transparentな 扱 い)。 す なわ ち、 ア メ リカ とカナ ダ

においては、累積 された所得 につ いて、個 人所得税率 と類似 の税率(ア メ リカ)、 ない し、

同一 の税率(カ ナ ダ)で 、受託 者段階 で課税 がなされる(18)。オース トラ リアにおいては、

比例税率 の課税が、キャ ピタル ・ゲ インも含 めた所得 に対 してなされ る。 イギ リスにおい

ては、累積信託が、裁量信託 と同 じ扱い を受 け、(キ ャピタル ・ゲ イン も含めて)35パ ー セ

ン トの課税が なされ る。

次 に、所得分 配時 の課税 につ いては、 国によ り、かな り差が ある。 まず、ア メ リカにお

いては、あ る年 におけ る分配が その年の所得 を上回 った場合 に、その分 配の うち どれだけ

が当年度の所得か らなされ る ものか を決定す る定めが存在す る。信託 が国内源泉所得 と国

外 源泉所得 の両方 を得 てい る場 合、分 配 もその比率(国 内源泉 所得 と国外源泉所 得 の比

率)で な された もの とされ る。外 国税額控除は、分配額 と留保額 の比率 に応 じて、米国受

益者 と信託 の間で配分 す る。分 配額 が当年 の所得 を超 える場合、throwbackrulesと よば

れ るものが存在 し、受益 者 は、信託 が所得 を実現 した時点 に おいて所得 を得 た もの とし

て、課税が なされ る。非居住者 であ る受益者 に対 して分 配が なされ る場合は、累積 された

所得 の性格 が保 存されて、 国内源泉所得 であるか否かが決定 され る。

また、 イギ リスにおいては、裁量信託 の場合 と同 じ扱 いが なされ、transparencyは 存

在 しない。分配が所得 である場合 には、 その分 配は、信託 の得 た所得 の種類 とは別の新た

な所得 とされ る。分配が キャピタル ・ゲ インか らの ものであ る場合 には、所得税 は課 され

ない(相 続税が課税 され る可能性はあ る)。

さらに、 オー ス トラ リアにおいては、受益者 に対 して分配時の課税 はない し、分 配に際

して源泉徴収 も行 われない(た とえ、受益者が非居住者 であって も、源泉徴収は行 われな

い)。 国外源泉所得が非居住受益者 に対 して分配 され る場合 には、租税が還付 される。 な

お、 カナ ダにおいて も、分配時 の課税 はない。

〔注 〕

(4)AveryJoneseta1.,supranote(1),at50-53参 照 。
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(5)SonneveldtandvanMens,note(2),at85,notel64.参 照 。

(6)な お 、 国 に よ る方 式 の 差 異 に よ り、 国 際 的 二 重 課 税 が も た ら さ れ る こ と が あ る とい う点 に 留 意 し

な け れ ば な ら な い(SonneveldtandvanMens,supranote(2),at86)。

(7)SonneveldtandvanMens,supranote(2),at21.

(8)AveryJonesetaL,supranote(1),at51,note42.ま た 、 そ こ に 引 用 さ れ た 、Donovan

Waters,TheNatureoftheTrustBeneficiary'sInterest,45CanadianBarReview219(1967)

参 照 。

(9)AveryJonesetaL,supranote(1),at52.

(10)AveryJonesetal.,supranote(1),at52-53.

(11)AveryJonesetal.,supranote(1),at55-56;SonneveldtandvanMens,supranote(2),at

85-86.

(12)SonneveldtandvanMens,supranote(2),at85,note166.

(13)Maximovv.US.,373U.S.49(1963).

(14)CGTAl979,s.52(1).

(15)AveryJonesetal.,supranote(1),at56;SonneveldtandvanMens,supranote(2),at86,

(16)な お 、 受 託 者 は 、 こ の35パ ー セ ン トの 租 税 に つ い て 、 受 益 者 に 対 し て 支 払 う際 に な さ れ るtax

ondistributionか ら差 し引 く(AveryJonesetaL,supranote(1),at56-57;Sonneveldtand

vanMens,supranote(2),at87,notel69.)叩

(17)AveryJonesetal.,supranote(1),at58-59.

(18)な お 、 カ ナ ダ に お い て は 、intervivostrustsに つ い て 、 比 例 税 率 で 課 税 が な され る。

3大 陸法諸国 における取扱 い

大陸法諸国におけ る信託 に関す る課税上 の扱 いについては、不明確 ・不確 定 な部分 が少

な くない とい う点は、否めない。 また、大陸法諸 国におけ る信託の課税 について論ず る際

には、純粋 に国内的 な問題 のみ を扱 う とい うわけには いか ない(19)。なぜ な ら、大陸法諸

国にお いては、 多 くの場合、信託 の制度が存在せ ず、 それ らの国々において課税上問題 と

なるのは、通常、海外 で設立 された英米法上 の信託 だか らであ る。

ただ、 ご く一般論 として述べ る と、大 陸法 諸国 において も、一応、transparentな 扱 い

が採用 されて いる。 その概要 をあえて述べれば、 ほぼ、次の ようにな るであ ろう。

なお、以下にお いては、信託 を前述2に おけ る ように三つの類型にわけて、その類 型 ご

とに課税 上の扱 いを論ず るのではな く、国別の記述 を行 いたい。これは、大 陸法諸国にお

いては、信 託の利用 自体 が限 られているの で、 トラス トを類型別 にわけ るこ とそれ 自体 に

あま り大 きな意味が ない と思 われるか らである。
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(1)フ ランス

大陸法諸国において も、英米法諸 国同様、一般的にい ってtransparentな 扱 いが守 られ

てい る。 ただ、 そこにおけ る議論 は、 どう して も、海 外信託 に関 す る ものが 中心 となる

(独 自の信託 法 を有す る日本 は、 この点 において、む しろ例 外的 とい えよ う)。

フランスにおいては、一 般租税 法典120条9項(20)が 、(信 託財産 の種類 にかかわ らず)

海外信託 か ら受 け る支払 いは、外 国証券か らの所得 として取 り扱 う と定 め、transparent

な扱 い を否 定 して い る(21)。 しか し、実務 上 は、合 衆 国 信 託 に 関 す る通 達 が 存在 し、

transparentな 扱 いが 定め られ てい る。 この1981年3月25日 の通 達(B.0.D.G.1,14B-2-

811Droitfiscall981,n.16,1.D.6880)は 、直接的 には、米仏租税 条約 に関す る もの で

あるが、すべ ての租税条約締結 国 との間で適用 されて いるよ うである。 この通達 は、具体

的 には、 まず、英 米法 におけ る信託 の概念 につ いて説明 した後 に、信 託 を単 純な信託 と複

雑 な信託の二つに分 けて、 その課税上 の差 異につ いて次の よ うに定め ている(22)。

「単純 な信託(lestrustssimples)と は、信託財産 によ り産み 出され た所得全部 が、 そ

の実現す るこ とに分 配 され る信託 で ある。複雑 な信託(lestrustscompleses)と は、そ

の他の あ らゆ る信託 であ り、特 に、所得が 累積 され るかあ るいはただ定期的に分 配 され る

ような信託、 ない し、信託財産 の全部 又は一部が所得 とともに分 配 されるよ うな信託 を含

む。

(米仏)租 税条約 の適用 に あたっては、信託 の所得 は、 フ ランスにお いて、以下 の原則

に したが い課税 され る。

・まず、単純 な信託 の場合、 フ ランスは、transparenceの 原則 を適用す る。 したが

って、 問題 となってい る所得 は、信託段 階 と受益 者段 階 にお いて同 じ性質 を もつ か

ら、 フランスにおいて、所得 の性格(不 動産所得、配 当、利子… …)を 考慮 して、適

用 され る条約上 の定 めに したが って、各受益者 の名に おいて課税 され る。

・所得 を累積 す る複雑 な信託 の場合 、フランスは、分配 され る所得 に適用 され る租

税制 度 を確 定す るため に、transparenceの 原則 を採 用 す る。 しか し、 フランスは、

ア メ リカの累積信託 か ら生ず る所得 の受益者 であるフラ ンスの居住者 その国籍が

何 であれ に対 して、支払時に受益 者の負担 したア メ リカ租税 につ いての外国税額

控 除 を与 えるだけであ る。」

すなわち、fixedtrustは 、transparentで ある(23)し、 また、裁量信託 について もtrans－

9
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parentな 扱いが なされ る(24)。さらに、累積信託 に関 して も、累積 された所 得が の ちに分

配 された場合 にtransparentな 扱 いがな され る(25)。この通達 につ いて、別 の書物 は、次

の ように述べ てい る(26)。

「フランスの国内租 税法に は、信 託 に関 して一つ だけ定 めが存在 す る。一般租税 法

典の120条9項 は、信託 の成果は外国有価証券 か らの所得 とみな され る と定 め る。 し

か し、 この定め は、 フランスが租税条約 を結 んでい る国に信託が設立 され ている場合

には、実際 には適用 され ていない。 これは、1981年3月15日 の通達が存在 して、合衆

国 とフランス との間に締結 された条約 につ いて解釈 を与えているか らである。すべ て

の租税条約 に関 して、 フランスの課税 当局 は、 この通達 に示 され た一般原則 を適用 し

てい る。

要す るに、 この通達 は、 フランスの居住 者が受益者 として 『単純 な』信託か ら受領

した全所得 は、 その本来 の性格 を維持 し、それ故に、受託者が受領 した時点 における

の と同 じ性格(す なわち、不動産所得 、配当、利子)を 有す ると定め ているが、 これ

は、一般 租税法典120条9項 に反 して いる。 この ことの意味す る ところは、合 衆国以

外 の国 を源泉地 とす る所得 〔信託が合 衆国以外の国 を源泉地 とす る所得 を受 けた とい

うこと〕 につ いては、 米仏租税 条約 以外 の租 税 条約 が適用 され る とい うこ とであ る

〔すなわ ち、信 託の存在が無視 され る結 果 として、受益者 が直接 に その第三 国源泉 の

所得 を得 た もの として課税が なされ るとい うこ と〕。 しか し、 もし、 この第三 国 とフ

ランス との間に租税 条約が存在 しない と、私 見に よれば、 この通達 は適用 されず、

120条9項 の定 め る国内法上の取扱が適用 され る。

この通達 は、 また、『grantortrusts』 、す なわ ち、合衆 国の租税 法典 の定 め によっ

て判断 した場合 にgrantorが 信託財産 を処分 す る権 限 を実 際 に保有 してい る と考 え

られ る信託 、が(受 益者 の名 ではな く)grantorの 名で課税 され ると定め ている。

他 の租税条 約締結 国にっ いて、 フラ ンス課税 当局 は、revocabletrustを 非居 住者

として扱 う傾 向があ る。

い わゆ る 『複 雑 な』信託 につ い て も、 同様 のtransparencyの 原 則 が適 用 され る

が、 それ は、分 配 された所得 に関 しての み であ る(semi-transparency)。 実 際 の と

ころ、フ ランス課税庁 は、分配の際に、受益 者の支 払 った合衆 国租税 につ いて外国税

額控 除 を認め るが、源泉段階 ない し受託者段階 で課 された租税 につ いては外 国税額控

一10一
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除 を認めない(『underlyingcredit』 なし)。 しか しなが ら、実際 には、このよ うな定

めの効 果はか な り異な った もの となる。なぜ な ら、外 国の受託者 は、 資本(累 積 され

た所得)と 所得 が明瞭に区分 でき、かつ、受益 者の受領す る成果 の性格、源泉、年度

が明 らかにで きるほ どには、注意深 く、複雑 な信託 につ いて会計 記録 を作成 して いな

いことが多いか らであ る。

フランス租税法 におけ る信託の扱 いに関す る不確実性 と非論理性 がかな り大 きいの

で、立法的解決 を求め る声が高 まってい る。」

信託 のフ ランス租 税上の扱い につ いて述べ た(フ ランス語 で書か れた)フ ランス租税法

の書物 はほ とん どな く、筆者が参照す るこ とがで きたのは、Fernand-CharlesJeantetet

Jean-PierreLeGall,L'apPlicationdel'imp6tsurlesgrandesfortunesacertainstrusts

anglo-saxons,LaSemaineJuridiqueed.CommerceetIndustrieII,13896と 、Bruno

Gouthiere,LesImp6tsdanslesAffairesInternationales,TrenteEtudesPratiques,1989

の二つ であ る。 ここで参考 の ため に、 これ らそれ ぞれ の該 当個所 につ いて、引用 してお

く。

「フランスの立法 と学 説 は、今 まで、限 られた関心のみ しか信 託 にたい して払 って

こなか った。 したが って、一一般租税 法典(120条9項)が 明文 で 『信託』 の成 果 を、

フランス国外 で発行 され た有価証券の所得 と同視 す ると定 めてい ることは驚 くべ きこ

とであ る。 さ らに驚 くべ きこ とに、1937年 以来、課税庁 は、有価証券税法典 の特定の

定 めに よ り、 このよ うな成果(そ の年 まで課税 を逃 れていた)を 課税 に服 させ ようと

配慮 して きた。 信託 の所得 は、信託 の技術 的側 面 を無視 して、 また、信託 に も

様 々な種類が ある とい う点 も考慮せ ずに、それ と類似 の利子、配 当、賃料等 とまった

く同 じく、国外 の債務 者(=受 託者)に よ り支 払われた所得 と同一視 され る。1981年

にいた って、課税庁は、1967年7月28日 の米仏租税条約 の適用 に関 して、その立場 を

確 認 した。 その結果、 その所得 がgrantor名 で課税 され るgrantortrustを 別 にすれ

ば、それ以後、単純な信 託 と、複雑 な信託 を分 けて考 え ることが で きる。」(27)

「適用 される規定は二つ ある。

第一 は、一般 租税法典 の120条9項 で ある。 これによ ると、信 託 の産 み出 した成果

は、信託財産 の流動性にかか わらず、 フランス国外 の有価証券 の所得 、ない しそれ と

類似 の所得 として扱われ る。
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第二は、1967年7月28日 の米仏租税条約の枠 内におけ る信託 か らの所得 に関す る課

税上の扱 いに関す る1981年3月25日 の通達で ある(BODBI14B-2-1981)。

信託 の 『支 払 う』成果 に関す る制度 と、信託の 『受領す る』成果 に関す る制度 とを

分 けて論 ず る方 が よい(こ の よ うな表現 は、信託は法人格 を有 していないのであ るか

ら、不適切 なのであるが、便宜のために用 い る)。'

1信 託 の 『支払 う』成果に関す る制度

フランス居住者が海外信 託か ら所得 を受領 す る際に、 この問題が生ず る。 この問題

は、 それ 自体、信託の設立地において適用 され る制度 と、 フランスにお いて適用 され

る制度 とい う、二つの異な る問題 に分 け られ る。

a信 託設立国において

〔省略〕

bフ ランスにおいて

フランス国内法に よれば、信託か らの所得 は、 フランス国外 で発行 された有価証券

の所得 と同視 され る。 したが って、信 託の特殊 性や所得 の源泉地 を考慮せず に、 これ

らの所得 は、受益者 の手 にお いて統合 的に課税 され る。 したがって、 フランス居住者

は、受託者 の支 払 う有価証券所得 を直接受領 したかの ように取 り扱 われ る。

注:信 託 がキャ ピタル ・ゲ インを分 配 した場合 、一般租税法典120条9項 の意味に

おける所得が 問題 となるのか どうか とい う問題 は、解決 されてい ない。・…・・

c租 税条約 の意味

フランスにおいて適用 され る規定 と、信託設立地 にお いて適用 され る規定の組合せ

は、両 国の課税権 が競合 す るため に、二重課税 をもた らす。 この よ うな二重課税 の問

題は、1967年7月28日 の改訂米仏租税条約 に関連す る場合 を除けば、解 消 されていな

い 。

この場合 、実 際の ところ、 フランスは、 アメ リカの信託 が支払 う所得 について 『透

明性 』の制 度 を適用 す る。す なわ ち、

・単純 な信託 に関 しては、支払われ た所得 は、受益 者段階 において も信託段階 にお

いて も同一 の性格 を有す る もの として扱 われ る。 したが って、 それ らは、 その性格

(不動産 所得、配 当、利子、等)を 考 慮 して条約 におか れた規定 に したが って、受 益
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者 に対 して、課税 され る。

・複雑 な信託に関 しては、 フランスは、 同様 に透 明性 の原則 を採用 している。 フラ

ンスの受益者 は分 配の際に合衆 国に も租税 を支 払っているの で、受益者 は、 フランス

において外国税額控 除 を受 け る権利 を有す る。 この税額控除 は、分配の際 に実際に支

払 われ た合 衆国の租税 の額 と等 しい……。 しか し、所得の実現の際 に信託 自身の支払

った合衆国の租税 は、受益者 の課税 の際 に差 し引かれ る外国税額控除 としては、認め

られてい ない。

・『grantortrustJに つ いては、支払われ た所得 は、受益 者 の段 階にお いて は考慮

されずに、grantorの 段階 で課税 され る。 この点 に関 して、 フ ランスは、特 にアメ リ

カの法典 におけ る基準 を考慮 しなが ら、個別の状況においてあ る信託が この タイプの

ものであ るか否か を判断す る可能性 を、 自らに留保 してい る。

現在の行政解釈 によれ ば、 この定めは、米仏租税条約 にのみ関す るものであ る。 し

たが って、 その定め は、英仏租税条約 の ような他 の条約 について、アプ リオ リに適用

され うるものではない。 その場合、 フランスの受益者 が英 国で課税 され うるか否か を

判断す るとい う問題が生 じて くる。実際、裁量信託 の場合 には、支 払われた所得 は、

条約 の どの条項 に も定め られ ていな い特別 な性格 の所 得 であ る。 したが って、 『その

他所得』 に関す る条項(1968年5月22日 の修正 英仏租税条約 の22条)は 、受益者の

居住地 国が排他的課税権 を有す る と定 めてい る。 この ような前提 の下 において は、受

託者 の支払 った租 税 も、受託 者の受領 した所得 の種類が何 であれ、 それ 自体が還付 さ

れ る。 ……

したが って、連合 王国は、その租税 条約 の中で、 しば しば、信託か らの所得 を 『そ

の他所得』か ら排 除 してい る……。 この場合、外国の受益者 は、英 国の租税の還付 を

求め る権利 をもたない。 しか し、連合 王国は、 『透 明性』…… を認 めて い る。 したが

って、 ……所得 が連合 王国外 の源泉か ら生 じた もので あれば、租税 は還付 され る。

2信 託の 『受取 る』成果 に関す る制度

フランスの立場 か らは、 この問題 は、信託 財産がフ ランス国 内に存在 し、その結果

として、その産 み出す所得が フランス源泉の ものであ る場合 にのみ、生ず る。実 際の

ところ、 この ような状況 はまれ である。……
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行政解釈 によれば、租税条約 が存在 して もしな くとも、 た とえ合衆 国の場合 であ っ

て も、状況 は同様の よ うであ る。前述 の1981年 の通達 は、事実、信託 か ら生ず る所得

にっ いて規定 してい るので あって、信託 が受領 す る所得 につ いて定 め た もの ではな

い 。

信託 は法 人格 を有 して いな いか ら、信託 を租税条約 の意味 におけ る居住者 として扱

うわけにはいか ない。信託の受領 す る所得 に対 して適 用され る租税制度 を決定す るた

めには、場合 によっては、所得 を受領 す る者が誰 であ るかを決定す る必要が ある。信

託 とい う制度 の特殊性 は、 まさに、フ ランス的な意味におけ る 『所有者』が存在 しな

い とい う点にあ る。

いかな る定 め も確定 した もの とはいえ ない……」(28)

(2)ド イツ

ドイツにおいては、信託の課税 に関 して明文 の規定 は存在 しないが、fixedtrustに 関

してtransparentな 扱 いが採 用 され てい る(29)。 もっ と も、信 託 に留保 され るキ ャ ピタ

ル ・ゲ インの扱 いにつ いては不 明確 である(30)。

また、裁量信託につ いて は、transparentな 扱いか、 ある.いは、所得税法 に定め るその

他所得 として扱 われ るこ とに なろ うが、不 明であ る(31)。あ る論者 は、 ア メ リカの裁量信

託 につ いて、 ドイツ租税 法上、いかな る課税が なされるか という点について、次の ように

論 じている。

「課税上 の扱 いの 出発点 は、 まず、信託 が、 ドイツ民法上、権利能 力 を有 してお ら

ず、 それ故 に、特別 な租税 法上の定めが 存在 しない場合、独立の納税義務 者 とは なら

ない とい う点 である。 その結 果、 ドイツ租税 法は、信託関係 の当事 者(特 に、委託 者

あるいは受益者)の 一方が、当該 ドイ ツ租税 に関 して無制限 ない し制 限納税 義務 に服

す る場合 にのみ、 問題 となる。」(32)

「信託財産 に流 れ込む所得(例 えば、信託 の保有す る株式 の配 当や、賃貸等の所得)

は、それ らの所得 の帰属す る者が、 ドイツの租税 法に よって無制 限ない し制限納税義

務 を負 う場合 にのみ、 ドイツ租税法に服 す る。通常 、 このこ とは、委託者 ない し受益

者にのみ関係 す る。 それ故、所得の帰属 が、 ドイツ法律 に よ り納税義務 を負 うか否か

を決定 す る。」(33)
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この ように述べ た上 で、 この論 者は、以下の ような結論 を下 している(34)。

・irrevocabletrustに おいては、委託者 に権利 が残 らないか ら、信託財産 か らの所

得 は委託者 に帰属せ ず、受益 者に帰属す る。 しか し、裁量権が行使 され るまでは、 ド

イツ租税法上の納税義務 者は存在せ ず、 ドイツの課税 は行 われ ない。

・revocabletrustの 場合、租税通則法 の39条2項 に よ り、経済財 の帰属 者は委託

者 とされ、所得 の性質 につ いて も、transparentな 扱 い とな る。

なお、累積信託については、 累積 された所得が後 に分配 された場合 、課税 がな されない

とす る連 邦財政裁判所 の判決 が存在す る(35)。この点 につ いて、上 の論 者 は、次の よ うに

述べ ている〔36)。

「3信 託か らの分配

それ ぞれの信託 設定行為の定め に従 い、受託者は、委託者 に対 して または信託設定

行為 に定め られた受益者 に対 して、信託財産か ら分 配 を行 う義務 を負 うか、 その裁量

権 を有す る。

3.1所 得税

何 時で も撤 回可能 な信託か ら、 あるいは、その財産がか わ らず委託者 の処分に完全

に委ね られ てい るような信 託か ら、委託 者 に対 して分 配が な され る場合、 それは単

に、信託 の内部 におけ る委託者に帰属すべ き財産 の再編成 を意味す るにす ぎない。 し

か し、 ここには、所得税 に関 して意味のあ る構成要件 は存在 しない。

これに対 して、処分 ・利用権 限のない、撤 回不可能 な信託 の委託者 に対す る分 配の

場合 は、委託者に とって関係 の ない財産 の流入 を意味す る。 このよ うな流入は、 それ

が所得税 法22条1号 の払戻 収 入の形 式で生 ず る場合 にのみ、 ドイ ツ所得税 に服す

る。 そのための要件は、分 配が、

・定期的 になされ、

・受託者の統一 した決議 に基づ き、

・あるいは、統一 した法的根拠 に基づ いている、

とい うこ とである。 この ことが どの程度特定の分配にっいて あては まるかは、受託者

の事実上の行 動に依 存 してい る。分配 の際 にその都 度受託者 の決議 が必要であれば、

連邦財政裁判所 の判決は、払戻収入 は存在 しない とす る(BFHvom20.7.1971,

BStBl.197211S.267/268=DB1972S.267)。

一15－

L



デ ]

……委託者に対する分配ではな く、信託設定行為 において定められた受益者に対 し

て分配が行われた場合にも、上述の払戻収入の要件が存在 しなければならず、そうで

ない場合は、 ドイツ所得税の意味における課税対象となる所得は存在 しない。信託が

撤回可能であるか否かは、ここにおいては重要ではない。」

(3)ス イス

スイスにお いて は、usufructの 類推 に よ り、transparentな 扱いが なされ、所 得 の種

類 は所得が信託 を通過 して も変 わらない とされて いる(37)。 したが って、受益者 に対 す る

課税が なされ る。 もっ とも、委託 者が信託財産 に対 して支配権 を留保 してい る場合 には、

委託者 に対 して課税が なされ る。 いずれの場合 において も、受託者 は、名 目上の所有 者 と

して、課税上、無視 され る。 この点につ いて、 ある書物 は、次の よ うに述べ てい る。

「他 の多 くの ヨー ロッパ諸 国同様 に、信託 の概 念 は、ス イス民法体系 の一部 とは さ

れていない。連邦 レヴェルにおいて も、 カン トンの レヴェルにお いて も、法典 には、

信託 法は含 まれていない。 したが って、連邦 とカン トンの租 税法律 には、信託 の課税

に関す る規 定は存在 しない。 このよ うに信託 に関す る租 税法上 の規定が まった くない

か らといって、信託 がスイスの民法や租税 法 と関わ りをもった瞬間に、 スイスが信託

概 念 を無視 す るとい うわけではない。む しろ、他 の ヨー ロッパ大 陸諸 国 と比較 して、

ス イス法 は、常 に、信託 に対 して友好的 な態度 を維 持 して きた。 このよ うに(19世 紀

に さか のぼ る)伝 統的 な友好的態度は、 コモ ン ・ロー諸国の居住者 をスイスに移住す

るよう招 いた といえ るが、 その他に、 この ような積極 的姿勢 には様々 な理 由が ある。

スイスの銀行 および金融機関 は、いつ も、海外 の富に対 して、 それ を歓迎す る態度 を

維持 して きた。 その結果、受託 者業務 は、 ス イスで発展 させ られ維持 されて きた手段

である といえる。 これが、友好 的な態度 を示す他 の諸 国 と異 な り、ス イスは、 その外

国人居住 者が、その母 国の法 をその遺 言 を支 配す る法 として選 択す るの を認め て き

た。 コモ ン ・ロー諸国の国民は、 スイスに居住 しなが ら、遺言信 託 を設立す ることを

認め られて きた。

信託に対 して積極 的な姿勢 をとるもう一つの理由 は、 リヒテ ンシュタ インとの関係

であ る。 この国は、詳細な信託法 を発展 させ て きたが、 それは1926年 に まで さか のぼ

る。近 くに、寛大 な租税制度 を有す る リヒテンシュ タインが存在 す るこ とが、 スイス
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が信託 に対 していつ も、 そ して、 ます ます友好 的で あ り続け て きた理 由 であ り、 ま

た、 この制度に関 して深 い知識 を有す る理 由で もある。個 別の事例 にお いて、 リヒテ

ンシュタインの法律は、スイスの受託者 と結 びつ いて、利用者に とって有 利な結果 を

もたらす。 リヒテ ンシュタイン法 の下 の信託概念 もまた、 それ 自体 、魅力的な もので

あった。他 の英米法系 の法制度 と異 な り、 リヒテンシュタイン法は、所得 の無制 限の

累積 を禁 じていない し、perpetuitiesを 禁 じる定め もない。 したが って、 リヒテン シ

ュタイン法上の信託 は、無制限 の期間 にわたる もの として設立す ることがで きる。 ス

イスが信託 活動 の基地 として用 いられ る もう一つの理由は、 この国が戦 時に中立であ

る とい う偉大 な伝統 を有す る安全 な国 で、優 秀 で安 定 した銀行秘密 を有 してい るとい

う点であ る。 ……」(38)

「……民法 におけ る解釈 と性格付 けが、租税 法律 の適用 に対 して重大 な影響 を及ぼ

す。」〔39)

「原則 として、信託 それ 自体 は、独 立の納税者 とはみな され ない。所得税(と 財 産

税)を 課す にあた り、 スイス課税当局 は、受益 者に着 目す る。例外 は、委託者が一定

程度信託財産 に関す る支 配権 を維持す る(す なわち、撤 回権 を保持す るこ とによ り)

場合や、委託者が信 託財産 の全部 または一部 に関す る処分権 を有す る もの とみ られ る

(すなわ ち、 裁量権 を行使 す ることに よ り)場 合 であ る。 この よ うな場合 、委託 者の

処分 に委ね られた部分 は、所得税 と財産税 との関係 で委託者の私的財産 として扱われ

る。受託者 は、委託 者 と受益 者の仲介人 として とらえ られ る。受託者の地位 は、一 般

的 に、所得税 と財産税 との関係 では重要 ではない。信託の一部 として、受託者は、ス

イス租税 法上、名 目上 の所有者 として扱 われる。 そ してγ この名 目上 の所有者は、ス

イス所得 税 にもス イス財産税 に も服 さず、租税負担 は受益 者か委託 者 に残 る。 この よ

うな考 え方は、原則 として、受託者が スイス居住者 である場合 に もとられ る。すべ て

を考 慮にいれ ると、 出発点 は、受益者が信託財産 とそこか らの所得 の課 税上の所有 者

とみな され るとい うことである。 したが って、 スイスの居住 者であ る個 人受益者 は、

信託財産 に関 して、 スイス所得税 ・財産 税に基本的 に服 する。 ……

trustdeedと 、受託者の服す る規則が、受益 者の課税 を決 め る上 で もっ とも重要 で

あ る とい う点は明 らか である。 また、課税 の時期 に関 して重要 なのは、受益者が、信

託所得 を受 け るまでは所得税 に服 さない とい う点で ある。 これは、 ス イスが所得税 を
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現金主義 に基づ いて課 しているか らであ る。 しか し、た とえ所得が現実に分 配 されて

いない場合 であ って も、受益 者が 当該所 得 に対 して請求権 を有 してい る場合 に は特

に、課税庁 が信託 を無視す るこ とが ある。ス イス(た だ し、 い くつかの カン トンは例

外であ るが)は 、個 人のキャ ピタル ・ゲ インに課税 しないので、 それ らは、事 業活動

か ら生 じた ものでない限 り、課税 され ない。」(40)

また、別 の書物 は、スイスにお ける信 託の課税 について、次 のよ うに述べてい るの

で、引用 してお く(41)。

「信 託 は、一定 の要素 にお いて、fuducieと 似 てい る。信 託 が、外 国 の信 託 法

の定 めに基づ いて有効 に設立 され たものであ る限 り、 また、信託が スイス法の強

行規 定に反 しない限 り、 それ は、 スイス法に よ り認め られた もの となる(RO96

1179=JT1971111329)。

租 税法においては、連邦裁判所は、信託 財産が信託受益者 の財産の一部 とはな

らず、 それ は、usufructに 付 され た財産 に対 して適用 され る定 め には服 さな い

と判示 した(RO851115… …;RO751315)。 実 際の ところ、 これ らの事件

にお いては、信託受益者 は、確定的で ない権 利のみ を有 し、信託 に付 され た財産

を処 分す るこ とはで きなかった。

RO851115に おいて、連邦裁判所 は、信託 に対 してな され た無償 の行為 が

受益 者 の所得 とはな らず、所得税 に も服 さない と判示 した。す なわち、裁 判所

は、黙示的 に、受益 者が、信託が彼 に対 して な した金銭給付 にっ いてのみ課税 さ

れ るこ とを認めて いる。 しか し、最高裁 は、信託が課税 逃れの 目的 で設定 された

場合 につ いては、……留保 してい る。」

(4)オ ランダ

オ ランダのあ る論者 は、 オランダにおけ る信託の課税上 の取扱 いについて、次 の ように

述べ てい る。

「オランダの租税法 お よび大陸法系の法制 度の下 において、英米法上 の信 託 を認識

す るこ とにつ いては、何 らの問題 もない。 したが って、信託 とい う現象 は無視 されは

せ ず、 その衣が は ぎ取 られ るこ ともまれであ る。 このよ うな傾向は、オ ランダの最 高

裁判所 と一審 の租税裁判所の判決において、認め られている。 そこにおいては、信託

一18一



← 一一'

を、全体 として または部分的に解釈 し、 それ をオランダ法上 の概念 に したがって構成

しようとい う努力 がなされて いる。他 の ヨー ロ ッパの大陸法系諸 国におけ ると同様、

信 託の概念が法体系 の一部 とは なって いないに もかかわ らず、 この ような状況 なので

あ る。 ……」(42)

「ハー グ信託法 条約 が発効 したか らといって、す ぐにそれが信 託 に対 す る態度 の変

化 をもた らす とは思 われない。

信託 に関す る裁判例 においては特に述べ られてはいないが、信託 の衣 をはが ない と

い う方針 には、例外が あ り、それは原則 として次の ように要約 しうる。

すなわち、信託 の保有す る財産(お よび、所得)は 、 それが委託者 ない し受益者の

処分 に委 ね られているよ うな場合 には、委託 者ない し受益者 に対 して直接 に課税が な

され る。委託者 ない し受益 者が まるで信託財産(な い し、所得)が 自らの ものである

か の ようなか たちで信託財産 について処分権 を有 しているよ うな場合 に も、 この よ う

な帰属が採用 され る。」(43)

このよ うに、 オランダ租税 法上 は、原則 として、受託者 は信 託財産 ・所得 の所有者 とは

考 え られていない。 したが って、信託財産 か ら生 ず る所得 は、 当該所得 につ いて委託者 ・

受益者 が処分権 を有す るならば、直接 、委託者 ・受益 者の手 にお いて課税 され る。信 託 そ

れ 自体 は、 自然人 では ないか ら、個 人所得税 の課税 を受 けない し、 また、信託 は法人税 の

納税義務者 ともされて いない(44)。

ただ し、以上の よ うなtransparentな 扱いが否定 され る場合 も存在 す る(45)。た とえば、

あ る判 決 にお いて(ハ ー グ租税裁 判所1962年10月5日 判決、BNB1963/118)、 撤 回可 能

な信託が所得 を累積 してお り、受託 者の裁量 に よ り、 当該所得 が、委託者の子孫 を受益 者

として分配 され るこ とに なっていた。課税庁 は、撤 回可能性 を根 拠に、transparentな 扱

いを主 張 し、そ の所得 の全額 が(所 得税 に関 して)委 託者 に帰属す る と主張 した。 しか

し、裁判所 は、 その ような議論 を排斥 した。 なぜ な ら、 その よ うな取扱い は、英米法上 の

信託 とい う現象の本質に反す るので、撤 回可能性 は無視 しうるし、 また、受益者 も、信託

財産 を保有 して い るとはいえな い、 さ らに、受 益者 の立場 は、usufructと は異 な る。 こ

の場合 の課税上の扱いは、次 の ようになろ う。

「信託財 産か らの所得 が受益 者の処分 に委ね られ る…… よ うにな る と、受益者 は実

際 に手に した所得 について個 人所得税 に服す る。1964年 の個 人所得税 法 は、所得 の源
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泉 を特 定 してお り、そ こに掲 げ られていない所得 は非課税 とされ る。信託 の衣 がはが

され た場合 、個 人の委託者 ・受益者 は、直接 に……所得税 に服す る。 しか し、信託 の

衣が はが されな い場合、lifeinteresttrustの 受益者 に対 す る支払や、裁量信 託か ら

の支払 は、1964年 所得税 法25条7項 ……の下 の 『定期 的支 払』 と して、課 税 に服す

る。」(46)

なお、所得税 法には、29A条 とい う租税 回避否認規定が あ り、受益 者が信託 か ら所得 を

受け る単な る期待 以上 の もの を有 している場合 には、信託財産か らみな し収益率 に相 当す

る所得 を得 てい るもの として課税 され、受益者の受益権 が単な る期待 にす ぎない場合 には

課税 なしとしてい る(47)。

〔注 〕

(19)AveryJonesetaL,supranote(1),at53.

(20)Fernand-CharlesJeantetetJean-PierreLeGall,L'apPlicationderimpδtsurlesgrandes

fortunesacertainstrustsanglo-saxons,LaSemaineJuridiqueεd.CommerceetIndustrieII,

13896,at569-570(1982).

(21)BernardPlagnet,Juris-classeurfiscal,Fasc.657,n.37.

(22)BernardPlagnet,Juris・classeurfiscal,Fasc.16-4-G,n.23.

(23)AveryJonesetaL,supranote(1),at53.な お 、 留 保 さ れ た キ ャ ピ タ ル ・ゲ イ ン は 、 お そ ら く

非 課 税 と な ろ う(AveryJonesetaI.,supranote(1),at56)。

(24)AveryJonesetal.,supranote(1),at57,

(25)AveryJonesetal.,supranote(1),at60,

(26)SonneveldtandvanMens,supranote(2),at66-67.

(27)JeantetetLeGall,supranote(20),at569-570.

(28)BrunoGouthiere,Lesimpδtsdanslesaffairesinternationales,Trenteetudespratiques446-

449(1989).

(29)AveryJoneseta1.,supranote(1),at53.

(30)AveryJoneseta1,,supranote(1),at56.

(31)AveryJonesetaL,supranote(1),at58.

(32)KlausM.Ratjen,DerUS-amerikanischeDiscretionaryTrustimdeutschenSteuerrecht,35

DerBetrieb1793(1982).

(33)Ratjen,supranote(32),at1794.

(34)Ratlen,supranote(32),at1795,

(35)BFHvom20.7.1971,BStBl.197211170(AveryJonesetal.,supranote(1),at60,
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note87).

(36)Ratjen,supranote(32),at1795.

(37)AveryJonesetal.,supranote(1),at53;SonneveldtandvanMens,supranote(2),at47.

ま た 、SonneveldtandvanMens,supranote(2),at46-49参 照 。

(38)SonneveldtandvanMens,supranote(2),at45-46.

(39)SonneveldtandvanMens,supranote(2),at47.

(40)SonneveldtandvanMens,supranote(2),at49-50.

(41)Jean-MarcRivier,Droitfiscalsuisse,L'impositiondurevenuetdelafortune,65(1980).

(42)SonneveldtandvanMens,supranote(2),at53.

(43)So皿eveldtandvanMens,supranote(2),at54.

(44)SonneveldtandvanMens,supranote(2),at54-55.も っ と も 、 信 託 が 、 法 人 税 法 上 、 非 居 住

者 と し て 課 税 さ れ る こ と は あ る 。

(45)SonneveldtandvanMens,supranote(2),at55-56.

(46)SonneveldtandvanMens,supranote(2),at56.

(47)SonneveldtandvanMens,supranote(2),at57.
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第2款 大陸法諸国における信託類似法理の課税

大陸法 にお いて も、英米法上の信託 と類似 の制度、法理が存在 しないわけではない。 こ

こでは、 このよ うな制度に関す る課税上 の取扱いにつ いて、簡単 に紹介 してお きたい。

1信 託 の範 囲

その前に、 と りあえず明 らか に しておか なければな らないのは、信託 の範 囲につ いてで

ある。信託が法制度 であ る限 り、 その根拠法が あ り、 また、根拠法 ごとに信託 の制度 も異

な るはず であ る。世 界中の この ような制度 の うち、 どの範囲の もの を 「信託」 とし、 どの

範 囲の もの を信 託類似 法理 として扱 うか とい う点が、重要 な問題 となる。 しか し、 この問

題 につ いて明確 な結論 を出す こ とは、かな り困難 といえ よう。真 の信託 をどの ような もの

としてみ るかは、論者 によ り当然に異 なると思 われ るか らである。

もっとも、 この問題 に答 えるこ とな しには、この第2款 の記述 が不可能 となるのみ なら

ず、第1款 に おけ る 「信託」 の課税 といった場合 の、「信託」 の範囲 さえ不 明確 な もの と

なって しまう。 そこで、 ここで、 この点 について、一 応の議論 を行 ってお くこ ととす る。

この問題については、おお よそ、次 の三つ の答 えが あ りうるのではないか と思 われ る。

① コモン ・ロー諸国の法に基づ いて設立 され た信託のみ を信託 ととらえ る考 え方

② ハー グ信 託法条約 に よ り認め られた ものを信託 ととらえる考 え方。 この ような考 え

方 に立 った場合 には、 日本の信 託法に よる信託 も、 「信託」 である ということにな る。

③ 本来の信 託 と同様の法的効 果 を有 す る法制度 をも含め て、信託 ととらえる考 え方。

この考 え方 を とる と、信託類似制度 とい うものは、 きわめ て限定的 な もの とな って し

まうか もしれない。

本稿 においては、 この うち、① ない し②の立場 を採用せ ざるをえない。 そ して、信託に

関す る課税について書 かれた文献 の大部分 は、 この点にっいて明確 に述べ てはいない もの

の、お そ らく、① の立場 に立ってい るもの と思われ る。 もちろん、実際的には、②の立場

を採用 した方が望 ま しいのではないか と考 え られ る。 しか し、 た とえば、 日本 の信託法 に

基づ いて設立 され た 「信託」の 自国(外 国)に お ける課税上の取扱 いについて書か れた文

献は見出す こ とが で きなか った(こ の ような場合 の扱 いにつ いては、お そら く、① の扱 い
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を前提 として考 えてい くこ とが できるのではないか と思われ る)。 したが って、 ここで信

託類似法理 として扱 うのは、 とりあえず、① の立場 か らみて信託 とはいえない ものに限 る

こととす る。

2ド イ ツのTreuhand

大陸法 におけ る信託 類似 法理 と して最 も注 目され るの は、お そ ら く、 ドイ ツにおけ る

Treuhandで あろ う。 この法理 の私法的 な意見合 いにつ いては、他 の文献 に委 ね ざるをえ

ない(1)。 ここでは、Treuhandの 租税 法上 の扱いに絞 って、述べ るこ ととしよう。

Treuhandと は、二者 間関 係 の 自益 信託 的 な法 関係 であ る。Treuh加derと は、他 者

(す なわ ち、Treugeber)か ら財産権 をみずか らの名義 で取得 した者 であ る。彼 は、 みず

か らの名義 で財産権 を取得 しはす るが、Treugeberの 利益 のため にそれ を用 い、みず か

らの利益 の ため に それ を用 い るわけでは ない。 この よ うな権利 をTreuhanderに 与 え る

のは、法律 、法律行 為、行政処分 等々であ る。両 者(す なわち、TreugeberとTreuhan-

der)の 内部 関係 は、債権 ・債務 関係 であ るが、 それに関す る民法上 の定 めは ない。 もっ

とも、Treuhand関 係 といって も、 その成立要 因に よ り様 々で、 それ を一括 りに して しま

うわけにはいか ない②。

AOの39条1項 は、WirtschaftgUter(こ れは、Sachen,Recht,Vorteileを あわせ た も

のであ る)が 、Sachenの 場合 は、EigentUmerに 、 その他 の場合 に は、 民法上 の権利 者

に帰属 す る と定めて いる(法 的帰属)。 しか し、 同条2項 は、一定の場合 に、例外的 に、

経済財 がそれに対 す る事実上 の支配 を有す る者 に帰属す ると定めて いる(経 済的観察法 に

よる経済 的帰属)(3)。 そ して、 この2項 に よ り、Treuhandに おい ては、経 済財 が、私 法

上の所有者 ではないTreugeberに 帰属す るとされ るのであ る(4)。

個別 の税 目におけ る扱いは、以下の とお りである(5)。

・所 得 税 経 済 財(な い しTreugut)の み な らず、 そ こ か ち生 ず る 所 得 も、

Treugeberに 帰属す るし、 また、減価償却や 費用 もTreugeberに 割 り当て られ る(6)。 し

たがって、課税 され るのは、Treugeberで あ る(transparency)。

・財産税 これ につ いて も
、AO39条2項 の適 用が あ る。 したが って、財 産 は、原則

としてTreugeberに 帰属す る。

・不動産取得税 法律が民法 を引用 してお り
、 課税要件 が民法 に直結 させ られてい る。
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したが って、AO39条2項 では な く、1項 が適用 され る。 これ は、不動産取得税 は流通税

であるが故 に、私法上 の形式 が重視 され るため であ ろ う。 したが って、Treugeberか ら

Treuhanderへ の(Treuhand関 係 の成立に ともな う)不 動産 の移転 につ いて も課税 が な

され る。 もっ とも、(Treuhand関 係の終 了に ともな う)財 産 の返還 の際に は、非課 税 と

されてい る(不 動産取得税法3条8号)。

・法 人税 法人の株 式について、会社法上権 限を有 す るのは、Treuhanderで あるが、

課税上 は、経済的観察法が妥 当 し、Treugeberが 株主 として取 り扱われ る。

・事業税 事 業税法5条1項 によれば、納税義務 者 はUnternehmerで あ るが、 ここ

で問題 とされ るの は、商 業登 記に おいて記載 され るTreuh註nderで はな く、 リス クを負

って 自らの計算で事業 を営むTreugeberで あ るとされ る。

〔注 〕

(1)CfWilliamFFratcher,InternationalEncyclopediaofComparativeLaw,vol.VI,Property

andTrust.

(2)KlausTipkeundHeinrichWilhelmKruse,Abgabenordnung,Finanzgerichtordnung,Kom-

mentarzurAO1977undFGO,14.Auflage,1,T乞.16,§39.

(3)Cf.Hans-HermannHeidner,DierechtsgeschaftlicheTreuhandimSteuerrecht,Deutsches

Steuerrecht1989,Heft10,305.

(4)Tipke/Kruse,supranote(2),Tz.20,§39.

(5)Heidr】er,supranote(3),at307-308.

(6)Tipke/Kruse,supranote(2),Tz.16,§39.

3フ ランスに おけ るfiducie

フランスの信託 法草案 は、基本 的に、課税上のtransparentな 扱い を定めて いるが、そ

の詳細については、 ここではふれない⑦。

ただ、 この信託法草案 に関す るあ る論者 の議論 を以下に簡 単 に引用 してお く。 いず れに

せ よ、 この点に関す る本格的 な議論 は、信託法成立以降 とい うこ とにな ろう。

「フランス法 の下 にお け る信託の扱 いは、従 来、かな り不明確 であ った。

第一 に、Impδtdesolidarit6surlafortuneが 信託財産 に対 して課 されるか、課 さ

れ る とすれば、 どの ような水 準 で、いか な る基準 に対 して課 され るか が不 明確 で あ

一24一



る。

第二 に、 フ ランス資産 を、 それ を終局的 には一定 の受益 者に対 して配分 す ることを

目的 として、信託 に移転す るこ とは、 フランス登録税 に関す る問題 を引 き起 こす。フ

ランスにおけ るpropri6t6apParenteの 理論 に よれば、二重課税が 引 き起 こされ るよ

うに思 われ る。 ……

最後 に、所得課税 に関 してか な りの不明確 性が存在す る。……

フ ランス租税法 において、信託 に関す る不明確性 と、首尾一貫性 の欠如 は、 かな り

の ものであ り、立法 的解決が提案 されて きた。」(8)

〔注 〕

(7)Cf.AlicePezard,RδledeIafiduciedanslaconservation6conomiqueetculturelledu

patrimoine,FusionsandAquisitions,D6cembre1990,15;AlicePezard,Lafiducie,uninstru-

mentjuridiqueutile,LesPetitesAffiches,27mai1992,n.64,18;AlicePezard,Lesdiverses

applicationsdelafiduciedanslaviedesaffaires,RevuedeDroitBancaireetdelaBourse,mai/

juin1990,108.

(8)SonneveldtandvanMens,supranote(2),at65-67.

4ス イ ス のTreuhand/fiducie

基 本 的 に 、 ドイ ツ に お け る の と 同 様 の 原 則 が 存 在 す る と考 え て よ い 。

そ こ に お い て は 、 経 済 的 実 質 が 重 視 さ れ 、 原 則 と し て 、Treuhander/fiduciaireで は な

く、Treugeber/fiduciantの み が 課 税 を 受 け る 。 た だ し、 そ の た め に は 、Treuhand/

fiducie関 係 の 存 在 が 明 確 で あ り(す な わ ち 、Treuhander/fiduciaireが 財 産 に 対 し て 経

済 的 支 配 を 及 ぼ し て い な い)、 か つ 、 こ の 関 係 が 租 税 回 避 を 目的 と し た も の で は な い こ と

が 必 要 で あ る(9)。

〔注 〕

(9)Jean-MarcRivier,Droitfiscalsuisse,L'impositiondurevenuetdelafortune,64(1980)

BoleslawAdamBoczek,TaxationinSwitzerland(HarvardLawSchool,WorldTaxSeries)

384-385(1976).
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第3款 集団信託

こ こ で は 、 様 々 な 国 に お け る投 資 信 託 の 課 税 上 の 扱 い に つ い て 、 簡 単 に 整 理 し て お く こ

と とす る。 こ こ に お い て も、 概 要 の 紹 介 を 目 的 と し た た め に 、 各 国 そ れ ぞ れ の 資 料 を 詳 細

に 検 討 す る と い う こ と は 行 わ な か っ た 。

な お 、 投 資 信 託 の 課 税 に 関 す る お お ま か な 概 要 を つ か む 上 で 主 に 、 参 考 に し た の は 、 次

の 文 献 で あ る。

・J.vanHoorn,Jr.,InternationalEncyclopediaofComparativeLaw,volume

XIIIBusinessandPrivateOrganizations,chapterllTaxationof

BusinessOrganizations

1総 論(1)

投資の仲介機 関に対 して、エンティティ ・レヴェルの課税 を行 うか否かが、 ここにおけ

る課題 であ る。 この問題 は、金融仲介機関に関す る所得課税上の問題 を考 える上で、最 も

基本的な ものである。

投資の仲 介機 関 は、法 人格 を もたない場合(こ れ を、投 資信 託 と呼ぶ こ と としよ う)

も、法人格 を有 す る場合(こ れ を、投資会社 と呼ぶ こ ととしよ う)も あ るが、 いずれの場

合 も、 自らの名義 で投 資活動 を行 う。 そして、 これ らの投 資の仲介機関は、個 々の投資家

か ら資金 を集め る際に、証券 を発行 した り、株式 を発行 した りす る。

多 くの国々 で、 この ような投 資の仲介機関の特殊性 に着 目して、課税上 の特例 を設け る

ことが少 な くないが、仲介機 関段階 の課税が なされ るか否か につ いて、単 純 な結論 を述べ

るわけにはいか ない。 まず、法人格 のない投資信託 においては、仲介機関段 階の課税が行

われない ことが多いが、それが行 われるこ とも少 な くない。他方、法人格 を有す る投資会

社 については、 法人税 が課 され る場合 もあるが、一定 の条件の下 で、優遇 措置が設 け られ

る場合 も少 な くない。 この ように、仲介段階の課税 の有無が、場合 によ り異 なるのであ る

か ら、 この点 に関 して理論 的な議論 を組み立 てるこ とは困難か もしれない(も ちろん、財

政学的な議論 は可能 であ ろうが)。
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〔注 〕

(1)J.vanHoorn,Jr.,InternationalEncyclopediaofComparativeLaw,volumeXIIIBusiness

andPrivateOrganizations,chapterllTaxationofBusinessOrganizations,49-50.

2各 国の方式

(1)ア メ リカ②

ア メ リカにおいては、投 資仲介機関 に対 して法人所得 税の課税 が行 われ るのが 原則 であ

るが、他 方で、投資仲介機関段階 の課税 を避け るための メカニズムが用 意 されてい る。

その第一は、RegulatedInvestmentCompanyやRealEstateInvestmentTrustに お

いて用 いられてい る方 法で、投資仲介機関 に対 して いったん法人税 を課税す るが、 その課

税 所得 の算定 に際 して、投資家への利益分配 を損金算入す るとい う方式 であ る(た だ し、

損失が投資家 に配分 されないようにはなって いる)。

これに対 して、Rea1EstateMortgageInvestmentConduitに おいては、一定 の厳格 な

要件 を満た した投 資に関 しては、投資仲 介機 関段階の課税 が原則 として完全 に排除 され、

RealEstateMortgageInvestmentConduitの 利益 ・損失が、直接residualinterestを 有

す る投資家 に対 して帰属す るもの として課税 が行 われ る(3)。

(2)イ ギ リス(4)

詳 し く述べ るほ どの情報 を有 してはいないが、イギ リスにおけ る投資の仲 介機 関 として

代 表 的 な のは、unittrust(こ れ は、信託 形 式 の投 資仲 介機 関 で あ る)とinvestment

trust(こ れは、会社形式の投資仲介機 関であ る)の 両者 であろ う。

この うち、unittrustは 、本来、信託形式 の投 資仲介 「機 関」 なのであ る(日 本 の投 資

信託 の原型 といわれ、受 託会社 と管理会社が信託契約 を締結 し、管理会社 は受益証券 を発

行す る)が 、 その うち一 定の要件 をみたす適格 の もの は、課税上 、一定の限度 で会社 とし

て扱 われ る(5)。 とい って も、その課税上 の扱 いは単純 では ない。 ご く概 観 のみ を述 べ る

と、次 のよ うになろう(6)。

・unittrustの 資産 運用か ら生 ず るキャ ピタル ・ゲ インは非課税。

・unittrustの 受領 す る内国法 人か らの配 当はunittrust段 階 では課税 され ない
。

・unittrustの 受領 す る外 国法 人か らの配 当はunittrust段 階 で法 人税 の課税 を受け
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・受 益 者 は
、 分 配 を 受 け た 際 に 所 得 税 を 、 ま た 、 解 約 時 に キ ャ ピ タ ル ・ゲ イ ン税 を 課 さ

れ る。

ま た 、investmenttrustは 、investmenttrustcompanyの こ と な の で あ るが 、unit

trustと 類 似 の 課 税 を受 け る(す な わ ち 、 運 用 に よ る キ ャ ピ タ ル ・ゲ イ ン は 非 課 税 で 、 内 国

法 人 か ら の 受 取 配 当 も課 税 さ れ な い)(7)。

(3)ド イ ツ(8)

ドイ ツ で 採 用 さ れ て い る の は 、 オ ー プ ン ・エ ン ド型 の 契 約 型 投 資 信 託 で あ る 。 そ し て 、

そ の た め に 、Kapitalanlagegesellschaftと 呼 ば れ る会 社 形 式(通 常 は 、 銀 行 が 社 員)の

投 資 仲 介 機 関 が 設 け ら れ て い る 。 投 資 家 は 、 こ のKapitalanlagegesellschaftに 株 主 と し

て 参 加 す る の で は な く、 そ れ が 、 自 ら の 資 産 と は分 離 して 、 しか も、 フ ァ ン ドご と に 分 離

し て 管 理 す る(た だ し、 実 際 の 運 用 は 銀 行 が 行 う)投 資 用 のSondervermδgenに 対 す る

受 益 証 券 を保 有 す る(9)。

Kapitalanlagegesellschaftは 、transparentな 存 在 で あ り、 課 税 は 基 本 的 に 投 資 家 段

階 で 行 わ れ る 。

な お 、 外 国 の 投 資 信 託(信 託 型 、 会 社 型)に つ い て は 特 別 法(GesetzUberdenVer-

triebauslandischerInvestmentanteile,UberdieBesteuerungihrerErtragesowiezur

A血derungundErganzungdesGesetzesUberKapitalanlagegesellschaften)が 存 在 し、

バ ラ ン ス が と ら れ て い る 。

(4)ス イ ス(10)

1966年7月1日 の 法 律 に よ り、Anlagefonds/fondsdeplacementと い う信 託 形 式

のinvestmentfunds(法 人 格 な し)が 設 け ら れ た 。 受 益 証 券(Anlagescheine/parts)の

保 有 者 は 、Anlagefonds/fondsdeplacementの 財 産 に 対 す る 所 有 権 を も た ず 、 そ れ は 、

Anlagefonds/fondsdeplacementの 管 理 会 社 がAnlagescheine/parts保 有 者 の た め に 、

自 己 の 財 産 とは 分 離 し て 保 有 す る。

Anlagefonds/fondsdeplacement段 階 で は 課 税 は な く、Anlagescheine/partsの 保 有

者 は 、 分 配 を受 け た 段 階 で 課 税 さ れ る。
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(5)フ ラ ン ス(11)

フ ラ ン ス に お い て は 、 信 託 型 の 投 資 仲 介 機 関(investmenttrust)は 存 在 せ ず 、 会 社 型

の 投 資 仲 介 機 関(investmentcompany)が 各 種 存 在 す る 。 以 下 の よ う な 様 々 な 投 資 仲 介

機 関(soci6t6sd'investissement)が 、 投 資 のconduitと し て 用 い ら れ て い る 。 こ れ ら

は 、 原 則 と し て 、 課 税 上 、transparentな 扱 い を受 け る(一 般 租 税 法 典208条1項 、 同 条

1のbisA項)。

・甜ci融 巨sτiv巨5dlinve苦tis駝mentacaltalfixe

こ れ は 、 ク ロ ー ズ ド ・エ ン ド型 の 投 資 仲 介 機 関 で あ る。

・soci6t6sd'investissementacaitalvariable

こ れ は 、 オ ー プ ン ・エ ン ド型 の 投 資 仲 介 機 関 で あ る。

・そ の 他 の 投 資 会 社

soci6t6sded6veloPPementr6gional

(一 般 租 税 法 典208条1のter項)

soci6t6sfinanciさrespourled6veloppementεconomiqueoutre-mer

(一 般 租 税 法 典208条1のquater項)

soci6t6ssahariennesdedeveloppement

(一 般 租 税 法 典208条1のquinquies項)

soci6t6sanonymesfranCaisesdefinancementderecherchesetd'exploitation

desgisementsd'hydrocarburesliquidesougazeux

(一 般 租 税 法 典207条2項)

・不 動 産 投 資 会 社

soci6t6simmobilieresd'investissement

(一 般 租 税 法 典208条3のter項)

soci6t6simmobilieresdegestion

(一 般 租 税 法 典208条3のter項)

soci6t6si㎜obilieresdecopropri6t6

(一 般 租 税 法 典1655のter条)

(6)カ ナ ダ(12)
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カ ナ ダ に は 、 信 託 型 の 投 資 仲 介 機 関 と、 会 社 型 の 投 資 仲 介 機 関 の 両 方 が 存 在 す る 。 信 託

型 の 投 資仲 介 機 関 は 、 一 定 の 要 件 を み た す と 、unittrustあ る い はmutualfundtrustと

さ れ 、 課 税 上transparentな 扱 い を 受 け る の は も ち ろ ん の こ と、 通 常 の 信 託 よ り も優 遇 さ

れ た 扱 い を 受 け る。 ま た 、 会 社 型 の 投 資 仲 介 機 関 は 、 一 定 の 要 件 を み た す と、invest-

mentcorporationあ る い はmutualfundcorporationも 、 一 定 の 課 税 上 の 優 遇 を 受 け る 。

しか し、 た い て い のpooledpassiveinvestmentは 、 信 託 型 を用 い て 行 わ れ る(13)。

(7)ま とめ(14)

以上 のよ うに、国に よ り技術 的な違 いはある ものの、いずれの国において も、一定の要

件 を満 たす投資信託 に関 しては、投 資家 レヴェルの一段 階課税 に近 い課税 が指 向されて い

るといってよか ろう。

これは、投資 「仲介」機関 としての投 資信託の特質 を尊重 した取扱 いといって良 いであ

ろう。金融仲介機 関であ る銀行が 、受取利子(貸 付利子)と 支 払利子(預 金者利子)の 差

額 につ いてのみ課税 され るように、投 資 「仲介」機関であ る投資信 託について も、手数料

部分 のみが課税 され るこ とが、 中立性 の要請 であろう。

〔注 〕

(2)佐 藤 英 明 「投 資信 託 課 税 の 日米 比 較(上)(下)」 ジ ュ リス ト1035号160頁 、1036号117頁 、 参 照 。

(3)前 掲 注(2)参 照 。

(4)vanHoorn,Jr.,supranote1,at51-52.

(5)CfJ.D.B.0.,UnitTrusts,1994BritishTaxReview107.

(6)Cf,J.D.B.0.,supranote5.

(7)JamesSj.Macleod,InvestmentTrustsRevisited,1994BritishTaxReview111参 照 。1965年

に キ ャ ピ タ ル ・ゲ イ ン に 対 す る課 税 が 開 始 さ れ た 時 点 で 、 会 社 段 階 と株 主 段 階 に お け る キ ャ ピ タ

る ・ゲ イ ン に 関 す る 二 重 課 税 が 危 倶 さ れ た。 そ こ で 、AssociationofInvestmentTrustCompanies

が 熱 心 な ロ ビ イ ン グ 活 動 を行 い 、investmenttrust段 階 に お い て キ ャ ピ タ ル ・ゲ イ ン に対 して 課 さ

れ た租 税 の 一 部 が 、 株 主=投 資 家 が 株 式 を譲 渡 した 際 に キ ャ ピ タ ル ・ゲ イ ン に 対 し て 課 さ れ る キ ャ

ピ タ ル ・ゲ イ ン税 か ら差 し 引 か れ る こ と と さ れ た 。 しか し、1980年 に 、 こ の よ う な調 整 方 式 が 廃 止

さ れ 、 会 社 段 階 の 課 税 が 廃 止 され る と と も に 、 株 主=投 資 家 に 対 して は 完 全 な 課 税 が 行 わ れ る よ う

に な っ た(Macleod,supra,at112-113)。

(8)vanHoorn,Jr.,supranote(1),at50;HenryJ.Gumpe1,TaxationintheFederalRepublic

ofGermany,HarvardLawSchool,WorldTaxSeries,2015-2018(2nded.1969).
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(9)山 田剛 志 「ドイ ツ に お け る 銀 行 業 務 と投 資 信 託 業 務 の 利 益 相 反 に つ い て 」 証 券 研 究110巻262頁 参

照 。

(10)vanHoorn,Jr.,supranote(1),at51;BoleslawAdamBoczek,TaxationinSwitzerland,

HarvardLawSchool,WorldTaxSeries,670-672(1976).

(11)MartinNorrandPierreKerlan,TaxationinFrance,HarvardLawSchool,WorldTaxSeries,

660-664(1966).

(12)PeterBotz,MutualFundTrustsandUnitTrusts:SelectedTaxandLegaHssues,42

CanadianTaxJournal1037(1994).

(13)Botz,supranote(12),at1039.

(14)vanHoorn,Jr.,supranote(1),at52.ま た 、 田 邉 昇 「投 資 信 託 の 税 制 」 フ ァ イ ナ ソ シ ャ ル ・

レ ビュ ー 特 集 号 参 照 。
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策2章 外国 における信託税制

第1節 アメ リカの信託税制

は じめ に

(1)ア メ リカの信託税制 は、 きわめ て複 雑 であ る。 それ だけ、 ア メ リカ合 衆 国にお いて

は、信託 に よる財産 管理 が進 んでお り、それ とともにエス テー ト ・プ ランニ ングの検討が

す すみ、それが税制 を複雑化 させ て いるの である。今 日では、simpletrusts,complex

trustsと い う用語 も用い られてお り、エ ステー ト ・プランニン グを是認 す る、あ るいは否

認す る という歳 入庁の対応 を通 じて、 この よ うな税制 となったのであ る。 いわば、信託の

利用 の背景には、信託法 の仕 組 み と信 託税制 の問題 とが相 互 に関連 しあって いるので あ

る。

ひ とこ とでい うな らば、 ア メ リカの信託税制の特色は、信 託が独 自の納税義務者 とされ

て い る とい うこ とで あ る。 この こ とは、 わが国 の信 託税 制 が、原 則 と して、導 管理 論

(conduittheory)を 採用 してい るの とは、大 きな相違 で ある。信託 が独 自の納税義務者

た りうるとい うこ とが、ア メ リカ合 衆国の所得税制 の基本 であ る。

アメ リカ合衆 国において は、信託 税制 の あ り方 が、信託 の利 用 その もの を促 進 してい

て、信託法制 と信託税制 とが非常 に関連性が あるといえ る。 基本 的な仕 組み として、信託

に提供 され た財産か ら所得が生 じた場合、 その状況に応 じて受益者 が課税 されるか、あ る

いは委託者が課税 される。場合 に よっては、信託に暫定 的に課税 され る。

所得税 の創設の当初 は、信託 の課 税 につ いて は、信 託 その もの をentityと して課 税す

るか、 あ るいは、受益者 に課税 す ることに していた。 また、留保 され た場合 は信託 に課税

し、分配 された ら受益者 に課 税す る とい うことで、基本的 な委託者課税 は、当初 は、存在

しなか ったわけである。信託 の所得 が分 配 された場合 には、受益者 に課税 し、留保 された

ら信託(entity)に 課税す る とい う、信託 をいわば一つ の実体 と見て課税す る考 え方が と

られていたのである。 いいか えるな らば、今 日、grantortrustsと 言 われてい る委託者課

一32－

l

i

l
l

l

l

ム



r

税 はなか ったのであ る。お そら く、そのよ うな税制上 の仕組が、税制か らみて、信託 が財

産管理 に非常に便 利だ というこ とに着 目される契機 になったこ とは明 らかであ り、 それに

ょって信託の利用が促 進 され、他 方で、 それに ともなって、信託税制が発展 した と考 えら

れ るのである。つ ま り、信託所得 について、 当初 は、委託者課税が なか ったために、財産

管理 の手段 として、特 に高額所得 者は信託 に 目をつ けたのであ る。 そこか ら始 まって、租

税 回避 を どう防止す るかが、ア メ リカの信託税制 の展 開にな るわけであ る。

当初信託所得 につ いて委託者課税がなかったたため に、何 を信託 に利用す るか ととい う

ことで、不動産、証券 な ど、 いろいろな財産 が考 え られ、それが投 資の手段 としての信託

に意義 が ある とされ、信 託が利 用 されて、信託 財産 として運用 され たわけで あ る。 そこ

で、 このあ と委託者課税(grantortrusts)が 入 るこ とにな るわけ であ るが、それに もか

かわ らず、信託 の課税 の あ り方 は、 その後 も信託 の利用 と密 接に結 びつ いて きたの であ

る。

ア メ リカにおけ る信託税制 は、複雑 な展開 を遂 げてい る。 た とえば、後 に述べ る有名 な

ク リフォー ド判決 とい うものが あって、い ったいだれが委託 者であ るのか、所得 はだれに

帰属 す るのか、 とい う細か い論点が ある。最終 的に、委託者に課税す る信託 と、受益者 に

課税 す るnon-grantortrustsの 二つ の局面が見 られ るわけである。

㈲ そ ういう枠組 みが、 ア メ リカ合衆 国の連邦所得 課 税 におけ る信託 税制 の基本 に な る

が、信 託税制 を考 え る視点 の中心 として考 え られ るのは、信 託 を、entity(実 体)と す る

課税が存在す る とい うところである。

これが、今 日、注 目され るところである。い ろいろな投資家が出て きた場合、一方 で不

動産投資につ いては、不動産 の専 門家が必要 で あるし、他方で、資金 を有 す るけれ ども、

資産運用の知識 のない純然 た る資産家がい た場合 、 それ を うま く組み合 わせ るとい うこと

が有益 なのであ り、 その投 資形 態 として出て くるのが信託、 あるいは匿名組合 であ る。

わが国で、最近着 目されてい るのが 匿名組合 であるが、 それ と並んで、信託 を利用 す る

こ とに よって資金 を集め る と同時 に、 その管理 ・運営 を受託者 た る金 融機 関がや る。昔 で

あれば、投資は法 人形 態 とい うものであったが、今 日ではそれが一種 の投資手段 としての

信託、 さ らに、 パー トナー シ ップ、場合 に よって は、1imitedpartnership(有 限責 任組

合)が 発達 して きてい るわけであ る。 ここに、信託課税の あ らたな展開がみ られ るのであ

一33－

L



↑
る。信 託の特色 として、所得 のpassthroughと い うこ とがあ る・組合・信託・1imited

partnershipに して も・ どの形態 も・一 つの大 きな利点 は・減価償 却費 を・直接 投資家

の所得 に帰属 させ て、課税所得 を減 らす ことができるこ とで ある・パー トナー シップや信

託 は、 その ような理 由か ら、投 資の多様化 と投資財産の運用につ いて着 目され るに至 って

い るわけである。おそ ち くこれが、REITに 典型的 に見 られて くるわけ であろ うと思 われ

る。

以上 の ものが、今 日の合衆 国におけ る信託の存在 意義 である と思 われる。要す るに、ア

メ リカにおいては、連邦税制 において、信託は、法人が、所得課税 において独立 した納税

義務 者 とされているの と類似 して、独 自の納税義務 者 とされ るのであ る。 このこ とは、信

託法上 、つ ま りコモンロー にお いて、信託 とは法人格 を認 め られた存在 であ るのであ り、

それに応 じて、所得税制にお いて も信託 は独 自の納税義務者 とされ るのであ る。

そこで、税制上、信託 に所得 を留保 した り、 あるいは所得 を分 割す るために信託 を利用

す る とい うこ とが行 われ るのであ る。 とい うのは、委託者 と受益 者 との間に信託 とい うも

のが入 るの で、 この三者の間 で所 得 を分 割す るこ とが容 易 にな るので あ る。 これに対 し

て、導管理論 による制度においては、信託 の所得 は、直接、受益者 に帰属す るこ とにな る

ので、その ような所得分割や所得 留保 は 困難になるのである。

(3)1913年 に連邦所得税が創 設 され た当初 は、信託 の取 り扱 いは明確 な ものではなか った

とされて いる。 その後、1921年 には、既 に、信 託 とは、所得税制 において、独立 した存在

として認め られ るもの となってい る。 ただ し、信 託か ら生 じた所得 が分 配 されるか どうか

が重要 であ り、信託所得が分配 された場合 には受益者に課税 され るのであ り、 これ に対 し

て信託所得が分 配 されなか った場合 にのみ、受託者に よる信託 その ものに課税 す るもの と

されたのである。基本 的には、受託 をうけた者、つ ま り受 託者、 ない し信 託 とい うものに

独 自の存在 を認めていたのであ る。

(4)以 上のように、アメリカにおいて信託税制上、信託が独自の納税義務者 とされた根拠

には、信託法において、信託に独立 した法人格が与えられていたということであるが、す

べての州において同様の考え方が採用されていたかどうかは興味のあるところである。と

いうのは、例 えば、夫婦財産制について、連邦所得税制は、州法における取 り扱いに依存
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したこ とか らは じまってお り、 そこか ら、夫婦所得 の合算二分二乗制度 と個人単位 制度 と

がそれぞれ発展 したの であるが、信託について も、 すべ ての州 が信託 に法 人格 を認め てい

たか どうか は一概 にいえないの であるが、一般 には、 コモ ンロー上 の信託 の考 え方 が、連

邦の所得税制 に採用 されている といえるので ある。
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第1款 アメ リカ合衆 国におけ る信託の機 能 と信託法制

① 基本 的には、個人の資産 の管理、エ ステー ト ・プ ランニ ング として、信 託は展 開 して

きたので、信託 の利用 目的 としては、二つの方法か ら検討 で きると思われ る。

まず、 家族 の世代間の財産移 転の手段、つ ま りエステー ト ・プ ランニン グの手段 として

信託 をどの ように利用す るか とい うこ とである。 もう一つ は、パー トナー シップお よび匿

名組合 と並 んで、事 業運営 のための財 産管理 の手段 としての信託 で あ る。 こ ち らにな る

と、財産 の世代間移転 の問題 はそれほ ど、関係 してこないわけであ るが、 この二つが、合

衆 国の信託税制 を構成 してい ると思われ る。

その典型 は、後に述べ る慈善信託 、公益信託 と仮 に名付 け た もの と、離婚 に ともな う財

産管理 を扱 うalimonytrustsで あ る。 どちらも、エ ステー ト・プ ランニ ング、家族の扶養

の問題 などが出て くるもの であ る。

もう一つの投 資所得、事業運営の ため の財産管理手段 としての信託 として注 目を集め て

い るの は、REIT、REMICと い われ る、信託 形態であ る。 これ らの信 託 も20世 紀 は じめ

よ り、 利用 されてきて いるが、 とくに1980年 代 に入 って大 き く展 開 して きてい るもの であ

る。

⑦ 信託法制 は、ア メ リカ合衆 国において、 コモン ・ロー とされ る ものであ り、現在では

各州法 に よって制定 法お よび判例 法に よ りルー ル化 されて いる。 さ らに、1938年 合同運用

信託基金法 など、模範法典が作成 され、 これ を採用す る州 もあらわれ ている。

例 えば、デ ラウェア州信託法 な どにおいては、受託者の選 任につ いては、衡 平法裁判所

の関与の もとにおいている。

受託者 の権 限 としては、いか なる運用が認め られ るか とい うことが重要 であ る。受託者

の権 限は、基本的 には、信託設定証書 によ り規定 されてい るが、ニュー ヨー ク州 のよ うに

1922年 の統一受任者法 を採用 す る州 や、ニューハ ンプ シャー州 の ように、1964年 の統一受

託者権 限法 を採用す る州 もあ る。 ミシガ ン州法 では、受託者 は信 託財産 を投資・維持 しな

ければ な らない と規 定 されてお り、信託財産保 存のための 固有 の権 限 を有す る もの とされ

ている。他方 で、受 託者は、信託 設定者 の投機 的業務 を継続す るこ とは で きないもの とさ
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れてい る。

一般 に、 どの州 において も、 いわゆ るprudentmanrule(慎 重な人の原則)が 適用 さ

れ るものが多いが、投 資の種類 その もの に制限 を加 える州 と、 これ を限定 しない州 とがあ

る。ニュー ヨー ク州 のよ うに、受託者 に特殊 な投資能力が ある場合 には、特殊 な技能 を有

す る慎重 人 として認め られ る としている州 もあ る。
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第2款 信託税制の基本的仕組

1納 税義務者(§641)

信託 は、独 自の納税義務 者 とされてい る。

アメ リカ合衆国の 内国歳 入法典 は、 前述 した ように、基本的 には、信託 は、課税上 の実

体(entity)と して認め られ、その所得 は、個 人の所得 の計算の規定 に したが って計算 さ

れ、個 人の所得税率 が適用 され る。 同時に、信託所得の分 配 を受 け る受益 者は課税所得 を

受 け る もの とされ るのである。 この原則 は、古 く、連邦最高裁判所IrvinvGavit,268

US.161(1925)に よって明 らかに された。

この事件 は、故 人が残 した財産が信託 され、信託所得 の一部 が、一定期 間にわたって毎

年 、受益 者た る原告 に支払 われ る もの とされて いたのであ る。 原告 は、上 の受 け取 った信

託収益 は遺贈 に よる もので あ り、所得 では ない と主張 したのであ る。裁判所 は、 この主張

を斥 け、 原告 の受け取 った信託収 益は、た とえ故 人に よ り信託 に遺贈 された財産か ら生ず

るものであって も受益者た る原告 の所得 であ ると判 断 したのであ る。 このこ とは、信託税

制上重要 な意味 を もってい る。 すなわ ち、ア メ リカ合衆 国の所得課税 にお いては、贈 与又

は遺贈 され た財産は課税所得 とはな らない とされ るのであ り、に もかか わ らず、信 託財産

につ いては、その信 託収益 は所得 を構 成す るもの とされ たので あ る。 この こ とにつ いて

は、現行 法 では、102条(b)に 規定 され ている。

この よ うに、信託税 制上 は、納税 義務 者 は、実体 としての信 託 と受益 者 との二つ であ

る。 しか しなが ら、 この状 態で は、信 託所得 は二重課 税 を受 け るこ とにな る。そ こで、

信託 所得 につ いて信託への課税 をやめ ない限 りは問題が残 るのであ る。実際 には、信託所

得 は信託 に留保 され る場合 もあ り、 また、 その ような留保が現 時点 におけ る受益者が確定

されていないため になされ るこ ともあ るのであ る。そ こで、現在 では、信託 と受益者 とと

もに、信託所得の納税 義務 者 とされつつ、信託 については分配 され た所得が控除 され、受

益者 につ いては、 その控 除 を受 けた金額 について課税 され る もの とされているの である。

重要 なこ とは、受益者 に対す る課税 にあた っては、信託が受け る所得 の属 性、例 えば、 非

課税利子 といった性質 がその まま受益者課税 に受 け継がれ る とされ るこ とで ある。 したが

って、受益者は、信託所得 をあたか も直接 に受 け取 ったご とくに課税 され るのであ る。 こ
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れが、いわゆ る導管理論(conduittheory)で あ る。

したが って、信託 その ものは納税義務者 であ るが、その信 託所得 をすべ て分配す る場合

には、全 額が控除 され るの で、実 際 には、信託 の納付 す る税 額 は存在 しな くなるの であ

る。

2課 税所得の計算

信託 の課税 につ いては、 内国歳入法典 のSubpartBofSubchapterJに 規定 されて い

る。SubpartBofSubchapterJで は、 もっぱ ら、通常 の簡素 な信託つ いて規定す る。つ

ま り、故 人の遺産につ いて、配偶 者の生存中は、 その配偶者 に信託所得 を支払 うもの とし

っつ、残余 を子供 に支払 うという形態であ る。 もっ とも、受託者 に裁量権が与 え られ る裁

量信託 も存在す る。受託者が、 その裁 量権 に よって、受益者 の間におけ る信託所得の分 配

を決定す るものであ る。 この ような信託 は、複雑 な信託(complextrusts)と 呼ばれ、

SubpartBofSubchapterJで は扱 われ ない もの とされてい る。SubpartCofSubchapter

Jで 扱われ るのである。裁量信託 にお いて は、受託 者が大 きな裁量権 を有 してお り、信託

所得の配分 のみではな く、それ を留保 するか、分配す るか とい うこ とにつ いて も権 限 をも

つ のが通常 であ る。

総所得、必要経 費、課税年 度 の帰属 な ど、通常 の所得 と同様 に計 算 され る。 多 くの場

合、必要経費の控 除 を利 用 して所得税 の負担軽減や 、受益者への所得 の移 転が行 われ る。

課税所得 の計算 は、個 人の所得税 と同様 に計算 され る。 まず、収 入金額については、す

べ て信託 の所得 として計算 され る。控 除 につ いて も、信 託 につ い て経 費が 計算 され る

(643条)。 た だ し、注 意 しなけれ ばな らない こ とは、 こ こで い う信託所得(taxablein-

comeofatrust)と は、州 の信託法 でいう ところの信 託所得 とは異な りうる とい うこ とで

ある。信託法上 の信託所得 につ いては、信託法においては、非課税 の収益 等につ いて も信

託所得 に含 め、 それを分配す るこ とを規定 した りしてい るが、それが、信託税制上、課税

所得 を構成す るか どうか は別の問題 であるか らであ る。

3収 益の分配

信託所得は、分配された場合には、受益者に対 して課税 されるのであるが、信託財産そ

のものの分配は、元本の分配であるが、非課税の贈与ないし遺贈 とされている(102条)。
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したが って、課税所得 とされる通常の信託所得 の分配 と、非課税 とされ る信託財産 の分配

とが区別 されなければな らないのである。

この問題 を解決 す るために、分配可能純所得(distributablenetincome-DNI)と い う

概 念が、 アメ リカ合 衆国の信託税制 には存在す る。す なわち、通常 は、信託契約 もし くは

州 の信託法の規定に よって、当期 の収益 よ り受託者 が分配すべ きこ とが定め られて いる。

信託 にお いて運用 した利益 を受益者 に分 配す る場合 においては問題が生ず るの であるが、

収益が生 じた年度 に収益 を分 配す る場合 と、の ちの年度 に分配す る場合 とで課税関係 は異

な って くるのであ る。 その 区別 の ため に は、分 配可 能純所得 とよば れ る、 法人税 でい え

ば、配当可能利益 に該 当す るaccountsが 存在 す るのであ る(651条)。

DNIか ら分 配 され た所得 であ るか ど うか とい うこ とに よって、課税 の仕 組が変 え られ

るの であ る。DNIの 利益 の存す る限度 で、 その分 配所得 は受益者 に対 して課税 され る。

い いか えるな らば、DNIの 限度 で分 配 された場合 には、信託 に は課税 されな いのであ る。

信託にお いては、信託所得か ら分配 された金額 を控 除され る もの とされてい る。その限 り

で は、信託は、い わば導 管 として所得 のpassthroughが 行 われ るの である。要す るに、

DNIと い う概念 その計算 基準、DNIの 範 囲で分 配 され たか どうかに よって、信託 に対

して課税 され るのか、 あるいは受益 者に課税 され るのか とい う区別が行 われ るの である。

DNIと は、通常、信託所得 であ り、先 に述べ た ように、個 人所得 の計 算 のルー ルに した

が って算 出され る。 なお、一定 の もの につ いて は、非課税 所得 で あって も、DNIの 計算

においては加算 され るもの とされてい る。 これは、導管理論 の考 え方 に よって、 それ らの

非課税 所得 につ いては、受益者の もとで も課税 され ることにはな らない。

例 えば、信 託が 配当所得$2,000と 非課税 利子$4,000を 受 け取 り、$6,000を 受益 者 に分

配 した とす る場合 、DNIは$6,000で あるが、受益者 は$2,000に つ いて のみ課税 され るの

で ある。$4,000は 非課税利子 であ るか らであ る。 もし、信託所得 の うち、 その半額の$3,

000の み を分 配 した とす る と、受益者 は、配当所 得、利子所得 につ いて、それ ぞれ を半額

の$1,000と 、$2,000受 け取 ったもの とされ るので ある。

さらに、 キャピ タル・ゲ インについて も例外 とされ ている。信託証 書に記載 されない限

り、信託法 の もとでは、信 託財産 であ る証 券や不動産 の譲渡益 は、信託財産 である とされ

てい る。 したがって、受益者に分 配す るこ とは、信託 法上 は認め られていないのである。

税制 上 も信託所得 の計算 にお いては、 キャピタル ・ゲイ ンはDNIの 計算 には含 め ちれ ない
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もの とされている。ただ し、課税年度内において分 配 された キャピタル ・ゲイ ンは課税 さ

れ るもの とされている。 キャピタル ・ロスについて も同様 に扱われてい る。

必要 費用 につ いては、上に述べ たよ うに、通常の個 人所得 の計算 と同様 に扱 われる。信

託所得 に係 る必要経 費につ いては、DNIよ り控 除され るの で、受益 者 につ い て も課税 所

得 が減少 される。

例 えば、信 託所得 が$5,000と して、必要経 費が$1,000で あ る場合 、DNIは$4,000で あ

る。 その$5,000全 額が分 配 され た とす る と、受益 者 は、$1,000に つ いて は課 税 され ない

のであ る。

4信 託 に係 る控除税額 及び人的控除

信託 の課税所得 は、前述 した よ うに、個 人所得 と同様 に計 算 され る。その例外 として以

下 の ものが ある(641条(b))。 その主 た るものは、受益 者 に対 す る分 配 につ いて控 除が認

め られ るこ とで ある。 さらに、信 託 につ いては、人的控除 は、$300に つ いて認め られ る。

これは、個 人の人的控除に代 わ る もの であ る。信託 につ いては、生活 費の保障 は必要 ない

のであ るが、課税最低 限 を設け、少額 非課税 とす るこ とに よって申告 の コス トを省略す る

ことにある とされてい る。

また、慈善 目的に支出 され る金額については、控 除が認め られ る(642条(c))。

①個 人の所得税 にお いては、慈善寄付 の控 除は、一定 パー セ ンテー ジで限度 が定め られ

てい るのであるが、信託について は、慈善寄付 のため の支 出については控 除金額 の制約 が

ない もの とされ ている。 ただ し、慈善寄付の控 除 を受 けるためには、信託証書 に従 った寄

付 でなければ な らない とされてい る。 これは、かつ て、連邦最 高裁判 所が、OldColony

TrustCo.v.UnitedStates,301U.S.379(1937)に おいて明 らかに した ものであ り、慈

善寄付 が信託証書 に明示 されて いるこ とが必要であ るとされ たのであ る。 もっ とも、慈善

寄付 が信託証書 にお いて強制 されて いる必要 はない とされ る。 この旨は、現在、641条(c)

に規定 されている。 しか しなが ら、慈善 寄付 が信託証書 において禁 じられてはいない とい

うこ とでは十分 ではない とされて いる。

②寄付控除 にあたっては、 その金額 は、課税所得 に限定 されてい る。非課税所得 につ い

て二重 の控 除を防止す るためで ある(642条(c)(1))。 さらに、

③控 除 を認 め られ るため には、 当然 なが ら、慈善 目的の支 出であ る必要が あ る。 もっ と
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も、通常 の慈善 寄付(170条)と は異 なって、必ず しも慈善団体 に対す る支 出でなければ

な らない とはされてい ない。

④重要 なこ とは、慈善 目的の支 出 とは、原則 として、実 際の支 出が要件 とされているこ

とであ る。1969年 歳入法以前 にお いては、個 人の寄付控 除 とは異なって、実際 の支 出では

な く、 永久的な引 き当て(permanentlysetasiderule)に 充て るこ とで足 りる とされ て

いたが、現在 では、制 限 されてい るの である。

通常の場合、生前 中は、受益者 に対 して信託所得が支払 われ、受益 者の死亡 後は、残余

財産 は慈善寄付 され る とい うものであ る。 このよ うな慈善寄付の控 除が認め られ る。

5信 託収益の留保

(1)そ れでは、留保 した場合 には どうい うこ とに なるか とい う問題 がある。 これ は端的 に

信託 に対す る課税 が行 われ るので ある。簡単にい えば、現在 の当期 の利益 を分配 して しま

うと、 これは信託 ではな くて受益者 に課税す る。 その限度で導管理論 が とられてい る。 こ

れに対 して、留保 された場合 には、信託 の方がエ ンティティー とい う形態で存在 し、独 自

に課税 され る。

法人 と比較 した場合に違 う点は、所得 の分配が なされた場合には、直接に受益 者課税 が

なされ るのであ るか ら、二重課税 とい う問題 は出てこないのである。 したが って信 託は、

独 自のエ ンティティー ではあるが、分 配がな され る場合 には、受益者 の方 に所得 が移 って

しまうのであ り、信託 には課税 しないのであ る。 この点が法人 とは異 なっている。プ ラン

ニ ングす る時には、や は り公益法人 をつ くるか ど うか とい った ところで信託 にす るか どう

か、意味が出て くるわけであ る。

留保 した場合には受益者 とい うもの には課税 されず、信託に課税 され るのであ るが、留

保 してお いて、信託 を終了 して しまう場合 には どうなるのか とい う問題 が残 る。 この場合

には、残余 の財産が受益 者に分 配 され るこ とにな るのである。 この場合 には、いわゆ るア

メ リカの税法上 の贈与 とい う形にな る。 したがって、信託 で運用 していて、最 後に受益者

の方に全部分配す るとい うことをす る と、 これは この段階 では贈 与 とい うこ とに なる。 こ

の贈 与 とい うのはアメ リカの税法上独特 の考 え方であ るが、贈与 は所得課税にお いて非課

税に なるわけであ る。 そ うい う形 を取 る と、結局の ところ留保 されて運用 され て きた信 託

財産や収益 とい った ものが課税 され ない形で受益者に移 ることが可能 である とい う問題が
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残 され る ということにな る。

㈲ さ らに、信託所得が いったん信託 に留保 され、 その後の事業年度 にお いて分 配 された

場合 に どの ように扱われ るか とい う問題 があ る。

前述 した分配可能純所得(DNI)は 、各事業年度 につ いて計算 され、受益者 について課

税 され る限度額が設定 され る もの となる。DNIを 超過す る分 配につ いては、原則 として、

受益者につ いて非課税 とされ るので ある。 ただ し、複数 の受益者が存在す る場合 には、だ

れに帰属 す るか とい う問題があ る とされ る。 しか しなが ら、 この ような仕 組みは、一時的

に所得 を信託 に留保す るこ とに よって、高額 所得 者であ る受益者 か ら低所得者 である信託

へ と、課税 の負担を移転す るこ とを可能 にす るので、何 らかの調整 が必要 であ る。

例 えば、1995年 の 当期 の所得 が$10,000で あ る とき、その分配 を1996年 度 まで延期 し、

他方 で、1996年 度の信託所得 が$10,000で あ り、それにつ いては、1996年 度末 に分配 した

とす る。課税の限度につ いては、1996年 度 の所得につ いて計算 され るので あるか ら、受益

者 は、分 配 を受 け た$10,000の うち、 その半分 の$5,000は1996年 度 か ら、残 りの半分 の

$5,000に つ いては、1995年 度 の所得か ら分 配 され た もの とされ る。 そのため、受益者 は、

1995年 分 の$5,000に つ いてのみ課税 され るこ とになる。残 りの$5,000に つ いては、既 に、

1995年 において、信託に課税 されてい る とされ るか らである。信託の方が税率が低 い とす

るな らば、 それ によって、信託所得 の分 配 を延期す るこ とな く、税負担 につ いては軽減で

きるので ある。数年 の留保 と分 配 を繰 り返 す こ とに よ り、実質 的に は分 配 を うけなが ら

も、課税 負担のみ を軽減 し うるか らであ る。

そ こで、 内国歳入法典 では、1954年 に666条 を制定 し、信託所得 の留保 に対 して、5年

間のthrowbackruleを 採用 したのであ る。 その こ とに よって、通常 は、当期 の所得 につ

いてのみ適用 され る導管理 論 を5年 間延長 し、留保 所得 を5年 間に分配 した場合 にも適用

す る もの とされてい るの である。 したが って、分 配額がその年 度の分 配所得 額(DNDを

超過 す る場合 には、最 も近 い5年 間に分配 され た もの として計算 され るこ とにされている

のであ る。 いわば、分配 された所得 につ いて、 よ り前の年度に分配 され た もの とみな して

受益者 に課税す る趣 旨であ る。

信託が、 当該課税年度 のDNIを 超過す る分 配 を行 った場合 には、 その超過部分 につ い

ては、過去5年 間 の留保 され た所得 の 限度において課税 され るこ とにな る。分 配が、実 際
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丁
に過去5年 間の留保所得 か ら分 配 されたか ど うか とい うこ とにつ いて は認定 され る必要 は

ないもの とされてい る。む しろ、分配 につ いては最 も近 い年度の所得 か ら分 配 された もの

とみ なされ る仕 組みにな ってい るのであ る。 この、throwbackruleに よ り受益 者の所得

に含め られなければな らない所得 は、留保 され た年度の税率又 は実 際に分 配 され た年度 の

税率の うちで低 い方の税率 で課税 され るこ とにされ ている。受益者は、 自己の税額 につい

て、信託が以前に納付 した税額 を控 除す るこ とが認め られている。

未分配純所得(UndistributedNetIncome)と は、以前 の課税 年度 において信 託 に よ

って留保 され た所得 であ る(665条(a))。 その金 額 は、 当該 年度 のDNIが 、① 当該 年度

に分配 された金額、お よび② 当該年 度にお いて信託 が支払 った税額 の うち、DNIの 留保

部分 に相 当す る部分 の金額 、 を超 え る部分 の こ とをい う。例 えば、1995年 度 に お いて

DNIが$30,000で あ り、分配額 が$5,000、 支払 い税 額 が$10,000で あ るとす る と、未分配

純所得 は、$15,000で あ る。

要す るに、throwbackruleと は、留保所得 の分配が以前 の課税年度 において なされた

かの ご と く扱わ れるのであ るが、以前 の課税年 度 の申告 を修正 す る もの では ない。 む し

ろ、留保所得 がす でに分 配 されていたな らば、受益者 の総所得に含め られてい るべ き金額

を確 定す る もの である。税額 の加算 は、実際 に分配 を受け た年度にお いて行 われ るのであ

る。 したが って、 この規定 は、信 託所 得が現在分 配 され るの と、5年 間留保 されてか ら分

配 され るの とを等 しく扱お うとす るものであ る。

以上が基本的 な仕 組みであ るが、基本 的仕組 の ままに してお くと、 当然、様 々の試みが

出て きて しま う。 とい うのは、信託が独 立 した納税義務者 である、それ を介在 させ て委託

者 と受益者 とい うものが出て くると、所得 の分割が幾 らで も出来 るようにな って しま うの

である。更には、留保 して最終 的に信託 を終 了 して しまうと、信託収益 は課税 されない贈

与 とい う形で移 転 できるとい うこ とであ る。 そのため、節税手段 として納税 者側 に利用 さ

れる とい うこ とになるのであ る。 そこで、現在 では基本的 な仕組み を前提 としつつ 、更に

詳細 なルールが追求 されてい るわけであ る。
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策3款GrantorTrusts(委 託 者 課 税)

1GrantorTrustsの 要件

(1)ま ず、 プランター ・トラス トといわれている ものがあ る。 これに対 して ノン ・プラン

ター ・トラス トとい うもの もあ る。 プランター ・トラス トでは一定の場 合には委託者の方

に課税 をす る。 ノン ・プランター ・トラス トは、 これは委託 者課税 が行 われな い場合、 ど

ちらか とい えば基本 に戻 った、信託 もし くは受益者の方に課税 をす る、 こ うい う課税 が試

み られてい るのであ る。

は じめに述べ た ように、1921年 歳入法 までは、 アメ リカ合 衆国にお いて は、信託所得 に

っ いては、受益 者あ るいは信託 その ものに課税 されて きたの であ り、委託者課税の考 え方

は、存在 していなかった。 しか しなが ら、実際 には、信託 を設立 しつつ、委託者が信託所

得 をコン トロールす るとい う実態 が存在 して きたの であ り、委託者課税 の存在 しない こと

は、信託 を、高額 所得者 に とって、 この上 ない租税 回避の手段 として きたので ある。すな

わち、証券、不動産 、その他 の投 資財産 を、取消 し可能 な信 託(revocabletrusts)に 移

転 し、 そこか ら生ず る所得 を信託 に留保す るこ とに よって、 自 らの高 い所得 税率か ら低 い

税率に シフ トす ることが可能 となっていたのである。

この よ うな状態に対 して、1924年 の歳 入法 では、取消 し可能 な信 託(revocabletrusts)

につ いて は、 その信託所得が留保 され るの と、受益者 に分配 され るの とを問 わず、その所

得 を委託 者に課税す る もの とす る規定 を置い たのであ る。 これが、Grantortrustsの は

じま りである。

㈲ そこでプランター ・トラス トか らご く簡単 に説 明 してお きたい。信託 を設定 して も一

定の場合 には委託者に対 して課税 が行 われ る。 その趣 旨は、 いわば、所得の分割 とい うこ

とを防止す るために、 この ような取 り扱いがな されているわけである。 どうい う場合に委

託者課税が行 われ るか とい うこ とにつ いては、一 言でいえば、信託 を設立 してそこで運用

して利益 を上げてい る場合、 それに よって納税義務者が変更 され て しまうの で、簡単に所

得分割が で きて しま う。 そ こで、信託 をつ くって委託者が支配 してい る、実質 的には委託

者が コン トロール を及ぼ してい る場合 には、 その信託 の所得 につ いては委託者 の方に課税
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'

をす る。 これが プランター ・トラス トの基本 的な考 え方 であ る。

このプランター ・トラス トの考 え方 は、制定法 に よる前 に、有名 な連 邦最 高裁判所 判決

であ るクリフォー ド判決か ら導かれたルー ルである。 いわゆる信託に財産 を移転 して もな

おかつ所有者が委託者にあ るとみなす ルー ルである。財産か ら生ず る所得 について、 それ

を家族間で分割 す ることを試み るとい うの は、所得 の帰属一般の問題 であ る。財産 その も

のを贈 与すれば、財産 か ら生 ず る将来の所得 は、受贈 者に帰属 す ることにな る。 これ に対

して、将 来生 ず るべ き所得 を受 け取 る権利のみ を家族内で贈 与す る場合 には、将来生ず る

所得 は受贈者 に帰属す るものなのか どうか、議論 され る ところである。 これ につ いて は、

所得 は、 あいかわ らず財産 の所有者に課税 され るとす るのが一般 的な考 え方 である。 しか

しなが ら、信託 の利用 によって、 この ような収益 の受益 と元本 とを分離 して しま うと、所

得 が どち らに帰属す るのか不明確 にな って しまうのであ る。 このよ うな信 託利用に よる所

得分割の試み に対 して判例 法がルー ル を形成 して きた。裁判例 は、信託の取消権 が委託者

に留保 されて いるよ うな場合 には、信託所得 を支配す るのは委託者であ るとして、委託 者

に課税す るこ とを試み たのであ る。 その他 の利益 を委託者が留保す る場合 に も同様 に課税

す る もの と して判例 を形成 していったの である。厳密 にいえば、 ク リフォー ド判決 が出 る

前 にも、既 に判例 法は複雑 にな り、一定の ものにつ いて はこク)ような取 り扱 いがなされて

いたのであ る。

ク リフォー ド判決 以前 で も、信託 を設立す る場合 、取 り消 し得 るような信託 である場合

には、委託者課税 とい うものが実務上は行 われ るにいた った。

ク リフォー ド判決(Helveringv.Cliford,309U.S.331(1940)で 争 われ た事件 は、夫

が妻 を受益者 として信託 を設立 した ものであ る。信託 の契約 としては、5年 間信 託 を取 り

消す ころが で きない形 であ った。5年 経過 後 は、信 託財産 は、夫に戻 るもの とされ て い

た。委託者 は夫 であ り、妻が受益 者であ る。 この信託 の取 り決め では、 どちらか早 く亡 く

なった場合には その段 階で信託 は終 了す るもの とされ ていた。 いずれに して も、5年 間は

信託契約 を取 り消す こ とはで きない もの とされ ていた。夫婦の どちらかが亡 くなった場合

には、財産 は委託 者に戻 ることになっていたの である。夫 は、信託に関 してその運用 と管

理 を行 う権利 を留保 していた。 しか しなが ら、信 託財 産の運用 によって生 じた所得が留保

されてい る場合 、その留保所得 は妻 に移 る というよ うな取 り決めであ った。

ク リフォー ド事件 の信託 では、実際には信託財産 に対 して夫が非常 に大 きな権 限 を持 つ
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ていた。 かつ、法律上は受益 者が所得 を受け取 るわけであ るが、 それ を決定 す るか どうか

の裁 量権 も委託者 である夫が持 って いたので ある。

こうい った信託 につ いて、連邦最高裁利所 は、 この事件 のあ らゆ る事 実 とか状況 を考慮

した結果、特 に、① この信託 とい うものが短期 であ り、比較 的短期 的 目的であ った。 さ ら

に、② 委託者の方が支配権、 コン トロー ルを留保 して いた、 とい うこ とを重視 して、信託

財産か ら生 じた所得 につ いて、夫 に帰属す るとい う判断 を下 したので ある。

その後、 これが ク リフォー ドルー ル、つ まり、み な し所有、み な し所得の帰属 に関す る

有名 な判例法 となったのであ る。信託 に限 らず所得の帰属一般の基本的 な判例法 とい う形

で運用 され るのであ る。 こ うい った判 断 を下 したそ もそ もの根拠 は どこにあるか とい うこ

とにつ いては、 その当時、 この ような信託 に関す る法律の規定、税 法上 の規定が なか った

が、単 にこの61条 とい う課税所得 に関す る規 定だけ を根拠 として こ ういった判例法 をつ く

ったわけであ る。61条 に規定 す る課税 所得 の範囲、 それだけを根拠 としたため、 その後少

なか らぬ混 乱が生 じた。 どこまでが判決の射程 範囲であるのか をめ ぐって、下級審の適用

がバ ラバ ラになったの であ る。 そこで、現在の ように、 プランター ・トラス トとい う形で

規定 が設け られたのである(§671)。1954年 の 内国歳 入法典 であ る。

③671条 以下の規定 につ いては、現在 ではそれ を立法化 して、あ る一 定の要件 を認めて、

一定の条件の もとでは、委託者課税 を行 うこ とに してい るわけであ る。(§ §671-678)

671条 で は、 まず、信託 所得 が委託 者に課税 され るにあ たっては、委託 者が信託 を支配

してい る とい うこ とのみに よって決 定 され る とい うこ とを明 らか に して い る。 さ らに、

671条 に よって、委託者課税が行 われ る場合 には、受益者 として扱 われ るのではな く、信

託 の所有者 として扱 われ るとい うのであ る。 したがって、委託者は、 自らが信 託の所有者

とされ る限度 にお いて、信託所得 の帰属者 とな るのである。 そこで、信託 の必要経費や税

額控 除については、 自らに所得 が帰属 す る範囲で、控 除が認め られ るのである。例 えば、

信託 の行 った寄付金 の控除については、委 託者 自身の寄付金控 除 と合算 して計算す ること

にな るのであ る。

(4)信 託所得 が委託 者に帰属す る とされ るのは、次の4グ ルー プであ る。

(a)委 託者が、信託所得 に利益 を有 す る とき、(b)信 託 の取 り消 し等 に よって、信 託
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財産が委託 者に戻 るとき、(c)委 託者が信託所得 もし くは信託財産に関す る利益 を支配 す

る とき、(d)委 託者が、信託 につ いて、管理権 限 を留保 す る とき、である。

(a)委 託 者が、信 託所得 に利益 を有す る とき(677条)と は、信託所得 が、① 委託者 に

分配 され、②委託者 に将 来分配す るため に留保 され、 もしくは③委託者 の生命 に対す る生

命保 険料 の支 払いにあて られ る場合 である。要す るに、信託所得の処分 に関す る権 限が、

受益者の合 意な くて も委 託者に留保 され ている場合 である。

信託所得 が分 配 された場合 には、受益者の合 意の有無 を問わず、委託者 に課税 され る。

さ らに、現 実の分 配がな されていな くて も、委託者が信託所得 を受け るこ とがで きるもの

である ときには、委託 者課税 が行 われる。受託者が、 その利益 を受け るこ とな く、委託 者

の分配す るか、 あ るいは利益 を留保す る裁量が認め られ ている場合 には、信託所得 につ い

て委託者課税 がな され るのであ る(677条(a)(2))。

したが って、例 えば、信 託所得 が委託者 の子供 に対 して10年 間支 払 われ る もの とされ

て、 その終 了時には、信 託財産 は委託者 に戻 され る もの とされて いる場合 、信託財産 の増

加益については、信託終 了時の分 配時点にお いて、委託者課税が行 われ るのであ る。

委託者 を被保 険者 とす る生命保 険の掛け金 として支払 われ る信 託所得 は、委託者課税 が

行 われ る(677(a)(3))。

委託者の債務 を弁 済す るのに用 い られ た信託所 得 につ いて も、委託者課税 が行 われ る。

最高裁判所 は、その規定 の制定前 にお いて、信託所得 が、委託者の子供 の養育 費、教育 費

な どに用い られた場合 について、委託者の親 としての法的義務 を履行す る ものであ り、委

託者課税 され るべ きであ るとしたのである(Helveringv.Stuart,317U.S.154(1942))。

しか しなが ら、信託 とは、通常、家族の扶 養の規定 をお くもので あるか ら、 その ままでは

多 くの信 託については、委託 者課税が行 われ るこ とに なる。 その よ うな事例 を除外す るた

め に、委託者 も しくは第三者 の裁量 によって、信 託所得 が家族の扶養 に用 い られ うる とい

う理由のみ をもって、信託所得 につ いて委 託者課税 が なされ るものではない としたのであ

る(677条(b))。 つ まり、 この規定 は、上 の最 高裁判所 判例 を制 限 したの である。

(b)信 託 の取 り消 し等 に よって、信託財産 が委 託者 に戻 るとき とは、信託財 産 も し く

は信託受益権 が、10年 以 内に、委託者に戻 され る場合 には、委託者課税が なされ る とされ
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てい る(673条(a))。 取 り消 し可能信 託(revocabletrusts)の 場合 で あ る。委 託者 の裁

量に よって信託が取 り消され るのがrevocabletrustsで あ るが・ この場合 には・信託所得

は、委託者課税が行 われる とされてい るのであ る。10年 以 内には信託の取 り消 しが認め ら

れていない場合 には、その期 間の間は、委託 者に対 して課税 され るこ とはない。

(c)委 託者が信託所得 も しくは信託財産 に関す る利益 を支配す る ときとは、信託所得の

受益権 が、委託者 の裁量に よって処分 され うる場合 であ り、 この場合 には、委託者が信託

の所有 者 とされ ている(674条(a))。 ここでい う、委託者 の権 限 とは、信託 所得 を委託者

自らのために処分 す る とい うもの では ない とされてい る。673条 等の条文 とは区別 され る

のであ る。 しか しなが ら、 この規定 に関 して は、 多 くの例外規定 が設け られてい る。

1)委 託 者 もしくは第三者 に権 限が留保 されていて も、なお、受託者 に一 定の権 限が残

されて いる とき。

2)委 託者に よ り執行 され る権限 が受 益者 の利益 の実現 も しくは延期 で あ る場合 には、

委託者課税 はなされ ない。独立 した受託者(independenttrustee)と 呼 ばれ る。

3)信 託 所得 を留 保 した り、分 配 し、 も し くは 配分 す る権 限 に つ い て、外 部 の基準

(reasonabledefiniteexternalstandards)に よって制約 を受け る もの であ るときは、委

託者が権 限 を有 していたとして も、委託者課税 は行 われない。外部 の基準 とは、信託証書

に規定 されていなければ ならない。例 えば、教 育、扶養、健康、 その他受益 者の保持 とい

う生 活基準 は、十分 に確定 した もので あ り、外 部の基準 を持 たす もの とされ る。 これに対

して、楽 しみ、望 み、幸福 とい う基準 では、確 定的ではない とされ る。

具体 的には、通常、委託者 に認め られる信託 に関す る管理権 限は、受益 者の受 け る利益

を延期 した りはやめ た りす ることで あ る。 これに対 して、674条(c)で は、信託収益 を配

分 した り、 あるいは留保す るため の大幅 な裁量権が認め られ るときには、委託者課税 はお

こなわれ ない。 この場合 には、裁 量権 は、独 立 した受託者(independenttrustees)に よ

って行使 されるこ とが要件 とされてい る。独 立 した受託者 とは、委託者で はな く、委託者

の意思 に より影響 を受け る地位 に立つ ものでないこ とが必要 である。委託者 の配偶者やそ

の他の親族 がこれに含 まれ る。

もっ とも、委託者の配偶 者 とともに活動 す る信託会社 につ いて は、特 に、 以下 の権限 を

行使す ることは認め られ る。①受益 者のために、信託収益 を分配 し、 あ るいは留保す るこ
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とであ る。② 信託財産 を受益者の ために支 払 うこ とであ る。

また、外部 基準 に よ り、信託 所得 が、受益 者 に対 して分 配、留保、配分 され る場 合 に

は、委託者課税 は行 わない もの とされてい る(674条)。 この場合 とは、信託証 書において

外部基準が明記 されて いる ときの こ とであ り、 この場合 には、受託者が これ らの権 限 を行

使 す るのであ り、受託者 は委託者で あってはな らない もの とされている。外部 基準 とは、

財務省規則 によれば、教育、扶養 、受益者 の健康、 その他受益者 の生活 を維持す るもので

あ るときには、合理的に確定 され るもの と考 え られてい る。

(d)委 託者が信託に管理権限を留保するときとは、委託者が信託について一定の権限

を留保 している場合であ り、この場合には委託者は信託の所有者 とみなされ るのである

(675条)。 これらの一定の権限とは、借 り入れ、資産購入、証券投資などの権限が委託者

に認められている場合である。

委託者課税が行 われるのは、通常、委託者が、担保な く信託財産の借 り入れをなす場合

である。また、委託者が信託より財産の借 り入れをなしながら、課税年度 までに利子を含

めた返済 をしていない場合である。

しかしながら、これらの制限はそれほど重要ではないとされている。例えば、受託者

が、だれに対 しても担保なく貸 し付けがでいるものとされている場合や、貸 し付けに適正

な利子が付されている場合である。

要するに、一般的にいって、信託所得の処分について、委託者がその重要な権限を留保

している場合 には、委託者は信託の所有者 とみなされるのである。逆に、委託者が信託財

産 に関 して重要 な処分権限 を有 していた と して も、その行使 が利害関係 者(adverse

party)の 合意 を必要 とする場合には、委託者課税は行 われないのである。利害関係者 と

は、信託所得について受益権を有するものであ り、信託所得の処分権限によって影響 を受

けるもののことである。例えば、信託所得の処分が委託者の権限にあるとしても、その処

分が受益者の合意を必要 とするものであるときには委託者課税は行われないのである。

2取 り消 し可能 な信託(revocabletrusts)

GrantorTrustsの 要件 をみ たす場合 には、信託 の委 託者 がその信託 を所有 す る もの と

み な され るの であ る(676条(a))。 委託 者が信 託 に関 す る権 限 を留保 して い るか らで あ
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る。 この こ とは、信 託証書 に明記 されてい る場合 に限 らず、信託証 書の解釈 と して委託 者

に権 限が留保 されてい るか どうかが 問題 とな るときに も適用 され る余地が ある。

かつ て、信託 を設定 し、その信託所得 を妻 と子供 に分配す る旨を定めつつ、受益権 を取

り消 しうる もの とした信託 につ いて、委託者課税 を定め た法律 の規 定の合憲性が問われた

こ とが あ る。連邦最 高裁判所Corlissv.Bowers,281U.S.376(1924)に お いて、信 託

の取 り消 し権は行使 されなか ったのであ り、 それに もかか わらず、委託者 に課税す るこ と

を定め た規定 は、憲法に違 反す ると主張 されたのである。 これに対 して、連邦最高裁判所

の ホー ムズ判事は、財産の法的権利 は受託 者に移 り、 また、受益 者が妻 にあるこ とを認め

っつ、委託者課税 を合憲であ るとしたのであ る。裁判所 は、 その理 由 として、課税は必ず

しも法的 な権 限(title)に かか わ るものではな く、実際 に財産 を支配 してい ることが重要

である としたの である。権 限 とは、支 払い を命 じた り、 それを止め るこ とであ る。 この こ

とは、権 限が な くて も、 その力(power)が あ る場合 も同様 である。 したが って、取 り消

し可能 な信託(revocabletrusts)の 場合に は、委託者が所得 を支 配す るもの であ り、委

託者 に課税 され るこ とは憲法に違 反す るもので はないのである。

3Ma皿inckrodtTrllsts

GrantorTrustsに 付 け加 える と、マ リン クロー ド・トラス トと呼 ばれ るものがあ る。 ク

リフォー ド判決 は委託者課税の理 論で あるが、信託に財産 を移転 して も委託 者に課税 され

るとい う考 え方 を発展 させ るならば、委託者 でない人が信託財産 を支 配す る場合 に も、 同

様 にその人に課税 す る理論が 出て くるこ とになる。 それが現在立 法化 されてい る理論 であ

る(§678)。

簡単 に いえば信託財産か ら生 じた所得 につ いてはその財産 に コン トロー ル を有す る人に

課税 す る。委託者が多 くの場合納税義務者 にな るが、第三者であ って もそ うい うことがあ

りうる。例 えば、Aと い う人がBの ため に信 託 を設定 した場合 、信託 か ら生 じた所 得 を

分 配す るか留保 す るか、それ を誰が決め るか、 その取 り決めについて実質 的 に コン トロー

ル を及ぼす人が いた場合 には、 その人 につ いて課税す る とされ るの である。 第三者が支配

す る場合 にも、み なし所有 ルー ルを適用す る。 したが って、委託 者 でない入 が支配す る場

合には、 その人 の所得 として課税す る。 当然 こ うい うもの は家族 内にお いて生 ずるので あ

る。家族 においては、誰に所得 が帰属 す るか、 元来、経済的には一体 であ るので、不 明確
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な場合 が少 な くないのであ る。 第三者 とい う言葉が出て くるが、実 態は、家族 内取 引であ

る。 この規定 もク リフォー ド判決の延長 として出て くるのであ る。
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第4款NonGrantorTrusts(受 益 者 課 税)

(1)上 のプラ ンター ・トラス トと対照 的に、671条 では委託 者課税 の例外 を定 め、受益者課

税 の規定 を定め ている。委託者課税 の要件に は当たらない場合 とい うこ とは、信託 か ら生

じた所得 とい うもの は信託 もし くは場合 に よっては受益者 に課税 され るのであ る。委託者

が受益者の変更 を行 う権限 を留保 した り、信 託設定 を取 り消す権 限 を留保 してい るよ うな

場合 には、委託者課税が行 われ る。 いわば、委託者が信託財産 を支配す るのでない場合 に

は、原則 に もどって、信託 もし くは受益 者に課税 され るのである。 これ を、 ノン ・プラン

ター ・トラス トとよぶのであ る。委託 者ではない者へ の課税 とい うこ とにな るが、 これ は

基本的には、信 託が所得課税 にお いては、独 立 した納税義務者 とされ るの であって、受益

者につ いて は、現実に受益 を受け る までは課税 されない とい うのが原則 なの である。 そ う

いうことを前提 とす ると、信託所得が 内部 に留保 され た場合に は、信託に対 して課税 が な

され る。 これに対 して、信託所得が分配 され ると、信託の側か らみれば、 それ は信託 の課

税所得 か ら除外 され るこ とになる。 それにつ いては、分配 を受 け た受益 者 に課税 され るの

であ る。 さらに、信託 が終 了 した場合 には、残余財産が清算分 配 され るの であるが、 こう

い う場合 には これは受益者 に対す る贈与 とされ るので ある。 したが って、ア メ リカ合 衆国

の所得課税 にお いては、受益者 は非課税扱 いに なるの であ る。 この ことが671条 以下 で規

定 されてい るわけである。

(2)留 意 してお きたいのは666条 、それか ら667条 の規定 に関 して、一 旦、信 託か ら生 じた

所得 を留保 してお き、 その後になって分 配 をす る、 この場合 に どうな るのか とい うこ とで

ある。前述 したよ うに、信託所得 が留保 され た場合には、その段階 では信託 に対 す る課税

が行 われ てい るわけであるので、今 度受益者 の方に課税 をする と、 そのま までは、法人の

場合 と同 じよ うに2重 の課税 となって しまうのであ る。

そこで、 この よ うに、い ったん信託所得 として留保所得 に課税 され た場合 には、受益者

につ いて課税 され る分 配所得 か ら信託 が支払 った税額 を控 除す るこ とにされ るのである。

(667条)。

前述 した よ うに、DNIと い う概念 が あ り、DNIの 限度 で、い わば 当期 の利益か どうか
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とい うこ とを基準に して、 当期の利益 とい う形 で受益者 に分配 すれば、分 配 を受 けた受益

者に課税 され る一方 で、信 託については課税 されない とい うこ とになる。 しか しなが ら、

一旦留保 してお いて後 でそれ を分 配す る場合 には、今度 は既 に信託が課税 を受 けてい るの

であ るか ら、分 配利益 につ いて課税 され る受益者 の ところで一括 して信託が払った税額 を

控 除す るのであ る。

このよ うに して、委 託者課税の例 外があ るわけであるが、基本的 には、信託課税 とい う

ものは信託 を独 自の納 税義務者 としてい るのである。 したがって、信託財産 を運 用 して生

じた利益 を分 配す る場合 には、 それにつ いての課税 の仕組 みが 必要 になって くるわけで あ

る。
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第5款CharitableTrusts(公 益 信 託)

(1)次 に、公益信託(charitabletrusts)が あ る。 これ は、財産運用の 多様化 の ため、 わ

が国において も注 目されている ところであるが、 それについ てア メ リカの税制 は どうなっ

ているか とい うことにつ いて、若干、論 じてお きたい。

一 言でい うと、 ア メ リカ合衆国においては、 これ を公益信 託 とここでは訳 してお くが、

必ず しも慈善 目的の信託 に限定 されてい るので はな く、宗教 や教育 等 を目的 とす る信託 と

い うものが これに該 当す るので ある。 む しろ、 日本 でい う ところの公益信託 に当たる と思

われ る。

ア メ リカの税法の特色 として、信託 を利用 した納税 者側 のエステー トない しタックス ・

プ ランニ ングに対応 して細 目を規定す るのであ るが、公益信託 は公益法 人 と同様 の資産 運

用形態で あるの で、501条 で並べ て規定 されてい る

連邦所得税 にお いては、いわゆ る課税 除外 とな る団体、組織が規定 され てい る(内 国歳

入法典 §501)。501条 に該当す る場合・には、課税 除外 の法 人 もしくは団体 とな る。信託課税

の規定 は、一般 には、641条 以下 の規定 であるが、 人的課税 除外の納 税義務者 として501条

に規定 されてい るのであ る。

基本 的には、信 託、法人 を問わず、公益 目的 の ものにつ いて同 じルールが適用 され るこ

とに されてい るのであ る。慈善団体 としての、つ まり慈善 目的の信託 について は課税除外

にな るのであ り、 これは公益法人 でも同 じであ る。

それでは、 いかな る要件 の もとに、公益信託が認め られ るのであ るか、 また、 その認定

の手続が どの ようにな っているか とい うこ とであるが、何が 当た るか とい うこ とにつ いて

は、501条(C)(3)項 に規定 され る。

内国歳入法典501(c)(3)で は、人的課税 除外 として、 人、法人 さ らには、 それ ら と並 ん

で信託が規定 されてい るわけ であ る。簡単 にいえば、公益 目的のため に活動 す る団体 とい

うこ とにな る。501(c)(3)の 要件に該 当す る場合 には、非課税 になる。

501条 の 団体 の認定 を受け る と、信託 に対 す る課税のルールは適用 されない ことになる。

一般的 に信託 の課税 を定めたサブチャプ ターJは 適用にな らない もの とされ る
。 人的課税

除外 に なる公益信託の場合 には501条 の規定が:適用 され る。 こち らは全部課税 除外 である。
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そうであ ると、課税 除外 の認定 を受け た公益信 託 とい うこ とになる と、財産 の運用 に よ

って分 配 を受 け る場合 、その受益者 は どうか という問題が生ず る。 この ことにつ いては、

先 に、一般の信託 につ いて述べ た よ うに、通常 は贈 与 として の取 り扱 い を受 け るの であ

る。 したがって、受益 者の方は贈 与 を受け たの であるか ら、所得課税 においては、 これに

つ いても非課税 にな る。

ただし、例外 としては、学資金 、スカラー シップ、 フェ ロー シ ップ などとい った ものに

つ いてはもっ と細 か く色々なケースが定め られ ている。

(2)実 際の適 用は、 しか しなが ら、簡単 ではない。す なわち、 まず、 スプ リッ ト・インタ

レス ト・トラス トの問題 があ る。 簡単 に公益 目的 の信託 だ と区分 で きない よ うな信託の取

り扱 いの問題 が生 ず るのであ る。 この ような二重 目的 の信託 につ いて も、公益信 託の考 え

方 は適用 され うるのか とい う問題 があ るの である。

実際問題 としては、信託は、基本的には家族 の生活 のために設立 されるものであ り、家

族 の扶養のために財産 を運用す るのであ る。 それに加 えて、それで残 ったもの を公益 目的

のため に使 う、 こうい う様 なケース とい うの も決 して少 な くないわけである。 そこで、家

族 のプランニ ング としての 目的があ って、残 りを公益 目的に使 いたい という信 託形態が生

ず るのであ る。 そこで、専 ら公益 目的のため に設立 した ものではないよ うな信 託 とい うも

のの取 り扱い を検 討す る必要が 出て くるのである。

こうい う場合 の二重 目的の信 託 にお いては、 まず、個 人 目的 で使 って いるの であ るか

ら、501条 には該 当 しないの である。その場合 には、 人的課税 除外 を定め る501条 の規定か

ら外 れて しまう。 そこで、通常の信託 、サブチャプ ターJの 方に当てはまるこ とにな るわ

けである。

まず、 日本 で言 う公益信託 に あたる慈善信託(trustsforcharities)、 公益信託 につ い

て、簡単に説明 して お くな らば、結論か らいって、 ここで注 目され るのは、前述 した よう

に、公益信託 と言 えば公益 目的 であるが、合衆 国では信託 の 目的が ミックスす るこ とであ

る。一面 では公益 目的 の信託 であるけれ ども、他 方では個 人の財産 運営、財産移転 の手段

としての信託 とい う二つ の利用が可能で ある。

日本では、 もっぱ ら公益信託 となって しまうわけであ るが、個 人信託 と公益 目的 とを組

み合 わせ るこ とが で きる。 それ だけ に濫用 され る危険が あるので、いろいろ複雑 な規定が
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展開 して い くわけ である。簡単 に言えば、 その両方 の利用が認め られて いる。

①purecharitabletrusts、 つ ま り、 この信託 は、本 当に慈善 目的、 あ るいは教 育、宗

教 とい った 目的のために設立、運営 されている信託 である。 こちらは非課税の取 り扱い を

受けてい る。

一一般 に、purecharitabletrustsと は、 もっぱ ら、慈善 、宗教 、教 育、 その他 同様 の 目

的のため に設立 され、かつ運用 されて いる信託 であるが、 その信 託については、信託 目的

に関連 しない収益事 業所得 を除 いて、非課税 とされて い る(501(C)(3))。 この:場合 に

は、信託所得 の分 配は、信託所得 と して受益者に課税 され るのではな くな る。信託 に関す

るSubchapterJが 適用 され ないので、分 配 につ いては、 その所得 の性質 に応 じて課税 さ

れ るこ とにな る。通常、受益 者の受 け取 る分 配 は贈与 とされ る こ とが多 く、 この場合 に

は、非課税贈与 とされる。 もっとも、受益 者の受け取 る分 配が贈与 ではな く、賞金、奨学

金、研究助成金、 その他の性質 を有 す る場合 もあ り、 この場合 には、 それぞれの性質 に応

じたルー ルが適用 されるのであ る。

それ に対 して もう一一つが、 ミックス した 目的の ある ものが存在 す る。②splitinterest

trustsと いわれ る信託で ある。一 方で個 人信託であ り、同時に、他方 で、公益信託 で ある

性質 を持 ってい るものであ る。 この取 り扱 い を どうす るか とい うこ とで あ るが、 基本的

に、沿革的に行 われたのは、 この場合 には、信託 におけ る委託者 につ いては寄付金控 除が

認め られ る とい うこ とであ る。② の信託 においては、信託 の運用 にかか る所得 は どうか と

い うと、受 益者 又 はentityに つ いて課税 され る とい う ものが基 本 に あ る。purechari・

tabletrustsの ように、信託課税 の規定が排除 され るのでは な く(501(C)(3))、 基本的に

は、信託の規定が適用 され る。

これは、通常の信 託課税 と変 わ りないこ とにな るが、寄付金の控除が で きるこ とが認め

られ るので、一方 で公益 目的に使 うと同時 に、他方 で、個人の資金の運用 として、エ ステ

ーート ・プ ランニ ング として使 い
、資金 を分け るこ とが可能 である。1969年 歳入法以前にお

いては、split-interesttrustsに おい ては、慈善 目的で寄 付 された財 産 につ いては、その

慈善 目的の限度 において寄付控除が認め られ る もの とされ ていた。 しか しなが ら、 その慈

善 目的の寄付 について合理的 な正確 さ をもって評価 できる ものでなければ ならない とされ

ていた。 この ことにつ いては、信 託証書 によってあらか じめ寄 付財産 が定 め られてお り、

その寄付部分 が明確 である場合には、 当該財産の現在価値 をもって評価 され うると考 えら
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れ たの であ るが、受託者 の裁 量に よって寄付等の分 配 を行 う場合 には、通常 、評価 は不 可

能 である とされていた。やや もす ると、慈善 目的の財産が 多 く評価 され る傾 向 を生 じたの

で、1969年 歳入法に よって修 正がな されている。

(3)1969年 歳入法では、一般に、委託者は、spli仁interesttrustsに おけ る慈善残余財 産

(charitableremainderinterests)に ついては控 除で きない もの と規定 した。控 除 を受け

るためには、charitableremainderannuitytrusts,も し くは、charitableremainder

trustsの 形態 を とらなけ ればな らない とされたのであ る。

しか しなが ら、 それ では どの程度公益 目的であればいいのか とい う問題が生ず る。現在

では、上の1969年 歳入法 に よ り設け られ た信 託 に限定 され て、次 の よ うに規定 されて い

る。

1)charitableremainderannuitytrusts信 託財 産の市場価格の5%以 上 を総額 と して

受益 者に支払 う場合

2)charitableremaindertrusts信 託 財産の総額 の5%以 上 を毎年受益者 に支

払 う場合

この どちらかに限 って認め られ るとい うこ とであ る。

したが って、慈善 目的 とい うこ とで寄付金控除が適用 にな るか どうかが重要 であ るが、

それが認め られ るために は、一つには総額 で5%以 上払 ってい るか どうか、あ るいは もう

一つ は毎年、毎 年5%を 受益 者 に支払 うとい う制約が、現在 では設 け られてい る。

これが 慈善 信 託 と称 され て い る、公 益信 託 と個 人信 託 との 折衷 で あ り、税 制 上 は

grantorが 寄付 金控除 を利用す るための信託 であ ると位 置づ け るこ とが できる と考.え られ

る。 そこで、何 が ここでの信託 の 目的であ るか とい うことを認定 す るこ とが行 われ る。公

益 目的、特 に慈善事業、 その他教育や宗教 といった 目的のための支 出につ いては控除が認

め られ る。 いわば公益 目的の支 出については課税対 象か ら除外 され るのである。 その代 わ

り残 りの信託所得につ いては、分配が行われれば受益 者に課税 され、留保 されれ ば信託 に

対 して、通常 の信託課税 が行 われ るとい うことにな る。

基本的には、公益 目的 のための支 出については、寄付 金付控除 とい う形で課税か ら外 さ

れ、 その他 の所得 は、家族 を受益者 として分配 された所得に は受益 者課税、 あるいは留保

されてい るものにつ いては通 常の信託課税が行 われ る。
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(4)し か しなが らこの区別 につ いては、慈善 目的で財産 を支 出 したか どうか を認定す ると

いった問題 は容易 ではないのである。 どうい う目的 で支払 ったか、支 出 してい るのか、一

つ一つの個別 の信託につ いてそれを認定す る とい うこ とを、制 度化 す るとい うことが難 し

いのであ る。 そこで、 このチャ リタブル ・リメインダー ・トラス トとい う信託 の種類 が制

度化 され るの である。 これは1969年 に制定 された信託 である。 この規定 に よる と、受益 者

とされて いるものの一つは少 な くとも慈善 団体 でなければ いけな い。 その場合 に、信託は

一定期間存続す る、 あるいは受益者 は終 身で分配 を受 けるこ とが できる とい うような形で

設立 され た ものである。 この ような信託 を対象 に指定す るこ とに なるの である。

チャ リタブル ・リメインダー ・トラス トとされ ると、所得、つ ま り信託財産の運用 によ

って得 た所得や、 あるいは元本 は、年金 のために支 出す るもの とされて いる。受託者 は年

金 資金 にあてるこ とが義務づ け られ るのであ るが、 あ る意味 で、受託 され た方は どういっ

た もの に投資 した ら有利 であ るか とい うことを考 えなが ら運用 を してい くこ とが求め られ

ているのである。 目的 は、年金支 出、あ るいは公益 目的、その他慈善 目的 に使 うとい うこ

と。 であ るが、 そのために どうい う運用 をす るか とい うことにつ いては税制上制 限が ない

のであ る。利益 にな る資金運用の仕 方であれば構 わないのであ る(664条)。

664条 では、信託 の財産の一定害lj合、5%以 上が受益 者に移 され る場合、 この場 合 には

信託 の方 では控 除 をす るこ とが認め られ る。

信託 の期 間については、一定期間 もしくは終身 とい うことも認 め られ るが、信託か ら20

年 を超 えない限度で一定期間分配 を続け るこ とが要件にな ってい る。年金 としての支 出 と

して、信託財 産の5%と い うこ とが要件 とされて いる。

その他 の要件 が、664条 に定め られて いる。

チ ャ リタブル ・リメインダー ・トラス トにつ いて は、課税 の仕組 は、 基本 的には信託か

ら生 じた所得 については受益者課税 になる。 したが って、受益者 に課税 す るのであ る。 こ

の場合 には、導管理論 が適用 され るの である。 さ らに、信託に所得 を留保 した場合 には、

その段 階では信託に対す る課税 は行 われず、非課税 である。 この点が非常 に大 きい特 色で

ある。

要す るに、チヤ リタブル ・リメインダー ・トラス トとい う制度 をつ くった趣 旨は、 ここ

にある と思われ る。信託に留保 され てい る所得、信託財産 を運用 す るにあ たっては、投資

のため にできるだけ利益 の上 がる手段 を選 んで運用す るこ とが許 され るのであ るが、留保
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されている限 りは課税 除外 とされ るのである。信 託 に留保 され ていて も通常 の場合 と異な

って、課税 は行 われない。最終 的に受益者 に分 配 され た段 階 で、受益 者に対 して課税す る

とい う仕組 みになってい るわけである。

以上がチャ リタブル ・リメインダー ・トラス トのおお よその仕 組みである。

⑤ 基本的 にい えるこ とは、元々、 いわゆ る公益信託、つ ま り、教育、宗教 を含 んだ慈善

目的、公益 目的のための信 託、 そ ういった信託につ いては非課税 である。 したがって信託

財産 を運用 して生 じた所得 につ いては、 それが留保 され た場合 には信託 に課税 され ない

し、 これが分配 されれば分 配 を受け た受 益者が贈 与 を受け た とい うこ とで非課税 とされ

る。

現実に、 この公益信託 の利用 を考 えるなちば、元 々は、信 託の基本 は、個人信 託 の場合

に は家族 の扶養 や、相続財産 の運用 といった ものにな るのであ り、全部が公益 目的 とい う

ものではな くなって しま うの である。そ うい う問題が生 ず るので、過渡的には個 人支出 を

目的 とした分 配 と、そ うでは な くて、それ を家族の扶養 のために残 った もの を公益 目的に

充て、公益 目的に支 出 してい く。 これが普通の信 託の形態 だ と思 われ るが、 この ような信

託 の課税 とい うことが考 えられて いるわけである。 さ らに、 それを制度化 した ものが、上

に述べたチ ャ リタブル ・リメインダー ・トラス トであ る。民主党の政権下 で、サ リー教授

のつ くっていか れた制度 であ る。

公益信託 とい う日本 の税法 の概念 に当てはめてみ ると、公益 目的がや は り問題 に なるの

であ り、それを超 える、つ ま り個人の財産の運用 とい うもの を考 えて、 その残 りを公益 目

的に当てて行 くもの であ り、 こ うした活動 に、 どのよ うに課税 してゆ くか という問題 があ

るのであ る。通常で あれば、公益 目的の信託 につ いては課税 しないの であるが、 さらに、

この ような重複 す る目的 をもった信託 を考 えてゆ く上 で、更 に もう少 し技術化 して様 々の

目的を もったチャ リタブル ・リメインダー ・トラス トの制度 は参考 となると思 われ る。
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第6款LifeInsuranceTrusts(生 命 保 険 信 託)

前述 したgrantortrustsに おいて、信託 とは、委託 者の所有 とみなされ るのであった。

この よ うな委託者課税 され るものに、生命保 険信託 と呼ばれ るものが ある。 これ は、委託

者 もし くはその配偶者 を被保 険者 として、その生命 について保 険料 を支払 うものであ り、

信託が支払 った生命保 険料が、被保 険者 であ る委託 者の所得 とみ な され るの であ る(677

条(a)(3))。 生 命保 険信 託 は、1924年 に制 定 され た もの で あ るが、取 消 し可 能 な信 託

(revocabletrusts)に つ いて は、信託 を利用 した委託者の経済的利益 の企 てに対処 した も

のであ る とい うことがで きる。 しか しなが ら、生命保険信託 には、被保 険者 であ る委託者

に とって、取 り消 し不可能 な信託(irrevocabletrusts)で あ り、保 険料以外 に は、委託

者が信託財産 に利益 をもたない場合 も含 まれ ている。 この ような生命保 険信託 の取 り扱い

は、合 衆国憲法修正 第5条 のdueprocess条 項 に違 反す るのでは ないか とい う批判 があっ

たが、最 高裁判所は、Burnetv.Wells,289U.S.670(1933)に おいて、生命保 険への加

入が扶養 家族への配慮 であ るこ とを認めつつ も、生命保 険信託が、所得 のチ ャンネルの手

段 である として、委託者の意思に依 存 してい るこ とを根拠 に、委託者課税 を認め たのであ

った。

しか しなが ら、生命保 険信 託については、家族 の就 学や職業教育の ため に設定 され る信

託 よ りも何故重課 され なければな らないのか とい うことについて は説明が なされて いない

といわれ る。家族 の扶養 への配慮 は、信託所得 がそれ を超え るもので あった として も、重

要 な ことが らであるか らである。に もかかわ らず、生命保 険信託 につ いては、委託者課税

が続 いて きてい るのである。
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第7款AlimonyTrusts(慰 謝 料 信 託)

ア メ リカ合衆国に は、Alimonytrustsと 呼ばれて いる信託 が ある。 これは、通常 用 い

られ る用語 で、法律 上 の用語 で はないが、いわゆ るAlimony(慰 謝料)を 支払 うため に

信託 を設立す る ものであ る。離婚 した配偶者、 あるいは子 どものための扶養料 をどうす る

か、 また、 それに伴 う財 産分 与、共有 ・共通財産の分割の手段 としての信託が考 え らてい

るのであ る。慰謝料信 託については、信託 としていろいろ詳細 な定めが なされているが、

基本的にはAlimonyを 受け取 った配偶者 にっいての課税 は どうな るか、Alimonyを 支払

つた他 方の配偶者は どうい う取 り扱 いを受 け るのか とい うこ とである。

慰謝料信託以外の、一般 の慰 謝料の支 払いにつ いて いえば、通常 は、慰謝料 を受 け とっ

た配偶 者につ いて、その受益 に課税 され る代 わ りに、 それ を支払 った夫は、その部分 につ

いては課税 され ない とい うこ とが基本にな る。 これ は夫 と妻 の どち らが払 うか とい うこ と

によって、 当然逆にな るわけで あるが、 基本 的には受け取 ったほ うに課税 して、支払 った

ほ うには課税 しない とい うこ とに されてい る。慰謝料の課税上の取 り扱 いとしては、合衆

国では内国歳入法典 第71条 の、課税所得 の範 囲を定め ている規定 にお いて扱われてい る。

そ こで、慰謝料について信 託 を構 成 したAlimonyTrustsに なった場合は どうか といえ

ば、慰謝料 の支払 いにあて る財産 を信託 として、 それ につ いての収益 を配偶 者 を受益者 と

して配分す る。 こうい う場合 、受益 者であ る妻 に課税 され る もの とされて いる。基本的 に

は通常の信託 とも同一 とい うこ とで、受益者 である配偶 者(妻)に 課税 されて、委託者 で

ある夫は課税 されないわけ であ る。 これが、GrantorTrustsだ とい う要件 に該 当す る信

託で ある場合 には、慰謝料信 託 であって も、信託収益 は夫に課税 され ることにな る。 いわ

ば、慰 謝料支払 いや 子 どもの ための扶養料 をどう払 うか とい うために、信託が利用 され て

い る。不動産 投資形態 として のREITや 、 その前の慈善 信託 の よ うな特別 の規定が、特

にそのため に置かれてい るわけでは ないが、信託 としての運用 でそ ういった形態が見 られ

る というこ とである。

付 け加 えるならば、子 どもが扶養 料 を受 け取 る場合 には ど うい う形 態に なるか とい う

と、分 配 を受け た子 ども とい うよ りも、扶養料の支払 いにつ いて、 それ を受 け取 った子 ど

もの保護者 である妻ない しは夫には課税 されない もの とされて いる。扶養料 の支払 いを受
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けた場合、 これが扶養料 とい う性格 を持つ ものであれば、受益者 である子 ども、その親権

者 としての親 は課税 され ないこ とに されてい るのであ る。その場合、信託 を設立 した方の

委託者 は どうか とい うと、 これはGrantorTrustsの 理 論で、場合 に よっ ては課税 され る

し、 そ うで ない場合 もあ る とい うこ とに な る。以上 が、AlimonyTrustsで あ る。 い わ

ば、離婚後の家族の慰謝料や扶養料 の支 払い形 態 として、信託が利用 され る例 である。
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第8款 信託 と遺産税

ア メ リカ合衆国 では、遺産税 の仕組みが とられてい る。す なわち、遺産税 は、故人の全

財産 よ り一定 の控除 を行 ったの ちに、 その財産 の価格 に累進税率 を適用 して、税額 を算出

す るのであ る。相続人又は受益者 の受け る財 産 を基礎 に税額 が計算 され るのではない。に

もかかわ らず、慈善寄付の ための財産 につ いてはすべ て控 除が認 め られ、 また、配偶者の

ために残 され た財産につ いて も遺産税が非課税 とされ る。

遺産税 の課税対象 は、課税遺産 の移転(transferofthetaxableestate)で あ り、故人

の総遺産(grossestate)よ り、一定 の控 除をお こなった ものであ る。

また、生存 中に 自己の財産 を贈与 した場合には、贈与 を した年 度 ごとに贈与者 に対 して

贈与税が課 され る もの とされ てい る(2501条)。 一般 に、無償 に よる財産 の譲渡 につ いて

は、贈与税 の対象 とされ るの である。

問題 は、 こうした遺産税の体系 において しめ る信託財産 の重要1生であ る。合衆 国にお い

ては、生前中に移転 した財産 であって も、 そこか ら所得 を引 き出 した り、 また、依然 とし

て コン トロール を及 ぼ してい る財産 につ いては、遺産 に含め られ るので あ る。 この よ う

に、財産 を移転 しつつ コン トロー ル を及ぼ した り、財産 か ら所得 を引 き出す手段 として用

い ちれ ているのが、信託 なのであ る。 また、無償の財産 の譲渡 には、信 託財産や信託所得

における受益権 の設定 な どが贈与 として考 えられ る余 地が あるの である。

1信 託 と遺 産税

概略 としては、取 り消 し可能 な信託(revocabletrusts)と 取 り消 し不可能 な信託(ir-

revocabletrusts)と に よって課税 上の取 り扱 いが 区別 され る。取 り消 し可能 な信託 につ

いては、委託者は、信託財産 につ いて、依然 として移転が なか ったの と同 じ く、所有者 と

同様 の経済的地位 をもってい る。 したが って、取 り消 し可能 な信託につ いては、死亡 時 ま

で取 り消 し権 を留保 す るな らば、 その遺産 に含 まれ るもの とされて い る(内 国歳 入法典

2038条)。

これに対 して、取 り消 し不可能 な信託 につ いては、信 託税制 にお いて、 きわめて複雑 な

展開 をみせてい る。信託財産 もし くは信託所得 に対す る コン トロール の及ぼ し方は きわめ
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て多様 であるの で、 したが って、遺産税 の取 り扱 い も多様 であるの である。問題 は、 どの

場合 に、信 託に移 転 され た財産 が、 なお、遺産 に含 まれ るか とい うこ とであ る。

取 り消 し不可能 な信託 であって も、信託所得 につ いて、委託者が依然 として支 配 し、生

存中 その所得 を享受 してい る場 合 に は、 その遺産 に含 まれ る もの とされ る(2036条(a)

(1))。 財産が取 り消 し不可能 な信 託(irrevocabletrusts)に 移 転 され、 なお も、委託 者

の生存期間以外の期 間につ いてその信託所得が委託者 に留保 されて いる場合に も、実 際に

は、故人が その死亡時 まで信託所得 を享受 していたな らば、信託財産は、その遺産 に含 ま

れ る もの とされ てい る。(2036条(a)(1))。 しか しなが ら、信託所得 に対 す る受益 権 が二

次的 な ものであ り、生存 中すでに第三 者によって所得が享受 されて いたならば、 その財産

が遺産 に含 まれ るか ど うかは明 らかではない。規則 では、 そのよ うな場合 、遺産には、生

存中の信託所得 を除外 した部分 が含 まれ るもの とされている(regs.§20.2036-1)。

財産 に信託 を設定 した委 託者について、 は じめ、 自己の生存 中の信託所得について受益

権 を有 していた者が、その受益権 を処分 して しまった場合 には、信託財産は遺産に は含 ま

れない もの とされ る。 もっ とも、 自己の死 を予測 してな された信託受益権の譲渡の場合 に

は、 なお、信託財 産は遺産 に含 まれ るもの と考 え られる。

また、信 託設定の ため財 産 を移転 した者が、 自己の法律上 の債務 を弁済す るため に信 託

を利用 してい る場合には、信託所得 を享受 してい るもの とされる。例 えば、離婚 に ともな

って、離婚 した配偶者や 幼少の子供 の扶養 のため に信託 を設定 した場合が これ にあたる。

信託 を設定 した者が信託 についてその所得 を享受 していない場合 であって も、 自ら、信

託財産又は信託所得 を享受 しうる者 を指名す る権 限を留保 してい る場合 には、取 り消 し不

可 能 な信 託(irrevocabletrusts)で あって も、委 託 者の遺 産 に含 まれ る とされ て い る

(2036条(a)(2))。 同様 に、信託 を受益 す る者 を指名 した り、変 更 し、あ るいは消 滅 させ

る権 限を留保 してい る場合 には、信託財産 は遺産 に含 まれる もの とされ る(2038条)。

信託所得 につ いては、 その信託 の受益者が受 け とる もの とされて いて も、信託財産 を分

配す る裁量権 限が委託者 に留保 されてい る場合 には、 その信託財産 は委託者の遺産 に含 ま

れる。

信託所得 が信託に留保 されてい る場合、 その留保所得が遺産 となる信託財産に含 まれ る

か どうか とい う問題につ いては、遺産 には財産 のみが ふ くまれる とい う趣 旨か ら消極 的に

解 されている。 しか しなが ら、死亡 時に確定 した財産 である以上、遺産の含 まれ る という
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見解 もあ る。

委託 者が、信託所得 ならびに信 託財産 を享受す る者につ いて指名 し、配分 す る権 限 を有

す るのみではな く、その受益 者が同一 であ るか ど うか を確 定す る権 限 をもつ場合 があ る。

この権 限は、受益権 をコン トロー ルす るもの として重要 で あるので、 その ような権 限が あ

る場合 には、委託者 の遺産 に含 まれ るとされ る。

2信 託 と贈 与税

アメ リカ合衆 国の連邦贈与税 においては、贈 与に よる財産 の移転 を、贈与税の課税対象

として いる。 そ して、 この財産の移 転 には、信託 の設定 の場合 も含 まれ るの である(2511

条)。

まず、取 り消 し可能 な財産の譲渡 は、贈 与者 の生存 中に取 り消 し不可能に され ない限 り

は、贈与税 の対象 とされ る贈与で はない とされ る。 したが って取 り消 し可能 な信託(rev-

ocabletrusts)に ついて も、 それ 自体 、贈 与税 の対象 とはな らない もの と考 えられ る。 こ

の場合 には、委託者が信託 財産について コン トロール を有 しているので、信託 その ものが

遺産 に含 まれ るのであ る。

問題 とな るのは、取 り消 し不可 能な信託(irrevocabletrusts)の 場合 で、委託 者が 自

己の財産 を取 り戻す こ とがで きない ものの、 なお、委託者が重要 な権 限 を留保 している場

合 である。

連邦最 高裁判所 は、EstateofSanfordv.Commissioner,308U.S.39(1939)に お い

て、贈 与者が信託 を修正す る権 限 を有 している場合 には、贈 与税 の対 象 としては十分 では

ないのであ り、委託者が その権 限 を行使 して確定 しては じめて贈与税 の対象 となる と判断

したのであ る。判例 は、 このよ うな場合 においては、 なお、信託 は、遺産税の 目的におい

て遺産税 の対象 となるの であ り、遺産税 を補完す る贈与税 につ いては、権 限を行 使す るま

ではその課税対象 とならない としたので ある。 なお、受益者 に対 して支払 われ た信託所得

につ いて は、贈 与税 の対 象 とな る とされ た。連邦規 則で は、贈 与者 が権 限 を留保 してお

り、不 完全 な贈 与につ いて は贈 与税 は課 されない との 旨 を明 らか に してい る(Regs .25.

2511-2(c))。 留保 された権 限が行使 され るか、 あるいは消滅 した時点 で財産 の移転 は確実

なもの とな り、贈 与税 が課 され るこ とにな るのである。 したが って、委託者が信託所得 を

留保す る権限 を有 してい る場合 であ って も、 その留保 され た所得の受益者が確定 している
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ときには、贈与税が課 され るこ とにな る。

委託者が残余財産 につ いて権 限 を留保 してい る場合 であ って も、信託設定 による財産 の

移転につ いては、贈与税 の対象 とな るとしてい る。 ただ し、贈 与 された額 につ いては、特

別の評価 が必要 であ る。

例 えば、信託 が設定 され、妻 の生存 中は信託所得 は妻に分 配 され、 その後 は、信託財産

は委託者に戻 され るか、その指定 した者 に帰属す る とした場合、妻の受 け る利益 及び残余

財産は、贈 与税の対象 とな るとされ る。

この よ うに、 アメ リカ合 衆国においては、信託 の設定 に よ り贈与税 の問題が生ず るか ど

うか とい うこ とは、 その信託契約 に よって、受贈者 の受 け る利益が確定 しているか どうか

が重要 なの である。
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第9款REIT(RealEstateInvestmentTrust)

(1)信 託 を不動産投 資形態 として利用す るスキー ム としてREITが あ る。不動産 投資信

託が、いわゆ るREITの 形態 で ある(参 照、「経済の グローバ ル化 と法」(三 省堂)376ペ

ー ジ)。すでに、植松 氏の論 文 に書か れて いるこ とであ るが、一般投 資家 か ら資金 を集め

て、信託 として資金 を運用 して、不動産 をス トックす る、あ るいは これ らの不動産 の債権

とい うかた ちでこの資産 を保 有 して、 その収益 を、 もともとの委託者 であ る受益者 に分配

す ることにな るわけ である。

REITと は、 多数の投資家の資金 をプール して不動産 に対 して投 資 を行 うための組織で

あ り、信 託が その中心 をなすが、法 人や財 団(association)で あ るこ とも可能 であ る。

その要件 につ いて は後述す るが、REITに ついては、 その収益 を投 資家 に分配 す る限 り、

REIT自 身につ いては課税 され ない とい う利点が ある。 いわゆ るpassthroughが 認め ら

れ るのであ る。REITの 規 定が設け られ た趣 旨は、小 口の投資家 に税制上 の利点 を多 く与

えるこ とに よって不動産 投資 を可能 にす る とい うもの であ った とされ て いる(HRRep.

NO.2020,86thCong.,2dSess.2(1960)。

REITの 特色は、REITと い う信託形 式においては、信託 におけ る課税がpassthrough

され るとい うこ との他 、他 の不 動産 投資形態にはみ られ ないよ うな利点 を投資家に与 える

ことが で きる とい うことであ る。持分 の譲 渡性が認め られ るこ と、有限責任、不動 産投資

の管理 につ いては専 門家に委 ね られ るとい うこと等 である。 これ に対 して、REITの 不 利

な点 とは、REITと い う組織形 態や その運営 には限定がつけ られ ているこ と、 その ための

管理 には内国歳 入法典や財務省規則 の制約 に従 うこ とによる負担が ともな うとい うことで

あ るとされ る。

(2)REITと い う信 託 形 態 は1800年 代 よ り存 在 す る とい わ れ て お り、 不 動 産 投 資 の た め の

資 金 を プ ー ル す る 道 具 と し て 利 用 さ れ て き た 。1935年 以 前 に は 、 そ の よ う な 不 動 産 信 託

は 、MassachusettsBusinessTrustsと 呼 ば れ て き た 。 こ の よ う なBusinessTrustsに 対

して は 、 そ の 受 益 者 に 分 配 さ れ た 所 得 に つ い て は 課 税 さ れ て は い な か っ た と さ れ る。

1935年 に 、 連 邦 最 高 裁 判 所 は 、Morrisseyv.Commissioner,296U.S.344(1935)は 、
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この ようなBusinessTrustsは 、法人 として課税 され るべ きであ ると判示 したの であ る。

そこで、一定の投資会社 については、1936年 歳入法 に よって、特別措 置が認め られ たので

あ るが、REITに ついては、theRealEstateInvestmentTrustActof1960(theREIT

Act)、 によって ようや く、特別措 置が認め られ る もの とな ったので あ る。 そ こで、1935

年か ら1960年 に至 る期 間については、不動産投 資のため の信託 としてのBusinessTrusts

は、存在 しなか った といわれ るのであ る。

theREITActに おいては、適格のREITに つ いては、投 資家 に分配 した利益 につ いて

は、REITの レベ ルにおいて控 除す るこ とが認め られ た。 しか しなが ら、適格要件 をひ と

っで も満 た さない場合 には、信託 は、分配利益 につ いて控 除を認め られず、すべ ての所得

につ き信託 レベ ルにおいて課税 されたのである。

この ようなallornothingル ー ルにっ いては、 しだいに改正が なされて きた。1975年 、

1976年 、 さ らに1978年 改正法 において、REITに つ いて は、大 きな修正 がな されてい る。

1960年 のtheREITActの 成立 の後、 しば ら くは、REITの 利用 は少 なか っ た とされ

る。1968年 まで のREIT産 業 の総資産 は、10億 ドルにす ぎなか っ た とされ る。1969年 以

降、REITは 急 成長 をとげ、1974年 に はREIT産 業総 資産 は、20億 ドル に成長 した。そ

の後、利 子率 の上 昇 と不 動 産産 業 の不 況 に よ り、REIT産 業 も下 降 し、1978年 に は、

REIT産 業総資産 は、8億 ドルに落 ち込 んだ。 しか し、1984年 にな り、REITは 、ふ たた

び急成長に入 り、REIT産 業総 資産 は449億 ドル にまで増大 した。 その後 もREITは 順 調

に発展 し、1986年 税制改正にお いて、REITに ついて、その利 用 を促進す る改正 が なされ

て、不動産投資の道具 としてのREITの 成長 を促 進す るこ とに努め られ たのであ る。

(3)こ ういったREITが 認 め られ る要件 を簡単 に述べ てお く(内 国歳入 法典 第856～860

条)。

一般 に、REITと は、法定 の もの で あ り、REITと い う適格 要件 をみ たす こ とに よっ

て、REITの レベル の課税 が なされ るこ とな く、所得 は、投 資家 にpassthroughさ れ る

のである。REITで あ るための要件 は複雑 であるが、①組織 ② 資産、③所得、 お よび④

分配の要件 、 さらに、⑤行政上 の要件 の5つ の適格要件 に分類 される もの とされて いる。

①組織要件

1)組 織 としては、信託 、法 人、パー トナー シ ップが可能 である。
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REITと しては、一人又 は複数の受託者 もし くは役 員に よって管理 される ものでなけれ

ば な らない。 もっ と も、規 則 で は、受益 者 に、受託 者 を変 更 す る権 限 を与 えてお り、

REITの 終 了の権限 も認めて いる(Treas.Reg,§1.856-1(d)(1))。 また、REITの 受託

者や役員 は、REITの 所得 が投資所得 であ るために、 その財産 の運用 を独 立 したcontrac-

torに 委任す ることが義務づ け られているのである。

2)委 託者が複 数 で100名 以上 とい う限定 がつ け られて い る。 その場合、100名 の 中に

pensionFundが 入 った場合 はど うか とい うと、 これは1名 では な く、受益 者の数が その

まま委託者 の数 とい うこ とに なる。

3)信 託受益権 が譲渡性 を持つ こと。持分 が、譲渡性、証券化 され、 それに よってが促

進 され る。

4)受 託者が5人 以上で50%以 上持分 を有 しないこ とである。

これは50分 の5ル ール といわれ るものであ るが、5人 以下 で半分以上、少数の人間に よ

る投 資手段 では認め られない とい うことであ る。小 口化にす る必要が あるので、 こうい う

制約が加 え られてい る。

他方 で、 資産 を保有 す る会社 の持分 は50%以 下 であるこ ととなってい る。

② 資 産 要 件

さ ら に 、REITのrealestateと 言 っ て い る 資 産 運 用 で あ る が 、 い わ ゆ る 不 動 産 投 資 で

あ る。 そ こ で 、1)REITの 資 産 の75%が 不 動 産 、 現 金(普 通 は 受 益 者 に 支 払 う と き の お

金 を い う 意 味 で の 現 金)、 連 邦 債 で あ る こ と、 こ れ だ け が 認 め ら れ る(内 国 歳 入 法 典 第

856条(c)(6))。

③ 預 金 証 書 は 現 金 性 の も の で あ る。banker'sacceptanceは 含 ま れ な い 。

⑤short-termrepurchaseagreements(repos)は 、75%テ ス トに お い て よ い 資 産 と

は 考 え ら れ な い 。

◎ 連 邦 住 宅 局(FederalHousingAdministration,FHA)、FederalNationalMort-

gageAssociation(FNMA)、FederalHomeLoanBank(FHLB)、FederalInter-

mediatePublicHousingAdministration(PHA)、UnitedStatesPostalService

(USPS)、SmallBusinessAdministration(SBA)、CommodityCreditCorporation

(CCC)、GeneralServicesAdministration(GSA)が 、 適 格 政 府 証 券 に 含 ま れ る。
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⑪ 適格政府証券 とは、合衆 国、 もしくは、連邦 議会 に よって委任 された政府 によ り支

配 され、 あるいは監督 され た者 によって、発行 され るか、 あるいは元本 もしくは利子

を保証 された ものである。

◎ 不動産 資産 とは、不動産、不 動産担保、 その他 のREITに おけ る持 ち分 と定義 さ

れ る。1986年 税制改革法 は、不動産 の定義 に、REITのpublicofferの 収益 に帰属す

る一定の投資 を含む もの とされた。

① 天然資源にかか るロイヤル ティの利益 はここでい う不動産資産 には含 まれない もの

とされて いる。

2)ま た、資産 要件 として、REITの 課税年度の 四半期 において、各々の証券発行 者の

証券 は、REIT資 産 の5%未 満 でなければならない とされ ている。

3)い かな る四半期 において も、REITは 、各々の証券発行者の議決権の10%以 上 を保

有 しては なちない とされてい る。 この10%所 有 テス トは、REITが 子会社 を設立す るこ と

を、通常は、不 可能 な らしめてい るのである。

以上 の資産要件 を満 た さない場合 であって も、猶 予 されて い る。例 えばREITRが 、

第1四 半期 にお いて、資産要 件 を満 た し、全 資産 価値$100,000で あ り、それ には、現 金

$5,000、 政府証券$4,000、 不動産$87,000、 法人株 式Pが$4,000で あ る とす る。 第2四 半

期 において、法 人株 式Pの 価値 が上昇 し、$10,000と な り、Rの 全資産価値 が$106,000に

上昇す る場合 であって も、Rは 、5%テ ス トを損 ねてはいない とされ る。他の 資産 を取得

してはいないか らである。

これに対 して、 もし、REITRが 、 第2四 半期 において、P法 人 の株 式 を$1で も購 入

す るな らば、 その取得 を通 じて5%テ ス トを満 たさな くなる とされるのである。

③所得要件

REITと して認め られ るためには、毎年総所得(grossincome)に っ いて満た さなけれ

ばな らない基準があ る。 その総所得 テス トの 目的は、REITの 所得の源泉が不動産等か ら

の投資所得 に限定 されてい ることを明確 に してお くため である。

1)95%グ ロスインカムテス ト

REITの 受 け る総所得 の95%以 上 は、以下の所得 でなけれ ば な らな い もの とされて い

る。③配当、⑥利 子、◎証券 の譲渡益、⑥投資資産 として保 有 され る不動産 の譲渡益、◎
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不動産賃貸収入、①不動 産担保 貸 し付 けの利 子等 であ る。

2)75%グ ロスインカムテス ト

REITの 受け る総所得 の75%以 上 は、次 の源泉か ら生ず るもの でなけ ればな らない。③

不動産賃貸収入、⑤不動産 の担保 貸 し付 け利子、 ◎不動産譲渡益、④配 当その他の分 配、

REITの 持 ち分 譲渡益 、◎不動産 の担保貸 し付 けの対価、①一時的 な適格投資所得

3)30%グ ロスインカムテス ト

以下 の譲渡所得 は、REITの 総所得 の30%未 満 でなけ れば な らない。③6ヵ 月未満保有

した証券 の譲渡益 、⑤禁 止 された取引に よる譲渡益、◎4年 未満保有 の不動産譲渡益、で

ある。

もともと資産運用は不動産 投資が中心 であ るので、総収入 の75%以 上 は不動産収益であ

るこ と、 さらに加 えて投 資性 の所得、利 子、配 当、 キャ ピタルゲインを加 えた もので95%

以上 であ るこ とが必要であ る。 したが って、完全 に投資の手段 としての信託で あることが

要件 となってい るわけであ る。

しか しなが ら、 キャピタルゲ インは不動産 の売 買収益 な ら何 で もいいか という と、短期

の譲渡所得 は総収 入の30%以 下 でなければいけない とされ ている。土地転が しによる利得

では認め られない とい うのが要件 であ る。

④分配要件

REITと してpassthroughが 認 め られ るため には、その所得 を分 配す るこ とが必要 で

あ り、REIT課 税所得 の95%以 上 を分配す るこ とが要件 とされてい る。

例 えば、REITが 、1987年 度 にお いて$1miIlionのREIT課 税所得 を有 す るな らば、

$950,000以 上 の配当分配 をお こなわなければ ならない とされてい る。

REITに よ り分 配 された額 は、控 除 を認め られ るので あるが、割合 的では ない分配が な

され た ものについては控 除で きない もの とされて いる。

収益の分 配は、REITが 実体 として導管 とされ るので、95%以 上 を分 配 しなければ いけ

ない とい うこ とであ る。 さ らに、証券 を発行す る とされて いるこ とであ る。おそ ら くこれ

が わが 国で見 られない ところだ と思 われるが、 この証券は いわゆ る債権 を証券化 している

のでは な くて、不 動産所有権 その もの と証券化 した性質 をもってい る。持分 が譲渡性 を持

ってお り、所有権 の証券化 である とい う性格 を有 してい るのであ る。
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⑤行政上の要件

以上の要件に加 えて、行政上の観点かた、REITに はこれらの要件を満たしていること

を証明するために記録の保存が義務づけられている。

(4)REITの 要件 を満 たす場合 の課税上 の取 り扱 いにつ いて、信託 ・法 人 と株主(投 資家)

についてみる と、以下の とお りであ る。

① 信託 ・法人 レベ ルの課税

囚REITに ついては、その所得 をすべ て分配す るこ とによ ってそれ 自体の課税が行 われ

な くなるのであ るが、例外 が ある。

1)REITは 、realestateinvestmenttrusttaxableincome(不 動産信託課税所得)に

っ いては、法人税率 で課税 され る。

2)REITは 、不動 産信 託課税 所得 の代 わ りに、 キャ ピタルゲインを有す る場合 に は、

以下の総額について課税 され る。 ③不動産信託課税所得 について、 キャピタルゲ インを

除外 し、 さらに分 配所得 を控 除 した金額 につ き、通常 の法 人税率 に より計算 した税額 、

⑤キャピタルゲ インについて、34%税 率 で計算 した税額 であ る。

3)REITが 、 グロス ・インカムにつ き、75%な い し95%テ ス トを満 たさない場合 には、

テス トを満た さない部分 に帰属 す る純所得の100%に 課税 され る。

4)REITが 、法令 上禁止 され た取 引による所得 を有す る場合 には、その所得 の100%

につ いてREITに おいて課税 され る。

(B)不 動産信託 課税 所得(REIT課 税所得)に 対す る課税 とは、通常 の法人税率 で課税 さ

れ るもの であるが、REIT課 税所得 を算 出す る修正 とは、以下 の ものである。

1)受 取配当の控 除が否認 され る。

2)課 税所得 とは、 内国歳 入法典433条 ⑤におけ る会 計期 間 とは関係 な く計算が な され

る。

3)75%ル ール もし くは95%ル ールに よって課税 され た税額 につ いては控除 され る。

4)禁 止 された取引に よる所得 は除外 される。

5)分 配 された配当はすべ て控 除が認め られ る。
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(C)未 分配の キャピタルゲイ ンに対す る課税 は、REIT課 税所得 か らは除外 され るため、

キャピタルゲ インに対 す る税率(34%)で 課税 され るもの となる。

例 えば、REITが 、REIT課 税所得 を$10millionを 有 し、その うち$1millionが キャ

ピタルゲ インに帰属 していた場合 に、通常の配 当 を$10million行 い、キ ャピタルゲイ ン

か ら$300,000を 配 当 としてい た場合 、$700,000に つ いて はキ ャ ピタル ゲ イン税率 で課税

され るこ とにな る。 もし、キャ ピタルゲインをすべ て分配 して いれば、 キャ ピタルゲ イン

にかか る法人 レベ ルの課税 は行 われない もの となる。通常、法人段階の税率 の力が投資家

レベ ルの税率 よ りも高いか ら、REITは 、 キャ ピタルゲインにつ いて、 そのすべ て を分 配

す るこ とに努め るべ きであ るといえ る。

⑪REITの 適格要 件 を満 た さない部分 の所得 にかか る課税 につ いては、REITの 適用 を

緩和 す るため に、要件 をみ た さない場合 であ って も、REITの 課 税が行 われ る もの の、

REITの 地位 が認め られ るもの とされ る。

例 えば、REITが$1millionの グロス イン カムが あ る とき、課 税所得 が$750,000で あ

り、75%も し くは95%テ ス トをみ た さないグ ロスイ ンカムが$200,000で あ る とす る。 こ

の場合95%テ ス トをみた さない非適格所得 は$150,000に つ いては100%課 税が行 われ るも

の とされ ているの である。

(E)法 令 によ り禁止 された取引 とは、REITで あるために取引 を禁 止 され る取 引、例 えば

棚卸 資産 の譲渡や デ ィラー財 産の取 引 な どであ るが、 この場 合 に もREITで あ るこ とは

否定 され ないが、 その取 引につい ては100%課 税 がな され る もの とされて いる。禁止 され

る取 引でない とされ る安全 地帯規定 として、以下 の ものが挙げ られて いる(内 国歳入法典

第857条(b)(6))。

1)4年 間以上保 有 した財産 の譲渡

2)REITの ために支 出 した金額 が過去4年 にお いて、当該財産 の純 販売価額 の30%を

超 えないこ と。

3)課 税年度において、REITが7回 を超 えた財産譲渡 を行 わない こ と。

4)土 地の場合 においては、REITが 、賃貸収入の ため4年 を超 えて財産 を保 有 してい

る こ と 。

② 投資家 ・持主レベルの課税
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REITの 目的 は、REITの 投資家 に対 して、REITの 保有 す る不動産 につ いて、投資家

が直接所有 してい るかの よ うな取 り扱 いをす るこ とであ る。passthroughの 考 え方で あ

る。 もっ とも、 その例外 も存在 している。① 未分配所得 については、 キャ ピタルゲ インで

あるとを問わず、REITに 、直接課税 され るものであ る。②REITの 純損失 は、REITに

お いてのみ用い られる もの であ り、投資家にはpassthroughさ れない。③加速償却 の利

益 は投資家 には及ば ない もの とされている。

REITの 投 資家 ・持主 は、REITの 分配 を、配当ない し収益 の分配 として通常 の課税 を

受 ける もの とされてお り、 キャ ピタルゲ インの課 税 がな され るのでは ない。 もっ とも、

REITの 利益 の うち、 キャピタルゲインか らなされた分 配につ いては、キャ ピタルゲ イン

配 当 とされ ることになる。passthroughの 理論に よる もの であ る。

また、租税優 遇所得 をうけ るREIT所 得が分 配 され る場合 に も特別 の取 り扱 いが 定め

られてい る。

REITか ら、REIT財 産 である不動産 を処分 した利益 以外 の収益か ら非居住 者に対 して

分配が なされ る場合 には、30%の 源泉課税が なされ る もの とされ ている。ただ し、 その所

得が キャピタルゲインであ る場合 には、 キャ ピタルゲ イン税率 である34%の 税率 が適用 さ

れる。

REIT持 ち分 の処分 がなされ た場合、非居住者に よる場合 に は、通常、源泉 課税 は行 わ

れ ない。 ただ し、非居住者 の投 資が、① その合 衆国内におけ る事業 と実質 的に関連す るも

のである場合 、 または、② 非居住 者が課税 年度 において182日 以上合衆 国に居住 して い る

場合、 もし くは③REITが 、domesticallycontrolledREITで あ る場 合には、源泉課税

が行 われ る もの とされてい る(内 国歳入法典第897条(h)(1))。

(5)REITの 特色 は、生命保 険会社や不動産 を所 有す る中小 法人の資金 を外部 か ら導入 す

るこ とに役 立つ とい うこ とであ る。 そ こで、REITを 設立 し、課税上 の利点 を享受す るこ

ともできるのであ る。 そこで、REITと して保有 す る不動産 の処分 を将来行 う場 合 の増加

益 の課税 が 回避 され るのであ る。 また、 中小法人にお いて特 定株主に対 して不動産 を処分

す るこ とも可能であ るとされ るのであ る。

REITの 形態は、 わが国では まだ例 が見 られ ない。 わが国 では、不 動産の小 口化 とい う

ことはは じめ られて いるが、証券 化 とい うところまで はおそ ら く行 ってい ない と思 われ
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る。 いわゆ る 日本 で証券化 と言って い る もの の実態 は、不動産 その もの の小 ロ化 であ っ

て、 それこそフロー としての資金 を運用す るところまでは行 っていないのではないか とい

う実務上 の指摘が ある。不動産投 資 としては、 おそ らく小 口化 に とどまるのであろ う。

これに対 してREITは 、資金 として運 用す る とい う証券化 が徹底 され てい るわけで あ

る。 このREITの 税制上 のポイ ン トは、初 め に紹介 した ようないわゆ るパー トナー シ ッ

プ と同 じよ うに、passthroughが 認 め られ るこ とであ る。 したが って、減価償 却 の場合

も、 その償却費 は直接投資家の所得 と相殺す ることが できるわけであ る。 さらに、通常 の

法 人の場合 と異 なって、 それ を払 ってい る信託 につ いては課税 を受 けないのであ る。 その

ため、法 人事業形態 を取 る と、いわゆ る利 回 りとして配 当を行 えば、配当に対す る二重課

税 とい う問題が生 ずるのであるが、REITを 使 うと、信託 とい うかたちで所得 が直接投 資

家 に帰属 す るこ とになるのであ り、信託 については、基本的には、そ こでは課税所得 は生

じない ことにな るのであ る。

その ように、REITに つ いては、税制上 の利 点があ る。 これは、受益者課税 を認め る制

度 であ る(passthrough)。 受益者に直接課税 され るような仕 組み を取 ってい るわけ であ

るので、受益者 は不動産 の属性 としての ビルの減価償却 を、直接 自分 の他 の所得 と通算す

るこ とが で きる。そ して事 業の実体 としてのentityの 信託 は、通 常 は、95%は 受益 者 お

よび投資家に分配 す るもの とされてい るので、基本的にはそれ 自体 に課税 され るような所

得 は持た ないのであ る。 したが って、 いわゆ る損金 とい うか たちで扱 われ るの と同 じよう

な形態が認め られ るこ とにな るわけで ある。

わが国 で徐 々に進んで きている不動産小 口化 と比べ た場合の相違点 は、わが国では、所

有権 を小 口化 、共 有す るのに とどまるの であるが、REITの 場合に は、 フロー として運用

され、転々 として い くところに違 いが ある とい う指摘がな されて いる。

したが って、 日本 とア メ リカでは、 そ もそ も不動産の持 っている意味が異 なってい ると

されて いる。 日本 では、 これはあ くまで も土地神 話があ ったのであ り、不動産 と言えば持

っていれ ば価値 が上が る。 これに対 して合衆国 では、不動産価値 よ りも、む しろそこにテ

ナン トを集めて貸すほ うが もうか る といわれ てい るので ある。そ ういった違 いで、REIT

の形態が どれだ け利用 されてい るかが異 なってい るのではないか とい う指摘 もなされて い

る。

したが って、わが 国でREITを 考 え る場合 に は、そ もそ も不 動産価格 が も う少 し上 ら
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ない と困難 ではないか、貸 し付 けの レソ トがい まのよ うに停 滞 して いる状況 ではで きない

とい う指摘が なされて いる。
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第10款REMIC(RealEstateMortgageInvestmentConduit)

REMICは 、簡単 にいえば、不動産貸 し付債権 であ るが、 これ を信託 などの形 態で運用

す るもの で あ る。REITは 不動産 所有 権 その もの の小 口化、証券 化 で あ るが、REMIC

は、不 動産 を証券化 す る ものであ る。 したが って、担保付 不動産 に投 資 をす る とい うこ

と、例 えば、不動産投 資を して担保 、抵当権 をつけ るとい うような、 そ ういった形態の投

資であ る。

REITと 同 じよ うに、 この課税上 の特色 は、 ここで もpassthroughが 認め られ、直接

の損益 は投 資家 に帰属 し、 いわばパー トナー シ ップ と同 じような扱いが受け られ るこ とで

す。

要件 は、①保 有資産 は、すべ て適格担保(qualifiedmortgage)そ の他 の一定 の資産 」

であ るが、 中心 は不動産貸付債権 であ る。

さ らに、②投資 は現金で ある。現金 とい うのは、投資家 に配 るための現金で、 その他 、

一定の 資産の資産 に限定 されてい る
。

③投 資家 に対 して証券が発行 され るこ とが必要 である。

こち らの場合 には、 いわ ゆる不動産貸付債権が証券化 され ている ところで、REITと 対

照 され るわけ である。

いずれ に して も、 どちらもpassthroughと い うか たちで受益者課税 が行 われ、 いわば

法人の よ うなentityと しての課税が 原則 として行 われないで、全部passthroughさ れて

しま うところに、課税上の利点が認め られるわけである。

こ うい うREITやREMICと い うか た ちで、 わが国 で も紹介が な されてい るわけ であ

るが、合衆 国では ここ2年 ぐらいREITが 非常 に人気 を取 り戻 してい る とい うこ とであ

る。 それ を参照 した場合 、わが国の不動産小 口化が、 こういうかたちで信託 を利用 して資

産運用 を行 って、 さらにはそれが証券 とい うか たちで流通す るか どうか、この ことにつ い

ては、おそ ら く、 これは法律 の制度の問題 とい うよ りも、わが国の不動産 の 占め る位 置が

どうであ るかに もかかわって くる と思 われ るの であるが、合 衆国では、税制上 は こういっ

た特 色が見 られ るとい うことである。
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第11款InvestmentTrusts(投 資 信 託)

(1)信 託 は、商業 的に も、不特定 多数 の受益者の ための投資の手段 として用い られて きて

い る。典 型的には、信 託が、債務 証書 その たの証券 をプー ル して保有 し、受 益者 に対 し

て、一種類のpassthrough証 券 を発行す るもの であ る。

一般 に、投資信託 におけ るpassthrough証 券 は、信託財産 におけ る割合 的利益 を証 明

す るものであ る。信託財産 におけ る利益 は、投資家 たる受益 者に分 配 され ることになる。

信託 は、投資家の資本 をプー ルす る手段 であ り、 リス クの 多様化の ために種 々の証券 を保

有す るこ とが行 われれ るのであ る。

投 資信託 とは、基本 的 に、倉庫 業 的な役 割 をは たす もの であ るが、典 型的 な投 資信託

は、連邦所得税法においては、信託 として分 類 されて お り、一般 的 にはgrantortrustと

されている(内 国歳 入法典 第671-679条)。 投 資家 たる委託 者が同時に受益 者であ るか らで

ある。 したが って、 投資信託 の証書 の保有者 は、投資信 託の財産 の直接の所有 者であるか

のよ うに、 その割合 的利益 の保有者 として扱 われ るのであ る。なお、投資信託 が積極的 に

運用 され、法 人 として課税 され る場 合 もあ る。規制的投 資会社(regulatedinvestment

company、RIC、IRC.SubchapterM)で ある。

② 近年、投資信託 の利用 は増加 して きてい る。 とい うのは、①資産か ら生ず るキャ ッシ

ュ ・フ ロー を多様 な投 資家 の間においてその性格 を変容 させ るために信 託 を用 いた り、②

様 々の金融商 品を結合 して証券 を発行 した りす るのであ る。①の例 としては、 利率8%の

債権$1,000を 有す る信託 にお いて、変 動利子 の証 券 を発行 す るこ とで ある。$500の 元本

の変動利子率の債券 を発行 し、元本 の2分 の1と 変動利子 を支払 うもの であ る。② の例 と

しては、8%の 債券 を有 す る信託 において、金利 スワ ップ を行 い、 スワップに よ り、信託

は、相 手方 に対 して社債 にかか る固定利 子 を支払 い、 これに対 して、相手方は、信託 に対

して変動利子 を支払 うものであ る。それに よって、信託は、変動利子率の債 券 を保有す る

の と実質 的には同 じもの とな る。

内国歳 入法典 では、一 定の要件 をみ たす限 り、 この ような信託 につ いて法人 として課税

され る仕組み を採用 してい る(Reg.§301,7701-4(c))。 法 人課税 が なされ るため、 それ
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は信託所得 につ いて規制的な コス トとなっている。財務省規則においては、投 資信託 は、

①証券保有者の権 限 を変更す る権 限を有 しないこ と(thepowertovarytest)、 ②信託 に

は一種 のみの受益 権が存在 す るこ と、 とい う条件 を満 たす場合 につ いてのみ、信託 と して

扱 われ るので ある。数種 の受益権 は、資産資産へ の直接の投資 目的において一 時的に生 じ

た場合 において のみ認 め られ る(Searsregulation)。 この ことをめ ぐり、受 益権 の態様

か ら、 なお、信託 た りうるか どうか裁判例 にお いて も論議 されてい る。

例 えば、SeareMortgageSecureitiesCorporationが 、Mortgagepassthrough証 券

を発行 し、そ こに お いて、Searsの 信 託 は、mortgageを プ ー ル し、fast-payとSlow-

payの 前払い を定 めた証券 をそれ ぞれ発 行 したので ある。 その結果、mortgageは 、二種

の証券 に区分 され たよ うにみ えたので あ る。 しか しなが ら、Searsregulationに お いて

は、所有権 におけ る利益の多様化 を制限す る もの であ り、支払に関す る種別 が妨 げ られな

い もの と解 され たのであ る。

具体 的には、投資信託 の課税 は、信託形 態に よって、信託課税(法 人課税)、 委託者課

税(grantortrusts)、 あ るいは、場合 によっては、パー トナー シップ課税(Subchapter

K)に 区分 され るのである。

③ 投資信託 につ いては、パー トナー シ ップ課税 を受け る場合 が生ず るのであ る。 このこ

とにつ き、二種類 の投資信 託につ いては、パー トナー シップ課税が制 限 されてい る。

①TheInvestmentCompanyActof1940に おけ る信託で ある。 内国歳入法典 第7704条

によ り、 ここにお ける"InvestmentCompany"は 、法人 とみ なされる もの とされてい る。

持 ち分 が公開取引 され、信 託が少 な くとも90%を 投資所得 か ら得 ていない場合 であ る。

②TaxableMortgagePool(TMP)と され る信託 であ る(§7701(i))。TMPと は、50

%以 上 を不動産 担保 とす る債務証書 を有 し、経済的 には債務 の性質 を有す る株式 ない し債

務 を数種有す る ものであ って、債務証書 について利子が支払われ るもの とされてい る場合

である。

多 くの投 資信託 は、 この2)の 類 型に よって、法 人課税 が なされ る ものであ って も、前

述 した、REMIC(Realestatemortgageinvestmentconduit)で あ ることに よ り、pass

throughが 可能 とされてい る。

～
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④ 投資信託課税 の論点 は、投資信託 の実質に応 じて法 人 とみ なされ る とい うところであ

り(Regs.301.7701-2)、 法人税の対象 とな る法人の実質 をそな えて い るか どうかが テス ト

され る。①associates、 ② 事業 の 目的 と利益分 配 の 目的 の有無、③ 継続性、④ 経営 の集

中、⑤ 有限責任、⑥利益持 ち分の 自由譲渡性、 である。 したが って、州法におけ る信託 で

あって も、法人 とみなされ うるのであ る。かつ ては、投 資 目的 によ り独立 された投資信託

は、すべて、associatesで ある とす るのが 内国歳入庁 の立場で もあったが(theRevenue

Actof1934)、 今 日では、先 の、投 資家 たる受益者の地位 を変更 した り、複数 の受益権 を

設定 してはいない限 りは、投 資 目的の信託 につ いて も、信託 た りうるこ とは承 認 されてい

るの である。
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第12款 米 国mutualfundの 国際 的展 開

1沿 革

米 国にお いて証券 投 資信 託が最初 に設立 されたの は、1890年 代 であ るが、 その背景 に

は、外 国貿易及 び対外投 資の殆 どが当時は英 国の金融機 関によって処理 されていたため、

米 国が 自主的 に対外経済活動 を進 め るためには、米国独 自の金融制度 を作 る必要 があ るこ

とが意識 され、1919年EdgeActが 成立 した とい う事実 があった。 この法律 の一 つの 目的

は、 「外 国証券 を取得 し、それに対 して米 国市場 で取得 会社 自体 の証券 を代位発行 す る」

ところにあ るこ とを謳 っている。1921年TheInternationalSecuritiesTrustofAmerica

が本格 的 な英 国型 の投 資信託 と して対 外投 資 を主 眼 として設 立 され た。今 日の よ うな

MutualFund型 のオー プン ・エ ン ド式証券投 資信託 が設 立されたのは、1924年 のMassa-

chusettsInvestor'sTrustを もって敲 矢 とす るといわれ る。1920年 代 には、 クローズ ド・

エン ドの証券投 資が極め て活発に行 われたが、 これは、社債発行に よるギア リング効 果 を

利用 して高 い利益率 を売 り物 とした投資信託 であ った。 しか し、1929年 の大 不況到来 とと

もに、 この ような クロー ズ ド・エ ン ド型の投 資信 託は、大打撃 を受け、 その後不振 とな り、

1940年 には、投 資家保護 の見地か ら投資会社 法が成立 した。

この法律 の成 立 とともに、 その執行 を円滑な ら しめ るため業 界 とSECと の あいだで投

資会社委員会 と称 す る機構が設立 され、 これがその後投資会社研究所 と改称 し、投資信託

業界 の 自主規制 に当た って い る。投 資信託 の 成長 は 目ざま し く、1970年 代 に はMutuaI

Fundは 、400、 その資産 は500億 ドルで あ った ものが、1993年 末 には、4,500と な り、そ

の資産総額 は、1兆9,000億 ドルに達 して いる。 この ような急成長は、1970年 代 の後半 に

おいてMMFの 導 入に よって、従 来株 式投資のみに専 念 していたMutualFundが 大衆投

資家の資金 を集 めて、 それ までは機 関投資家に しか利用で きなか った短期 金融市場の金利

をかせ ぐ方法 を開発 した ことに よるところが大 きいが、そのほか不動産 抵当金融市場に対

す る進 出や変動 金利抵 当証券の開発 とか絶 えず新 機軸 をうち出 して業況 を拡大 したこ とに

もよってい る。

1985～89年 の5年 間では、米 国は、大量 の資本輸 入国であ り、平均年 間600億 ドルの証

券 投資が外 国投 資家か ら流入 した。 ところが、1993年 に入 ると、外 国投資家の米国証券投
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資額 は・1,120億 ドルであ るのに対 し、米国投 資家の外 国証券投 資額 は、1 ,286億 ドル とな

り・米 国は・ 資本輸 出国 となった。 同年の米 国対外証 券投 資額 の内訳 を見 る と、債 券 が

219%・ 株式が110%前 年 に比べ て増加 している。 これは、短期的 な動 きでは な く、その後

の動 向 も米国の対外証券投 資が逐次増加 しているこ とを裏付けて いる。その理 由は、 さま

ざ まで、冷戦 の終結 に伴 うnewfrontierの 登場、投資資金 の増加、金 融市場 の規 制緩和

傾 向、金融商品 ・投 資手法 の多様化、情報技術の発展 、機 関投資家の競争 激化 等、 いろい

ろあろ うが、 この米 国の対 外投 資の拡大に もっ とも大 きな役割 を果 た したの は、Mutual

Fundで ある。 そのなか で もグローバル ・ファン ドとインターナ シ ョナル ・フ ァン ドが 中心

とな って新規投 資を取 り扱 った。1993年 の株 式投資純増額 の うちこの二つ のファン ドの純

増額 は、29.7%で あった。投資家の ほ うか らみ ると、個 人投 資家 と年金基金、特 に後者の

成長 は著 しい。

2MutualFundの 組織

1940年 の投資会社法 に よれば、 法律上 は信託形式 を とり、委託者 と受託者 とのあいだの

信託契約 を基礎 と して受益権証書 を分割発行す る英国のユ ニ ッ ト・トラス トと同様 の投資

信託 と、会社 型の投資信託 との二 つの組織が存在す るが、実際は殆 んどは後者の会社 型の

投 資信託が主流 であ る。 これ は、「管理型投 資会社」 と呼ばれ、株主 に買 取請求権 を認め

るオープ ン・エ ン ド型 とそれ を認め ないクローズ ド・エ ン ド型 とが あるが、mutualfundと

いわれ るの は、 オー プ ン ・エ ン ドの管理型 投 資会社 で あ る。mutualfundは 、英 国の

InvestmentFundの ように株式発行 の制限が な く、かつ いつで も株 主の要 求 に応 じて そ

の保有株 式 を買 い取 るこ とが 出来 る。 ただ、mutualfundの 発行 す る株式 は、すべて記名

式であ るか ら、投資家が これ を購入 しよ うとす るときは、 自己の名義 を登録す るこ とを要

し、通 常銀行 または信託会社 が名義書換代理 人 として指定 されてい る。

また、mutualfundが 実際に投資運用 を行 うときは、投 資顧問会社 に委託 して事 実上 こ

れに投 資の決定権 を与 えて運用 させ てい る。 そのほか、投資家会社株式 をアンダー ライ ト

す る元 引受人、投資家に株 式 を小売 す るディー ラー、組み入れ証券 の保 管、基準価格 の算

定等 を行 う保 管会社 等の会社 が一体 となって投 資信託の運用 をお こなって いる。 もっ とも

投 資の運用 を自社 のス タッフのみに よって行 うもの もあ り、投資顧問会社 に運用 を任せ る

程度 は個々のfundの それぞれによ って異 なる。
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mutualfundの 株式の販売価格および買い入れ価格は、いずれ もファン ド組み入れ証券

の時価を基準にした一株当たりの純資産価格で決定 される。ファン ドが直接販売する場合

を除いて通常販売手数料が加 えられる。他方買い取 りの場合は、通常手数料は徴収されな

い 。

ザ

3法 的規制

mutualfundを 規制す る法律 のなか で もっ とも重要 なのはい うまで もな く投資会社法 で

ある。投資会社 は、SECに 登 録 しなければ営業 活動が 出来ず、 と くに各州 を またが る通

信方法に よって証 券の販売や買い取 りを行 うこ とが出来 ない。 同法は、投資会社 の機 能、

活動に関 して極 めて厳重かつ詳細 な規制 を行 ってい るが、特 に、投資会社 とその関係者に

ついて徹 底 した開示 を要 求 してい る。 また、投資会社 の創 設、構成、経営 につ いて具体 的

な基準 を示 して規 制す るとともに、取締役会 の構成、 投資会社の締結すべ き管理 契約 、元

引受契約 につ いて も詳細な基準 を示 している。 しか しなが ら、投資の運用につ いては、当

該 ファン ドの 目的、他 の連邦法、州法 の規制 に適合 しているか ぎり投資判断の実行 に関 し

ては、関与 しない。

4ク ローズ ド ・エ ン ド型の投資信託

クローズ ド ・エ ン ド型の投資信託 は、英 国のInvestmentTrustの 米国版 であ り、1920

年代 は これが主流であ ったが、1929年 の大恐慌の際 ギア リング効 果 を使 った投資が却 って

裏 目にでて、以降振 るわな くな り、1940年 代 には資産総額 でオープン ・エン ド型に追い抜

かれ、その後 も低 下 を続けた結果、現在 の シェア はオープ ン ・エ ン ド型の僅 々数%に 止 ま

ってい る。

5mutualfundに 対 す る課税

mutualfundに つ いては、連邦所得税 法上一定 の要件 を満 たす場合 には、fundの 保有

す る証券か ら派生 す る所得 の うち、株主又は受 益者に配 当され る分 は控 除 され課税 されな

い。 この一定 の要件 とは、 内国歳入法上次の よ うに規定 されてい る。(SubchapterM)

① 当該fundが 米 国法人 または所得税 の適用 を受 け る課税実体 であ り、かつ 、個 人持株

会社 でないこ と、
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② 課税事業年 度 中、1940年 投 資会社 法 に基づ く記録 が行 われ、かつ保 管 され てい るこ

と、

③ 課税事業年度 の総収益 の少 な くとも90%が その保有 す る証券か ら生 ず る配当、利 子、

又は売 買益 であること、

④ 短期保有証券(保 有期 間3カ 月以 内の証券)の 売買 か ら生 ず る収益 が当該事業年度の

総収益 の30%を 越えない こと、

⑤ 各事業年度 の所得 の うち、保有証券 の売買益 にかか る もの を除 く部分の90%以 上が課

税分 配金 として株主 に分 配 され るこ と、

⑥ 当該課税事業年度の各四半期末 にお いて、

ア 総 資産 の少 な くとも50%が 現金、 国債、他の規制 投資会社 の発行 す る証 券、その他

法 人の発行す る証券 に よって保 有 されてい ること、 ただ し、その他法 人については総

資産の5%以 上 を一 の法人に投資 していないこ と、及 び当該法 人の議決権付 き株式の

10%以 上 を保有 していない こと、

イ 総資産 の25%を 一の会社、 またはその会社 を支配 している又 はその支配 を受けてい

る他 の会社 で同種 または類似 の業種 の事業 を行 って いる ものに投資 して いないこ と、

実際上 は、 ほ とん どすべ ての投 資会社が これ らの要件 を備 えてい るといわれ るが、要点

は、 キャ ピタル ・ゲインを除 いた所 得の90%以 上 を毎期 配当に回 さなければな ちない とい

うことであ り、基本的にpass-throughの 原則に立 ってい る と言 え よう。 この吐 き出 し原

則 とで もい うべ きルールは、1986年 の レーガン税制 に よってさ らに強化 され、利子、配 当

等の インカム ・ゲインにつ いては、97%、 株式譲渡益 等のキ ャピタル ・ゲインにつ いては、

98%に 引 き上 げ られた。

株 主に配当が支払 われ る際 には、配 当原 資 としての受取利子、受 取配 当の額 と保有株 式

譲渡益 の額 が明示 される。株主は、 この資料 に基づ いて 申告す るこ とに なるが、その際、

利子及び配当につ いては、 配当所得 として申告 し、保有株 式譲渡益 については、キャ ピタ

ル ・ゲイン として 申告す る。

なお、従来1965年 までは連邦有価証 券取引税 があったが、 同年廃止 され、 その後 もニュ

ー ヨー ク等幾つかの州 にお いて有価証券 取引税が存続 し
、特 にニュー ヨー ク州 では、1978

年 までは、財政逼 迫のため付加税 を課 し、課税強化 を図 ったが、その後同州の株式取引が

他 の州 へ流れ る傾 向が 出て きたの で、1981年 以 降課税分 の100%を 戻 し税 と して還付す る
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こ ととし、 この結果米国では、現在 は有価証券取 引税 は存在 しない。

6海 外投 資信託 に対 す る規制

(1)証 券取引規制

米国投資家がoffshorefundと 呼ばれ る海外投 資信託 に投資す る際の主 た る規制 は1933

年証券取 引法、及 び各州 のブルー ・ス カイ法であ るが、その外 に投 資会社 法 による厳 しい

規制 があ る。

まず、海外投 資信託 が公募 によって米国内で投資家 を募 ろ うとする と、証券取 引法 の規

制に よって、SECに 登 録届 出書 をファイル しなければ ならないが、SECは 、投資会社法

の解釈上海外投 資信託 について は、登 録 で きない とのガ イ ドラインを出 してい る。従 っ

て、海外信託 の受益証 券 を購 入 しよ うとす る と、私募 による他 ないこ とにな る。証券 取引

法第4条 第2項 の規定に よって、投資家の数がお おむ ね35人 以下であ り、 その他一定 の条

件 を満 たせ ば、私 募 は可能であ る。 また、RegulationDに よって、適格投資家(accred-

itedinvestors)に 対 して販売す るの であれば、登 録 は必要 でない とされて い る。適格 投

資家 とは、銀行 その他の機関投資家 をい う。 これ は我 が国の証券取引法の規 定 とほぼ同様

である。

しか し、SECは 、投 資会社 法の解釈 として、海外 投資信託 に応募 で きる投 資家 の数に

ついて厳重 な規制 を加 え、常時100人 未満 のbene丘cialownerを 維持す るの でなければ私

募の例外 は適用 で きない としている。 これは、国内の投資信託 で公開会社 の形態 を採 る も

の以外 の ものにつ いて同様 の制 限が あること との権衡 か ら導 き出 した制限 である。 この制

限は、海外投 資信託 の米国進 出を厳 しく制限す る もの で、投資会社法弟3条 第1項 の規定

によ り、投 資信託へ の投資者で当該信託の株式 または受益権 の10%以 上 を保有す る者 は、

その関連 者 も投 資者 と見 なされ るとい う規定 と併 せ解釈す る と、海外投資信託へ の投資は

か な り困難 となる。 また、仮に応募時に はこれ らの条件 を満 たした として も、 その後株主

が保有株 式 を譲 渡す るこ とに よ りbene五cialownerの 数 が100人 を越 えて しまうこ ともあ

るので、信託側 としては、応募投 資家の譲渡 につ い て制 限す るためrepresentationま た

はwarrantyを 予め とっておかねばな らない。

以上の ほか、投 資顧問会社 について も、1940年 の投資顧 問業 法によって一定の制 限が課

せ られ る。例 えば、投資顧問会社 は登録 しなければな らず、 その報酬について、信 託財産
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であ る保有証券の売買益 と関係 させ ることは出来 ない。例 外は あるが、過去1年 間 に15人

以上 の顧客 との取引があ ってはな らないな ど著 し く限定 され てい る。

(2)海 外信託の課税

海外投資信託が米国内で 「貿易 または事業」 を営む場合は、法人税及び支店税が課せ ら

れるのが原則である。海外投資信託が米国内で主たる事務所を有 しない場合は米国内で貿

易 または事業に従事するとは解 されない。外国法人は、主たる事務所をただひとつだけ有

す ることとされてお り、財務省規則によれば、海外投資信託が専 ら米国内で投資活動を行

っていたとしても、当該信託の運営管理が米国外で行われてお り、かつ、次の機能のうち

「全てまたは相当部分」が米国外 で行われていれば、米国内で主たる事務所 を有するもの

とは見なされない。

① 株主、 または受益者 との通信

② 公衆 との通信

③ 株式 または受益権証券の販売勧誘

④ 新株 または受益権証券発行引受に対する承諾

⑤ 重要な文書または会計記録の保存

⑥ 会計監査

⑦ 配当、弁護士費用、会計士費用、役員または取締役の報酬等の支払い

⑧ 株主総会、取締役会の開催

⑨ 株式または受益権証券の買い取 り

以上の10条件は、 しば しば 「十戒」 と呼ばれるが、問題は、十戒の相当部分 とは何 を指

すのかが必ずしも明らかにされていないことである。 しかし、実務上は、仮に海外投資信

託が広い範囲の米国機関投資家を対象 としているのであれば投資勧誘の大部分は、米国内

で行われるであろうから、③の条件は満たされず、その不満足の程度は大 きいから、おそ

らくは他の9条 件のすべてを満たさないと、米国外に主たる事務所を有するとは言えない

であろうと解 されている。

投資家が海外投資信託か ら配当等の所得 を受け取った場合には、米国非居住者または外

国法人でないかぎり連邦所得税の課税 を受ける。支配外国会社(controlledforeigncor-

Poration)ま たは外国人的持株会社(foreignpersonalholdingcompany)の 規定の適用
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があ る場合 に は、投 資家 は、海外 投資信託 の所得 で未 配 当の部分 につ いて も課 税 を受 け

る。 そ うでは な くとも当該信託が いわゆ る 「受動外 国投 資会社(passiveforeigninvest・

mentcompany-PFIC)」 に該 当す ると、 その信託 の株 式又は受益権証券 を売却 した場合、

または信託か ら一定の配 当または収益分配金 を受領 した場合 には、課税の繰 り延べ に対 し

て利子相 当額 の課税 を受け る。受動外 国投資会社 とは、 その所得 の75%以 上 が受動所得 で

あ るか、 または その資産 の価額の50%以 上が受動所得 を生ず るか、生ずべ き性 質の もので

あ る場合 をい う。 ただ し、投資家は、当該受動外 国投 資会社 が一定 の情報 を投資家に与 え

ることに同意 して いる事 実 を明 らかに して 「適格選定基金(quali6edelectingfund)」 と

な ることを選 択で きる。 この場合 には、投 資家 は、 その各事業年度の所得の うちに当該 信

託 の通常所得 お よび保 有証券の売買損益 に対す る自己の持 ち分相 当額 を加 算 して 申告 しな

ければ なちない。 これは、配 当または収益分配が なされ ると否 とに関 わらず、信託 段階の

所得 を投資家につ いて認識す るもので、pass-throughを 強制す るわけであ る。

この受動外 国投資会社の取扱 をさらに拡大 して、非課税 団体が受け取 る海外 か らの配当

に も適用 しよ うとす る法案が現在 米議会 に提 出 されてい る。 それ による と、投資家が適格

選定基金の選 択 をしなか った場合 には、市場性 のある株式 を海外信託が保有 していれば、

投 資家 は、 これについては、各事業年度 当該株式 を時価評価 して損益 を計算 し、 これ を通

常所得 として扱 うこ とになる。 また、当該信託 の受取配 当 を米国 の非課税団体 が受 け取 っ

た場合 に当該 団体 が10%以 上の持 ち分 を有 していれば、 これ を収益事業 も所得 として扱 う

とい う提案 も含 まれて いる。
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策2節 英国の信託税制

は じめ に

イ ギ リス法において、信託の定義規定は存 しない といわれてい る。 これは全 く真実 とい

うわ けではな い。 なぜ な らば、1987年 の 「信託 の準拠 法及 び承 認 に関す る条約」、 いわゆ

るハー グ条約(HagueConvention)を 批准 してい るか らであ る。

同条約 の2条 はつ ぎのよ うな定義 を して いる。

「この条約 の適用上、 『信託』 とは、委託者 たる者が生存中の行為 に よって又は死亡 を原

因 として設定す る法律 関係 であって、財産が受益者の ため又は特 定の 目的のため受託者の

管理 の もとに置かれ るもの をい う。

信 託は、以下 の特徴 を有す る。

① 信託 財産 は、独立の ファン ド(基 金)を 構成 し、受託 者の固有財産 には属 さない。

② 信託財産 は、受託者名義又 は受託者の ために第三者の名義 に なる。

③ 受 託者 は、信託条項 又は法律 によ り課せ られ る特 別の義務 に従 い、信託財 産 を管

理 ・使 用 ・処分す る権限 と義務 を有 して お り、 これ らについて責任 を負 う。

委託者が一定 の権利及 び義務 を 自己に留保 しているこ と及び受 託者 自身が受益 者 として

の権 利 を有 す ることは信託の存在 と必 ず しも矛盾 しない。」

なお、信 託 を包含 す る継承的財産処 分(settlement)の 定義 は、IHTA1984§43に おい

て見 ることがで きる。

受 託者は、 自分 自身の財産 と信託 の財産 とい う、2つ の基本財 産 をもって いる。法律 的

には、 フランスのfondationと は違 って、信託財産が独立 した法的 なエ ンタティで はない

とい うこ とに留意 をしてお くべ きである。信託財産 は、受託 者の支払不能(債 務 超過)に

よ り影響 を受 け ない。 それ は、原則的 には、受益者の破産に服す る。 そこで、委託者は、

浪費家た る受益者 を保護信託の設立 によって救済す る。す なわ ち、生涯権(ラ イフ ・イン

タレス ト)は 、受益者 が破産や譲渡 をす るこ とによ り消滅す る。

一89－

L



ライフ ・インタレス ト・トラス ト(生 涯権信託。後述 の収益保有信託参照)は 、た とえ

ば、受益者にっ いて上記の どちらかが生ず る と、 ライフ ・テナ ン ト又は ライフ ・テナ ン ト

の生涯の残 りの部分 につ いて その他受益者の ための裁量信託 に変化 をす る。 この種 の タイ

プは、 アメ リカにおいては消費信託(た だ し、受益者が 浪費家 であ るか否かは それほ ど重

要 ではない)と 呼ばれてい る。信託財産 が受託者 によ り消 費 された ときには訴訟 を提起 す

るこ とによ り、受益 者は受託者の個 人財産 にかか ってい くこ とが で きる。

信託財産の権 原は、受託者の名義になってい る。彼 はだれに対 して で も権 利 を主張で き

る。 これは物権 的(対 物的)な 権 利 と呼ばれて いる。受託者 は、信託条項に反 しない限 り

において、 それ を売却 した り、担保 に入れた り、信託財産 を処分 しうる唯一 の者で ある。

信託財産 と信託 の受託 者 との関係 は どの ように解 され てい るか。信託財産の権 原が受 託者

の名義 にな って い るので あ るが、信託受益者 の受益権 の本 質 は どの ような もの といえ る

か。議論の焦点は、受益者の権 利が物権 的な権利 であるか、債権的(対 人的)な 権利 であ

るか どうかにつ いて存す る(1)。

歴史的にみて、受益 者の権利は、債権的 であ るといわれてい る。 その権利 は一定の者に

対 してのみ行使 す るこ とが で きる。それは物権的 な権利へ と進展 して いるとい えるけれ ど

も、究極的 な分析 にお いては なお債権 的である と解 され てい る。 しか し、実 際には、すべ

ての者 に対 して有効 であるかの よ うにみえる。

受託者の義務 と権限は、信託条項において委託者 に よって明確 にされ るが、制定 法あ る

いは衡平法上 の原則 によって も規定 されている。 た とえば、 イングラン ドでは、受託者に

対 し、信託条項に よ り賦課 された義務や権 限の他、1925年 の受託者法 において、 さまざま

な権 限や義務 を与 えて いる。

信託 は、 さまざまな目的のために用い られ てお り、 それは もっ とも柔軟なア ングロ ・ア

メ リカの法的な仕 組みの1つ であ り、信託 は社会生活 の多 くの局面 で重要な役 割 を果 た し

てい る。 メイ トラン ドは、信託は、契約 と同 じよ うに、伸縮 自在 な、かつ一般 的な仕 組み

(イ ンス ティテユー ト)で あ る と述 べ てい る(2)。信 託 に関 して、 フ ランス人 はかつ て、

「パ リの大通 りで行商 人が売 ってい る特別 な薬 で、捻挫、歯痛 、脱毛 をなおす よ うな もの

であ る。」あ るいは、「信託が何に使 えるか と自問す ると、答 えはすべてであ るとい うこ と

になる。信託 は イギ リス人の生活におけるお茶以上の ものであ り、ア メ リカ人の生活にお

ける野球以上 の もので ある。」 と述べ ている(3)。
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また・ フレ ッチ ャー(Fratcher)は その使 用例 として、26の 事例 を上 げて お り、 その

目的は 日々多様化 して いるとのべ てい る(4)。

信託 を活用す る租税誘 因 としては、後述 す る相続税 回避(潜 在 的非課税譲 渡の利用) 、

キャ ピタル ・ゲ イン課税 におけ る 「課税の繰 延べ(ホ ール ド・オーバ ー ・リリー フ)」 の利

用、信託課税に よる税率(通 常の所得税率 よ り低 いこ とによるベ ネ フィッ ト)な どが 中心

で あろ うが、その他 の理 由 として は、①未成年者の ための財産保有 、次世代 の者のために

キ ャピタル ・ゲインを維持 ・保有す るこ と、② 受益者が所得 を享受 で きるようにす ること、

③将 来の偶発 的事故 ・災害に備 えるこ と、④ 受益者の資金の悪化 ・破産 の場合 におけ るキ

ャ ピタルの保全 のため、⑤知 的障害 者等 に対す る基 金 の保 有、⑥ 従業員 の ため の株 式保

有、⑦公 的 目的、年金、あ るいは歴史的 な建物 の ための 資産保有 な どが あげ られ よ う(5)。

しか し、租税要 因は信託選 択のための極め て重要 な要 因の一つで あるこ とにはか わ りは な

い 。

この よ うな信託 を分類す るにあたってはい くつか の基準があ る。2つ の主た る分類 基準

は、信 託が どの ような方法 で成立(設 定)さ れ たか、 あるいは どの ような 目的に使 われて

いるか とい っことである。

最初 の基準でい くと、次の ように信 託 を分 類で きる㈲。

① 明示信託(expresstrusts)

② 復帰信託(resultingtrusts)

③ みな し(あ るいは構成)信 託(constructivetrusts)

④ 制定法信託(statutorytrusts)

明示信 託は、委託者 の行為に よ り意 図的に設立 され る。 たとえば、遺 言者 は、受託者 に

信託財産 を保有 させ るこ とによって、生涯に わた りAに 所得 を与 え、 その後Bに それ を与

え る場合 な どであ る。復帰信託 、み な し信託 は、財産 の法的な権原 はある者 に、衡平上の

受益 的な享有権 は、別の者に存す る場合 に、衡平裁判所 との関係 によって設立 される。

復帰信託 は、Aが 、Cに 生涯 にわた り所得 を支払 うために、財産 をBに 譲渡 した場合 に

生ず る。 この ときに、Aは 、すべ ての受益権 を処分 していなか った場合 に、Bは 自動 的に

Aの ために信託 を維持 す るこ とになる。委託者が受益権 を もたない とい うAの 意思 は重要

では ない。Aは 、 いわゆる期待権 をもってお り、Cの 権 利が終 了 した ときに、「設定 され

た財産(settledproperty)」 を取得す る権 利 を もってい る。
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みな し信託 は、エ クイティが明示又は結果信託 の受託 者に よる財産の受益権 の保 有又 は

主張 を排除す るため に、 その よ うな保有 とか主張 をエ クイテ ィ原則 に反 しない限 りにお い

て、 強制的に置かれ る 「救済的 な制 度」 として定義 され る。

制定法信託 は制定法上の規定か ら生 ずる。 た とえばイングラン ドにおいては、不動産 を

共 同所有にす る際に、1925年 財産法 の規定 に基づ いて、信託が生ず る。

目的に よる分 類は、私 的信託 と公益信託に分 類 され、受益権の本質 に よって、 固定 的信

託 と裁量的な信託 に分類 され うる。財産が連 続 して受益的に保有 され る信託 とその よ うに

保 有 されない信託 との区別 に基づ いて、信託 を分 類す ることは税 法上意義があ る。継続的

に財産 が受益的 に保有 されている信託は、受益権 があ る種 の条件 の もとで(偶 発的 な状況

で)保 有 されて いる、 あ るいは継続的に保有 されてい る点で共通 している。

継承 的財産処分(settlement)は 、信託 を含むが、受益権 を継続的 に保有 され てい る信

託 である とい うことが で きる。 この カテゴ リー には、 固定的信託 と裁量信託 と設定 された

土地法 におけ る継承 的財産処分 が入 る。

信託が継続 的な要素 をもたず、受益権が直 ちに保 有 されて いる場合 には、 そのよ うな信

託 は第2の カテ ゴ リー に属 す るといえる。つ ま り財産 が継続的に保有 されない信託 である

が、共同のテナ ン ト、復 帰信託、 みな し(あ るいは構 成)信 託、秘密信託、 ノ ミニー シ ッ

プ などがあたる。

継続的に受益権か保有 されている信託は、 その中心 的な もの として、次の3つ の信 託 を

挙 げ ることが で きる。

① 固定収益信託(収 益保有信託あ るいは 占有権利信託)(interestinpossession

trust)

② 裁量信託(discretionarytrust)

③ 累積 扶養信託(accumulationandmaintenancetrust)

イギ リスの、いわゆ る裁量信託 、累積扶養信託 の普 及は、 その税制面か らのバ ックア ッ

プが拍車 をかけてい るといわれてい るが、信託税制 が極 めて詳細に立法化 され ているイギ

リスにおいては、1990年 現在 におけ る全信託数 の90%が 、節税 目的でファ ミリー資産 を維

持 ・配分 す るために利用 されて いる といわれ てい る。収益保 有信託(占 有権 利信 託)が

190,000件 、裁量信託及 び累積扶養信託が70,000件 に ものぼ るといわれて いる(7)。
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第1款 裁量信託 と収益保有信託

1国 内居住信託の基本 的課税関係

(1)受 益権 の本質に よる信託 の基本類型

(A)信 託の二つの類 型

信託 は、財産 の法 的な所有権 があ る一一定 の者(受 託 者[trustee])に あ り、 そ して受益

的 な権利 が別 の一定の者(受 益 者[beneficiaries])に 帰属 す る とい う、法 的 な考 案物 で

あ る。信託 は、通常、証 書か遺 言 に よ り設 立 され、信託 を設立 した者 は、通常 、委 託者

(settlor)と 呼 ばれる。信託 は、通常、継承 的財産処分 と呼ばれて いるが、 その概念 は、

信託 よ りも広 く、契約、処分 及び和議な どの ような もの も含 む。 イギ リスの信託税制、 さ

らには上記 の三つの機能 を考慮 す るに際 しては、収益保有信託 と裁量信託 とい う、二つの

タイプ に着 目す る必要があ る。 イギ リス信託(法)の 詳細 は既 にわが国 では広 く研究が進

め られて いる ところではあ る(8)が、 イギ リス信 託 の基本類型 で あ る裁 量信 託、収益保有

信託、受動信託[baretrust]の 三つ の基本 的 タイプの うち、課税関係 の考察 にあた って

は、前二者の検討が特 に有益 であ るこ とに留 意 してお く必要があ ろ う。

信託 を活用 す る租税誘 因 と して は、後述す る相 続税 回避(潜 在的 非課 税譲渡 の利用)、

キャピタル ・ゲ イン課税 におけ る 「課税の繰延べ(holdoverrelief)」 の利 用、信託課税

に よる税率(通 常 の所得税率 よ り低 いこ とに よるベ ネ フィッ ト)な どが 中心 であろ うが、

その他 の理 由 としては、①未成年者の ための財 産保 有、次世代 の者 のため にキャ ピタル ・

ゲイ ンを維持 ・保有す るこ と、② 受益者が所得 を享受 で きるよ うにす るこ と、③将来 の偶

発 的事故 ・災害 に備 えるこ と、④受 益者の資金 の悪化 ・破産の場合 におけ るキャピタルの

保全、⑤知的 障害者等に対す る基金 の保有、⑥従業員 のための株式保 有、⑦公的 目的、年

金、 あ るいは歴史的 な建物 のための資産保有 な どが あげ られ よ う。 しか し、租税要 因は信

託選択 のため の極めて重要 な要 因の一つ であ ることにはか わ りは ない。

(B)収 益保 有権信託(9)

収益 保有信 託(interestinpossessiontrust)は 、 その保有 者に、帰属 すべ きものにつ

いての請求権 を付与す る。 この典型 的な ものは、 ライフ・テナ ンシイ(1ifetenancy)で あ

る。 そこでは受益者が生涯 にわ た り所得 の一部及び全 て を取得 す る権利 を有 してい る。受
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益者が法的に どの程度の所得 を取得 しうるか は、信託 の設立証書の条項に よる。受託者 が

ライフ ・テナ ン ト(生 産保 有権 者)(lifetenant)に 所得 を支払 わない とす ると、受益者 は

それを請求するこ とが で きる。 この ような継承的財産処分 は、未亡人の ために生涯 にわた

り、 いわゆ る生涯権(lifeinterest)を 与 え、彼女 が死亡 した ときにその子供に信託 キャ

ピタルに与 えるために特 に用い られている。

この信託 は通常、 「生涯Aに 、生涯Bに 、そ して残 余権(remainder)をCに 」 とい う

形態 をとる。Aは 、彼 が生 きてい る間は収益保 有権(占 有権)(interestinpossession)

を有 してお り、Aの 死 後にお いて、B及 びCは 順 次 この収益保 有権 あ るいは残余権 を取得

す ることになるという意味において、 「将来継承 すべ き」者で ある。

この ような幾人 に もわ たる多 くの継承 的 な生涯 権 を規 制す るルー ルは、永 久権禁 止則

(perpetuityrule)と して よ く知 られている(10)。そこでは通常 その信託の期 間 を80年 を超

えないように制 限 してい る(perpetuitiesandAccumulationsAct19641PAA1964等 参

照)。 上述の例 でい くと、Aは 生涯 にわた り収益保有 権 を もち、BとCの 権 利 とい うのは

条件付 き(留 保付 き)、 「将来継承すべ き」状態 とい うこ とにな る。Aが 死亡す ると、Bは

その権利 を 「フォー ル ・イン(falIin)」 す るといわれてお り、収益保有権 を取得 す る。C

の権 利は、Bが 死亡 す るまで(条 件付 きであ り)「将 来継承 すべ き」状態 であ る。AとB

は ライフ ・テナ ン トであ り、Cは 帰属権利者(remainderman)で ある。かれ らは全 て受

益 者であ り、 また潜 在的 な受益 者で もある とい えよう。

収益保有権(占 有権)を もつ信託 の一つの形態 として、家族の なかの特別 な浪費家(た

とえば放蕩息子)の ため に設定 される保護信託(protectivetrust)と 呼ばれ る ものが あ

る(TrusteeAct1925:TA1925§33)(11)。 生涯権 につ いて権利 を有 してい る者 は、 その者

が所得についての権利 の行使 を停止 させ られ るよ うなこ とを行 った場合(た とえば収益保

有権 の放棄 とか破産)に は、 その生涯権(ラ イフ ・インタ レス ト)は 終了 し、代 わ りに所

得 は、主 たる受益者 又は その家族 の ため に裁 量的 な信 託 に よって保 有 され る。保 護信託

は、確定的な権利 をもった信託 と裁量的 な信託 との結合物 であ るといえよ う。

(C)裁 量信託(12)

収益保有権 をもたない継承的財産処分(す なわ ち信託)は 、受託者 が一定の決定 を行 っ

て はじめて受益 者が権 利 を取得 す るとい うこ とにな り、本質的には受託者 の裁量 に依存す

る ものである。 この よ うな信託 は、所得か キャ ピタル ・ゲ インの どちらか、 あ るいは どち
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らに関 して も裁量的 であ りうる。 この ような裁 量信託(discretionarytrust)の 基本 的な

特徴 の一つ は、受益者の クラス(集 団)が 明確 に認識 しうる もの でなければな らない とい

うことであ る。受益者の完全 な リス トがいつで もつ ねに作成 されてい る とい うこ とは要件

ではない。 しか し、権 利が主張で きる受益者 は、 自分が受益者 であるこ とを明 らか にしな

ければな らな い。その よ うな クラスの特定 は、 「Xの 息子 らと孫 たち」 あ るいは 「ロン ド

ンで生 まれ た知 的障害者の息子」 とい った ような もので足 りる と解 されて いる(13)。

このよ うな信託 は、委託者の遺 言に よ り設定 され る。 同時 に、委託者は、裁量が どの よ

うに行使 され るこ とを望んでい るか を指示 してお くこともあ りうる。 ただ し、 この よ うな

指示 は受託者 を拘束す る もの では ない。受託 者 は、 その よ うな信 託 の信 託条 項 に基づ い

て、受益者 に所得 又はキャピタル を配分 しうるし、 また一定 の受益者 には所得又 はキャピ

タル を配分 しないこ ともできる。受益 者は受益 者の クラスのなか に存在す るが、受託者が

当該 受益者 のために裁量権 を行使 しな いか ぎ り、 なに も取得す る権利 を もた ない とい え

る。 また、 この ような信託 は、前述の信託同様に、永久権禁 止則 に服 している。

裁 量信託 の特別 なタイプが累積 扶養 信託(accumulationandmaintenancetrust)で あ

る(14)。そこでは、通常、25年 間子供 らの ため に財産 が設定 され る。受託 者 は、 それ らの

子供の教育 、養護 のために彼 らに所得又 はキャピタル を指定す る裁量 を もってい る。 しか

し、所得 は累積 し、その所得が前払 いされ ない限 りで、子供 が、25才 までの年齢 で、条項

に規定 した一定 の年齢 に達す る と、 当該所得 はキャピタルにつ いての、 その子供 の持分 を

構 成す る。累積期 間は21年 を超 えるこ とはで きず、 その ような信託 は永久権禁 止則 に服 し

て いる。

(2)イ ギ リス信 託課税 の枠組み

イギ リスの信 託課税 について、所得 税、 キャ ピタル ・ゲ イン税、相続税 にかか る課税 関

係が相互 に錯綜 して生ず るこ とにな る(15)。

(3)信 託課税の時系列 的分析

(A)信 託の設定時

(a)相 続税

委託者が信託に資産 を移転 させ る(生 前譲渡)と 、委託者の遺産(estate)は 減少 し、
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委託者が潜在 的な相続税 の納税義務 を負 うこ とにな る。イギ リスの相続税 は、死亡時 の遺

産及 び死亡前7年 以 内に行 われた贈与 につ いて課税 す る。収益保有権信託及び累積扶養信

託(InheritanceTaxActl98411HTA1984§71)に 対す る資産移 転においては、贈与 は

潜 在 的 な 非 課 税 譲 渡(potentiallyexempttransfer:PET)と み な さ れ て い る

(IHTAI984§3A)。 生前譲 渡の多 くはPETに 該 当す るが、収益保有権 を有 しない信 託、

いわゆる裁量信託 の設定等、一定 の譲渡 は直 ちに相 続税が課税 され ることになる。

固定 収益 信 託 が相 続税 法 にお いて 享受 す る優 遇 措 置 に 比 して、裁 量 信 託 へ の 贈 与

(gift)は 、PETの 資格 をもたない。 これ は裁量信 託が設定 され た ときに、相 続税 は、信

託 がゼ ロ税 率 のバ ン ドに収 ま らな い限 り、賦 課 され る とい うこ とを意味 して い る。

IHTA1984は 、収益保 有権 を有 しない継承的財産処 分 につ いて独立 した章 を設け、 いわゆ

る 「相 当な財産」(適 格 収益保 有権 の存 しない 「設定 された財産(settledproperty)」)に

相 続税が適用 され る旨を規定 した。上述 した累積扶養信託 をは じめ として、次の ような タ

イプの継承的財産処分 は、その章か らは除外 されて い る。

①公益信託

② 累積扶養信 託

③年金 スキーム

④従業員信託及 び新聞信託

⑤1978年4月12日 前 に設定 され た、受託者 法1925§33(1)(ii)に 係 る保護 信託

⑥1981年3月10日 前 に設定 された無能力者信託

⑦専 門職従事者の ため の損害補償 基金

⑧排除財産(excluded)か らなる信託

なお、⑤⑥ は、IHTA1989な どにお いてその後 も、優遇 措置が賦与 されている。

結果的 に、裁量信託 は、IHTAのChap.IIIに よ り規制 され ている といえ る。 なお一方

で、後述す るように、信託期 間中、裁 量信託 に係 るIHTに お いて、受託者が信託財 産 の

全 てあるいは一一部 を譲 渡 した として も、現実の譲渡 あるい はみ なし譲渡 は生 じない とい う

ことに留意 をしてお く必要 があ る。

PETと は、受益 を留保 した贈 与 に該 当 しない限 り(そ の よ うな信託 の場合 で は、 それ

は委託者が現に、 あ るいは潜在 的に受益(ベ ネフィ ッ ト)を 受 けていることとな る。)、譲

渡者(贈 与者)が7年 以内に死亡 した ときに相続税が課せ られ るこ とに なる。相 続税 は生
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前税 率 と死亡税率 の二種 を有 してい るが、 この ような場合、死亡時の死 亡税率 で課税(但

し、譲渡の時か ら3年 を超 えて死亡 した ときには軽減措置が あ る)さ れ る(IHTA1984§

§54A、54B)。 純粋 な裁量信託 にお いて は、贈与 は直 ちに相続税 の課税 関係 を生 むが、た

いて いの委託 者 は、零税率 限度額 の範囲 内(£150 ,000を インデグゼ ー シ ョン した額)に

納 ま り、それ を利用す るので、課税問題 は生 じない(な お、課税譲渡 に対す る追加 税率 に

ついては、IHTA1984§7参 照)。

(b)キ ャピタル ・ゲイン税

委 託者が現金 を信託 に贈与 しない限 り、資産 の時価(市 場価額)で 処分 された とみ なさ

れ、 そ してキ ャピタルゲイン税の潜在的 な納税 義務が生 じる(CapitalGainTaxAct

1979:CGTA1979§ §53～56、126B、sch.4こ れ らの規定 は今 日、TaxationofCharge-

ableGainsAct1992:TCGAl992§ §70-73、165に おかれてい る。以下 同様)。 キャ ピタ

ル ・ゲイ ンの計算 は、 資産 の処分価額 か ら控 除 しうる支出額(ベ ー ス ・コス トといわれ る

がその主 た るものは取得価額であ る)を 控 除す るこ とに よ り算定 され る。 キャ ピタル ・ゲ

イン課税 の税率 は所得税 と同 じ税率 であ るが、 キャピタル ・ゲインは所得 の トップ ・スラ

イス部分 として税額 は算定 され る。

事業用 資産(businessassets)・ 農業 用資産(agricaltureassets)に っ いては、委託者

は、信託 が どの よ うな タイプであ るか を問わず、課 税の繰延べ(holdoverrelief)を 選

択 す る こ と が で き る(CGTA1979Sch.4paras.1～3TCGA1992、Sch.7paras.1

～3) 。 これ は、委託者 において課税 され うるゲ インに代 えて、受益者 が 資産 の取得 につ

いて支払 ったであろ うと考 えられ る取得価格(時 価)か ら当該 ゲインを控除す るこ とによ

り、受託者が その資産 を売却す るまで、当該 ゲ インが繰 り延べ られ る とい うこ とを意味 し

ている(16)。収益保有信託において、 た とえば委託者が受託 者へ £100,000で かつ て取得 し

ていた時価 £150,000の 土地 を譲渡す ると、受託者 の取得価額 は、 £100,000に インデグゼ

ー シ ョン(仮 に0 .181と す る)を 上乗せ した£118,lOOと な り、 キャ ピタル ・ゲ インの課税

の繰 り延べは £31,900と な り、受託者 の取得価額 は£118,100と なる。

非事 業用資産につ いては、そのよ うなゲイ ンが相続税 と同時に キャピタル ・ゲ インの課

税関係 が生 じる場合 には、 ゲインがた とえ零税率 限度額(個 人の2分 の1、 原則 £2,900

であ る。CGTA1979§5(1B)、TCGA1992§3)内 であろ うとも、課税が繰 り延べ られ る

と してい る(CGTA1979§ §147A、147B、TCGA1992§ §260、165(3)(d))。 よって、 こ
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れはPETの 適用 を受 けない裁量信託等 に対す る贈 与 にお いての み生 じる(17)。また、 こ

こでの観念的な移転か らの キャピタル ・ロスは、 同 じ受益者 にお ける将来の取引か らのキ

ャ ピ タル ・ゲ イ ン と相 殺 され る(CGTA1979§4(1)、TCGA1992§2(2)、 さ らに

CGTA1979§ §31、33、TCGA1992§ §37、39も 併せ て参照)。

(B)信 託財産 の運用(信 託期間 中)

(a)所 得税法

すべての信託 にお いて、所得 は基本税率(25%)で 課税 され、受託者に よ り納付 され る

(IncomeandCorporationTaxesAct1988:ICTAI988§686)。 ただ、裁量信託、 累積扶

養信託の所得 は、 さ らに10%の 付加税率(additionalrate)で 課税 され、同様 に受託者 に

よ り納付 され る。付加税率 はか っては所得税 の第2バ ン ドにな るよ うにセ ッ トされていた

が、今 日は所得税率 よ りも低 く、法人税率(35%)に なるよ うにセ ッ トされ てい る(18)。

収益保 有権信託 にお いては、総信託所得 が受益者 に配分 され、受益者 は自らの他 の所得 と

合算 した うえで課税 され るが、受益者は、税額控除 をな しうる。最終的には、受益者 は受

益者 の限界税率 で課税 され るこ とにな る。 た とえば、信 託所得 £1,000に つ いて、受託者

Aが £250の 税 を支払 うと、受益 者Bは £1,000が 帰属 した とみ なされ、 もし、受託者Bが

0税 率 であれば£250の 還付 を受 け る。 しか し、Bが40%(第2バ ン ド)の 税率 での納税

義 務 が存 す れ ば、 さ らに£150の 納税 が必 要 とな る。 な お、受 託 者 が、 £1,000の うち

£300を 信託 管理 につ いて支 出 した場合 には、受託者 は£300(つ ま り、 グロスア ップす る

と£400)を 支 出 して いる もの として取 り扱 われ るこ とか ら、受益者の個 人の所得 は£600

とな り、 £150(所 得 につ いて の税額 £250か ら費用 につい ての観 念的な税 £100を 差 し引

く)の 税額控 除が生 じる(19)。

裁量信託 、累積扶養信託 においては、受益者は信託か ら受領 した所得 額 を当該受益者 の

他 の個 人所得 に含めて税額計算 を行 い、受託者が支払 った35%の 税額に係 る税額控 除 を行

う。 よって、受益者に配分 され た所得は当該受益者の 限界税率 で課税 され ることになる。

一方
、未配分信託所 得 は35%税 率 で課税 され るこ とになる。

受託者の所得の付加税率 については、FinanceAct1993(FAI993)Sch6、para.8に よ

りICTA1988§686(1)、(1A)が 改正 され、 同条は、「受 託者 は信託 に適 用 され る税率」

で所得に課税 され る(受 託者は個 人的代理 人 〔personalrepresentative〕 ではない)旨 、
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規定 してい る。 「受 託者 は信託 に適用 され る税率」 といって いる意味 は、その年度 におい

て効 力 を有 す る基 本税率 と付 加税 率(10%)の 合 計 額 に等 しい税率 と定 義 され てお り

(ICTA1988§686(2))、 これ は所得 が累積 し、受託者の裁量に より配分 され る所得 等一定

の ものに適用 される。 これは1994-1995年 度は35%で あ る。 この税率 は、信託所得 が信託

の費用 を超 え る部分 に適 用 され る(ICTA1988§686(2)(d))。 この よ うな所得 を受 け取

った受益者 は、前述 したよ うに35%の 税額控 除 を行 うことがで きる。

受託 者は、 キャ ピタル を受益 者に配分す ることも可能 であ るが、 それ は35%で 賦課 され

る所得(総 純所得)と して取 り扱われ、受託者 はその支払額 をグロス ・ア ップ して、35%

で賦課 され る。た とえば、受託者が受益者 にキャ ピタルか ら£65支 払 う と、 これ を35%で

グロス ・ア ップ して35%を 乗ず る と、所得 税額 は£35と な り、かな りの高率 となる(20)。

なお、委託 者又は受益者 に対す る課税 とは別 に、租税 回避 規定 としての 「委託 者へ の利

益帰属主義 ルール(benefittosettlorrules)」 が存在す る。 委託者及 び委託 者の配偶 者が

継承 的財 産処分 について権 利 を有す る場合(TA1988§ §672、674、674A、673、683の 規

定が あ るが、現在使用 されてい る規定 は§674A〔 委託者の権 利が残 存 してい る継承 的財産

処分 〕 で あ る。)、委 託 者の 未 成 年 者子 女 が 継 承 的 財 産処 分 か ら所 得 を得 て い る場 合

(TA1988§ §663、664)、 及び委託者 又は委託 者の配偶 者又は未成年子女が継承的財産処分

か らキ ャ ピ タルの 支 払 い 又 はベ ネ フ ィ ッ トを享 受 して い る場合(所 得 税 に つ い て、

TAI988§ §677、678、 キャピタル ・ゲイ ン税 につ いて、FA1988Sch10)に は、委託者は

委託 者の限界税率 で課税 をうけ るこ とに なる(21)。

(b)キ ャ ピタル ・ゲイン税

受託者 が資産 を処分 した場合(い わゆ る信託管理 において生 じる現実 の処分)と み なし

処分 の場合 が問題 とな る。 キャ ピタル ・ゲ インにつ いては、受 託者が処分 した財産 は、受

託者が財産 を前者の ように売却 したためであ ろ うと も、あ るいは受益者 が受託者 に替 わっ

てその財産 につ いて権利 を有す るようにな った場合(観 念的な処分、以下、 「みな し処分」

とい う)で あろ うとも、 キャピタル ・ゲイン税 が賦 課 される(た だ し、 キャ ピタル ・ゲイ

ン税 の年 間基礎 控 除額 は £2,900で あ るので、 これ を超 え ると課税 され る。)。 ここで注 目

すべ きはみ な し処分 であ るが、 これは受益者 が ライフ ・テナ ン トで死 亡以外の理由 で継承

的財産処分(信 託)に おいて 「絶対的 な受益者」 になった場合 に生ず る(納 税義務 は受益

者に生 じ、受託 者には生 じない)。 純粋 な収益 保有権信託(lifeinteresttrust)は 、25%
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税率に よる課税 であ る。 その他 の信託 においては、35%税 率 に よる課税であ る。課税 の繰

延べ は、(a)事 業 資産 及び農 業資産 につ いて、 また(b)信 託財産 を構成 してか ら3か 月又

はアニバーサ リーか ら3か 月 を経過 後に、裁 量信託の資産 につ いて相続税が支 払われ る場

合 には、適用 され る(CGTA1979§124)。 また、 この課税 の繰延べ措置 は、累積扶養信託

において、子供 らが同時に所得 又 はキャ ピタルに権利 を有す るとい う条件の もとで、累積

扶養信託(継 承 的財 産処 分)の 資産について も適用 される(CGTA1979§124)。

(c)相 続税法

収益保有権信 託の資産は、相続税法上は ライフ ・テナン トの遺産 に属す るもの として取

り扱 われ る(IHTA1984§4.こ の ような場合 の譲 渡 は通常 の死亡税率 で課税 され る)。 死

亡者 の遺産 に応 じた税率 によ り 「設定 され た財産」 に帰属 す る税 は、受託者が支払 う。 こ

の結果、 ライフ・テナ ン トが死亡す れば、その税率 を確 定す るために、 その信託の資産は、

ライフ ・テナ ン トの遺産 に存す る資産 と合算 され る。 その結 果、死亡 者の遺産 に含 まれ る

ファン ドの価値 によ り税率が高率 となるこ ともあ りえよう。 ライフ ・テナン トが、死亡以

外 の理 由で消滅す る、 あるいは処分 され る(収 益保有権 を現実に譲渡 〔売買、放棄 等〕す

る。)場 合 には、IHTA1984§51は 権利の消滅、処分 をIHTA1984§52の もとでの譲渡 を

もたらす もの として取扱 い、受益者 の権利が帰属 す る財 産の価額 に等 しい譲渡(そ の譲渡

はPET)と して取 り扱 う。 ライフ ・テナ ン トは相 続税 法の もとでPETを 有 す るもの とみ

なされ る(そ れは、 ライフ ・テナン トが移転後7年 以 内に死亡 した場合 にのみ課税 され う

るこ とに なろう)。

保護信託 につ いては、特別 な規 定が ある(IHTA1984§88)。 保 護信託 の受益 者 の生涯

権が、 た とえば当該受益 者の破産 等に よ り終 了 した場合(裁 量信託が生 じるが)で も、 当

該受益者の生涯権 は受益 者の死亡 まで、当該受益者の家族 にな したキャピタルの支 払いが

当該受益者の生涯権 の部分 的な消滅 として取 り扱 われるこ とはあ りうるけれ ども、継続す

る もの として取 り扱われ る。保護 信託の受益者が死亡 した ときに残存 してい るキャ ピタル

すべ ては、 当該受益 者個 人の遺産 として合 算 される。

裁 量信託 の資産 は、 だれ に も配分 され えない こ とか ら、特 別 な制度 が存す る。す なわ

ち、収益保有権 の存 しない裁 量信託 にお いて、フ ァン ドを受益 者 の収益保 有権 に帰属 さ

せ、 継承的財産処分(信 託)自 体が納税 主体 とな り、相続税 について、 当該資産 が信託 に

存 し、そ して裁量 レジュームに服 している場合 に定期 的な期 間課税 を受 ける。 これは、①
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「
信託 のアニバー サ リー に対す る10年 周期 の課税(以 下、「10年アニバ ーサ リー(tenyear

anniversary)」 とい う。IHTA1984§ §61、66)及 び② その資産 が信託 を離脱す るときに、

原則的 な賦課方法 である10年 アニバ ーサ リー を充足 しない残 りの期 間 を拾 い上 げ るための

出 口税 の賦課(以 下、 「出口税(exitcharge)」 とい う。IHTA1984§65)と い う形 態 をと

ってい る(22)。す なわ ち、10年 アニバ ーサ リーが原則 であ るが、継承 的財 産処分 を組成す

る財産 が相 続税が賦課 され る 「相当 な財産 」(IHTA1984§58(1))に 該 当 しな くな る場

合等には、出 口税が賦課 され る。

10年 アニバーサ リーで賦 課 され る税率 は、実効税率(賦 課 されるべ き相続税 を相続税が

課 され る割合 とに示 す ことに よって算定 され る率)の30%(こ の計算に は生前税率が用 い

られ るので最 高生前税率20%を 用 いる と最大税率 は6%と なる)で あ り、相続税 はその税

率 を、IHTA1984が 規定す る課税譲渡(① 継承的財産処分が開始 され る直前の継承 的財産

処分 の価値等(IHTA1984§6(4))、 ② 継承 的財産処分が設定 された 日か ら7年 間の うち

に委 託者が行 ったあ らゆ る課税譲渡(IHTA1984§66(5))、 ③ 継承 的財産処 分 につ いて

過去7年 間 において、相 続税が生前税率 で賦課 され た課税 譲渡。IHTA1984§7(2))に

よ り譲渡 された譲渡価額(価 値)に 乗 じて算定 され る。

た とえば、1984年3月1日 にAは 裁 量信託 に£50,000の 投資 を行 う(当 時の0税 率 バ ン

ドは£60,000)と す る。 また、Aは1980年5月1日 に£20,000の 課税譲 渡 を行 ってい た。

す ると、裁 量信託の設定 時に相 続税 は、 £10,000×15%で £1,500と な る。10年 アニバー

サ リー課税 は、1994年3月1日 に生 じ、 当時 の信託 基金の価値 は£250,000と す る。10年

アニバ ーサ リー課税 は、譲 渡価額(価 値)£250,000、 累積課税譲 渡(1980年5月1日)

£20,000、 譲渡価額(価 値)£150,000の 相続税0、 差額(£250,000+£20,000-£150,

000ニ £120,000)の20%は £24,000、 これか ら控 除 す る相 続税 £0、 信託 基 金 の相 続税

£24,000、10分 の3× £24,000=£7,200と な る。

また、1984年3月1日 に £30,000で 第1の 裁量信 託 を、 さ らに同額 で収益保有信託 を設

立 し、2つ の信託が関連的継承 的財産処分(settlement)で あるとす る。 第1信 託 は1994

年3月1日 に10年 アニバーサ リー を迎 え、 £150,000の 評価額 を有す る とす る。 この場合

には £150,000の 相 続税 £0、 £30,000に つ いては20%の 生前税率 を乗 じる と相続税額 £6,

000、 相 続税 の総額 £0十 £6,000=£6,000と な り、10年 アニバーサ リー課税は10分 の3×

(£6,000÷ £150,000)× £150,000=£1,000と なる。
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累積扶養信託においては、受益 者がキャ ピタルに権利 を有す るか、 キャピタルに生涯権

を取得 す るまでは、受益 者 に帰属 しない もの と して取 り扱 われ、特 別 に優 遇 されてい る

(IHTA1984§PET58、71(4)、3A(3))。 これ らの信託 につ いては期 間税 又は出 口税 と

い うもの は存在 しない。

(C)信 託か ら離脱す る資産(信 託財産)

資産は様 々な理 由で信託か ら譲渡 ・移転 させ られ る。(a)受 託 者が資産 を売却 した場合 、

(上述 したキャ ピタル ・ゲイン参照)、(b)受 益 者が受託者 に対 して資産 の権利 を取得 す る

(その原因 としては、① 受益者 が成人 に達す る場合、②受益 者が帰属権 利者(残 余権 者)

とな っていて、 ライフ ・テナ ン トが死亡す る場合、③受託者 が受益者 らのために裁量権 を

行使 す る場合、④信託 が消滅す る場合 などが ある)、(c)資 産 が別 の信 託に譲渡 され る場

合 、な どに譲渡 ・移転 が生ず る。

(a)キ ャ ピタル ・ゲ イン税

このよ うな場合 には、相 続税 とキ ャピタル税、又は相続税か キャピタル ・ゲイン税 の課

税 関係が生 じる。 どち らの課税 関係 も生ず る場合 には、 キャ ピタル ・ゲ インにつ いては課

税 の繰延べ(holdoverrelief)が 適用 され る(FA1989§124)。 これ以外 の 「課税の繰延

べ」 は、事 業資産及 び農業用 資産 につ いてのみ適用 され る。 キャピタルゲイン税が生 じな

い特別のケース としては、 ライフ・テナ ン トが死亡す るような場合 であ る。 その場合 には、

「み な し処分 」 と受 託 者 に よ る資産 の 時価 に よ る再 取得 が生 じる(CGTA1979§55(1)

(a)、TCGA1992§72(1)(a))が 、課税の繰延べ のゲインが賦課 され るように なる場合

(キ ャ ピ タル ・ゲ イ ン は受 益 者 が 死 亡 した ら課 税 さ れ る。CGTA1979§55A(2)、

TCGA1992§74(2))を 除いて、課税 関係 は生 じない。

あ る信託か ら別の信 託への資産 の譲渡が同 じ信託 内に資産が存在す る とみ なされ るよ う

な場合 には、 キャピタル ・ゲ イン税 の課税 関係 は生 じない。 ただ し、 これは、第1の 信託

の条件が第2の 信託 を支配 し続けてい るとい うよ うな場合 である(StatementofPrac-

tice:SP7/84)。

(b)相 続税

相続税の課税 関係 は、信託 の タイプによる。 た とえば、裁 量信託 において、資産が10年

の アニバーサ リー前 に裁量信託か ら離脱 し、信託 に賦 課す る場合 に資産(の ゲイン)が 零
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税率対象額 を上 回 らないのであれば、資産が離脱 の ときまでに増加 した価値 を有 していた

として も、 出 口税 にか かる税額 は生 じない。

(D)信 託 におけ る将来 的享受権 、 その他 の権 利

(a)キ ャ ピタル ・ゲイン税

将来的享受権(reversion)、 信託 におけ るその他 の権利 は、 原則的に は、 当該 将来 的享

受権、 その他 の権利が購入 され たものであ るか、あ るいは委託者 又は委託者の配偶者 の権

利である といった場合 を別に して、 キャ ピタル ・ゲ イン税 を生 じるこ とな く、処分 をな し

うる。

(b)相 続税

相続税 にお いて、将来的享受権 は、だれかに帰属 あ るいは条件付 であろ うとも、継承的

財産処分(信 託)に かか る将来的な権利 であ るといえ る。これは単 なる期待権 とは区別 さ

れる必要が ある。 この将来的享受権 は、市場価額 を有 してい るが、原則 として相続税 の課

税 対象 とな らない除外財産(excludedproperty)で ある(IHTAI984§48(1))(23)。 こ

れは、将来的享受権が死亡時にその個人 の遺産 を構成 しない とい うこ と、放棄 す る ときに

資産 としてみ なされ ない として取 り扱 われてい るとい うことを意味 してい る。生涯権(ラ

イフ ・インタレス ト)に かか る資産 はす でにライフ ・テナン トの遺産に含 まれて いる とみ

なされて いるの で、資産の二重の カウン トを回避す る必要が あ る。 よって、将来的享受権

を保有 してお り、現金 を とりあえず必要 としないよ うな者 は、 その権利 がフ ォー ル ・イン

す る前に(つ ま り、 ライフ ・テナ ン トが死亡す る まえに)自 分 の子供 らにその将来的享受

権 を与 え、 そ して他 の世代の ものに係 る相続税 を軽減す るこ とが できる。

(E)受 動信託 とその課税(24)

受動信託(baretrust)は 、特 に未成年者 の両親 に よ り設立 され るが、必ず しも十分 に

は活用 されてい ない。 その結果、受益者 は、財産 につ いて権 利 を取得 し、成 人に達 すれば

受託者か ら法的 な権 利 を付与 される。受動信 託 は、絶対的 な受益者のため に1人 以上 の受

託者が信託 において財産 を保有す る場合 に設立 され る。受託者は、単 に預 か り人又は ノ ミ

二一 として信託財産 を保 有 し、正 当な権 利者 として絶対的 な権 限 を有す る契約締結 能力者

たる受益者 に対 して(あ るいは受益者の指示 に従 って)信 託財 産の移転義務 のみ を負 う。
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通常 の受託者が負担す る積極 的 な受託者の義務 は存 しない。 そ こで、受託者 は、 多 くの場

合 に、 ノ ミニー(nominee)に 相 当 しよ う。 なぜな らば、受託 者は、財産 に法 的な権 利 を

もってい るため に、賃料、配 当な どはすべて受託者に対 して支 払われ る。受託者 は、持株

についての議決権 を行使 し、 またいか なる販売について も影響 力 を もつ。

受益 者が成 人に達す れば、受託者 は受益者の指図に従 って行動 をす ることとな る。受益

者が未成年の場合 には、受託者 は受益者 の権利 に顧 慮 しなければ な らないが、た とえば受

益 者には有効 な受領書 を発行 す る権 限がないこ とか ら、受益者 に信託財産 を交付す るこ と

はで きない と解 され る。

タ ックス ・プ ランニングにおけ る受動信託 の要点は、受動信託 を して、未成年者のため

にの み財 産 を保 有 させ る こ とで あ る。 この よ うな信 託 は、 それ が設 立 され た と きに、

PETを 構成す るのみで な く(相 続税 において、受託 者は無視 され、財産は受益者 に帰属

す るもの として取 り扱われ る)、 所得税 及びキャ ピタル・ゲイン税 においてベネ フィッ トを

提供す る。

各税 の取扱 は、以下の よ うに なる。

(a)キ ャピタル ・ゲ イン税

キ ャピタル ・ゲイン税法 は、 「設定 され た財産(settledproperty)」 と 「代理保有財 産」

(判例上 の文 言)と を区別 し、前者 にお いては設定 され た財産 の受託者 は独 立 したエ ンタ

ティとして取 り扱 われるの に対 し、後者 においては受益 的な所有者に その財産 は直接帰属

す る。 よって、後者 の場合 にはゲイン とロスは受益者に生 じ、受託者には関係 しない。

受動信託 に係 る財産 は、 キャ ピタル ・ゲイ ン税 にお いては 「設定 され た財 産(settled

property)」 ではない。 設定 され た財産 の定義 は、TCGA1992§68に あるが、同条 は、設

定 され た財産 を§60が適用 され る財産 以外 で、信託 にお いて保 有 され る財産 のすべ てであ

るとして い る。§60は、 あるパー ソンが別 のパ ー ソンの ため に ノ ミニー として、 あるいは

受託者 に対 して絶対 的な権 利 をもってい る別 のパー ソンの ため に受託者 として、あ るいは

そのよ うな権 利 をもつ ことにな るであ ろうパー ソンで、孤児 あ るいはその他の無能力者 た

るパー ソンの ために受託 者 として、保 有 してい る財産 につ いて規定 している。

Tomlinsonv.GlynsExecutorandTrusteeCo.(25)に おいて、受動信託 は、未成年 者の

場合 には未成年者が成年 に達す る とい った ような不確 実性(条 件)が 存 しない場合 にの

み、存在 す るこ とになる と判示す る。受動信託 は、 未成年者 が成年 に達 した場合 に、その
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者の金銭 に対す る(絶 対 的に主張 で きる)権 利 を取得す るこ ととな る場合 に存在 す ること

とな る。 そ して、 た とえば、Aが 未成年で ある場 合 に、受動信託 は、Aの ためにのみ存在

する。 しか し、Aは 未成年者であ るために、受託 者に有効 な受領書 を与 えるこ とはで きな

い。設定 され た条件の ために、18歳 にな ると、Aの ために設立 され た信託 は、 設定 された

財産 として取 り扱 われ るであ ろう。

TCGA1992§60(1)は 、あたか もその財産が与 え られたかのよ うに、 その法律 は適用 さ

れ るべ きであ り、資産 に関係 す るノ ミニー又 は受託者 の行為 は、受益 者の行為 としてみな

され るとい うことを述べ ている。

キャ ピタル ・ゲイン税 との関係 は、重要であ る。受託者 による処分時 に、受益 者の毎年

のイグゼ ンプシ ョン£5,800(設 定 された財産(settledproperty)が 存す る場合 のそのイ

グゼンプ シ ョンは、通常 は£5,800の 額 の2分 の1で あ る)が 適 用 され るであ ろ う。 そ し

て、受益者の キャピタル ・ゲ イン税率が適用 され る。未成年 の受益者が存す る場合 には、

所得の トップ スライス としてのキャ ピタル ・ゲイン税率 は、 累積扶養信 託の税率(累 積扶

養信託 の税率 は、偶 然性(不 確実性)が あ り、 そ してTA1925§31が 適用 され る場合 のみ

適用 され る)に 比べ るとかな り低率 となる可能性が あろ う。

しか し、受動信託 に所得が存す る場合 に、 もし処分 が予期 されてい るのであれば受益 者

のキャ ピタル ・ゲイン税率が25%を 超 えない ように(な ぜ な らば、超 えた場合 の税率 は、

その受益者の ための収益保有権 に係 る受託 者のキ ャピタル ・ゲイン税率に な るであろ う)

注意 をすべ きである。未成年者受益者 の親(委 託者)が 存在す る場合には、 キャ ピタルの

配分は、残余 の あるいは累積 した所得が存す る場合 には、 な されるべ きでは ない。

(b)所 得税

CorbettvIRC(26)は 、 ご く限 られ た場合 にお いては受 動的 な受 託者が基本 税率 に よる

税額 を控 除す ることは必要 である(そ の場合 には まず、納税義務 者は受託者 。そ して、受

益 者が次 に税額控 除 を行 う)が 、原則 として、受動 信託において生 じた所得 はすべ て受益

者にお いて課税 され るとい うこ とを明確 に してい る。

(F)両 親の所得 の分 割

両親が未成年で未婚 の子供 のため に財産 を設定す ると、 その子供 に支払 われ た所得 はす

べて委託 者の所得 と して取 り扱 われ る(ICTA1988§663) 。ICTA1988§670に よ り、継承
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的財 産処分 は受動信託 を含む と、広範囲 に定義 されてい る。 これは、所得 が累積 され る場

・合に、「撤 回 できないキャピタルの継承的財産処分 」にはICTA1988§664は 適用 され ない

(その ような所得 が累積 して いて も、 その所得 は委託者 の もの としては取 り扱われ ない。

ICTA1988§664(2))。 累積 につ いての所得税は、 その ような信 託の受託 者に課せ られ る。

ただ し、未婚 の未成年 に対す る所得及 びキャピタルの配分 は、信託 の累積所得 があ る限 り

にお いて、委託者 の所得 とみ なされ る。す なわち、 ファン ドか らの支 払いは、 累積額 まで

は、委託 者の所得 として取 り扱 われる(ICTA1988§664(2)(b))。

しか し、§663のみは、所得が子供 のため に又は子供 に支払 われ る限 りにおいて適用 され

る。子供が財産 及び所得 に絶対的 な権利 を有 してい る場合 に、 又は所得 が現実 には子供 に

支払 われないが受託者 によ り保有 されて いる場合(た とえば受託者 の名 前の銀行 口座に存

す る場合 など)に は、歳入庁 は、 §663が適用 され ない とい う取 扱 を受 け入れてい る。 その

所得 は、所得税 においては子供 の所得 である。 その子供 は個 人 リリー フを行 い、所得が ネ

ッ トで支払われてい る場合 には税額 を取 り戻す こ とがで きる。受託 者が両親 であ り、財産

が両親か ら生 じてい るとい う事実 に もかか わらず、 この ように取 り扱われ る。

(a)TA1925§31の 運用

この ような状 況下 で、TA1925§31の 運用が、 この よ うなア レンジ メン トを害す るか ど

うとい う問題 が生ず る。 この§31は、受益者 の扶養 、教育、 その他 利益 のために所得 を支

払 うにあた り、所得 につ いての裁量 を受託者 に与 え、そ して所得 の残 りを累積 させ るこ と

を受託者 に命 じるものであ る。TA1925§31の 信託 は、相続税 におけ る累積扶養信託 と同

じである(IHTA1984§71参 照)。

IHTA1984§43(2)(b)に おける、継承的財産処分 に係 る相 続税 の定義 は、財 産の所 得

の全 てまたは一部 を累積 させ るため、 そ して受託者の裁量 でその所得 か ら所得 を支払 う権

限を もって いる 「信託 の受託者」 によ り保有 され た財産 を含 む と規定す る。 そこで、未成

年受益者 に とってTA1925§31の 運用 は、 おそら く累積扶養信託 を作 るこ とに なろ う。 そ

して、§31は、条件 付 きで あろ うと確 定 した ものであろ う と、いか な るものであ ろ うと、

所得 につ いての権利 を取得 してい る者の ため に、受益 者が信託 において財産 を保有 されて

いる場合 に適用 され る。

こ れ は、累 積 扶 養 信 託 の受 益 者 が 死 亡 した 場 合 に、相 続 税 の 課 税 が 生 じな い

(IHTA1984§71(4))と されてい るこ とか ら、相 当であ ると解 され る。一方、 その とき
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には生涯権(ラ イフ ・インタレス ト)が 存 しないために、 キャピタル ・ゲ インの免除の増

加 は存 しない。

そこで、受動信託 を作 るために、特別 にそれ を排 除す るこ とによって、TA1925§31を

適用す るこ とを妨 げ るほ うが望 ましい。

(b)所 得 につ いての受動信託

この§663の原則 は、等 しく、所得 につ いて も受動信託 に適 用される。両親の継承 的財産

処分の子供の受動信 託が絶対的 な権利 を付与 され(§31が 明確 に排除 され る)、 そ して その

所得が配分 されず に、受託者の名 前で銀行 口座 に入金 れ ると、その所得は §663の対象 とな

るこ とな く、子供の所得 として取 り扱 われ る。

所得のみ でな く、 キャ ピタルについて も、受動信託 が存在 す る場合 には、子供が18歳 に

達す る と、累積 して い る所得 は受 益者 に支 払 われ る必要が あ る。 しか し、受 動的受託 者

は、受益者 と合法的 に合意の うえで、徐 々に所得 を配分 す ることもで きる。

所得 につ いての受動信託(収 益保有信託。 まさに所得 に関 しての受動信託 はこれ に該 当

す る)は 、 当該子供 に受託者が基本税率 で所得 を支 払 うこととなるこ とか ら、子供が成年

に達 した後 も継続 させ るべ きであるといえ よう。

〔注 〕

(1)FransSonneveldt,TheTrust-AnIntroduction5-6,inFransSonneveldt&Harriel.VanMens,

TheTrust-BridgeorAbyssBetweenCommonAndCivilLawJurisdictionsP(1992).

(2)F.T.Maitland,Equity10(1910).

(3)P.Lepaulleの こ とば で あ る。FransSonneveldt,supranotel,at(1)に 引 用 が あ る。

(4)W.F.Fratcher,InternationalEncyclopediaofComparativeLaw,`Trust'Vol.VI,Chap.11,

3-5(1973).

(5)PeterWhite,RacticalTrusts:Law,TaxAndPrecedents,Chap.2(5thed.1994);DavidB.

Parker&AnthonyR.Mellows,TheModernLawofTrusts(4thed.1979),PhillipH.Pettit,

Equ▲tyAndTheLawofTrusts(7th.ed.1993);Walters,RecentDevelopmentRegarding

Trusts,1991EuropeanTaxation382P362-83(1991).

(6)FransSonneveldtsupranote(1),at8.

(7)イ ギ リス信 託 税 制 研 究 会 編 『イ ギ リス信 託 ・税 制 研 究 序 説 』50、56頁(清 文 社 ・1994)参 照 。 ア

メ リ ガ 、 カ ナ ダ 等 コ モ ン ・ロー 諸 国 に お け る 、 こ の よ う な財 産 計 画 へ の 信 託 の 活 用 に つ い て は 、 エ

ドワ ー ドC.ホ ー ル バ ッ ク ・ジ ュ ニ ア(新 井 試 訳)「 米 国 に とけ る 信 託 の 利 用 状 況 と信 託 の 利 用 目 的 」

信 託179号72頁(1994)、 ドノ ヴ ァ ン ・ウ ォ ー タ ー ズ(新 井 試 訳)「 今 日の カ ナ ダ に お け る 信 託 の 活 用
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方 法 」 信 託173号73頁(1993)等 参 照 。

(8)イ ギ リ ス信 託 法 一 般 に つ い て は 、G、H.キ ー トン 、L.A.シ ェ リダ ン(海 原 文 雄 ・中野 正 俊 監 訳)

『イ ギ リス 信 託 法 』(有 信 堂 ・1988)(以 下 、 「キ ー トン前 掲 書 」 と い う。)、 森 泉 章 編 著 『イ ギ リス信

託 法 原 理 の 研 究 』(学 陽 書 房 ・1992)、 イ ギ リス 信 託 税 制 研 究 会 ・前 掲 書 「第 一 章 現 代 イ ギ リ ス に お

け る信 託 の 活 用 法 」(新 井 執 筆)等 参 照 。 そ の 他 、 本 稿 で は 、 イ ギ リス 信 託 法 に つ い て 、DavidB.

Parker&AnthonyR,Mellows,TheModernLawOfTrusts(4thed.1979),PhilipH.Pettit,

EquityAndTheLawOfTrusts(7th.ed.1993)を 主 と し て参 照 して い る。

(9)SeePeterWhite,PracticalTrusts:Law,TaxAndPrecedents,Chap.2(5thed.1994);Brian

Courtney,TrustTaxationManual12(2nded.1990).

(10)SeeDavidB.Parker&AsthonyR.Mellows,supranote(5)at90-112;PeterWhite,supra

note(5)at19,20.

(11)SeeDavidB.Parker&AnthonyR.Mellows,supranote(5)at113-18;Walters,supranote

(5)at383;PeterWhite,supranote(5)at184.ア メ リ カ で は 浪 費 者 信 託(spendthrifttrust)と 呼

ば れ て い る もの で あ る。 わ が 国 で 論 考 は 多 い が 、 と りあ え ず エ ドワ ー ドC.ホ ー ル バ ッ ク ・ジ ュ ニ ア

(新 井 誠 訳)・ 前 掲 注(3)講 演 参 照 。

(12)DavidB.Parker&AnthonyR.Mellows,supranote(5)at62-89;PhillipH.Pettit,supranote

(5)67-73;Walters,supranote(8)at383;PeterWhite,supranote(5)at72.

(13)DavidB.Parker&AnthonyR.Mellows,supranote(5)at69-76,84;PhillipH.Pettit,supra

note(5)44-50;Walters,supranote(5)at383.な お 、 瀬 々 敦 子 「イ ギ リス 信 託 法 に お け る受 託 者

の 権 利 ・義 務 」 信 託180号29頁(1994)参 照 。'

イ ギ リ ス に お い て は 、 受 託 者 は 、 所 得 及 び キ ャ ピ タ ル ・ゲ イ ン の 配 分 に つ い て 権 限 を 有 す る こ と

が 可 能 で あ り、 ま た受 益 者 の ク ラ ス に 新 た な受 益 者 を付 加 し た り、 削 除 した りす る こ とが 可 能 で あ

る。 わ が 国 に お い て 、 裁 量 信 託 の 課 税 関 係 を 検 討 す る に あ た り こ の 「受 益 者 の 指 定 」 が ま ず 問 題 と

な る。 信 託 法 上 、 受 益 者 に 関 す る指 示 は あ る が 、 委 託 者 の 指 示 し た 受 益 者 の 範 囲 が 漠 然 と して い る

場 合(例 、 友 人 、 縁 者)に は 信 託 行 為 は 無 効 で あ る が 、 受 益 者 は 信 託 行 為 の 当 事 者 で は な い こ とか

ら、 信 託 行 為 当 時 特 定 ・現 存 す る こ と を要 し な い(特 定 ・現 存 は 信 託 行 為 の 効 果 が 受 益 者 に 帰 属 す

る 要 件)と 解 され て い る。 四 宮 和 夫 『信 託 法(新 版)』127(有 斐 閣 ・1989)。 た と え ば 、 「委 託 者 の

子 供4人 の う ち、 受 託 者 が 最 も事 業 遂 行 能 力 が あ る と判 断 す る者 」 と い っ た指 定 も可 能 で あ ろ う。

下 野 博 文 「相 続 税 法 四 条 に 関 す る一 考 察 」 税 務 大 学 校 昭 和52年 度 研 究 科 論 文 集63頁 以 下(1978)

も併 せ て 参,照 。

(14)DavidB.Parker&AnthonR.Mellows,supranote(5)at81-84;PhillipH.Pettit,supranote

(5)67-73;Walters,supranote(5)at383;PeterWhite,supranote(5)at102-107.

(15)イ ギ リス 信 託 課 税 に つ い て は 、Peter

White,PracticalTrusts:Law,TaxAndPrecedents(5thed.1994)JoneTiley,Butterworths

UKTaxGuide(11thed.1992);MoizSadikali,ButterworthsYellowTaxHandbook(13thed.
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1991);GilesClarke,ButterworthsCapitalGainsTaxGuide(2nd.ed.1989)が 有 益 で あ る。 本

稿 は・ 原則 として1995年 現 在 の イギ リス信託 税制 を念頭 に お いて い る。 その他 、 イギ リス信 託課 税

にっ いて は、 イ ギ リス信託税 制 研 究会 ・前掲 書 「第 二 章 イギ リス信 託 課税 の概 要 と特徴 」(占 部 執

筆)参 照 。

(16)生 前 譲 渡 の 多 くは 潜在 的 非 課税譲 渡(PET)に あ た るが、 直 ちに課税 され る もの と して、 イ ギ

リス信託 税制 研 究会 ・前掲 書第2章117～118頁 参 照。

相 続税 法 にお い て、収 益保 有権 の 存 しな い(所 得 に対 して権 利 を有 しない)信 託 は裁 量信 託 に該

当 す る。 この信 託 は受託 者 が所得 に つ いて裁 量 を もっ てい る、 お よび受 託 者が所 得 を累積 す る権 限

を もってい る信託 であ る(キ ャ ピタルにつ い ての権 限は 、裁 量信 託か 否か を判 断す るには用 い られ

な い(IHTA1984PartIII,Chap.II1§ §58-85)。

(17)「 課税 の繰 り延べ 」 の経 緯 等に つ いては 、 イギ リス信 託 税制 研究 会 ・前掲 書第3章202頁 以下 参 照。

なお 、「課 税 の繰 り延 べ」 と して は、現行 法のIHTA1984§57に おい ては ホール ド・オー バー ・リ リ

ー フ(譲 渡者 は ゲ インに賦 課 され ず
、 資産 を取得 した者 の取 得 価 額 か ら控 除 され る。)が 取 られ て

い るが 、財 産評 価 を必要 と しない ノー ゲ イ ン ・ノー ロス方 式 が検 討 され た こ と もあ る。 同204頁 、

205頁 参 照 。

(18)基 本 税率 に よ る課税 は、個 人所得 につ い て所得 税率(最 高40%)で 賦 課 され てい る者 を信 託の 利

用 に走 らせ て きた。 そ こで、一 定額 以上 の未 配分 所得 につ いて付加 税 率15%を 賦課 して 、総合 税率

(基本税 率+付 加 税率)を40%と す るこ とが検 討 され て きた。現 行 の総 合 税率(基 本 税 率+付 加 税

率)35%は 法人 税率 と同一 で あ る。 イギ リス信 託 税制 研 究会 ・前 掲書 第3章194頁 以下 参照 。

(19)イ ギ リス信 託 税制研 究 会 ・前掲 書 第2章69頁 、70頁 参照 。

(20)SeePeterWhite,supranote⑤atChap.6.

(21)詳 細 につ いて は、 前掲 注(7)第2章76頁 以下(所 得 税)、94頁 、95頁(キ ャ ピタル ・ゲ イ ン課税)、

第3章228頁 以下 参照 。

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

10年 ア ニ バ サ リー 課 税 、 出 口課 税 に つ い て の 詳 細 は 、 前 掲 注(7)第2章132頁 以 下 参 照 。

前 掲 注(7)第2章134頁 以 下 参 照 。

PeterWhite,supranote(15)at146,イ ギ リス信 託 税 制 研 究 会 ・前 掲 書 第3章190頁 以 下 参 照 。

TomlinsonvGlynsExecutorandTrustee(1969)45TC600 .

CorbettvIRC(1938)1KB567.
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第2款 公益信託

1チ ャ リテ ィの概 要(27)

(1)チ ャ リティの定義

イギ リスでは、「公益 活動」や 「公益 活動 を行 う主体 」、す なわ ち公益 信託、公益法 人等

のこ とを広 くチャ リテ ィ(charity)と 称 してい る。

チャ リティに該当す るか否 か、す なわち公益性の基本的な テス トは、エ リザベ ス1世 時

代 の1601年 の法律(43Eliz1,c4)の 前文(い わゆる1601年 公益ユー ス法)に 依存 しうる

と解 されているが、 この前文 は多 くの公益 目的 を掲げていた。 しか し、現在、その前文 は

制定法現実か ら除外(廃 止)さ れてい る。 そのため、公益 ユー ス法の前文 を参照 に しなが

ら、公益信託 の公益 目的につ いて、次 の① ～④ の4つ の原則的 な要 件 を見いだ したペ ムセ

ル(Permsel)判 決(1981)AC531の マ クナー トン卿の意見に その判 断テス トを見 いだす

ことが有益 である。

なお、公益信託の運営 ・監督、促進 については、1953年 の公益信 託法、1960年 のチャ リ

テ ィ法等が重要 である。

① 貧 困の救済

② 教育 の奨励(助 長)

③ 宗教 の助長

④ その他、 コミュニテ ィへ恩 恵 を与え る目的

貧 困の救済 のための信託 を除いて、その他 のすべ ての公益信 託は、公的 な利益(Public

benefit)を 促 進す る。関係 者 に利益 を付 与す るため に設定 した信託 は、公益 的で ある と

はい えない。

公益信託 を支 えているポ リシーか らは、① 委託者が一般 的 な公益的 な意図 を有 してい る

限 り、公益 目的が必ず しも確 実であ るこ とは必要 でない(具 体 的 な事業 目的 を掲げ る必要

はな く、信託 設定者の表明 した一般 的 な公益 目的に合致す るよ うに、裁判所又はチ ャ リテ

ィ ・コ ミッシ ョナーに よ り 「可及 的近似 の原則(cy-presdoctrine)」 によ り事業計画 を定

めて貰 うことがで きる)と いうこ と、そ して純粋 に抽象的 な公益 目的か らなって いるとい

うことが永 久的に継続 した として も有効 で ある(公 益信託 は不定期間 を存続期間 として設
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定 で きる)と い うこ とが導 きだ されてい る。

チャ リティは、 その構 造が どの ような もの であろ うと、 それが イグゼ ンプ ト ・チ ャ リテ

ィ(exemptcharity)や イ クセプティ ド・チ ャ リティ(exceptedcharity)に 該 当 しない

限 り、登録(registration)を しなければな らない。登録 をすれば、租税 の特権 を受け る

チャ リティであ ると推定 され る。 チャ リティの登録機関(監 督 又は指導機 関)と しては、

チ ャ リテ ィ・コ ミッシ ョンが存在す る(28)。1853年 の公益 信託法で設置が認め られた もので

ある(1960年 チャ リテ ィ法 でこの よ うな登録制 度が導入 された。 チャ リティが租税優遇措

置 を受 けるため に、事前 にチャ リテ ィ ・コ ミッシ ョンと歳 入庁 は協議 を している といわれ

てい る)。

イグゼ ンプ ト ・チャ リティは、1960年 法 に先 立 って、 コ ミッシ ョナーの管轄か ら除外 さ

れていた大 きな組織であ る。 イクセプティ ド ・チャ リティは、資産か らの年 間所得 が £1 ,

000を 超 えない小 さなチャ リテ ィで、規則 ・命令 で列挙 され た職場な どで登録 され るもので

ある。

登録 されたチ ャ リティは、170,000件 あ り、毎年4,000件 の割合 で増 えてい る。年 間100

件程 度が却下 されてい る。

なお、公益 目的 とそ うでない公益 目的が混在 す る裁量 トラス トは、不適格 となる。信託

が有効 な公益信託 であるため には、その 目的は排他 的でなければな らない。公益又 は慈善

目的の信託 は、受益者原則 の侵害、不確実性 な どのために無効 であ る(公 益及び慈善 目的

の信託 は慈善が公益 に制約 され ることによ り、有効 と考 え られている)。

2チ ャ リテ ィの課税伽)

(1)チ ャ リテ ィの優 遇措置、公益法 人の活用の概要

一般的に、 チャ リテ ィは、後述す るようなタ ックス ・ホ リデ イを享受す る。

チ ャ リティは、信 託か法 人であるかにかかわ らず、所得 税、 キャ ピタル ・ゲイン税、法

人税 、相 続税、 印紙税 が免税 とされ る。事 業所得(こ れは投資所得 に対す るもの としての

所得 であ る)が 関係す る場合 には、次の場合 について課税 か ら免除 されて いる。

① チャ リティの 目的、又 は主 たる目的の1つ が特別 な取 引 を実施す るこ とである とき、

又は

②事業 に関係す る仕事が、主 として受益者 によ り遂行 ・実施 されてい る とき。
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実質 的な取引がイグゼ ンプ シ ョンの適用 を受けずに運営 され るのであれば、会社 を取引

す るために設立す るであろ う。 そ して、公益信託は、当該会社 が3年 を超 え る期 間にわた

り公益信 託にその純利益 を支払 うこ とを誓約 させ る。す ると、 その会社 は課税所得か らそ

れ らの支 払 を控 除す るこ とが で き、税 を免 れるこ とがで きる。 当該会社 は、公益信託 に支

払 を行 う前に、 基本税率 の所得税額 を、 誓約 している総支 払額 か ら控 除 しなければな らな

い。そ して、 その ように控 除され た税 を歳入庁 に報告 をす る。公益信託 は、 ここで支払 れ

た税額の取戻 を請求 す る権利 をもつ。

1993年4月1日 か ら、 地方議会 に よる税率(地 方税率)に 関 して、80%の 強制 的な免 除

(mandatoryrelief)が 、公益 信託 が 占有 ・使用 し、公益 目的に主 として又は概 ね使用 され

てい る場合の土地に適用 されてい る。裁 量に よる免除(discretionaryrelief)は 、地方 当

局が それを充足 してい ると判 断す れば、 その他20%に つ いて利用 され うる。

所得税 とキャピタル ・ゲ イン税か らの免 除(exemption)は 、 その所得 とキャ ピタルゲ

インが公益 目的 に適用 され る限 りにおいて適用 され うる。 イギ リスにおけ る子供の教育 の

ための信 託 は、公益信託(charitabletrust)で あ るが、仮 に子供A、B、Cの ため にの

み存す るのであれば、私 的信託 として税 の イグゼ ンプシ ョンを受け るこ とが で きない。

税法上 の優遇措置の濫用 を防止す るために、1986年 財政法 は、公益 目的の ため に、 その

支 払 いが用 い られてい るか否か とい うこ とを検証 す るための合理 的 な手続段 階 を踏 まず

に、支 払いが海外 の組織 に対 して行 われて いる場合(例 イギ リスのチャ リティが コン ト

ロー ル してい るいわゆる 「飼 い慣 らされた」 オフショア ・チャ リテ ィ」 を介 して会社利益

をラン ドリー す るため に支 払われ る〉、及 び非独 立当事 者間 ロー ン又 は投 資がチ ャ リテ ィ

のため に行 われた とい うこ とが立証 で きない場合 に、この リリー フ(relief)を 制 限す る

ため の特別 の規 定 を立法化 してい る。 チ ャ リテ ィが租税 上 この イグゼ ンプ シ ョン を失 う

と、 それはチ ャ リテ ィのため に コーベナ ン ト(チ ャ リテ ィと寄付者 の間で所得 か ら継続的

な寄付 の約束 をす ること)を 行 っている人々 に影響 を与え る。後述3(7)参 照。

(2)ド ナー(寄 付 者)に 対す る租税 インセンティブ

個 人 による公益 の ための3年 間を超 え る契約(コ ーベ ナ ン ト)に 、 基本 または高率 の所

得税率 の リリー フが適用 される。会社 も同様 にその よ うな契約(コ ーベ ナ ン ト)に つ いて

法人税の リリー フを得 ることが で きる。 チャ リティは、個 人又は法人に よ り控 除 された基

一112一

▲



r

本税率の税額 を歳 入庁か ら取 り戻 す こ とが で きる。個 人や法人 は、 また税額400ポ ン ド未

満で、1度 限 りの適格贈 与(寄 付)を あ たか も適格 契約(コ ーベ ナン ト)と 同 じように用

い るこ とがで きる。そ の よ うな もの の使 用 者 が 「認 証 さ れたペ イ ロー ル控 除 ス キー ム

(recognisedpayrolldeductionscheme)」 を有 してい る場合、個 人は毎 月£600ま での寄

付 をす ることが で きる。 その ような寄付 は個 人の控除費用 とな り、選択 されたチ ャ リテ ィ

に支払 うための、認可 された公益代理人 に対す る寄付総額 となる。

チ ャ リティに対す る譲渡 は、相続税法上非課税 とな り、 キャピタル ・ゲイ ンは ノーゲ イ

ン ・ノー ロスで課税 され、 その ような税 は贈与者 においては課税 されない。

以下、詳細に課税 関係 をみてい くこ とにす る。

2設 立段階

(1)相 続税

相続税 にお いて、IHTA1984§23(1)は 、人々が譲 渡す る価 値(value)が チ ャ リティ

に与え られて いる財産 に帰属す る限 りにお いて、価値 の譲渡 は非課税 で あ る旨を規 定す

る。 これは、譲渡が ドナー(寄 付者)の 生前中で あろう と死亡 時であろ うと適用 され る。

IHTA1984§23(2)は 、次の処分のいずれかに該 当す るものにつ いて、 イ グゼ ンプ シ ョ

ンを認めない。

(a)権 利又 は期 限の価値 の譲渡後 に消滅の効 果が生ず る処分 。

(b)譲 渡後12か 月以内に充足され ない条件 に依存す る処分。

(c)無 効 に(解 除)で きる処分。

そ して、 このために、価値 の譲渡後12か 月経過時 に無効 とされてい ない処分 、及び その

後に無効 とされない処分 は、無効 に されない とみ なされ る(そ れ以前 に無効 にで きるか否

か にかか わらず)。

§23(3)は 、以下 の ような場合に おいて、財産(そ の他 の財産 におけ る権利 であ る)に

対す るイグゼ ンプ シ ョンを否定す る。

(a)そ の権 利が贈 与者(委 託者)の 権利 よ り小 さい場合

(b)そ の財産が限定 され た期 間にのみ与え られ る場合

そ して、 この ため に、 その権利が委 託者の権 利 よ り小 さいか否 かは、価値譲渡後12か 月

時において判断 され る。
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チ ャ リテ ィに委託 者が譲渡 す る財 産 につ いて、委託 者が無償 利益(gratuitousbene・

fit)を 保有す るこ とを妨げ るために、 さらに租税 回避規定 をお いて いる。

(2)キ ャ ピタル ・ゲイン税(CGT)

資産 が独 立 当事者 での契約 とは異 なった状況 の も とでチャ リテ ィに与 え られた場合 に

は、市場価格処分ルールに係 るTCGA1992§17は 適用 されないこ ととなる(TCGA1992§

257)。 この規定 は、① 対価 が処分 時において控 除 として認め られ る額 を超 えない処分 又は

②贈与 によ る処分 にのみ、適用 され る。 §17は、一定 の処分 を市場価格 での処分 として取

り扱 う規定 である。§257のイグゼ ンプシ ョンが適用 され ると、委託 者に よる処分及 びチャ

リテ ィに よる取得 は、 ノー ゲイン ・ノー ロス として取 り扱われ る。 チャ リティが後 にこの

財 産 を処分 した ときに、 資産の取得 はチ ャ リティの取得 として取 り扱 われ る。

(3)所 得税

チ ャ リテ ィへ の財産 の譲渡 につ い て所 得税 の課税 関係 は生 じない。契約(コ ーベ ナ ン

ト)の 期 間が3年 を超 える場合 には、チャ リテ ィへ の契約上の支払者 は、所得税 の リ リー

フ を得 るこ とが で きる。 リリー フ は所得 税 の基本税率、高税率 に基づ く(ICTA1984§ §

660、683)。

(A)給 与か らの寄付

所得税 の リリー フは、 その他2つ のチャ リティへの贈 与において得 ることがで きる。

第1は 、チ ャ リテ ィへ の給与か らの寄付 であ り、使 用者 が、使用 人の賃金か ら、1年 に

つ き£900(1993/94年)を 超 えない額 を控除 できる。 それ を直接 チャ リティに支払 うか、

使 用者のために、チャ リティへの配分 を行 う認可代理 人に支払 うこ とが で きる。第2は 、

使用 人の総賃金 か ら支払 われ た額 を使 用者が控除す ることによ り、使用人が所得税の リリ

ーフ を受 け取 る場合 である
。

(B)贈 与 目的

所得税 の リ リー フは また、贈与 目的に対 して も活用 され うる。 これ は個 人 と閉鎖 会社

(法人税の ため に付与 されてい る リリー フ)に 与え られてお り、チ ャ リテ ィへの一方的 な

現金贈 与の ため である。その ような贈与 の最小 限度額は、1993年3月16日 か ら基本税率 の

£250ネ ッ トであ り、最大 限度額(上 限)は 存 しない。一 方、非 閉鎖会社 には、 その よ う
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な下 限、上 限は存 しない(ICTA1988§339)。

3設 定後の課税

(1)相 続税

公益信託が継続 してい る間は、課税 は生 じない。信託 は裁量信託 であるが、公益 目的の

みのため に一定の期間保 有 されてい る、あ るいはその他 それ と同様 の状況 にある財産 は、

「相 当な財産」に該 当せ ず、 よって相 続税 を課税 され ない(IHTA1984§58)。 財産 が 「相

当な財産」に該当せずに、 そして期 間の限定が な く(日 時、 その他 の方法 によ り、 明確に

された期間がない。IHTA1984§76)公 益 目的のみで保有 されて いる場合 には、裁 量信 託

のため のイグゼ ンプ シ ョンが存在 す る。明 らか に、IHTA1984§76は 、 「タ イム ・チ ャ リテ

ィ(特 定の期 日に終了す るチ ャ リテ ィ)」 には適用 されない。

(2)一 時的 な公益 信託の課税

一時的 な公益信 託か ら離脱す る財産 に適用 され る相続税 規定 として
、IHTA1984§70が

存す る。§70は、設定 され た財産(settledproperty)が その期間のおわ りまで公益 目的の

みのため に保有 され(日 付 に よるか その他 の方 法に よるか は問わず)、 そ してその財産 を

公益 目的の ためにのみ保有 す るこ とを停 止す るときには、課税が生 じる と規定す る。 この

規定 は、「タイム ・チ ャ リティ」 を目的 としてい る。

§70のもとでのIHTが 賦課 され る場合 の税率 は、§70(6)に おいて、次 のよ うな割合 の

累積 としてIHTを 計算す る。

① 相 当な期 間内(1975年3月13日 後 の期間、 その間、財産は従業員信託(エ ンプ ロイ

ー ・トラス ト)に おいて保有 されていた。)に おいて、最初の、完全 な40ク ォー ターは

それ ぞれ0.25%

② 次の40ク オー ターは0.2%

③ 次の40ク オー ターは0.15%

④ 次の40ク オー ターは0.1%

⑤ 次の40ク オー ターは0.05%

よって、1年 間、公益信 託において財産 が保有 されている とす ると、 出口税は1%と な

るであろ う。 さらに、10年 で10%、20年 で18%と なるであろ う。
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IHTA1984§23(3)に おいては、 タイム ・チャ リティを設定す るときに、IHTの イグゼ

ンプ シ ョンが存在 しない とい うこ とか ら、一定 の従業員信託 と違 って、 タイム ・チ ャ リテ

ィを設立す る相 続税上 の メ リッ トが存在 しない とい うこ とになる。

(3)関 連財産(relatedproperty)

IHTの 評価 を回避す る目的での、 チャ リテ ィの使用 を規 制す るIHT規 定(IHTA1984

§161)が 存す るこ とに留意 してお く必要が ある。個人の遺産 を構 成す る財産 の価値 がそれ

とその他 関連 す る財産 の累積価値 の適正 な割合 によ りも小 さい場合 には、その財 産の価額

は、累積 価値 の適正 割合 とされてい る。§161(2)(b)(i)は 、後 の5年 間の うちに、1)

財 産が① チ ャ リテ ィ財産 になる場合、 あるいは②現 にその よ うに なってい る場合 、あ るい

は③ 公益 目的のみのために保有 されて いる場合、 そ して2)1976年4月15日 後に委託 者又

は配偶 者が行 った価値(value)の 譲 渡 において、上 述の よ うになってい る場合、 そ して

3)譲 渡 された価値 が当該 財産 に帰属 す る範囲 内において、 イグゼ ンプ トされて い る場合

には、その財産 は関連財産 となる旨、規定 している。 この規定は、配偶 者の遺産 におけ る

財 産 に も適用 され る。 しか し、関連財 産 は、次 の事例 でみ るよ うに、BPR(事 業 資産 リ

リー フ)を 増 す るために適用 され る。

〔事例 〕Aは 、B会 社 の株 式の30%を 所有 してい る。Aは 、1980年 に家族 チャ リテ ィ を

設立 した。チ ャ リテ ィの設立時に、Aは 、 その株式の10%を チ ャ リテ ィに譲 渡 した。Bは

当該株 式に係 る配 当を支払 い、 チャ リテ ィは、10%株 式か ら、ACT控 除ので きる所得 を

受 け取 った。譲 渡は、§23(1)に よって、それが行 われた ときには非課税 で あ る。1987年

3月16日 に、50%のBPRは 、譲渡者が会社 に影響 を及ぼす事 項に 関 して25%を 超 える議

決権割合 を保有 してい る場合 には、非上場 の商事会社の少数株主 に までその適用 が拡大 さ

れた。 この 日までは、非上場 の商事 会社の少数株主 は、30%の リリー フの資格 を有す るの

みであ った。 なぜ な らば、非上場の商事 会社 の少数株 主がチャ リテ ィを設立 した場合、30

%保 有 は10%保 有 に関係 しているこ とか ら、一緒に(合 算)さ れ る。 そこで、 当該少数株

主は、50%BPRの 資格 を取得 し、後 に、BPRが その保有株 式 を増 大 した1992年3月9

日に、100%リ リー フの資格 を取得 す る。A株 式 のその ような りリー フは、10%株 式の処

分後 、5年 間継続す る。

一116－

T
I



r

(4)キ ャ ピタル ・ゲ イン税

TCGA1992§256は 、ゲイ ンがチ ャ リティに生 じ、公益 目的 のためにのみ使用 されて い

る、 あ るいは使用 され うる場合 には、課税 され な い と規定 す る(ICTA1984§23(1) 、

(6)、ICTA1988§505(3)参 照)。 歳 入庁 の見解 は、た とえ譲渡者 の遺 産に対す る損 失が

譲受人の もとにあ る価値 の評価額 よりもよ り大 き くて も、譲渡者 は、 イグゼ ンプ トされ る

としてい る(SPE13)。 公益 目的の ための残余 遺産の譲渡 は、た とえシ ・プ レ(cy-pres)

の適 用のために遺言者 の死亡後直 ちにその よ うな公益 目的に適用す るとい うことがで きな

い場合 で も、 チャ リティに対す る贈 与 である と解 されて いる。

しか し、公益信託が所有 している財産は、公益信託 に服 しな くな るを場合(た とえば、

タイム ・チャ リティは期 限の終了が到来す る)に は、次 の ようにな る。

① 受託者 は、 あたか も受益者が時価 に等 しい対価 でその財産 を処分 し、 直 ちに再取得 し

たかのよ うに取 り扱われ る。処分 に よるゲ インがチャ リテ ィで発生 していない として、取

り扱 われる。

② その財産の どれ もが、直接 又は間接 に、受託者 に よる資産の処分 の対価 に相 当す る場

合 には(及 び相 当す る限 りは)、 その処分 に よ り発 生 したゲインは、 どれ もチャ リテ ィに

よ り発生 した もの とは取 り扱われない。

上述②の規定 に よる課税 ゲインに対す る賦課 は、財産が公益信託 に服 さな くなった賦課

年度の終 了か ら3年 を超 えない期間 内にいつ で も行 うこ とが できる。

(6)所 得税

所 得 税 に 対 す る チ ャ リテ ィ ・イ グ ゼ ン プ シ ョ ン(公 益 活 動 へ の 課 税 免 除)は 、

ICTA1988§505(1)に よ り規定 されて いる。次の ような ものは、歳 入庁 に 申請 す るこ とに

よ り、課税免除 とされ る。

① 病院、公的な学校 、私 立救貧院(almshouse)が 保有す る土地、公益 目的で受 託者

に移転 させ られ た土地か ら生ず る(シ ェ ジュー ルA、Dの もとで課税 される)レ ソ ト

と利益

② チャ リテ ィに 占有 されてい る土地か ら生 ず る(シ ェジュールBの もとでの)課 税所

得

③ シェジュー ルC、D、Fに 該 当す る所得 で、 チャ リティに帰属 し、公益 目的に適用
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され るもので、その ように用 い られて いる所得

④ 教会 用の建 物 を復 元す るため の もととしてシェジュールCの もとでの所得

⑤ 一定の事業所得

⑥ オフシ ョア ・インカム とゲイン(TA1988§761)

チャ リティが受け取 った所得 が シェ ジュー ルE、 シェジュールDに 該 当して も毎年支 払

われる利子等 でない場合 には、課税 の対象 とな る。①、③、⑤、⑥ は 当該所得 が公益 目的

のため にのみ用 い られ ている場合 のみ非課税 とな る。

チャ リティが事 業 を行 った場合 に得 る利益 につ いては、前述 したよ うに、1)そ の利益

が 当該 チャ リティの 目的の ため にのみ使用 され る、2)当 該事業が チャ リテ ィの主た る 目

的を遂行す るために行 われ ているか、あ るいはその事業 と関係 のある業務がチ ャ リティの

受益者 に よ り主 として行 われて いるか、 とい う2要 件 を充 足す る場合 にのみ、非課税 とな

る。

事業所得 に係 る課税免 除(イ グゼ ンプ シ ョン)の 要件 を充足す るこ とは困難 であるため

に、通 常、前述 した ところの事業会社(事 業及 びチ ャ リティに全 ての利益 を支払 うとい う

コーベ ナ ン トを遂行 す る)を 設立す るのが一般的で ある。事業会社 は事業所得 をアニュア

ル ・ペ イメン トに転 換す る機能 を果 た して いる。

ESCB9は 、銀行利子(こ れは年払い であ るこ とを問わ ない)な どに もこの非課税 を拡

大 して いる。ESCB4は 、一定の条件が充足 された場合 に、バ ザー、雑 貨廉売 セー ル、お

祭 り、花火大会 その他 チ ャ リテ ィが企画 をす る同様 の催 しか らの所得 を、法人税法上 非課

税 としてい る。歳入庁 は、SP3/87に おいて、チ ャ リティへの税金 の還付 をす みやか に

行 うため の手続 きを規定 して いる。

あるチャ リティが別のチ ャ リテ ィか ら受領 した支払額 はいか なるもので も十分 な対価 に

相 当 しない ときは、 それ はアニュアル ・ペ イ メン トとして取 り扱われ るこ とに なろう。

なお、贈与者(寄 付者)に ついての特別 の優遇措 置につ いては、前述2款2(2)参 照。

(7)租 税 回避

上述 した ようなチャ リティ ・イグゼ ンプ ションは、 タックス ・ア ドバ イザー に とって魅

力 的 で あ る。1986年 財 政 法 に お い て、歳 入庁 は、 チ ャ リテ ィの濫 用 を防 止 す る規 定

(ICTA1988§505(3)～(8)、 §506、Sch.20)を 導入 した。一般的 に、 この制 限は、関係
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す る課税期 間において、 £10,000以 上 の 「相 当の所得 とゲ イン」 をもって いる場合 にのみ

適用 され る。 「相 当の所得 とゲ イン」 とは、TA1988§505が 規 定す るイグゼ ンプ シ ョン以

外の所得 、TA1988§505(1)に かかわ らず課税 され る所得、及 びTCGA1992§256が 規定

す る以外 の課税対象 となるゲインを意味す る(TA1988§505(5))。

歳 入局(Board)が 、 この規定 による規制 を免れ るために、チ ャ リティを2つ 以上 に分

割 してい るとが判 断す る と、 この規定が適用 され うる。

また、 このイグゼ ンプ シ ョンは、課税年度においてチ ャ リテ ィが行 う支 出がチ ャ リテ ィ

の 目的以外 に起 因す る ときには制 限 され る。公益 目的 以外 に起 因す る支払 は 「非適 格支

出」 としていわれてお り、公益 目的か ら生ず る支払は 「適格 支出」 としていわれてい る。

イギ リス外へ の団体等への支払は、 その支払が公益 目的のためにのみ使用 されてい るとい

う証 明 をして、 その支払が合理的で ある といった場合 でない限 り、 非適格支 払であ る。貸

付 も投 資 も、適格 ロー ンや適格 投資に該 当す るための条件 に該 当 しない限 り、 非適格支払

とな る。

す なわち、 これ らの規定は、課税期 間 において、以下 の ようなこ とが生 じた場合 には、

チャ リティの所得及 びゲ イン双方 につ いて、 リリー フ を否定す るこ ととなる(TA1988§

505(3))。

① その相 当す る所得 及 びゲ インが £10,000未 満でない こと。かつ、

② その相 当す る所得 及 びゲ インが その適格支 出(公 益 目的のため に生 じた支 払い及 び海

外への 団体等への一定の支 払いであ る。適格支 出につ いては、ICTA1988§506に 定義 され

ている)の 額 を超過す るこ と。かつ、

③ チャ リティが非適格支 出 を支 出 して いる、 あ るいは支 出 してい るとして取 り扱 われ る

場合。

〔注 〕

(27)チ ャ リテ ィ の要 件 に つ い て は 、D.J.Hayton,TheLawOfTrusts100-119(2nded.1993);

DavidB.Parker&AnthonyR.Mellows,supranote(5)at169-222;PhillipH.Pettit,supranote

(5)at216-61を 参 照 に した 。 そ の 他 、 雨 宮 孝 子 「法 制 度 及 び 税 制 度 か らみ た イ ギ リス の 公 益 活 動

(チ ャ リテ ィ)の 現 状 」 松 陰 女 子 短 期 大 学 紀 要6号87頁(平2)を 参 照 。

(28)チ ャ リテ ィ ・コ ミ ッ シ ョ ン の 詳 細 に つ い て は 、D.J.Hayton,supranote(27)at103-105,雨 宮 ・

前 掲 論 文96頁 以 下 参 照 。
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(29)チ ャ リ テ ィ課 税 に つ い て は 、PeterWhite,supranote(5)at151-160;D,J.Hayton,supranote

(27)at100-102;JoneTiley,supranote(15)at14-09,23-03,44-10a参 照 して い る 。 特 に 、 本 稿 は 、

PeterWhite,supranote(5)at151-160に よ る と こ ろ が 大 き い 。

そ の 他 、 解 説 書 と し て 、MooresRowland'sYellowTaxGuide(1994),

ButterworthsUKTaxGuide(11thed.1992);MoizSadikali,ButterworthsYellowTax

Handbook(13thed.1991);GilesClarke,ButterworthsCapitalGainsTaxGuide(2nd.ed.1989)

が 有 益 で あ る。

1

1

1

1
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策3款TrustsfortheDisabled(障 害 者 信 託)3°

精神 的、 身体 的 な障害者 の ため の信託 は、所 得 につ いての権利 を付 与す る。 その場合

に、 当該信託 は、収益保有信託 と して取 り扱われ るか、 あるいは裁 量信託 として取 り扱 わ

れるか の どち らかであ る。後者(裁 量信託)の 場合 において、 障害 者た るパー ソンは、裁

量的受益者 となる。

1障 害者信託の課税関係

(1)相 続税

相 続税 の リリー フは、IHTA1984§89の 条件が充足 され る場合 に、障害者の ため の裁 量

信 託 に適用 され る。§89(1)は 、1981年3月9日 後 の継承 的財 産処分 に譲渡 された 「設定

され た財産(settledproperty)」 でかつ、次 のよ うな信託 にお いて保有 され ている 「設定

され た財産」に適用 され る旨、規定す る。

① 障害者の存命中に 「設定 された財産」 に収益保有権が付随 していない信託 であ り、

かつ

② 障害者の存命 中に適 用 され る 「設定 された」財産 の半分が 当該障害者 のため に適用

され るこ とが保証 されてい る信 託。

1981年3月10日 前の障害者のための信 託へ の財産譲渡 につ いて、詳細 なルールは適用 さ

れていなかった。 障害者は、財 産が継承的財 産処分 に譲 渡 された ときに、次 の ような要件

を充足す るものである として、§89(4)に 規定 されてい る。

①1983年 の精神衛生法(MentalHealthAct1993)に よ り精神 的な障害に よ り、 自分

の財産 を管理 で きず、 あるいは 自分 のこ とを処 理 できない者(パ ー ソン)。 又は

②1983年 の社会保障手 当法 によって介護手 当、 あるいは1992年 の社 会保障手 当法に よ

って最高率 又は 中間率部分 に相 等す る治療 の ための手 当 を受 給す る者(パ ー ソン)。

又 は

③ 障害者生活手当 を受給す る者(パ ー ソン)。

これ らの全ての要件 が充足 され る ときに、障害者 は設定 された財産 の全 てに収益保有権
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をもってい るとして取 り扱われ る。 そ して、 その よ うな権 利については、前述 第2節 第1

款1(2)で 述べ た ような課税関係 を伴 う。 た とえば、 そのよ うな継承 的財産処分へ の贈 与

は、PETと な る。

(2)キ ャ ピタル ・ゲ イン税

キャ ピタル ・ゲ イン税 について、 リリー フが付与 され る。TCGA1992Sch.1,para.1は 、

受託者に通常与 え られ るイグゼ ンプシ ョンの倍額 であ る£5,800の リリー フを与 えて いる。

しか し、 リリー フの条件 は、相 続税 とは異な る(但 し、 リリー フのための資格 を有す る者

(パー ソン)は 同 じである)。 キャピタル ・ゲイ ンの年 間 イグゼ ンプシ ョンは、信託が精神

的障害者 の生涯 にわたって、課税年 度において、介護 手当又は障害者生活手 当 を受け取 る

ときに、パー ソンが、 以下 のよ うであ る場合 には付 与 され る。

① 利用 され る財産 の半分が その ようなパー ソンの ために利用 されてい るこ と。かつ

② その ようなパー ソンが財産か ら生ず る所得 につ いて半分の権利 を取得 してい るか、

又はその ような所得 がその他のパー ソンの利益 の ために利用 されていない こと。

「知 的障害者(mentallydisabledperson)」 の定 義 は、相続税 の場合 と同 じであ る。す

なわち、1993年 の精神衛 生法 で意味す る精神的 な障害 によって、 自分 の財産 を管理 で きな

い、又は 自分 の事柄 を処理 で きない者(パ ー ソン)で ある。

障害者信託に対す るキャピタル ・ゲイン税 に係 る年 間イグゼ ンプ シ ョン と障害者の ため

の裁量信託 に係 る相続税の取扱 との間には相違が あ る。1つ は、 キャピタル ・ゲ イン税 に

おいて、 そのパー ソンはその課税年度 の間、 障害者 でなければな らない。 これ に対 して、

相続税 におい て、 そのパ ー ソンは継承 的財産処分 の開始 時に障害者 であれば よい。1つ

は、相続税 の リリー フは、障害者が現実 にその所得 に権利 を取得 している場合 には与 え ら

れない。 しか し、相続税 とキャピタル ・ゲイン税 の リリー フは所得 につ いての裁量が 障害

者のため にのみ行使 され うる場合に、裁 量信託 には適 用 され うる。

1

(3)所 得税

障害者信託に対 して所得税法上特別の リリーフはない。信託が収益保有信託であるとす

ると、所得税は25%(配 当については20%)で 課税されるであろう。裁量信託であるとす

ると、その所得税は、35%の 税率で受託者に課税される。
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〔注 〕

(30) 障 害 者 信 託 課 税 に つ い て は 、PeterWwite,supranote(5)at161-63に よ っ て い る。
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第4款EmployeeTrusts(従 業 員 信 託)

1従 業員信 託の課税関係(31)

(1)従 業員信 託の定義

雇用者は、従 業員 に利益 を与 え るため に、各種の方法 で信託 を利用 してい る。現実 に、

従業員に雇用 者が所有 す る株 式 を取得 させ る、 あるいは退職 給付 金、学 資、疾病給付金 な

どを給付す るため に信託 が設立 されて い る。信 託基 金 に従 業員 自身が拠 出す る例 も存 す

る。

従 業員信託 には、特別 に租税優遇措置が規定 されて いる もの もあ る。 た とえば、認可 を

受けた利益分 配型信託(approvedbenefitsharingschemes)、 適格従業員株式保有信託

(qualifyingemployeeshareownershiptrusts)な どが存す るが、これ ら信託 は別途取 り

扱 うこととし、 まず課税 の特例が存 しない場合 の従 業員信託の課税 関係 を概観す る。

従 業員信託 の多 くは、信託所得 を累積す る とい う条項や、その使途 につ いて受託者 に裁

量 を与え る規定 をおいてい る。 よって、所得 、ゲ インについては、基本税率 と付加税率 に

よ り課税 されてい るのが現状 である。

従 業員 のための信託(EmployeeTrusts)に 付与 され るIHTに おけ る リリー フは、非

常に有益 であ るといえ る。 その定義 はIHTA1984§86に おいてみ るこ とが で きるが、 同条

は、「設定 された財 産(settledproperty)」 が、無期 限 にあ るいは一定の期 日の終 了 まで

に、その設定 された財産 のすべ てを、以下 の者(パ ー ソン)の ため以外 には適用す るこ と

が認め られていない信託 において、保有 されていなければな らない旨、規定 して いる。

① 特別 な事業及 び専 門的 な雇用、あ るいは事業 、知 的職業 、企業 を遂行す る者 による

雇用、 あ るいはその ような者 を有す る事務所 に よ り関係づ け られている1ク ラスのパ

ー ソン。 又は、

② 結婚、親戚、 又は扶助 な どによ り関連づ け られてい る1ク ラスのパー ソン又 は上述

① に準ず る1ク ラスのパー ソン。

その クラスが、雇用 とか特別 な集団か らな るオフ ィスとかに関連づけ られ て定義 され て

い る場合 には、IHTA1984§86の 規定が、次の ような場合 のみ、「設定 され た財産 」に適

用 され る。
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① その クラスが 関係 す るパー ソンをもつ事務所が雇用す るすべ ての又 はほ とん どの

パー ソン、 あるいはそのよ うな事務所 を維持 しているすべ ての又 はほ とん どのパー ソ

ンか ら構 成 されている場合。又 は、

② 「設定 され た財産」 を保 有す る信 託が、ICTA1988Sch.9に 従 って認め られた 「株

式保有 スキー ム」の信託であ る場合。

(2)相 続税

(A)相 続税 リ リー フ

この定義 を充 足す る と、従 業員 信託 は、10年 ア ニバ ーサ リー課税 か ら免 除 され、 そ し

て、 その期 間 内の財産 は、裁量信託 の課税規定 における 「相 当な財産 」には該当 しない と

い うこ とにな る。 また、IHTA1984§86は 、設定 された財産 についての収 益保有権 が、全

体 の5%未 満であ る場合には、「収益保 有権」 は否定 され る旨、規定 してい る。

個 人 の場合 、相続税 の課 税免 除規 定 は、IHTA1984§28に おか れ てい るが、 この規 定

は、①会社 の株 式に受益的な権利 を取得 してい る個 人 より行 なわれ るその価値 の譲渡は、

§86を充足す る継承 的財産処分 に対 して、 その会社 の有価証 券又 は株 式 を譲渡す る場合 に

は、非課税譲渡 であると規定す る。 そ して、②信託が 「設定 され た財 産」 の使用 を認める

こ とに よ り利益 を受けるパー ソンは、 当該会社 によ り雇用 されてい る、あ るいはその会社

のオ フィスを保有 しているパー ソンのすべ てあるいはほ とん どを含 む、 と規 定 している。

IHTA1984§28は 、課税 免除 を適用す るための重要 なその他 の要件 を規 定す るが、重要

な ものは、以下 の とお りであ る。

① 受託者 は、譲渡後1年 以 内にその会社 の株 式の過半数 を保有 しなけ ればな らない。

かつ、

② 課税免 除は、信託 が出資者又 は関係 者(パ ー ソン)に 対 して、 いつ で も、 「設定 さ

れ た財 産」の いかな るもの で も使用 させ るこ とを認め る場合 には、適 用 され ない。

関係 者の定義 には、結婚 による親戚関係 にある者 を含 まない し、一方 が死亡 す ることに

よ り他 方 と関係 す る者 も含 まない。 よって、特に遺言に よって、短期 間の間、従業員信託

を設定す る個 人は、 この規 定の射程 距離に ある。遺言の後 に、 出資者(共 同者)と 関係 し

ない者(パ ー ソン)は 、 このベ ネフ ィッ トを得 るこ とができる。

(B)BPR(事 業 資産 リリー フ}
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株 式又は有価証券(以 下 、「株 式等」 とい う)が 当該法 人の株 式等の過 半数 を構成 し、

そ して当該会 社 が非上場会社 であ る場合 には、BPRは 当然100%活 用す るこ とが で きる

(IHTA1984§103.IHTに おける2っ の リリーフ(BPRとAPR農 業資産 リリーフ)は 、

多 くの種類 の信託、特 に裁 量信託 に適用 され る。 この リリー フは、100%又 は50%ま で、

その譲渡価 額 を減ず るこ とがで きる)。 そこで、IHTに おけ るベ ネフィッ トは活 用す る余

地はな くなる。

しか し、従業員信託 のIHTの ルール とBPRは 、一致 しない し、BPRの ルー ルが適用

され るため には充 足され るべ き多 くの条件 が求め られ る。 このよ うな条件 は、従業員信託

には適用 されない。 けれ ども、従業員信託 が慈善 的であ るために、 この ような従業 員信託

を設定す るこ とは一般 的であ り、 またBPRが 軽減 す る とい った ような場合 で も遺 言に よ

る従業員信託 を設立す ることは一般 的に行 われてい る。

(C)消 滅(終 了)

従 業員信 託 が終 了 した ときに は、§72(5)の も とで相 続 税 の課税 が 生ず る。 それ は§

70(6)で 、公益信託 が消滅 した ときと同 じであ る。 しか し、BPRに 係 る規定 は、裁 量信

託の課税 につ いて適 用 され る。IHTA1984§103は 、 その ような信託 につ いて、次 の よ う

に規定 してい る。

① 価値 の譲渡 に よ り譲渡 された価額 とは、税 が賦課 された額 を含む。かつ、

② 譲渡人 とは、関係す る継承 的財産処分 の受託 者 を含む。

従業員信託 に適用 され る§70(6)に 関係 して、 §70(5)は 、「税 が賦課 され る額(課 税 標

準)… …」 と簡 単 に述 べ るに止 まる。そ して、100%で のBPRは 、従 業員信託 が終 了す

るときに適用 される。

(2)所 得税

ICTA1988§687に 規定 す るタ ックス ・プールは シェジュー ルD・ ケースIIIに基づ いて受

益者の所得 とみな され る裁量に よる配分 のみに適用 され る。従業員信託におけ る裁 量に よ

る配分は、 シェジュールEに 基づ く従業員の利得 として課税 され る。 よって、§687の適用

は受 けない。

従業員信託か ら利益 を得てい る従業員 は、一般的 には、受け取 った金額 につ いて、 シェ

ジュールEに おいて税 を賦課 され ることか ら、§687に規定す るタックス ・プー ルに馴染 ま

1
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ない。 よって、一般的には、次 の ような取扱 とな る。

① 従業員 の所得 は、配分額 をもとに計 算 され る(よ って、基本税率 と付加税率の合 算

税率 で グロス ・アップ させ た金額 では ない)。

② 源泉所得税制度(PAYE)の もとで所得税 と国民保 険料(NIC)は 控 除され る。

③ 受 託者が納付す る税額 は、従 業員 の所得税 又はNICの 納税義務(債 務)と 相殺 す

ることは認め られ ない。

しか し、 この法的な取扱は今 日、ESC(ExtraStatutoryConcession)A68に より、修

正 されてい る。受託者が納付 す る所得税 につ いて も税額控 除が認め られてい る。一定の条

件 が充足 され る場合 には、受託者 は、従 業員の手当(収 入)と みなされてい る裁量 による

配分 額 か ら、基本税率 と付加 税率 の合 算税率 に等 しい税額 の支 払 い を求 め るこ とがで き

る。

(3)キ ャピタル ・ゲイン税

従 業貝は、従 業員信託におけ る資産 に絶対的 な権利 を取得 した場合 には、CGTA1979§

54に 基づ いて、受託 者による 「み な し処分」が生ず る。 ただ し、支払 いが行 われず、従 業

員が通常の シェジュールE・ ルー ルの もとで資産の市場価格 に よって課 税 されてい る場合

には、受託者は、「みな し処分」の いか な るキャピタル ・ゲイ ンにつ いて も課税 され るこ と

は ない。

(4)雇 用者の支出

雇用者会社(エ ンプ ロイヤー ・カンパ ニー)は 、従業員信託 を設 立す るこ とがで きる。

その よ うな信託は商業的 なアレンジ メン トして設定 され るこ とか ら、IHTA1984§61は 、

通常問題 にならない。

2特 別 な従業員給付信託(32)

(1)認 可 を受けた利益分配 スキー ム

ICTA1988Sch.9で 認め られてい る信託 は、特定 の従業員 に割 り当て られて いない株式

に係 る配 当につ いて、受託者が 当該株式 を取得後18ヶ 月以内に割 当 を行 な う場合 には、付

加税率 に よる課税 を免除 される(ICTA1988§186(11))。
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また、 この ような18ヶ 月以 内の割当に よ り生 じたキャ ピタル ・ゲイン もキャピタル ・ゲ

イン税 を免除 されて いる(CGTA1979§144A(2)(d))。 その他 の未配分信託所得又 は キ

ャピタル ・ゲ インは、基本税率(さ らには付加税率)に より課税 されるこ とにな る。

(A)TA1988§186

1990年 か ら1991年 にかけて、 この スキー ムは、962実 施 されてい る。888,000人 の従 業員

が株 式の割 当を受けてお り、 当初の価額 は平均 £470で あ る。総合 計額 で£4億1,000で あ

る。

特別 な優遇的 な取扱が、認可 され た利益 配分 スキー ムに当て られ る株式 に与 えられ る。

信託 は不可欠 である。 カンパ ニーが受託者 に、 当該会社 か ら株 式 を取得す る資金 を提 供す

る。 そ して、 その株 式 は、特別 な個人に充 て られ る(TA1988§186,Sch.9,parts.1、II、

V、Sch.10)。

ここでの取扱は、株式 が特別 な従 業員に設定 された ときに所得税 を納付す る必要が ない

とい うことを保証 してい る。 さ らに、 それ らを5年 間の間売却 しなければ、 その後 に売却

した ときに も、 キャ ピタル ・ゲイン税 と反対ではあ るが、株 式価額 に所得税 を賦課 されな

い 。

承 認のための条件 は、① 関係 者だれに で も害1D当 て た当初 の総価額 が £3,000又 は従業

員 の給与の10%(年 間最 高 £8,000で ある)(TA1988§1187(2))、 ② そのスキーームが5年

以上雇用 されてい るフル タイム従業員 に対 してオープ ンに され なければな らない し、割 り

当てた株式は等 しい条件 でなければな らない(TA1988Sch.9、para,8、35、36)。 その

スキー ムは5年 以内のパー トタイマー従業員に も与 えるこ とがで きる。

個人 は、 さらにその雇用者 と雇用関係が な くなった後、18か 月以上はスキー ムにおいて

新 しい株式 を保有す るこ とはで きない。

関連す る閉鎖会社 に重要 な権利 を持 ってい る人(特 殊 関係者)は 、適格 ではない。

グルー プ会社 で グループ ・ス キーム をつ くるこ とが で きる。 しか し、 それは、1つ の会

社 に より支配 されてい なければ ならない(TA1988Sch.9、para.1(3)、(4))。

このスキームの特徴 は、株式の取得 時に所得 税が排 除され、後 に株式価値 が増加 した と

きに キャ ピタル ・ゲ イン税が賦課 され るとい うこ とであ る。 しか し、一定の期 間内に株 式

が処分 された ときには、所得 税が賦課 され るこ とにな る。株式が個人 に割 り当て られた と

きには、TA1988§19あ るいはTA1988§ §154、160又 は162の どち らに よろ う とも、課税
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関係 は生 じな い。 さ らに、FA1988§ §78(A)、79の もとで も何 ら課 税は生 じない。 スキ

ームの株 式に係 る配当は、割 当者 に支払 われ るがその ときに、その者 に対 して課税 され る

(シ ェジュールF)。 割当者 は多 くの制 限にかか わ らず、 キャピタル ・ゲ インにつ いては株

式 に絶対 的 な権利 をもってい る。 これ は割 当者が株 式 を処分 した ときに割 当者の相 当な

(限界)税 率 で課税 され ることを意 味 してい る(TCGA1992§238)。

(2)認 可 され た株式 オプ ションスキー ム(TA1988§185～ 裁量ス キーム及 び従業員 スキー

ム)

株式 オプシ ョンの一般的な取 扱は、TA19881988§185及 びSch.9に よって導入 され た

「認可 された株 式オプシ ョンスキーム」制度に よ り行 われている。1990-91年 度 において、

65,000人 の従 業員が 当初価格合 計で £1,380,000(平 均 で1従 業 員 当た り£21,000)を 受

け取 ってい る。

この ような スキー ムに基づ いて、1984年4月5日 以後にオプシ ョンが与 えられ る場合 に

は、それがオプ ションの付与後、3年 以上10年 超の間で行使 され るとす る と、オプ ション

の行使 時にお いて、TA1988§135あ るいは その他 の規定 に よって所得 税 は賦課 されない

(TA1988§185(3))。 代 わ りに、株式処分時 にキャ ピタル ・ゲイ ン税 の課税が生ず る。そ

れは、 オプ シ ョン株 式のフル ・コス ト(総 原価)と 処分価格 との差額 に賦課 され る。オプ

シ ョンの譲渡 につ いては、その対価 の額 が、 その差額 にシェ ジュー ルEの 所得 として課税

され る時 にお ける株 式の時価 よ りも低 い とい うことが なければ、 その譲渡か ら課税は生 じ

ない(TA1988§185(4))。 権利 を1992年1月1日 以後に取得 した場 合 で、 その権 利がデ

ィスカウン トして株式 を取得す る権利 を含 んでい るときには、 このルー ルは、対価の金額

及 び価額が市場価格の85%未 満 であ る場合 に適用 され る。 その対価 の額 と時価 の85%と の

差額 に課税 され る(TA1988§185(6B))。 そ して、 この税額は、ゲ インを株 式の処 分時に

計算す るときに費用 として控 除 され るこ とに なる(TA1988§187(7))。

なお、 このスキー ムの認可にあた っては、次の ような点 に留意 をす る必要 が ある。

① このスキーム を設立す る会社(委 託 者会 社)、 あ るいはそのよ うなグループ ・スキーム

に属す る会社 の、フルタイム役員 又は適格従 業員は参加 す る資格 を有 してい るが、その会

社 に対 して重 要な権利 をもってい る者はすべて排除 され る(TA1988Sch,9、para.27、

TA1988Sch.9、para.8)。
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② オプシ ョンが与 え られ た ときの株 式の価格 は、1)£100,000及 び2)課 税 年度又は そ

の前年度 におけ る4回 の手 当て(給 料。ただ し、ベ ネ フィッ トを除 く)の 大 きい方の金額

に制限 されている。

③ 株式は、委託者会社(あ るいは一定の支配会社)の 「払い込 まれた通常の株式資本」

の一部でなければな らない。 また、認可 された証券 取引所に登録 されていなければ な らい

し、 さらに支配会社 が登録 されていない限 り、別 の会社 の支配下にない株式 でなければ な

らない(TA1988Sch.9、para.12(2)一(4))。

(3)認 可 されてい る節税 ・関連株 式オプ シ ョン ・スキー ム(TA1988§185)

この スキー ムは、1991-92年 度末 までに、972件 が承 認 され、540,000人 の従業員 に与 え

られたオプ ションは、個 人平均 £2600で あ り、総額 £1380,000,000で あ る。

オプ シ ョンを行 うための資金 を基金か ら与 え、節税 スキー ムの租 税効率 に よる利益 を受

け られ るように、認可 され た関連株 式オプシ ョン ・スキー ムに認可 された節税 スキー ム と

を結合す ることが可能で ある(TA1988§185、Sch.9、partsIIII、VI)。

節税 スキームは、TA1988§326の 規定 を充足 し、歳 入庁 に認可 されていなければな らな

い(TA1988Sch.9、para.16)。 配当は、1か 月£250を 超 え るこ とはで きない。 オプ シ

ョンは、通常5又 は7年 間行 使 できない し(つ ま り、 節税 スキー ムの満期 時にボー ナス を

誘 因す るために必要 な期 間)、 そ して、株 式の価格 は契約 の ときの価格 を超 えるこ とはで

きない。

このスキームの関係者(つ まり、割 り当て られ る資格 を有 している者)は 、すべ て イギ

リス居住者 であ り、かつ少 な くとも5年 間は通常 の居住 者た る従業員、役員で なければ な

らない。 しか し、部外者、 閉鎖会社 の場合 に その会 社 と重要 な関係 にあ る者 を含 まな い

(TA1988Sch.9、para.11)。 取得 され るべ き株 式は、通常の株 式資本(シ ェア ・キャピ

タル)で あ り、上場 されてなければ な らず、他 の会社 に よ り支配 された会社 の株式又 は公

開上場会社 の支配 の もとにあ る株式 でなければ ならない。

合併す ると、 そのスキー ムは清算 され、 あた ら しいヘ ッ ド会社 のスキー ム として構成 さ

れ る。

株式が取得 され るときの価格 は、 明 らか に、 オプ シ ョンが行使 された ときの市場価格 の

80%未 満であ ることは許 され ない(TA1988Sch.9、para25)。
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このよ うな条件が充足 されれば、 オプ シ ョンの与 えられ た とき又 はそれを行使 した とき

に課税 関係 は生 じない し、 またFA1988§ §78、79の もとでの価 値 の増加 につ いて も課税

は生 じない(TA1988§185(3)(a))。

会社が合併 又は同様の状況 に至 った ときには特別 のルールが適用 され る(TA1988Sch.

9、para.21)。 仮 に従業員が役員 で あ るか又は高給 の従業員 であ る場合 に は、TA1988§

162に よって、課税関係 が生 じるか もしれない。

当該 会社 は1つ の会社 で あ るか、1つ の会社 に よ り支 配 され て い なけ れ ば な らな い

(TA1988Sch.9、para.1(3)、(4)、ESCB27(1992))。 今 日、 このスキー ムは、新 し

い会社 の株式 を取得す る権利 を与 え るこ とがで きるように、合併 に ともな う権利 の移転の

ため の規定 をおいて いる(TA1988Sch.9、para.15、TCGA1992§238)。

(4)従 業員株式保有プ ラン～ESOP

(A)優 遇措 置

FA1989は 、従 業員株 式保 有 プ ラ ンの ために、 さ らに インセ ン テ ィブ を与 えた。広 く

「ESOP」 として知 られているが、 このスキームは、法的には、EmployeeShareOwner-

shipTrustsと 呼ばれ る。 これ は、株式 出資スキー ム と従業貝の ための信託 とを結合 させ

るこ とによ り運営 され る。 この新 しい立法は、会社 が信託 に寄贈 す る ときに、 又は信託設

定の ため の費用 を支 出す るときに、法 人税 において損金算入が認め られ る。本質的 には、

従業員給付信託 を包含す る、 この2つ の関連 した構造 をもつ スキー ムへ の出資は、承認 さ

れ た利益配分 スキー ムへ後に配分 す るために株式 を取得 している会社 に よる寄贈(出 資)

か ら成 り立 っていた。

ESOPは 、適格従 業員株 式保 有信 託 が存す る場合 には特別 なルー ル の適用 を受 け る。

これ は細か く定義 されてい る。 その信 託は、証書に よ り設立 され ていなければな らない。

信託 はいか な る会社 によって も支 配 されて いない会社 によ り設立 され、 イギ リス居住者 で

なけ ればな らない(FAI989Sch.5、para.2)。 信託証書には、第1の 受託 者 を指名 し、

さ らに さま ざまな受託 者に関す るルー ル、 た とえば、設 立会 社 とは独 立 した多数決 ルー

ル、 な どを含 んでいなければ な らない。受益 者 に対 す るルー ルの も とで、一定 の従 業員

は、受益者 に含 まれ なければな らない(つ ま り、最低5年 間、 当該会社 又は、 グルー プ会

社 内の会社 にお いて20時 間/1週 間 当た り働 いてい る者)。 他 の者 が受益者 に なるこ とは
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できるが、 当該会社 に重大 な関係 のある者、1年 未満のみ しか会社 で働 いていない者 は除

外 され る(FA1989Sch.5、para.4)。 よって、子会社 の従 業員は適格者 に成 りうるであ

ろ う。

信託証書 は、受託 者の さま ざまな業務 につ いて明記 して い なければ な らない(た とえ

ば、会社 か ら現金 を受領 し、適 当な期 間に適当な証 券 にそれ を投 資す る、 そしてす みや か

に証券 に対処 す るな どの業務 。FA1989Sch.5、para.5-10)。 よって、受託者 は、 設立

会社 の通常株 式に又は6か 月以内に適格 なその他の 目的 に現金 を投資 しなければな らない

(FA1989Sch.5、para.7)。 受託者は、その会社が別 の会社 に よ り支配 され、そ して取得

価額が市場価格 以下で あるな らば、投資 をしないよ うに告知 されなければ ならない。株式

についての特別 な制 限は認 め られないが、「この よ うな制 限に服 して いる株式 を受託 者は

購 入す るこ とが できない」 と明確 に記述す るこ とに よ り制 限は行 なわれ る。

受託 者は、給与の段階、役務 の段階に よってのみ配分 基準 を変 えるこ とが認め られて い

る(FA1989Sch,5、para.6)。 信託が株 式 を処分す るときに は、直接に、従業 員か、承

認 された株 式利益分配 スキー ムに対 して処分 しなければ ならない。 これ以外 の譲渡 は、 い

か な る場合 で も課税 され る。 その よ うな制 限は、信託 に 明記 されて いなければ な らない

(FA1989Sch.5、para.5(2)(c)、(d))。

受託者 が、設立会社 の株式 を取得す る場合 は別 に して、株 式 取得 の ための ロー ンの返

済、 ロー ンの利 子の支 払い、従 業貝へ の支払 い、信託費用 の支払 いな ど、現金 を使用 す る

こ とが認め られ る目的は制 限 され ている(FA1989Sch.5、para.6(3))。 信託証書 は、

その使用 につ いて、 これ らの主 たる 目的に付随 しない又 は本 質的でない もの を含 め るこ と

はで きない(FAI989Sch.5、para.10)。

これ らの条件 の1つ で も満 たさない信 託は、 「適格ESOP」 に該当 しな くなる。

現在 では、受託者は、信託が このよ うな条件 を充 足 してい るか否か を確認す るための明

確 な手続 きが存す る。

(B)非 適格 のESOP

FA1989は 、 当該 会社 がESOPに 出資 した額 の控 除 を認め る特 別 のルー ル をお いて い

る。 さらに、ベ ネ フィ ッ トの ク ローバ ック(clawback)に 関す る複雑 なルール を規 定 し

て いる。株 式の販売 に係 るCGTの リリー フが存 しない こ とに注意 をすべ きであ る。仮 に

信託が なお、適格ESOPで あ り、受託者 の幾 人かが少 な くと もその当時、受益 の ため の
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適格 を有 してお り、会社 がイギ リスに居住 してお り、合計額が9ヶ 月以 内に適格 目的に費

や され、 リ リー フの主 張が な され る とす る と、会社 は受託 者へ の支 払 い を控 除 で きる

(FA1989§67)。 課税が生 じた場合 に は、法 人税額 控除のベ ネフィ ッ トは、受託 者か らク

ローバ ックされ る。歳入庁 にお いて は、 これは基本税率+賦 課税率(現 在35%)に なると

解 してい る。課税は、 シェジュー ルD・ ケー スVIの 収入 と解 して行 われ る。会社 は、受託

者が6か 月以 内に支 払 うこ とが できない場合 には、それ を支 払 う義務 があ る(FA1989§

68)。

課税事実 は、受託者が行 うこ とが認め られ る又は認め られて いない問題 に非常 に密接に

関係 して いる。 よって、た とえば、受託者 は非適格譲渡(受 益 者又は承 認 された利益配分

スキーム以外の者への譲渡)(FA1989§69(2)、(3))又 は非適格 ター ム(期 間)内 での

譲 渡(FA1989§69(4)、(6))を す るこ とはで きない。受託者 は、非適 格 な 目的のため

に現金 を費消す るこ とはで きない。 また、受託者 は7年 を超 えて株 式 を残存 させ るこ とを

禁 じられて いる(FA1989§69(1)(c)、(7)一(12))。 このような場 合 に、課税額 は、非

適格 目的の支出のために もた ちされ た金額 の合計額 であ り、 またそれは残 された又は譲渡

され た有価 証券 の キャ ピタルゲ イン基準 コス ト(物 価 調整は存 しない)で あ る(FA1989

§70)。

課税額 を計算す る ときに、受託者 を単純 に罰す る とい うのではな く、 リリー フ をクロー

バ ックす る とい う、立法 目的 を達成す るために、 さらに調整が行 われ る。 第1に 、課税 さ

れ るべ き現 在 の合 計額 に既 に課税 され た税額 を付加 す る(FA1989§72(2))。 これ は、

(リ リー フの主張が現実 になされたか否か に関係 な く)会 社が法人税 にお いて控除す る税

額 に対応す るものである。課税 され るべ き合 計額 は、それが控 除額 を超 え る範 囲において

のみ課税 され る。

〔注 〕

(31)従 業 員 信 託 に つ い て は 、D.J.Hayton,supranote(27)at533-545参 照 。 従 業 員 信 託 課 税 に つ い

て は 、 本 稿 は 、PeterWhite,supranote(5)at168-170に よ って い る 。 併 せ て 、 従 業 員 課 税 に つ い

て 、JoneTiley,supranote(15)at38-25,42-32、 そ の 他 解 説 書 と して 、ButterworthsUKTax

Guide(11thed.1992);MoizSadikali,ButterworthsYellowTaxHandbook(13thed.1991);

GilesClarke,ButterworthsCapitalGainsTaxGuide(2nd.ed.1989)が 有 益 で あ る。

(32)特 別 な従 業 員 給 付 信 託 につ い て は 、JoneTiley,supranote(15)at6-56～6-82;Braian
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Courtney,Butterworths,TrustTaxationManual93-97(2nded.1990)を 参 照 して い る 。
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第5款 投資信託

1歴 史的背景

英 国で最初 に設立 された投資信託 は、ForeignandColonialGovernmentTrustで あ

る。 この信託 は、1868年 に当初設立 されたが、 その法 的性格 に問題 が あ り、1879年 に 当時

の会社 法(CompaniesAct)に 基づ き公開 の有 限責任会社 として改 め て設立 された。そ

の 目的 は、 「平均的資力 を有す る投 資家 に対 して、大規模 資本家が その投資 を多 くの株 式

に分 散 して外 国 または植 民地投資 の危 険 を避 けてい るの と同様の利 点 を与 え る」 ところに

ある といわれている。

英国の産業革命 は、1770年 代 に始 ま り、 ナポ レオ ン戦争後の1830年 代 に は既 に英国にお

け る本源的 資本 の蓄積は完 了 し、 国内の資本 需要 は、停滞 してお り、 コンソル公債の利 回

りは、3%程 度 にす ぎなかった。 これに対 して ヨー ロッパ では戦後 の復 興 と新興産業の展

開の ため 多 くの資本需要 があ り、 アメ リカで も鉄道、通信、運河、道 路等社 会資本の充実

のため資金需要が旺盛であった。 そこで英 国資本が これ らの国々へ と向か うこ ととな った

が、1840年 代 のア メ リカの鉱 山、鉄 道 恐慌 のため英 国の 中小投 資家 は、大 きな損失 を被

り、分 散投 資による リス クの回避 と合 同運用 の メ リッ トを追求 して投 資信託 が設定 された

のであ る。

ForeignandColonialGovernmentTrustの 投 資先はすべ て外 国 または植 民地の発行す

る公社債 で あ り、今 日でいえば公社 債投信 であった。 その後20世 紀初頭 に至 るまでの間に

多 くの投資信 託が続々 と設立 され、 それ は、英 国で資本調達 のため の確 固た る金融機関 と

な った。今 日で もそれは、投資先の弾力的選定の 自由 を有 し、場合 に よっては不動産投資

も可 能であ る。 さらに、法律上 ギア リングが認め られてい るので、高 い利益率 を確保す る

こ とが出来、 また現状 では、 その株式 は、純資産価値 よ りも低 い価格 で取 引 されてい るの

で、魅 力の ある投資である といわれて いる。

2法 律 的性 格

InvestmentTrustは 、株 式 を発行 す る有限責任会社 であ り、独立 の法的 実体 を有す る

か ら通常 の信託 とは異なる。現実 には、 それ は、 多 くの場合fundmanagerに よって運営
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され、会社 の取締役会 を コン トロー ル して いるが、理 論的には株主は何 時で もfundman-

agerを 解約で きる立場 にあ る。InvestmentTrustは 、株式発行 の他、社債 お よび借入金

をす るこ ともで きる。 しか し、証券投 資は出来 るが、証券の短期売買は出来ない。 また通

常配 当に よってキャ ピタル ・ゲ インを分配す るこ とは認め ない とい う条項が定款 に含 まれ

ている。

InvestmentTrustは 、 その株 式応募 または販売 につ いて、商業登 記簿に登 録 され た上

場 明細書(ListingParticulars)以 外 の書類 を使 用す るこ とは出来 ない。 この明細書 の作

成要領 は、金融サー ビス法の規定に よって規制 され ている。

InvestmentTrustの うち若干 の ものは、Split-levelTrustと 呼ば れ、 その存続期 間は

定款に よって一定期 間 と定め られ、かつその発行す る株式 は、incomesharesとcapital

sharesと に別れて い る。存続期 間 中の各 事業年度 発生 す る利 益 は、incomesharesの 保

有株主に分配 され、一方capitalsharesの 株主 は、存続期 間の末において トラス トの残余

財産 に含 まれて いるキャピタル ・ゲインの分配 を受 け る。capitalsharesは 、 と りわけ高

所得 層の投 資家 に人気 があ り、incomeshareは 、平均 的利益 を追求す る信託受託者 等 に

歓迎 されている。

31nvestmentTrustの 株価

英国 で設立されたInvestmentTrustは 、 自社の株 式 を買 い入れ、 又は償還す るこ とは

出来 ない。 したが って、株主 は、その投資 を回収す るために は、市場で株式 を売却す るほ

か はない。 ところが従 来永 い間InvestmentTrustの 株価 は、 その純 資産価値 を下 回って

きた。 これは、昔 は、 キャ ピタル ・ゲイン税がかか るためで ある と思 われていたが、 そ う

ではな く、需要 が低調 であ るためであ るよ うに思われ る。税制改正 によって、認可 を受 け

たInvestmentTrustに つ いて は、 キャピタル ・ゲイン税が課せ られ な くなって も、株価

は回復 しないまま推移 してい る。需要 が低調 であるの は、ユ ニ ッ ト・トラス トや年金基金

投資 と比べ て競 争 力が ない ため で、そ の原 因は、広告 の規 制 が あ るの と、Investment

Trustに 興味 を持つのは、おおむね長期 の投 資家 で、余 り変動 が少 ないためだ とい われて

い る。 いずれにせ よ、清算価 値に比 して15乃 至20%程 度株価 の方 が低 い。

この低 い株価の問題 を解 決す るために、規模の小 さい トラス トを吸収合併 す る試 みが し

ば しばなされてい る。す なわち、被合併 トラス トを解散 し、 その資産 を合併 トラス トへ移
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転ず る とともに、 これ と見返 りに合併 トラス トが新 たに株 を発行す る。 この合併 にはキャ

ピタル ・ゲイン税 は課せ られない。合併 後、被合 併 トラス トの株主 は、合併 トラス トか ら

取得 した株 を市場 で売 ることが出来 るが、その価 格は、被合併 トラス トの純 資産価値 であ

るか ら、上記 の低株価の問題 を避 け るこ とが出来 る。

4ギ ア リング

InvestmentTrustは 、株式資本 のほか に社債発行 または借入金 を行 うこ とが出来 る。

さらに、優 先株の発行 も可能 である。社債保有者及 び貸付金の債権 者は、 ファン ドの解散

清算に 当たって株主に優先 して弁済 を受 け る権利 を有す る。一般 的には、社債 や優先株 に

よって調達 した資本のほ うが株式資本 よ りも大 きい場合には、高 ギア リング と呼ばれ、小

さい場合 には低 ギア リン グとい われ る。 これ は、米国 でい うレバ レ ッジ と同 じ概 念 であ

る。例 えば、InvestmentTrustが 借 入金25万 ポン ド、優先株発行25万 ポン ド、及 び株式

発行50万 ポン ド、合 計100万 ポン ドの資金 によって設立 され たとしよう。解散 時 までに100

万ポン ドの当初 出資が200万 ポン ドに増加 していた とす る と、清算に 当た って債権 者に30

万ポン ド、優 先株 の株主 に30万 ポン ド支払 うとす る と、普 通株の株 主 の清算所得 は140万

ポ ン ドであ る。 これは、当初 の出資の280%に 相 当す る。 しか し、仮 に多散 時の資産 が60

万 ポン ドに減少 して しまった とす ると、普通株の株 主の取 り分 はゼ ロであ る。

ギア リングが 認め られるか どうかがInvestmentTrustと ユニ ッ ト ・トラス トとを区別

す る重要 な点 で、後者 は外 貨借 入の場合 等限定 され た場合 に借入金が認 め られ るにす ぎな

い。債権者や優先株 の株主に対 し固定 利率 で償 還 または配 当す れば よい場合 には、投 資利

益の増加 に よって普通株の株 主の利 回 りは急上昇 す ることになる。借入金や優先株 の発行

を適切 に調節 して高 い配 当を実 現させ るのがinvestmentmanagerの 重要 な任務 になる。

5課 税上の取扱 い

InvestmentTrustに ついては、 内国歳 入庁 の認可 を受 けた場合には、 キャ ピタル ・ゲ イ

ン税の免除が得 られ る。 この認可 は、 同庁 の裁 量にかかっているが、所得税、法人税法上

次の よ うな要件 を満 たす必要が ある と規定 されてい る。(同 法第842条)

① 当該InvestmentTrustが 英 国の居住者 である こと。

② その所得の大部分(実 務上 おおむ ね70%以 上)が 株式 または公社債 か らの所得 であ る
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こ と。

③ 投 資先1社 に対す る投資比率 が15%を 越 えないこ と。子会社 または関連会社 に対す る

投資 は、すべ て1社 に対す る投資 と見なされ る。

④ 当該InvestmentTrustの 発行す る普通株式が英国の証券取 引所 に上場 されて いるこ

と。

⑤ 投 資物件 の売却 に よる譲 渡所得 の分配 を定款に よって禁止 していること。

以上 の要件 を満た し、認可 を得 たInvestmentTrustは 、法 人税 につ いて は、他 の法 人

と同様 に取 り扱われ るが、 キャピタル ・ゲイン税につ いて は、課税 を受け ない。従 って株

主 は、 その保 有株 式 を処分 した場合 にのみ課税 を受 け る。

一方株主の所得 につ いては、次の ような所得課税 を受け る。

(1)受 取配当所得

InvestmentTrustが 英 国法人か ら受け取 った配 当所得 は、発行会社 がいわゆ る予納 法

人税(AdvanceCorporateTax-ACT)納 付 済みの ものであ る。配当所得 受領者 は、

ACTに 対 して税額 控 除 を受 け るこ とが 出来 る。ACTは 、現在 支払 配当額 の25/75で あ

り、配 当額 とACTと を合 わせ た もの をfrankedincomeと い っ て い る。Investment

Trustが その株主に対 して配当 を支払 う際に もACTを 徴収 しなければな らないの であ る

が、配 当がfrankedincomeか ら行 われ る場合には、配 当支払 い者のACTに 対 す る税額

控 除 を自社 のACTと 相殺 で きる。 これは、あたか も我が 国におけ る受取 配当金不 算入 の

ごときもの で、frankedincomeは 、 なん ら法人税 の課税 を受 けない まま株 主の手に渡 る

のである。

」

(2)受 取利子所得 等

公社債の利子、銀行預 金利子、外 国法人か らの配当等ACTの 税額控 除 を受 けない もの

は、unfrankedincomeと 呼ばれ、 これに対 しては、法 人税 が課税 され る。

認可 を受けないInvestmentTrustに ついて は、通常の法人税及 び キャピタル ・ゲ イン

課税が行 われ る。1989年 の税制 改正 に より同族関係 に あるInvestmentTrustで 、分 配 を

行 わない ものに対 しては、所得税 の最 高税率であ る40%税 率 が適用 され る。 この ため、認

可 を受け ないInvestmentTrustが その保有資産 を売却 し、 キャ ピタル ・ゲ イン を実 現す
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ると、 その時点で キャピタル ・ゲ イン税 が課せ られ る とともに、後 日解散 した場合 には同

じキャ ピタル ・ゲイ ンにつ いて清算所得 として再 び課税 を受 け、二重課税 とな って しまう。

そ こで、 多 くの非認 可ファン ドが認可 ファ ン ドに合併 されたが、前者か ら後者へ の資産 の

移転 に もキ ャピタル ・ゲイン税がかか るよ う1980年 の税制 で改正 されて しまった。

6ユ ニ ッ ト・トラス トと海外 ファ ン ド

(1)制 度 の概 要

InvestmentTrustと ともに、大衆 投 資 家の証 券 投資 の機 関 とな って い るのがユ ニ ッ

ト ・トラス トであ る。 これは、我が国の投資信託 同様信託 であって、投 資家はその受益権

を分 割 して保 有 して いる。InvestmentTrustと 異 な り、ユニ ッ ト・トラス トは、 オー プ

ン ・エ ン ドであ って、時価 に よる追加 設定 もで きる し、買 い戻 し償 還 も出来 る。ユニ ッ

ト・トラス トは、現在 では、1986年 金 融サー ビス法 によって規制 されてお り、証券 投資委

員会(SecuritiesandInvestmentBoard-SIB)及 び投資管理規制協会、生 命保 険 ・ユ ニ

ッ ト ・トラス ト規制協会、及 び金融仲 介 ブロー カー協会等の 自主規制機 関に よって監督 さ

れてい る。

ユニ ッ ト・トラス トが最初 に英国 の金 融市場 に登 場 したの は、1931年4月M&Gグ ルー

プが売 り出 した ときであ り、今 日で も同 グループは有力な基金 である。 このユニ ッ ト ・ト

ラス トは、固定 型でユニ ッ トの追加 設定 を認め なか った。今 日の ような弾力的 トラス トが

売 り出 され たのは、1936年 である。1939年 投 資詐欺 防止法(PreventionofInvestment

FraudAct)が 成立 し、 以降ユニ ッ ト・トラス トは、貿易 委員会 の規制 の も とにおかれた

が、1988年 金融サー ビス法が成立 したの に伴 い、投 資詐欺 防止法は廃 止 され た。 その結果

貿易委員会 の認可権 限 も同年証券投資委員会 に移管 された。

ユニ ッ ト・トラス トの契約書は、証券投資委員会の規則に従 い、 マネー ジャー と受託者

との間で合 意 されなければな らない。 両者 は、英国法 またはEC加 盟 国の法律 に よって設

立 され、かつ、英国 内に事務所 を有 しなけれ ばな らない。マネー ジャー会社 の役 員は、証

券投 資委 員会 の承 認 を得 なければ ならない。ユニ ッ ト ・トラス トの設定契約 書に は、特 に

次の事項 を記載 しなければな らない こ ととされて い る。

① トラス ト資産の投資につ いてマネー ジャーが有す る権 限 とその限度

② ユニ ッ トの価格 と利 回 りの計算方法及 びマネー ジャーがユニ ッ トをbid価 格 で買 い戻
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下

す義務の存在

③ マ ネー ジャー と受託 者に対す る報酬 の額

④ トラス トの定期 的監査 と財務諸 表の作成及 びマネー ジャー、受託者、監査 人の報告 書

作成 の義務の存在

⑤ 一定の状況におけ るユニ ッ ト保有 者総会 の開催

認可 を受け たユニ ッ ト・トラス トは、その資産の少 な くとも50%を 英国証券 の投 資に当

てなければ ならない。

ユ ニ ッ ト・トラス トは、法律上信託 であるか ら、その保 有す る証券 は全て受託者 の名義

で保有 され、 それか ら派生す る所得 は受託者 の名義 で受領 され る。 オープン ・エン ドであ

るか ら、追加設定 は 自由であ り、 買い入 れ償還 も自由で あるか ら、 トラス トの資産 は、増

減す る弾力性 を備 えてい る。 しか し、ユ ニ ッ ト・トラス トは、 ギア リングは認め られてい

ないか ら、借入金 をしてその投資 を増大 させ るこ とは出来 ない。唯一の例外 は、 あ らか じ

め確定的に予想 され る収 入(例 えば利子収入)の 為 替 りスクをヘ ッジす るための反対借 入

だけである。

ユニ ッ トの価格 につ いて も規制 があ る。ユニ ットを売 り出す場合 の公募価格 は、公募 当

時のユニ ッ ト・トラス トの純 資産 の取得時価及びそのための取得経費の合 計 を売 出 し前 の

ユニ ッ ト数で除 した価格 であ る。 これに対 し、ユニ ッ トを買 い戻す場合 の償還価格 は、純

資産 の売却時価 か らそのための譲渡経 費を控除 した額 をユニ ッ ト数で除 した価格 である。

公募価格 と償還価格 との開 きは、理論的 には8-11%で あ る といわれ るが、 多 くのマネー

ジャー は、5.5%か ら7.5%の 間で取 引 している といわれ る。

ユニ ッ ト・トラス トの投 資の大部分 は、上場証券 の投資に あて られ、総額 の95%以 上 を

上場証券に投資す る定款 を有 す る トラス トが 多い。 その 多 くは株 式投資であ る。

InvestmentTrustと 異 な り、ユニ ッ トを2種 類 に分 けて、incomeunitとcapitalunit

とし、前者につ いて当期 利益 のみ を分配 し、後者は清算所得 のみ を分 配する とい うよ うな

こ とは許 されていない。

(2)課 税上の取扱

(A)認 可ユニ ッ ト ・トラス ト

1988年 所得 お よび法人税法 の規定 に したが い、認可 ユニ ッ ト・トラス トの受託者は英 国
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居住者 法 人 と見 な され、ユニ ッ ト保 有 者 は株 主 と見 な され てい る。(同 法 第468条)従 っ

て、ユニ ッ ト ・トラス トか らの配 当は、会社 か らの配当 と同様 に取 り扱 われ る。 ただ し、

確定権 利付ユ ニ ッ トトラス ト(fixedinterestunittrust)は 、通常 の信 託 と して扱 われ

る。 これは、我が 国の公社債信託 と同 じもので、資金 の殆 ど全部 を公社 債 または転換社債

に投資す るもので、 その所得 が所得税 法上 スケ ジュールC(特 定優 良銘柄証 券の利子)ま

たはスケジュー ルD(預 金、社債 または貸付 金の利子)に 該 当す る もの であ る。 この確定

権利付ユ ニ ッ ト ・トラス トについては、所得税 の通常税率25%が 適用 され る。1991年 の税

制改正 に よ り、認可ユニ ッ ト・トラス トに適用 され る法人税率 は、所得税 の標準税率 であ

る25%に 引 き下 げ られ た。

認可ユ ニ ッ ト・トラス トにつ いては、InvestmentTrust同 様 キャ ピタル ・ゲイン税が免

除され てい る。

認可 ユ ニ ッ ト ・トラス トが受 け取 った 内国法人 か らの配 当以外 の所 得 につ いてはun-

frankedincomeと して、通常 の法人税 の課税 に服 す るが、借 入金の利 子支 払 い、又 はマ

ネー ジャー に対す る報酬支払いは、unfrankedincomeの 控 除項 目とな るので、法人税課

税所得 をそれだけ減少 させ る こ とが 出来 る。上 記の よ うに、1991年 以 降unfrankedin-

comeに つ いて も、 その法人税率 を35%か ら25%に 引 き下 げ、所得税 の通常税率 と同水準

としたので、unfrankedincomeが 不利 に取 り扱われ ることはな くなった。

認可ユ ニ ッ ト保有者 の トラス トか ら受 け取 る配 当の課税 につ いては、ACTの 税額控除

が認め られ る。ユニ ッ トを処分 した場合の譲 渡所得 につ いては、年額6,000ポ ン ドまでは

非課税 であ るが、 それ以上 は課税 され、その際取得価額 にっいて1982年 以降卸売物価指数

に よる物価 調整 が認め られ る。

(B)非 認可ユニ ッ トの トラス ト

非認可 ユニ ッ ト ・トラス トの課税 は通常の信託課税 と同 じであるが、従 来は認可ユ ニ ッ

ト ・トラス トにおけ るunfrankedincomeの 課税取扱が不 利であったので、例 えば海外か

ら多 くの配当 を受 け取 るユニ ッ ト・トラス トの場合 は非認可ユニ ッ ト ・トラス トであれば

35%の 法人税 が課せ られて却 って不利 となるこ とが あった。 しか し、 この ような不利 は上

記 の ように1991年 以降は除去 された。

(3)海 外 ファン ド
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海外 ファン ドは、俗称 であって、法律上特に定義 があ るわけ ではな いが、通常 タ ックス

ヘ イブンに根 拠 を有 し、ユ ニ ッ ト ・トラス トまたはInvestmentTrustの 形で、投資家か

ら資金 を集め、専 門的マネー ジャー の管理運営の基に投 資 を行 うファン ドを指 している。

英 国関係の海外 ファン ドで良 く利用 され るのは、チ ャンネル ・ア イル ラン ド、 アイル ・オ

ブ ・マ ン、バハマ、バー ミュダ、 ケイマン、 ヴァー ジン ・ア イラン ド等であ る。

1965年 に英国で始めてキャ ピタル ・ゲイン税が導入 されたが、 たまたま慢性的 インフレ

が進行 していたので、 資産 を海外 に移転 させて キャピタル ・ゲ イン税 を免 れ ようとす る試

みが しきりと行 われ るようにな り、多 くの信託受託者 もその信託財産の運用 を海外 で行 お

うとす るよ うに なった。 そこで、信 託の海外への 引っ越 し(migration)が 行 われ たが、

当時のキャ ピタル ・ゲイン税法 は これに対 して何 らの規 定 もなか った。
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第6款InsuranceTrust(保 険 信 託)

信託 に生命保 険証書が組成 され ることは一般 的であ る。保険信託 はその 目的か ら、個 人

信託 と事業信託 に分 け られ る。保 険料 の支 払財源 によって分類すれば、 キャピタルか らの

ファン ドと所得か らのファン ドに分 け られ る。個 人保 険信託は、他 人の利益 のために個 人

によ り設定 される信託であ る。事業保 険信託 は、企業 に関連 して設定 され る信託であ る。

以下 では主 として、後者の信託 をみてい く(34)。

(1)1986年3月17日 前の相続信託

まず、 この種 の信託 としては、受託者の もとにあるキャピタルが、 シ ングル ・プレ ミア

ム ・保 険証書に投資 され る。 これ は、 「投 資ボン ド(investmentbonds)」 又は 「成長 ボン

ド(growthbonds)」 と呼ばれてお り、税 法では、 「非適格保 険証書(no-qualifyinglife

policies)」 と呼ばれ てい る。通常、 当初 の投 資額 の5%を 超 えな い金額(年 間)が 回収

され、 それが ローン として、又は ロー ンの返済 として委託者 に支払 われ る。 この回収額 は

信託所得 で もな く、 また委託者の所得 で もない。 しか し、年 間の 回収額が5%を 超 える場

合 には、 その超過額 は(委 託者が生存 して いる場合 には、委託 者の所得 として)、 高税率

で課税 され る。

この タイプには2つ の ものがあ る。 第1に 、キャ ピタルを信託 に贈 与 し、年間の回収額

を委託者 にロー ン として支払 う信託 であ る。次 に、信託が、比較 的少額 の贈 与で設定 され

るもの で、主 たるキャピタルが信託 に貸 し付 け られ るもの であ る(利 息は 自由で、いっ で

も返済 を もとめ るこ とがで きる。)。年 間の回収(払 戻 し)額 は、返 済の一部 として取 り扱

われ る。 しか し、保 険会社 は、1986年3月18日 か ら、 この ような信託か ら撤 退 した。 しか

し、それ以前に設定 されたこのよ うな信託 は、暫定的 な規定でなお保護 されている。

所得税 につ いては、年 間の回収額は所得 ではな く、信 託が所得 を配分 しない限 りは、 そ

の よ うな年 間 ロー ン又は返 済には所得 税 の課税 関係 は生 じない。受益 者 は、ICTA1988

§687が裁 量信託 にのみ適用 され るこ とか ら、収 益保有権 を保有 してお くべ きである。

この ボン ドのゲインは、原則 として、 キャピタル ・ゲイ ンを賦課 され ない。

上 記の第1の タイプは、信託への贈 与は通常 の方法で相続税が課税 され る。委託者への

年 間ロー ンは、債務 を生み、そ して所得 としてそれが用 い られた場合 で も何 ら納税義務 を
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生 ず ることもな く、委託 者の遺産 を軽減 させ る。

第2の タイプの信 託においては、 ロー ンにつ いて相続税 は生 じない。 その ロー ンは、委

託 者の遺産 の資産 であ る。年間の返済額 はその資産 を軽減 し、 それが所得 として用 い られ

ると、委託者 の遺産 を軽減 す る。

(2)1986年3月17日 以後に設定 され た相 続信託

1986年3月17日 以後新 に設定 され た信 託は、委託者が受益者 の1人 として構成 されてい

な い場合 、あるいは死亡時に、 自分 の遺産か ら、信託か らのロー ン を控 除す るこ とを期待

してい ない場合 に、「成長 ボン ド」 を保 有す る理 由は存 しない と解 され ている。

直 ちに納税す るこ とは な く、5%ま での払戻 をうける とい うメ リッ トが なお、存 してい

る。払戻 しが要求 され ない場合 に、投資所得課 税、期 間税、 出 口税 の課税 を うけ るこ とな

く累積 させ るメリッ トが存す る。1989年 に2つ の保 険会社 が、第二 の相続信託 を再 び市場

に提供 した。 この信託 は 「小 さな贈与(£10)」 と 「信託 に貸 し付 け られ たある主 た る投

資額(利 子0、 弁済要求 に よ り支払 う)」 か らな る。 この よ うな貸付 は、贈与 に よる財産

の処分 ではない とみなされ てい る。 なお、1986年 前の課税 の取扱はその まま適用 され る。

委託者が少額 の信託 キャ ピタルに、貸付の返済等 を主張す ることは、信託条件の もとでは

不可能 である(こ れは、ベ ネフィ ッ トの留保 とな る可能性 があ る)。

貸付金銭 は、生命保 険 ボ ン ドに投 資 され、毎年5%の 払 戻 が ローンの返 済に充 て られ

る。委託者が これ らの支払 い を所得 として費やす と、かれの遺産 は継続的に軽減す る。 そ

して、 ボン ドの価値 につ いて期待 されている増加は彼の遺産 には含 まれない。

①所得税、相 続税 、キャ ピタル ・ゲ イン税

当該 ボン ドが満期 にな り、 又は解約 された ときには(回 収 額 を含めて)そ の総 ゲインが

算定 され、委託者が、 トップ ・スラ イス基準 で、基本税率 を超 えた トップ ・スライス税率

部分 に課税 され る。 当該 ボ ン ドを1万 ドルで取得 し、5%が10年 に渡 り回収 されてお り、

10年 後 に1万4,000ド ルになった とす ると、総収入 は1万9,000ド ル となる。結果、 当該ゲ

インは9,000ド ル とな る。年 間900ド ルに委託者の他 の所得 を加 えて、課税 され るこ とにな

る。

そのゲインについて、 キ ャピタル ・ゲイン税 は課税 され ない。

信託へ の贈与が少額 であ る場合 には相続税 は生 じない。信 託におけ る資産価値 の増加が
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予測 され うる場合 には、10年 アニバーサ リーや 出 口税 の課税が生ず るお それが あるが、収

益保有権 を受益者 に付与す ることに よ り、 これは回避 で きる。 その保有権は通常、取消可

能な固定的 な権利 である。

(3)PETAプ ラン

これ らのスキームは、 「デ ィスカウン ト贈 与 スキーム(discountedgiftschemes)」 とし

て知 られてい るが、前述 の生命保 険信託 同様、1986年 後保 険会社 は撤退 してい る。

これ らのス キーム につ いては、純粋 な寄贈(pureendowment)と 期 間保証(term

assurance)(ゆ えにPETA)と い う、2つ の保 険証書が 関係 して い る。1つ は、 キャ ピ

タルの 多 く(お そら く99%)は 、105歳 まで生 きている納 税義務 者 につ いて満期が生 じる

シングル ・プ レ ミアム(一 時払保 険料)の 寄贈証書 である(よ って、満期 は あ りえな いで

あろ う)。 しか し、委託者は、毎年所得 の5%に つ いて部分解約 をす る権 利 を有 してい る。

1つ は、投資 され た額の残高が小 さい場合 に、 それにつ いてシングル ・プ レ ミアム会 計

をもった期 間保険(証 書)で ある。 満期事 由が生 じそ うもない ときには、保証期 間中はな

に も支払 わないが、寄贈 の 日時前に委託 者が死亡 した ときには、期 間証書(券)は 、寄贈

プ レ ミアムに よ り購入 され たユニ ッ トの、 その時の価値 に相 当す る金額 を支 払 う。

期 間保 険証書 は収益保有権 を もつ受益 者の ため に、信 託に設定 され る。仮 に委託者が 自

分 の状況 が変化す る恐れが ある とす る と、受託者 は受益 者か ら収益保有権 の指定権 限 を付

与 され よう。

期間保 険(信 託 におけ る証書)は 、非適格証書 であるが、 しか し、死亡 時 には相続信託

のなかに含 まれ るので高い税率 によ る納税義務 は生 じない。なぜ ならば、 それは死亡 直前

の解約価 値 に基づ いてい るか らであ り、PETA期 間保 証 は解約価値 をもたない(TA1988

§541(1)(a))o

キャピタ ・ゲイン課税は、通常生 じない。相続税 につ いては、委託者が そのよ うな契約

を締結 した ときに、委託者の遺産 は軽減す るこ ととなる。 そ して、 そのユ ニ ッ トの将来の

価値増加部分 は遺産 を構成 しない こと とな る。

(4)所 得 か ら拠 出され る相続税

この タ イプ では、信託 への一 時的 な貸付(loan)、 贈 与(gift)は 存 しない。受託 者 は
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通常、委託者に係 る生命証書のすべ て を保有 してい る。 ここでのこの 目的は、委託者 の死

亡 時に生ず る相 続税に相 当す る金額 を提供 するこ とである。 この証書は、委託者 の意思 に

よる受益者のための信託 であ る。

委託者は、委託 者がかれの生 存中、年 間のプ レ ミアム を支払 ってい る ときには、 その信

託 は適格信託であ り、 その結果、 当該証書が委託者の死 亡時に満 了す るときには所得税 は

生 じな い。その証 書が1984年3月14日 前の もの であ る場合 には12.5%の 租税 リリー フが

各々の年間プ レ ミアムの支払 いか ら控除 され る(TA1988§621(1)(b))。

適格 生命保 険証書 にはキャピタル ・ゲ イン課税 の問題 は生 じない。

生命保 険証書が委託者の遺産の一部 を構成 しない ことか ら、毎年 のプ レ ミアムは信託へ

の贈 与 となる。 しか し、 多 くの場合 、 その毎年のプ レ ミアムは、 £3,000の 年 間控 除額 、

あ るいは所得か らの年間支 出控 除(イ グゼ ンプシ ョン)の 範囲 内にある。委託者 の遺産 を

構成 しない証書について、委託 者の死亡 時に相続税の問題 は当然生 じない。

(5)キ ャピタルか ら拠出 され る相 続税

所得か らプ レ ミアム を支払 う代 わ りに、委託者が年 間支 払い を行 うための一時金 を別 に

お いてお くこともで きる。 これは、様々 な方法で行 われ る。

(ジル ト・ラダー)キ ャ ピタル を一連 の 日付 のあ る証書(GIQT)に 投 資を行 い、 これ ら

が満期に なると年 間プ レミアムに充 当す る。

(ボン ド・ラダー)キ ャ ピタル を一一連 のシングル ・プ レミアム証書 に投資 を行 い、 これ ら

が毎年満期 になる とそれ を年間プ レ ミアムに充当す る。

その他 、「シングル ・ボン ド」あ るいは 「終 身年金」に投資す る場合 もあ る。

ジル ト、ボン ド、年 金は、少な くとも10年 はプレ ミアム を提供す るに十分 な ものでなけ

ればな らない。 いか なるボ ン ドのゲ イン も、 シングル ・ボ ン ドは、委 託者の死亡後 に満期

が到 来す るよ うにア レンジしてあった として も、委託者の高税率 で課 税 される。

証 書の利息又は年金 の所得部分 は、 キャ ピタルが信託 に設定 されてい るか否か(そ して

設定 されているとす ると、収益保有信託か裁量信 託かに よる)に 応 じて、委託者、受益 者

又は受託者の所得 にな る。

キャピタル ・ゲイ ン課税 は生 じない。

相続税 に関 して、適格証書 につ いては、前掲の所得か らの相続税 を参照。 キャピタル投
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資については、① それが委託者の財産 であ る場 合に、年間のプ レ ミアムがジル トであ りい

か なる残余財産(剰 余金)も 委託者の遺産の一部 として課税 され る、② それが信託 にお い

て行 われた場合 には、通常、収益保有権が生 じ、 その信託 への贈与 はPETと なる。

終身年金 は、委託者 の死亡時 に価値 を生 じないので、信 託にそれ を設定 して も意味がな

い。 シングル ・ボン ドは委託者 の死亡 時に価値が増加す るので、信託 に設定すべ きであ る。

その他 の方法に よるタックス ・ベ ネフィ ッ トはケー ス ・バ イ ・ケースで、 その ときの状

況 による。

その他、パー トナー シップ ・ポ リシー ・トラス ト(共 同証書信託)(partnershippolicy

trust)、 バ ック ・ツゥ ・バ ック ・トラス ト(back-to-backtrust)(所 得 を減 じるこ とな く、

そ して相続税 の対象 となるキャピタルの譲渡 をもた らす こ とな く、委託者の遺産 を軽減 さ

せ るための信託 である)、 ペ ンシ ョン ・ポ リシー ・トラス ト(pensionpolicytrust)な ど

が存在 す るが、 ここでは詳述 は避け る。

〔注 〕

(34)本 稿 は 、 保 険 信 託 課 税 に つ い て 、BraianCourtney,BUTTERWORTHSTrustTaxationMa-

nual115-24(2nded.1990)に よ っ て い る。
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第3節 主要国の年金税制

第1款 米国年金基金の沿革と方向

1最 近 における米 国年金計画の動向

米国におけ る従業員 に対 す る年金等 の給与外給付は、最 近 とみ に拡 大 し、特 に年金 につ

いては、立法の面で 多 くの進展 が なされ てい る。す なわ ち、先ず1974年 のERISA法 は、

多年 にわ たる論議 の集大 成 と して年金制 度 に画期 的変 革 を加 えた。同法 は、年金 の法律

上、税務上の 多 くの問題 のみ ならず、年金 基金 の運営、 その財政基盤 につ いて も多 くの規

制 を要求 した。 また、年金 計画につ いて一定 のディス クロー ジャー を制定化 した。 さ らに

今 日急速 な増大 を遂げてい る個 人年金計画(IRA)を 始めて導入 してい る。

1981年 の経済復興税法 は、一ー一般 的大減 税 をその主 目的 とし、年 金の面 では、IRAを 個

人サー ビス業 に拡 大適用す る とともに、従 業 員の適格年 金計 画に対 す る保 険料 払込 を認

め、簡易従業員年 金計画(SEP)及 びキー オ ・プ ランに対す る非課税 払込 限度 を拡 張 し

た。 そのほか、株式保有計 画お よび役員 に対す る年金計 画 につ いて も改善 を図 った。逆

に、1982年 の課税公平及 び財政責任 法は、租税収入の増大 及び歳 出削減 を図 り、その一環

として年金計画に対す る非課税 払込 限度額及 び給付額の最 高限度 を縮減す ることとし、特

に一般事業会社 と個 人営業者 の適格年金 計画 の整合性 を図 るこ とに主眼 を置いた。 そのた

め給与 の高 い従 業員に ウエ イ トを置いて いる年金計 画 をtop-heavyplanと 定義 して、 こ

れにつ いての限度額 を相 当程 度削減 した。

1984年 には、財政赤字削減法が成立 し、緊縮財政 の方針の下 で、払込保険料 と年 金給付

の双方につ いて物価調整 を停 止 し、年金給付及 びIRA給 付 に対 す る相続税の非課税 を撤

廃 し、同時に成立 した退職公平法 では、退職 給付 の公平 な再配分 を実施す るため強制加入

の最低 年齢 を引 き下 げ、遺族年金 を増加 させ 、離婚 手続 きにおけ る年金給付権の譲渡 を規

定 した。

しか し、ERISA法 成 立以来最 も大 きな変化 を年金 計画に対 して もた ら したの は、1986

年の税制改革法で、 レーガン税制 の名 の下 に適格 年金について新 たなcoveragetestを 実
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施するとともに、社会保障 と適格年金の合体を可能 とし、65歳 未満の退職に対する給付 を

削減 し、その他給付の課税時期の調整を行った。従業員持ち株計画および役員年金計画に

っいても大幅な改正がなされた。引 き続 き1987年のオムニバス ・予算調整法では、適格年

金計画について最低資金収入 と最大非課税限度 との関係および確定給付型の年金について

の計画終期の問題について重要な改正が行われた。

1988年 の技術的改正等歳入法では、レーガン税制で規定された最低加入限度が各企業の

セグメントごとに認め られるよう改められ、また給与の高い従業員が年金計画に参加 して

いる場合には、当該計画が最低加入限度に達 していない年分については、年度末現在で年

金収益のうち当該従業員の給付想定分を課税所得 として申告 しなければならない旨規定 し

た。1989年 に制定されたオムニバス ・予算調整法では、適格従業員持 ち株計画に対する融

資を行ったものに対 し、その受取利子の50%を 非課税とする改正が行われた。

以上のように、適格年金計画に係る立法は、いずれも税制に密接な関連 を有 し、その設

計の詳細は、税制によって規制されているといっても過言ではない。

2確 定給付型年金と確定拠出型年金

確定給付型年金 とは、雇用者が通常従業員の給与に応じた一定の給付 を年金の形で給付

することを約する年金で、雇用者の負担額は、この給付水準か ら年金数理によって計算さ

れる。我が国の年金 とおおむね同様である。 これに対 し、確定拠出型年金 とは、雇用者の

負担額は確定 してお り、その累積 された結果が年金の形で従業員に支給される。従って、

従業員の受け取る年金額は、予め決定できず、拠出の水準、加入時の年齢、退職年齢、及

び投資収益の水準によって左右 される。これには、特定の拠出を基礎 とするもの、雇用者

の毎年度の利益の一定額 を拠出とするもの、従業員持ち株方式 を取るものなどがある。こ

の形の年金計画は我が国には存在 しない。

最近においては、米国の多 くの企業において確定給付型 と確定拠出型の双方を併用 し、

その長所を利用しようとす る動 きが見 られる。勿論、現在でも確定給付型のほうが相対的

に多いが、教育及び公益法人の年金計画では、沿革的に内国歳入法の非課税恩典があるた

め(同 法第403条(b))確 定拠出型に よるものが多い。一般事業法人では、確定給付型が

優勢であるが、利益参加型の年金を採用す る企業 も相当有 り、特にERISA法 の制定以来

はその傾向が強まった。
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これ は、同法の規定 に よ り、年金 計画が終 了 した際に資金手 当てのな い年金債 務(un-

fundedliabilities)が 存在す る と、雇用 者が これ を負担 す る こと とされて い るか らであ

る。 この債務の管理は、年金給付保証会社(PensionBenefitsGuarantyCorporation)

の手に移 され、法定の担保権(1ien)を 同社 が取得 し、かつ この担保 権 は、租税担保権 と

同等の優先順位 を持つので、他 の債権者 の有す る担保権 に優先す る。 さらに、1980年 の複

数雇用者年金計画修正 法に よって、複数雇用者年金計画か ら脱退す る雇用者については、

資金手 当ての ない年金支 給予定額 の うち雇用者 の拠 出額に見合 う部分 は雇用者の債務 とさ

れた。 この ため、 多 くの中小企業 はERISA法 に基づ く厳格 な規制 を嫌 って、会社 債務 を

負担 しな い確 定 拠 出 型 を選 向す る よ うに な って い る。 内 国歳 入庁 の統 計 に よ る と、

ERISA法 制定以来設定 された年金計画 の内約80%が 確 定拠 出型 であ る。

勿論ERISA法 の規制の点 を除けば、確定 給付 型のほ うが多 くの利点 を有 してい るこ と

は疑 いない。 多 くの年金計画 は、退職の場合の確 定 した給付 を目的 としてお り、確定拠 出

型 では、給付 がい くらになるか分か らず、不安定性 があ る。 さらに、 多 くの企業 は将来社

会保 障 と年金 とを一体化 しよ うとしてお り、 そのためには、確定給付型 のほ うが問題が少

ない。 また、確定給付型 では、給付の額 が通常退職 時の給与 に リン クされ るため、 それ ま

での インフ レに対応 している とい う点 を評価 す る企業 もあ る。 それよ りも、確定給付型で

は、年金 資金投資 の リス クが雇用者に よって負担 され、従業員 は リスクを負 わない点が 多

くの労働組合 によって支持 されてい る。

この年金原資の投資 リス クを誰が負 うかは米 国の年金計画の重要 な点で ある。確定 給付

型 では雇用者が その リスクを負 ってい るが、確定拠 出型 で も投資機 関 を適切 に選定 す るこ

とに よ りリスクを少な くす ることが出来 るし、最近の金融商品の発達に よってヘ ッジをす

るこ とも可能にな ったか ら、一概 に確定給付型が優れ ている ともいえない。確定給付 型で

も年金 計画が資金手 当ての少 ない状 態 になれば、従業 員に とって は、 回収 の リス クが伴

う。 いずれに して も、米国の年金 に関す る世論は、平均 的従 業員が年金投 資の リス クを負

うこ とは適切 ではない とい う点 で一致 している。

確定給付 型では、従業員が若年 である場合 は、給付額 は比較 的少 ないが、歳 を取 るにつ

れて給付額 が相対 的に増大す る。 これ に対 して、確定 拠出型では、毎年 の給付額増加分 は

余 り変動 しない。 このこ とは、従業員が若年で退職 した場合 の コス トは、確定拠出型の ほ

うが大 きい とい うことであ る。一方確定拠 出型の うち雇用者 の株式取得 を図 る繰 り延べ利
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益参加型では、従業員の生産性 を高め る効果があるほか、雇用者の資金繰 りも楽である。

しかしながら、今 日の税制その他連邦政府の政策は、確定拠出型の年金をより優遇 して

いるように見える。例えば、税制上内国歳入法は、確定拠出型の一種 である租税繰 り延べ

年金を教育関係の企業および公益法人に対 し許容し、かつ奨励 している。また、 自営業者

に対する年金計画であるキーオ ・プ ランは、確定拠出型に近い制度である。制度上は、確

定給付型の年金 としても設立できるが、実際は、殆 どが確定拠出型である。 もっとも1986

年の課税公平財政責任法により、双方の差は、あまり大きくなくなったが、従来の基調 を

変えるまでには至っていない。 さらに、個人退職年金(IRA)も 完全 に確定拠出型であ

る。1979年 からは、簡易従業員年金制度が導入されたが、これも確定拠出型であることが

要件 となっている。株式保有計画(ESOP)は 、本来確定拠出型の年金であるが、借入金

による資金繰 りが出来 ることとされており、優遇されているほか、個別立法によって特別

措置を受けている。例えば、地域鉄道再建法、外国貿易法、クライスラー社借入金保証

法、小企業従業員所有法等である。今後 ともこの種の特別立法は増加するもの と見込 まれ

る。

1978年 の歳入法により、従業員に対する非課税現物給与の範囲が改正され、内国歳入法

第125条 が改正された。同条によれば、従業員は、幾つかの現物給与のなかか ら自由に選

択できるカフェ ・テ リア型現物給与 をうけることができたが、従来給与繰 り延べ を選択す

ることは出来なかった。 ところが、この改正により、利益参加及び株式賞与の うち一定の

要件を満たしているものがカフェ ・テ リアのメニューの中に加 えられた。これは明らかに

確定拠出型の給付 を優先する政策の現れであり、従業員に対する現物給与の重要性が高ま

っているなかでこの二つの給与は今後重要な役割を果たす もの と考えられているこの点に

関連 して、内国歳入法第401条(K)が 改正されて、繰 り延べ利益参加型年金 と給与カッ

トとを併用する計画を認めようとす る立法の動 きもある。

1983年 の社会保障法改正によって、給付開始年齢が漸次65歳 から67歳へ と引き上げられ

ることになり、今後も社会保障財政の状態によりさらに引き上げが行われ、給付開始年齢

到達前の退職に対 しては、年金給付の割引が行われるようになった。他方従業員が65歳 以

上になっても就労していれば、年金の割増が行われるので、65歳 に達 しても退職 しないほ

うが有利 となる。このような状態では、従来65歳 を目処 として給付を開始す る確定給付型

の年金では社会保障の年金 と併せて所定の所得 を得 ることが出来なくなった。確定給付型
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の年金計画が見直 されてい る理 由である。加 えて、最近の傾 向 としては、65歳 以前に早期

退職す る従 業員が ます ます多 くなってい る。一 方で65歳 以上 も働 きたい とい う従 業員がい

るか たわ ら、他方で50歳 代 で既 に退職 したい とい う従業員 もいる。 そこで、大 多数 の従 業

員が65歳 で退職 す ることを前提 とした確定給付型 の年金計画は その執行 がだんだん難 しく

な りつつ ある。確 定拠 出型の年金 のほ うが弾力的 に対処 できる可能性が秘 めてい るのであ

る。1981年 大統領 の年金政策委員会 は、雇用者が従業員給与の最 低3%を 毎年 拠出 して、

確 定拠出型の最低年金制度 を導 入す るよ うに勧告 した。 これは、最低 賃金制 と同様 に民間

企業に対 し強制 され る制度 である。 しか し、 この制度 は、 いまだ実施 されたわけではな い

し、 多 くの民間企業 においては、依然 として確定給付型の年金が確 固た る地位 を占めてい

る。おそ ら くは、徐 々に確定拠 出型の年金 を補完的 に使用 してバ ランスの とれた年金 計画

を策定 す る傾 向が出て くるであろ うし、 また、既 にその よ うなメニュー方式の年金 に踏 み

切 った企業 も出て きてい る。

3米 国年金基金の投資運用

米国の個 人金融 資産 に 占め る年金基金の比重 は、年々高 まってい る。下 表に観 られ るよ

うに、1975年 においては、全体の個人金融資産の 中に 占め る年金基金 の比率 は、13.9%で

あ った ものが、1993年 では、21.1%に 増大 して いる。最近では、個 人退職 年金(IRA)を

含 め た各種 年 金残 高 は、年 率10%程 度 増加 してい る といわ れ る。因 み に個 人退職 年 金

(IRA)を 含め た各種 年金残高 は、年率10%程 度増加 している といわれ る。 因み に ミュー

チュアル ・ファン ドの拡大 も著 し く、 この二つの金融機 関だけで、1990年 代 の終 わ りごろ

には、個 人金融 資産 の40%以 上 を取 り扱 うこ とになる と予想 されてい る。

米国個 人金融資産の内訳推移(%)

19751992

銀 行 預 金

貯 蓄 貸 付 組 合

保 険

年 金

mutualfund

そ の 他

37.4

18.8

17.6

13.9

2.0

10.3

26.8

10.3

16.6

21.1

11.4

13.6

「
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したが って、現在では、年金 基金 とミューチュアル ・フ ァン ドが米国の二大機関投資家

とい うことになる。1993年 末現 在年金基金の残 高は、5兆8,000億 ドルで我が国の年金残高

180兆 円の2.7倍 である。

米 国年金基 金の 内訳 を見 ると、圧 倒的 に多いのは企 業年金 で、1992年 末現在 全体 の24.

3%を 占め、次 いで政府関係年金14.3%、 個 人退職 年金13.7%と なって い る。 この他 に、

自営業者 の年金で あるキー オ ・プ ランを含め ると、個 人年金 は もっと多 くな る。企業年金

のなかで確定給付型の 占め る比率 は、大体60%で あろ うと推定 されてい る。米国最大の年

金 であ るTIAA'CRFF(米 国大学教職 員退職 年金 基金)は 、確定 拠 出型 であ るが、第二

位 のカ リフォルニ ア州公務 員年 金基金は、確定 給付型、 第三位 のニュー ヨー ク州公務員年

金基 金 も同様 である。企業年 金 にっ いては、GE、GM、IBM、 デ ュポ ンな どは、確 定給

付型 と確定拠 出型 との混合 形態で ある といわれ る。

いずれに して も、上 記 に説 明 した よ うに、次 第に確定 拠 出型 が増 えて い く趨勢 のなか

で、 必然的に年金原資運用 の効率 が問 われて くる。拠 出額 が一定 な ら、 パーフォーマ ンス

の良いほ うが給付が増 えるか らで ある。 このため、年金基金 の 自家運用 か ら外部の専 門的

投資マ ネー ジャーに運用す る委託 す る傾 向が出て きてい る。 さ らに、投 資先 として も、従

来 の国内投 資か ら、国際投 資へ と収益の極大化 を目指 してフ ロンテ ィアー を拡大 してい く

こ とにな る。GreenwichAssociatesの 調査 に よると、調査対象 の企業年金基金1,077、 政

府 関係年金基金332の うち、企業年 金につ いては、 自家運用 の比率 が1991年31%か ら1993

年27%へ 低下、政府関係年金 については、1991年39%、1993年32%と 同様 に低下の傾 向が

見受 け られ るとい う。低下 の原因 としては、運用実績 の向上 に対す る内部 か らの圧力、管

理 コス トの逓減 とい う二つの要 因が もっ とも大 きい。

外部 に対 し、年金基金の運用 を委託す る場合 、 もっ とも多いのは、投 資顧 問会社 で、 こ

れにつ いで、銀行、信託会社 、保 険が 引 き受 けてい る。PensionandInvestment社 の調

査 では、大手500年 金基金 の うち、1993年 末現在投 資顧 問会社委託件数 は40.5%、 銀行 ・信

託会社 委託が38.1%、 保 険会 社委託 が23.45と な って いる。基金 の規模 が小 さ くな るにつ

れて投 資顧 問業 に委託す る比率 が 多 くな ってい ると報告 されてい る。

外部運用委託が増加す るにつれて、年金基金 のポー トフォ リオの構成 も次 第に変化 して

きてい る。1980年 代 以降年金 基金 の投資は、確定利付債 中心か ら、株式投 資へ と重心 を移
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す傾向が窺 われ、特に政府関係年金基金の投資傾向の株式傾斜が窺 われ、特に政府関係年

金基金の投資傾向の株式傾斜が著しいといわれる。

国際投資については、従来米国の年金基金は、 もっぱら国内債券中心の運用 であった

が、利回 り中心の投資政策への変化に従い、1990年 代にはいって急激に国際投資を推進 し

ている。1993年 末現在で米国年金基金の対外投資額は、2,100億 ドルで、運用総資産の8%

を占めている。特に、政府関係年金基金に対外投資の傾向が強 く、 また投資形態 として

は、株式投資が全体の7割 に達 している。

4年 金基金 とミューチ ュアル ・ファン ドの相互関係

以上の よ うな年金基金運用の変化 に対 応 して、年金基金 と ミューチュアル ・ファン ドが

互 いに提携 しあって、一体運用 を図 る傾 向が出て きてい る。

第一 に、年金基金が収益性の優 れた ミュー チュアル ・フ ァン ドを購入す る傾 向が強 まっ

てい る。

第二 に、 ミュー チュアル ・ファン ドの中には、特定地域 の株式 中心 に投資 を行 うカン ト

リー ・ファン ド、地域 ファン ド、 グローバ ル ・フ ァン ドな ど対外投 資専 門の ファン ドが あ

るが、 これ らのファン ドを年金 基金 が購 入す る例が 多 くなってい る。 これ らのファン ドの

購 入は、形式的 には、ニュー ヨー ク市場 に上場 されたフ ァン ド会社 の株式の買 い入れ であ

る。 第三 は、個人退職年金(IRA)に よる ミューチ ュアル ・フ ァン ドの購入 で、IRAに 対

し、年 間2000ド ル までの積立非課税 措置が講 じられて いる こ ともあ って、IRAは 急 成長

を遂 げたが、 その適用 に際 して ミューチュアル ・フ ァン ドは熱心 に取 り組み、1993年 末現

全体 のIRA資 産 の うち13.6%が ミューチュア ル・フ ァン ドによって運用 されて いる といわ

れ る。IRAは 、 もともと他 の適格年金計 画に加 入 で きない従 業 員の ための制度 で あ った

が、 その後税法上の恩典 が与 えられ、企業 の大 量 レイ ・オフの対象 とな った従 業員等の加

入やベ ビー ・ブー ムの 中 ・高齢化 に ともない急成長 し、今 日では、大衆貯 蓄手段 として広

く利用 され てい る。 さちに、401-K・ プ ランが成立 し、給料天 引 きの非課税貯 蓄 が可能 と

な るに及 んで、 ミューチ ュアル ・ファン ドの利 用は一層促進 され、 同プ ランの運用資産の

うち、1993年 で26%が ミューチュアル ・フ ァン ドとなっている。

1

5信 託形式の年金基金
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米国におけ る適格年金計画 は、種々 の法的形式 を とって運 営 されて いるが、その うち主

た るものは、保険 と信託 である。現在 の ところ主流 を占め るのは、信託 形式に よる もので

あ り、 と くに複数雇用者 を含む年金計画にお いては、 多 く信託形 式が利用 されている とい

われ る。 しか し、保 険 も次 々に新商 品 を開発 して、複数 雇用 者の年金 計画 に算入 して い

る。

信託 形式による年金計画においては、雇用者 と被用者 の拠 出が信託 の受託者 によって運

用 され、管理 され る。運用 が使 険会社 に よって行 われ る場合 には、給付 は、 直接保 険会社

か ら参加被用者へ と行 われ る。受 託者の権 限 と義務 とは、信託契約 に規定 され、複数 雇用

者 の年金計画 については、参加労働 組合 の代表者 と、参加各企画 の代表者が署名す る。 こ

れ ら代表者 は、年金 基金 の運営 に関す る委員会 を構成 して、投資運用 を司 るこ とがあ る。

大規模 の年金基金 では、複数 の投資顧 問会社 または投資運用マ ネー ジャー を置いて投 資

の運用 に当たらせ る場合が 多い。受託者 は、 その場合単 なるカス トディア ンに止 まること

に なる。受託者の有 す る権 限は、個 々の年金基金 によって著 し く異 な り、個別の投資につ

いて いちいち投資委員会 の承諾 を得 な くてはな らない場合か ら、受託者の一任でいか な る

投資 も可能 な場合 まである。 また受 託 者は、雇用者 に接触 して その意見 を聞 くこ と もあ

る。1974年 のERISA法 は、年 金 計 画 の 運 用 に 当 た る 人々に 対 し、最 低 の信 任 義 務

(fiduciaryduty)を 課 し、一般 にprudentmanruleと 呼ばれ る概 念 を導入 している。す

なわ ち、予 め定め られた運用対象 しか投資 できない とい う 「リー ガル ・リス ト」方式 では

投資の弾力性 を損 ない、年金基金の効率性 を減殺す る可能性 が高いので、慎 重な投資専 門

家が取 ったであろ う投資行 動 を基準 として年金の運用 を行 うこ とを定 め、個別 の運用資産

の性質 を見 るのでは な く、その資産 が全体 の ポー トフォ リオの 中で果 たす役割 に着 目して

運用 を妥 当性 を判断す るとい う立場 を取 ってい る。

prudentmanruleは 、実際には、手続 き上のプルー デ ンス と実体上 のプ ルー デンス と

に別 れ る。手続 き上のプルーデンス とは、年金基金 の投 資、運用等 の活動 につ いて受 託者

が常 にその状態 を知 りうるよう、事 実の詳細、 関連事情 について適切 な考慮 を払わなけれ

ばな らない とす るルー ルであ り、 投資決定 を行 うに際 し、受託者が関与すべ き最低 限度 を

定め ている。他方、実体上 のプルー デンス とは、投資、運用に当 たって、損失の危 険性、

および利益の可能性 を受託者が十分 に検討 し、 さらに、分 散投資の観 点か らす るポー トフ

ォ リオの構成、その流動性、長期 的収益予想等の諸要素 を考慮 に入れて、計画の 目的 に添
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う適切 な投資、運用が なされてい るか どうか を検討す る義務 を指 してい る。

この よ うなfiduciary義 務 の一 環 としてのprudentmanruleを 定め たこ とは、年金 計

画が単 なる信託 の受託者の負 う義務 よ りも一層広 い範 囲の義務 を立法上課 した もの で、米

国労働省 は、 この関係 で伝統 的 な信託 法理 の適 用 が ない との見解 を とって い る。す な わ

ち、 コモ ン ・ロー上の信託 では、信託財産 か ら生 ず る所得 につ いて所得 受益 者(income

beneficiary)を 、信託財産 その ものにつ いて、元本受益者(principalbeneficiary)を 想

定 してい るが、年金計画の財産は、その参加 者の間において所得か ら生ず る収益 と元本か

ら生 ず る収益 とを区別す る実益に乏 し く、区別 で きないので、 コモン ・ロー の法理 をその

まま年 金 基金 に適用 で きない とす る。 す なわ ち、 同省 は、 「コモ ン ・ロー 上 の信 託 は、

ERISA法 タイ トル1第4部 の基礎 を形成 し、 この信 託法理 が同法に連邦法 として制定法

化 された ものではあ るが、 同法の立法過程 に照 らす と、 コモ ン ・ロー上 の信託 を機械 的に

従 業員年金計 画に対 して適用すべ きでない。ERISA法 のプルーデ ン ト ・マ ン ・ルー ルは、

一定の点で伝統 的な信託法理 に基づ くもので はあるが、他の点では、それか ら乖離 してい

る。」「したが って、プルー デンス ・ルールの下にお いて許 され る投 資、運用対象 は、 コモ

ン ・ロー の も とにおいて許 されている投資、運用対象 に必然的に限定 されてい るものでは

ない」 と述べ てい る。

そこで、外 国の証券に対す る投 資につ いて も、 これ を禁止 して い る条 項はERISA法 に

は存在せ ず、各投資は、プルー デン ト ・マ ン ・ルー ルに照 ちして特定の投資対象について

の利点 と弱点 との比較権衡 において総合的 に判 断され る。 しか し、外国の投資運用者、ブ

ロー カー、 カス トデ ィア ン、デ ィー ラーが関与す る取 引につ いては、 それ相 応のプルーデ

ンスが要求 され るので あ り、それが満 たされない場合 には外国証券の保 有が制限 され る場

合 がある。

6年 金基金の課税

(1)拠 出段階

まず最初に、雇用者の拠出分については、雇用者の課税所得計算上は、損金 となるが、

被用者は、年金 を受領す るまでは課税されない。これは、我が国の課税 と同様であるが、

年金基金 を信託の一種であると考え、または信託 と同様に扱うべ きであると考えると、説

明がつかない。受益者は既に特定 しているし、受益の限度も計算可能であろう。直ちに給
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与 として課税 して もよいの に、課税 されない。受益 者は現実 に給与 を受け取 ってはいない

か ら、担税力の面 で問題が ある とい うな らば、裁 量信 託の場合 の受益 者 も似た ような立場

にあ る。米国の ように、年金基金が法人形式 でな く、信託形 式で運用 され る場合 は、 いか

な る法理 に よって課税 の繰 り延 べ が税制 上許容 され るのか。(ERISA法 の適用 は、投資

の運用 に関す る面 だけ であるか ら、他 の面 において年金 基金 が信託 で あ るこ とを妨 げ な

い。)

ただ、米国では、年金が保 険形式 で運用 され る場合 には、従 業員は毎年一定 の分配 を受

けた もの と見 なされて、 申告 しなければ ならない。 これは、 雇用 者の拠出の うち、従 業員

に対 して純粋 の保険(pureinsurance)を 提供 した部分 で、従業 員にかか る生命保 険の額

面価額 がその現金価 格 を上 回る部分に対 して期 間1年 の生命保 険 を付保 した としたならば

支 払 った保 険料の額 で ある。 これ は、P58コ ス トと呼 ばれ る。 この保 険料 は、従業貝 が歳

を取 るにつ れて高 くな るが、一方現金価格 が毎年上が ってい くので、付保額 は年々減 って

くる。概 していえば、 申告所得 の額は、年々す こしつつ あが ってい くといわれて いる。

(2)退 職年齢前の給付

退職前に年金計画から給付 を受けた場合には、給付の額か ら従業員のコス ト・ベースを

控除した部分が通常所得 として課税を受ける。ただし、59.5歳 に達 した後受ける給付につ

いては、一定の条件が満たされる場合に限 り、平均課税によって低い税率で課税 される。

給付の金額がその時点での当該従業員の給付権の一部である場合にはその コス ト・ベース

も按分比例で計算される。1986年 の税制改正によって、個々の従業員の年金計算勘定が雇

用者の拠出分 と被用者の課税拠出分 とに区分経理されている場合 は、被用者の課税済み拠

出分か ら分配を行 うことが出来、 これは、全額非課税であるか ら、残 りのコス ト・ベース

をすべて雇用者の拠出分か らの分配に振 り向けることが可能となった。 しかし、 この方法

が認められるのは、確定拠出型の年金すべてと一部の確定給付型年金である。

(3)退 職従業員に対する給付

(A)一 括給付

適格年金から退職従業員に対 し、一括給付がなされるのは、当該従業員が59.5歳 に達

した場合、死亡の場合、及び解雇の場合に限られ る。一括給付がなされた場合、従業員
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、
は、給付額 か らその コス ト ・ベー スを控 除 した額 について課税 を受け る。 この場合 、 当該

従 業員が59.5歳 を越 え る年齢 に到達 していた場合 、 またはその給付額 が 当該従 業員 に帰属

すべ き年金計 算勘定 の金額 であって、かつその支 払が一課税年度 中に行 われ た ものである

場合 は、受 け取 った給付額 につ いては、5分5乗 方式で課税 される。 ただ し、 当該従業員

は、少な くとも5年 以上年金計画に参加 していなければな らない。

5分5乗 方式の課税 の計算 は、受領 した給付額 か ら一定 の控 除額(1万 ドル又 は給付額

の50%の いずれか少 ない投額、 ただ し、給付額 が2万 ドル を越える場合 は、給付額 の20%

と1万 ドルのいずれか低 いほ うとなる。)を 控 除 した残額 の5分 の1を 通常所得 と見 な し、

基礎控 除その他一切 の他 の控除 を適用せ ずに税 額 を計算 し、その税額 を5倍 した ものを給

付額に対 す る課税額 とす る。

1986年 か らは1986年1月1日 に50歳 に達 して いた従 業員 に対 して優 遇措 置が講 じられ、

1974年 以前に年金 計算勘定 に計上 されていた金額にかか る一 括給付 は、 キャ ピタル ・ゲイ

ン と見 なされて、1986年 以降 も長期 キャピタル ・ゲ インに対 する軽減税率20%の 適用が受

け られ るように なった。 その上、59歳 に達す るまでの勘 定計上分 につ いて も、5分5乗 の

課税計算の適 用があ ることと改め られ た。 また、従 業員は、その選択 によ り、5分5乗 で

な く、10分10乗 の課税 を受 けるこ ともできるよ うに なった。ただ し、 この選択 の場合 は、

税率は、1986課 税 年度 の レー ガン減税以前の税 率 によらなければな らない。

(B)年 金 給付

従業員が年 金計 画か ら年 金 を支給 され た場合 に は、定期金(annuity)課 税 を受 け る。

(内国歳入法第72条)従 業員 がコス ト・ベ ース を有 して いない場合 には、支給 され る年金 の

全額について、支給の都 度通常所得 として課税 され る。 コス ト・ベー ス を有 してい る場合

は、 当該従 業員の 「予定収益」(expectedreturn)に 対す るコス ト ・ベー スの比率(こ れ

を除外比率(exclusionratio)と 呼 んでい る。)を 計算 し、 これ を支給 された年 金 の額 に

乗 じて控 除 し、残額に対 して課税す る。予定収益 は、年金の年間の支給額 に当該従業員 の

平均余命 を乗 じた額で ある。例 えば、65歳 で退職 した従業員の平均余命が20年 であった と

し、年 当た り1万 ドルの年金 を支給 され るが、 その コス ト・ベースは、5万 ドルであった

と しよ う。 この従 業 員 の予定 収益 は、20x1万 ドル=20万 ドル で あ り、除外 比率 は、5/

20=25%で ある。 したが って、当該従業員は、毎年1万 ドルx(1-0.25)=7,500ド ル を

通常所得 として 申告す ることになる。 当該従業員が平均余命に達す る前 に死亡 した場合 に
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は・ それまでに回復 で きない コス ト ・ベー スは、死亡の ときの属 す る課税年 度で一括控除

される。

(C)遺 族 に対す る一括給付

遺族 に対す る一括給付 につ いては、 以上 に述べ た5分5乗 または10分10乗 の平均課税が

行 われる。 ただ し、遺族 の コス ト ・ベー ス として最 高5000ド ルが追加 され る。

従業員が退職年齢 に到 達す る前に死亡 した場合 も同様 であ る。遺 族 に支 給 され る年 金

は、定期金 として従業員が受け取 ったの と同様に課税 され る。従 業員 の コス ト・ベースは、

その まま引 き継がれ、 それに最高5000ド ル を加 え る。

(4)コ ス ト・ベース

以上 の年金課税の取扱のなかで重要 な役割 を演ず るの は、 コス ト ・ベー スであ る。 これ

は、我が国の適格年 金制 度に基づ く一時金の給付 につ いて従業員 の 自己掛け金があ る場合

には これ を控除 して課税所得 を算定 し、 または、給付が年 金の場合 には、年金支給総額乃

至 はその見込額の うちに 占め る自己掛け金 の比率 で課税所得 か らの控除額 を算定す るの と

軌 を一 に して いる。 この比率 は、 まさにexclusionratioと 同様 の性格 の ものであ る。 同

国歳 入法 においては、 コス ト ・ベー スは、次 のように規定 されて いる。

① 被用者の拠出額総計

② 被用者が過去 に課税所得 として申告 した保 険料 の総額

③ その他雇用者の拠 出で被用者 の所得 として既 に課税 済みの ものの総 計

④ 適格年金基金か らの貸付金 で利益の分配 として課税 された もの

(5)通 常所得課税

適 格年金計画か らの所得 がすべ て通常 所得 として課税 され る こ とにつ いては問題 が あ

る。年金 資金 の投資運 用は、利子、配当 キャピタル ・ゲ イン等 の所得 を生ず るが、 これ ら

は、 すべ て一括 して通常所得 として扱われ る。信託形式 を採用 した年金基金計画です ら年

金基金 レベ ルでは配当所得や キ ャ ピタルゲインであった ものが、給付段階 では通常所得 に

変 わ って しま う。 これ も導 管理論 が純粋 な形では適用 されてい ない実例 である。 む しろこ

の点 にお いて、年金 の課税 は、投 資信託 の課税 に類似 してい ると言 えるであろう。
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第2款 英国の年金信託

1イ ギ リスの年金 改革

「ここで提案 された年金制度 の改革 は基本 的 な もので ある。 それは国家 と個 人 との新 し

いパー トナー シップ を達 成す るこ とを意図 して いる。 国家 と私的なセ クター に よる規 定は

競争的 とい うよ りは補 足的であ る。 これ らは、 あ らゆ る従業員が基本 的な国家 の年金 に加

えて、 自分 自身で年金の付加 に貢献す るこ とが で きる とい うこ とを保 障 してい る。」

このコメン トは、1985年 の議会 のグ リー ンペーパー 「社会福祉の改革」にお いて勧 告 さ

れた内容 の一部 である。 この提案は、国家 の将来 の年金 スキー ムについて言及 して いない

が、 国家(公 的年金)と 私的部 門(私 的年金)と の関係 について広範囲 に言及 してい る。

その結果、私的年金制度 を支 えるために、租税 リリー フの現行 システムにつ いて、重要 な

変化 が もた らされた。 この ような動 きは、年金制 度 をカバーす る多 くの課税規定 の変化 を

もたら し、重要 な年金規定 の立法 ・改正は、1987年 財政法(F(No2)A1987)に お いて

み るこ とがで きる。

次の よ うなものが主要な改正事項 であった。

(a)

(b)

(c)

(d)

認可 された退職年金 スキー ムに代 わる 「認可 された個人年金 スキー ム」 の導入。

新 しい、フ リースタ ンデ ィン グ(freestanding)・AVC(additionalvoluntary

contribution)ス キーム(従 業員が 自分 の選択 で付加 的な拠 出 を行 な うこ とが で

きるスキー ムであ る)の 採用。

認可 された職域年 金 スキームに よるベ ネ フィ ッ トの濫用 を規 制す るための新 しい

規定 の導入。

あ る種類 の年金制度か ら別の年金制 度へ の 自由 な移転 を認め る規定 の導入。

税法上優遇されている年金契約 としては、次のようなものが活用されている。

①新 しい法律でのもとで認可された企業年金スキーム

②AVC契 約

③簡易企業年金スキーム

(a)簡 易最終給与スキーム

(b)簡 易現金購入スキーム
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④認可退職年 金契約

⑤認可個 人年金スキー ム

⑥認可 され てい ない一一時支払 いス キーム(ex-gratialumpsum)

⑦認可 されていない 「トップ ・ア ップ(Topup)」 ス キーム

2認 可職域 スキーム(33)

(1)認 可の新 しい規定

現在 の職域 スキーム(occupationalschemes)は 、19世 紀 に確 立 された シビル ・サー ビ

ス ・スキームに大 き く依 存 して い る。

認可に関す るコー ドは、1921年 に導入 され たものであったが、1970年 に新 しい コー ドに

とって代 わった。 その規定 はあ らゆ る職域年金 スキームに適 用 され る簡単で統一 的なルー

ル と手続 について規定 を してい る。 この規定 は、TA1988§ §560～612とSch22、23で あ

る。新 しいコー ドによる認可 は、 以下 の ような課税関係 をもたらす。

新 しいコー ドに より次 のこ とが明確 に された。

(a)雇 用者 の配分(出 資)は 、 それが通常 の年間(毎 年 の)の 配分 であ る限 り、損金 に

算 入される。

(b)雇 用者の出資は、毎年 の報 酬の15%の オーバー オー ル 限度額 に服す る利益 か ら控 除

され る。

(c)雇 用者の出資は、従 業員の課税報酬(給 与 ・手 当)を 構 成 しない。

(d)フ ァン ドの投資に よって生 じた所得 とキャピタル ・ゲインは、免税 とされる。

(e)退 職の間に支払 われ た年金 は、 シェジュー ルEの 所得 として その メンバーに課税 さ

れ る。

これ らの取扱は完全 に認可 を得 た、す な わち 「非課税 認可 ス キー ム」にの み適用 され

る。認可要件 を充足 しないスキー ムは上述 の(c)の みは保証 され ている。

多 くの種類の スキー ムが、 「非課 税認可スキー ム」 として認め られ うる。

(a)最 終 の給与 に応 じて支 払 われ るべ き年 金 を提 供す る 「雇 用 者 スポ ンサー ・ス キー

ム」。

(b)雇 用者 と従 業員双方 に よ り拠出金がな される 「雇用者 スポンサー ・スキー ム」(つ ま

り現金購入 スキーム)。

一161－

L



1

(c)従 業員 が付 与す る年 金額 につ いて、一定 の裁量 を もつ スキー ム(い わ ゆ る 「トッ

プ ・ハ ッ ト(tophat)」 スキーム)。

(d)認 可 スキー ムの受託者が保険契約又 は直接投 資 を介 して年金 を保 証す る 「認可受託

者 スキー ム」。

(2)退 職ベネ フィ ッ ト ・スキームの意義

新 しい コー ドは、「あ らゆる退職 ベネ フ ィッ ト ・スキー ム」 に認可 を与 える可能 性が あ

る。 その よ うなス キーム は、「相当なベ ネフ ィッ ト」 を提供す る ところのスキー ム である。

「相 当なベ ネ フィ ッ ト」 は、広範 囲に定義 されて い る。 歳入庁 は、退職 、死亡 の 時に、あ

るいは退職 に先立 って与 えられた一時金等 を、一時金が オフィスの剰余金 あ るいは損失 を

理由に して支 払われ ない場合 には、退職ベネ フィ ッ ト ・スキーム を組成す るもの として取

り扱 ってい る。相 当 なベ ネ フィッ トを付 与す るスキー ムは、少人数 の従業員 あ るいは1人

の従 業員 につ いて も成 立 させ るこ とがで きる。相 当なベネ フィッ トの給付 は、 第三 者 との

契約(た とえば、保 険契約)の 方法に よる給付 も含む(TA1988§612(2))。

歳 入庁 は、退職ベ ネフィ ッ ト・ス キーム を異な るグループ会社 の従業員の よ うな、 異な

る従業 員 の クラス に関す る2つ 以上 の ス キー ム に分 割 す る こ とが で き る(TA1988§

611(3)(4))。 この手続 きは、 多国籍企 業に よ り設立 され た世 界的 なスキーム につ いて イ

ギ リス部分のみ に認可 を求め る場合 に用 い られ る。

スキームが上述 したよ うな広範 囲な退職ベ ネフィ ッ ト ・スキームであ るとして も認可が

され ない場合 には、相 当なベ ネフィ ッ トの給付 として、雇用者が支払った金額 は従 業員の

所得 として取 り扱われ る。

(3)認 可の要件

ス キーム の認 可は、歳入局(Board)に よ り行 われ るが、TA1988§590(2)、(3)の 条

件 が充足 され る場合 には、認可 を しなければな らない。 これは、強制的(覇 束的)な 認可

と呼ばれ てい る。 しか し、裁量基準で上 述の要件 を充足 しないスキーム を認可す る権 限を

もっている。 スキームにつ いて、歳 入局 の認可 を得 ることは、 その基準が強制 的 または裁

量 的であろ うと、雇用者の 出資につ いて従業貝が賦課 され るこ とはない(イ グゼ ンプ シ ョ

ンを保証す るのみ である)。
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認 可の原則的 な要件 は、以下 の もので ある。

まず・TA1988§590(2)は 、以下 の要件 を充足 しない と、 いかな る退職ベ ネフィ ッ ト.

スキー ム も認め られない と規定 す る。

(a)当 該 スキー ムが従業員 の役務提供 に関 して、従業員、 その配偶者、扶養親族等 に相

当な利益(ベ ネフィ ッ ト)を 与 え る目的 で真実、設立 され た もの であ ること。

(b)相 関係す る従業員 と使 用者が 当該 スキーム を承 認 してお り、 この スキームのメンバ

ーである、 あるいは メンバー にな る権利 をもってい る従業 員が このスキー ムの重要

な事項 を規定 した文 書 を付与 されていること。

(c)こ の年金 スキームに係 る規定に もとつ いて、 この スキー ムの管理 を行 う義務 を負 っ

ているイギ リス居住者 た る者(パ ー ソン)が 存す るこ と。

(d)

(e)

(f)

次 に、TA1988

ムが認可 され ると規定 す る。

(a)従 業員 のためのあ らゆ るベ ネフィッ トは、60歳 か ら75歳 までの一定 の年齢の時にお

ける年金及び退職金(一 定 の額 を超えないこ とが要件)で あ ること。

(b)従 業貝の寡婦(夫)の ためのあ らゆ るベ ネフィッ トは、従業員 の退職後死亡 した と

きに支払われ る年金(こ の支 払額 は従業員に支払われ る年金 の3分 の2を 超え るこ

とはできない)で あるこ と。

(c)

(d)

(e)

(f)

使用者が このスキー ムの出資者(contributor)で あ ること。

この スキー ムをイギ リスに居住 している者 によ り、 イギ リスで事業又 は営業 を行 う

こ とと関係 をして、設立 されてい るこ と。

いか なる額 もこのス キー ムの もとでは、 スキー ムの継 続 あ るいは終 了後 であ ろ う

と、従業員が行 った寄付 の返 済 とい う方法に よ り支 払われて いなこ と。

§590(3)は 、 以下 の要件 を充足す る場合 に は退職ベ ネフィ ッ ト・スキー

その他 のベ ネフィ ッ トは このスキー ムの も とで支 払われ ないこ と。

年金 は、一定の場合 を除 いて、辞職、 出向等には適用 されな いこ と。

従業員 が複数以上 の相 当に関係す る雇用に よ り設立 されたス キームの メンバーであ

る場合 には、その1つ の雇用 に係 わって支 払われる年金 の額 は、関係 す るその他 の

雇用 に係 る年 金支 払額 と合 算 した ときに、相 当の額 を超 えていないこ と。

従業員が複数 以上 の相 当に関係す る雇用 によ り設立 され たス キームの メンバーであ

る場合には、関係す るその他 の雇用 に係 わって振替年金の方法 で支払 われる額 は、
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(9)

(h)

その他 の雇用 に係 る年金支払額 と合算 した ときに、相 当の額 を超 えて いないこ と。

従業員が、 あ るスキー ム と認可 スキー ムであ る別 のスキーム等 とに関係 してい る場

合、 当該 スキー ムに よ り支払 われ る年 金額 は、 その一方のスキーム等 によ り年金 の

方法 で支払 われ る額 と合算 した ときに、相 当の額 を超 えていないこ と。

従業員 が、 あ るスキー ム と認可 スキームで ある別 のスキーム等 とに関係 してい る場

合、振替年金 の方法で支払 われ ている額は、 その一方の スキー ム等 に よ り年金 の方

法 で支 払われ る額 と合算 した ときに、相当の額 を超 えて いない こと。

後述す るような税 法上 の特典 を受 けるためには、 そのスキー ムは認可 され るだけではな

く、「非課税 認可 スキーム」に該 当 しなけれ ばな らない。非課税認可 スキーム は、次 の よ

うに定義 されてい る。

(a)取 消不 可能 な信託 の も とで遂行 ・達 成 され るこ とが、歳入局 の証書 に記載 されて い

る認可ス キーム。又 は

(b)特 別 な状況 に関 して、歳入局が非課税認可 ス キー ムに該 当す る と判断す る、その他

の認可ス キー ム。

事実、歳入庁 は、① ファン ド又は ポ リシーが導管 的な権 限の もとで保有 されてい る、 あ

るいは②信託証書の 中で資産 の処 分がそのスキー ムの認可条項 に より規定 されて いなけれ

ばな らない、 といったこ とを定め た形式的な条項 を求 めてはいない。

(4)非 認可 スキー ム

FA1989に よる 「earningscap」 の導入前 は、非認 可 スキー ムは、非課税認可 ス キー ム

に与え られ る租税優遇 措置が享受 で きないだけで な く、一定の特例 に服 していた。特 に、

スキー ムが 基金 の積 立がで きない場合に、毎年 、従 業員 のために国家 による従業員へ の配

当がなされ ると、従 業員はそれに課税 され た。 そ して、 それが従 業員 に支払 われた ときに

もまた年金 として課税 された。 しか し、 それ を回避す るため に、非認可 の トップ ・ア ップ

スキーム を容 易につ くるこ とがで きるため に、国家従 業員 配 当に対す るシェ ジュー ルE

課税が1988-89年 か ら廃止 された。非認可 スキー ムの現在 の課税関係 は、 そのス キームが

基金 を積 み立ててい るか否かにかか って いる。

基金積 立ス キームは、雇用者が保 険証書又 は独 立 した信託基金 を設け ることに よ り、将

来ベ ネフ ィッ トを得 るこ とが保証 され てい る。 そのス キー ムに おいて、雇 用者 が第三 者
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(た とえば保 険会社)に 、相 当 なベ ネ フィ ッ トを与 えるために、支 払 い を行 う とシェジュ

ー ルEの も とで従業員が課税 され る(TA1988§595(1))
。相 当なベ ネ フィ ッ トの定義

は、従業員 の妻、寡婦(夫)、 子供 、扶養 者及び人的代表者 に支払 われたベ ネフィ ッ トを

含む(TA1988§595(5))。

年金 の支 払いが なされ た ときに、通常 の方法 で シェ ジュールEの も とで当該年金 は課

税 され る。一時的な通勤ベ ネフィ ッ トは、 スキー ムに基金 を積み立 て るときに、従業員 が

雇用 者の支払いの際に課税 されて い る限 り、課税 は され ない(TA1988§189(6))。 これ

は、従 業員が既 に課税 されて いる雇用者 の支払 いにつ いてはその部分 を除 いて、 その他 の

ベ ネ フィッ トに特別に課税 す る ものであ る。

非 一基金積立 スキームは、雇用者が単 に年金又はその他 の退職 ベネ フィッ トを付与す る

だ けである。年金の支払 いは、通常 の方法 でシェジュー ルEの も とで税 を賦 課 され るが、

一時金 もまた特別なルー ルの もとで課税 され る(TA1988§596A)
。

(5)雇 用者の支払い(拠 出)の 損 金性

雇用者 が退職ベ ネ フィ ッ ト ・ス キー ムに拠 出 を行 った と きに、そ の額 は、原則 として

(問題 の従 業員 の役務 を得 るため に生 じた費用 として)控 除 され る。 しか し、 そのスキー

ムの最初の基金 を作 るための拠 出又 はベ ネフィ ッ トを増額 す るための拠 出は、 それがキャ

ピタル ・イクスペ ンデ ィテユア(資 本支 出)を 構成す るとの理 由 で、控 除され ない。その

スキームが 「非課税認可ス キーム」 であれば、事業費用又は管理 費用の どちらかであ ると

して、雇用者 のための控 除 を認め る特別 な規定が存す る(TA1988§592(4))。

(6)従 業員 の拠 出(控 除)

1987年4月6日 以後 に支払 われた従 業員拠 出金 は、FA(No2)1987は 、非課税認可ス

キー ムに対す る従 業員拠 出につ い て リリー フを認め ている(TA1988§592(7))。 課 税年

度 に従 業員が支払った拠 出金 の最大控 除額 は、 その年度の 当該従業員 の給与 の15%を 超え

ない範囲 内であ る。 この限度額 は、 雇用者が設定 したもので あ うと、従業員が設定 した も

の であ ろう と、AVCス キー ム(additionalvoluntarycontribution)を 含む あ らゆ る

非課税 認可スキー ムへの拠 出金 に適用 され る。 この15%割 合 は、厳格 な一定の条件に従 っ

て、歳 入局の権 限によ り割 り増す こ とがで きる。
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(7)基 金の課税

非課税認可 スキーム は、特別 な課税 イグゼ ンプ ションを享受す ることがで きる。

基本的 なイグゼ ンプ シ ョンは、 スキー ムのため に保 有 してい る預金、投資か らの所得 は

所得税 か らイグゼ ンプ トされ る とい うこ とであ る。TA1988§592(2)。 ス キー ム の ため

に保有 して いる投 資の処分 か らの キャ ピタルゲ インは、 キャピタルゲ イン税か らイグゼ ン

プ トされる(TA1988Sch.29,para.26)。 投資の管理 は、非常 に洗練 ・熟達 され てお り、

年金基金 は投 資関連取 引(こ れは当初 の規制 にお いて予想 されていなか った)を しば しば

行 う。新 しい状況 に対処 す るため に、 さらに次の よ うな場合に、 イグゼ ンプシ ョンが 認め

られ る。

(a)シ ェジュー ルD、 ケースVIに お いて別 に課税 され る 「スキームの ため に適用 され

た保 険手数料 」。

(b)預 金証書 の処分 か らの ゲイン(但 し、事業利益 として取 り扱 われ るもの を除 く)。

(c)先 物 、オプ シ ョン契約に よるゲイン。

(c)の イグゼ ンプ シ ョンは、一定の金融手段 に 当初 限定 されて いた。他 の先物、 オプ シ

ョン契約の場合 、非課税(イ グゼ ンプ シ ョン)は 、投 資が ディー リング取引に反す るよ う

な取引 に依 存 して いた。 しか し、1990年 のFAは 、広範 囲 な取 引に イグゼ ンプ シ ョンを

認め るよ うに改正 を行 った。(c)の イグゼ ンプ シ ョンは先物、 オプシ ョン契約 をカバ ーす

るイグゼ ンプ シ ョンに取 って代 わった。 そ して投資 を示 す取引要件 を除外 した。 このため

に、契約が、 当事者 の一方が非現金資産 に反す るような現金 を作 る、あ るいは取得す る権

利 を持 っている とい うことのみで、先物 あ るいはオプ シ ョン契約 である として イグゼ ンプ

ション を否定す るこ とはで きない(TA1988§659A(2))。

この年 金 ス キ ー ムが、TA1988§1229に お い て認 め られ て い る貸 付 契約(lending

arrangement)に 参加 す る場合 には、生み出 され た支払 いの受領(受 け取 る方 においては

配当 として取 り扱 われ る)は 譲渡 まで、非課税 とされ るであ ろうが、譲渡時 には、 これは

株式貸付手数料 ではな いことか らシェジュールD・ ケー スVIに おいて課税 され る。

これ とは別 に、有価証 券の取扱、 その他 の取引 は、 この よ うな イグゼ ンプ シ ッンの対 象

にはな らず、課税 され うる。 投資 とその よ うな有価証券の取扱 を区別す るこ とは困難であ

る。歳入庁 は、 非課 税認可 スキー ムによる非免除取 引が疑 わ しい場合 に、 そのケース を審

査す るための特別 オ フィスを設置 している。
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(8)年 金の課税

認可 フ ァン ドか ら年 金が支払 われ たか否か に関係 な く、 シェ ジュー ルEの もとで課税

す るため に、年 金支 払 の賦 課 に係 る一定 の基 本 的 な規 定 が 存 す る。 主 た るルー ルは、

TA1988§19(1)で あ る。 この規 定 は、手 当て及 び 「イギ リス外 でパ ー ソンの ため に、あ

るいはパー ソンに よって支 払 われて い るあ らゆ る年 金」に課税す るこ ととしてい る。「年

金」 とい うこ とば定義 され てい ないが、TA1988§133は 「疑義 を回避す るため に」、「年

金」 とい う用語 は 自発 的に あるいは非継続 的に支払 われて い る年金 も含 む と規定 して い

る。年金 ということば、法令 あるいは判決 によって も明 らかに されて いない。

しか し、支払が認可スキーム(必 ず しも非課税の認可スキームでは ない)の ルー ルにお

いて支払 われ るべ き年金 である と、 シェ ジュールEの もとで その年金 に課税す るために、

特別 な制定法 ルールが存す る(TA1988§597(1))。

シェジュー ルD・ ケー スIV、Vの もとで課税 され る外国年金の場合 には、送金基準は適

用 されず、 また、課税所得 は、10%ま で軽減 され る。同 じよ うな軽 減 は、Sch.E,para.4

の もとで課税 され る一定 の コモン ウェルス政府年金 につ いて も適用 され る。

〔注 〕

(33)年 金 課 税 に つ い て は 、JoneTiley,supranote(15)at30-01～30-22に よ っ て い る。 イ ギ リス の 年

金 制 度 及 び 年 金 課 税 の 変 遷 に っ い て は 、SandraEden,AHistoryoftheTaxationofPrivate

Pentions,1996BritishTaxReview46(1996)参 照 。
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第3款 フランスの年金制度 と課税

1沿 革

フランスの年金 の歴 史は古 く、1681年 に宰相 コルベー ルは、船員の年金制度 を制定 した

といわれてい る。1791年 には、官吏恩給制度が導入 され、軍 人恩給が1831年 に成立 した。

その後19世 紀 には、公 的部 門において様 々 な年金制度が制定 されたが、最終 的に1928年 に

印刷工 の年金制度 を除いて統一化 され た。 しか し、地域的職種別 の年金制度 が必要 となる

につれ、年金制度 の数 は、再 び増加 し、1945年 には、3,500の 年 金があ ったが 同年 一つ の

団体 、CNRACLの 傘下 に統一 された。

民間部 門では、産業 革命の進展 に伴 い、金融、電力、運輸等の部門において多 くの年金

制度が導入されたが、 第2次 大戦後の産 業の国有化 に したが い、 多 くの年金 が統一化 され

た。近代的年金 は、フ ランス銀行が1806年 初 めて制定 し、 その後1909年 には、全 国の鉄 道

業が共通 の年金制度 に踏み切 り、次いで、鉱業 、電力、ガ ス等の産業 で同様 の制度 が成 立

した。1812年 には、 コメデ ィー ・フランセー ズ までが年金制度 を取 り入れて い る。 これ ら

の年金制度 のなか には、今 日なお存続 してい るもの も多い。

1930年4月30日 の法令 によって、従来 の年 金では カバー されない全 ての給与所得者 に対

して年金 を与 え る画期 的集 団的年金の制度 が確 立 した。集団的年金 の思想は、 ビスマ ル ク

時代の アルザ ス ・ロ レー ヌ州 で実施 されていた制 度に啓発 されてフランス全国 に拡大 され

た。 そ して、やが て農民や、工場労働者 に も適用 され るよ うになって いったが、雇用者 の

拠出 と被 用者の拠 出 との組み合わせ とい う考 え方 が統一 されていなか ったの で、次第 に行

き詰 ま りを来す よ うになった。1930年 の制度 は、全 ての給与所得者に適用す るこ とを明確

にす る とともに、保 険 の技術 を利用 して確定給付 型の年金 を与えよ うとす る もの であ り、

やがて、1935年 には、農業部 門で働 く賃金労働者 の全 てに適用 され るように なる。

しか し、 この確 定給付型の年金制度は、一面 において当時は極めて複雑 な制度 と受け取

られ、他面 にお いて その後の貨幣価値 が著 し く下 落 したため に、給付 の価値 が 少 な くな

り、結局は失敗に終 わった と一般 に受け取 られてい る。 その上 に、老齢 の労働 者 に対す る

保護や退職 してか ら相 当の年月 を経過 した労働 者 に対 しての調整 を欠いていた。そ こで、

制度 を改正 して、最 低限度の原資を毎年確 保す るように改め られ、 これが発展 して今 日の
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賦課 制度(repartition)に 到達 したの で あ る。1930、1941年 の累 次 の改正 を経 て1942年

に は英国のベバ リッジ卿 の報告書 の影響 を受 けつつ、次第に給与所得者 に対す る年金 とい

う観点か ら、すべ ての老齢者 に対す る年金 とい う制度へ方向が転換 した。

1945年10月4日 か ら19日 にか けて法令 に よって、 フランスに初め て社会保障制度が導入

され た。農業 を除いてすべて の国民がその対 象 とな り、国民年金 を支給す るとい う理 想が

宣言 された。 しか し、その理想 に もかかわ らず、統一化の道 は険 しく、幾つ もの制度が統

合 され ない まま、「暫定的」に経過 措置 に よって なお従 前の例 に よるこ ととされたが、や

が て、1946年6月 の法令 に よって この経過措 置は、恒久化 されて しまった。 その上に給与

所得以外の所得者 も統一制度 の枠外 に出て しまった。

しか し、民 間企業の被用者 に対す る年 金制 度 を中心 として漸次統一化 が進み、産業労働

者 と農 業労働者 の二つの年金 が 中軸 とな って、1945年 の理 想的年 金制 度 の改革 が始 め ら

れ、 その結果、社会保 障 としての老齢保 険制 度 と並 んで、 これ を補足す る二つ の年金が成

立 した。一つは、広 く給与所得 者 を包括す る年金制度 で あ り、補 足 的退職年金 制度協会

(1'Associationdesregimesderetraitecomplementaire－ 通称ARRCO)が これを管理 運

営す る。 もう一つは、役 員、取締役 、その他 の幹部職員 を対象 とす る年金制度 で、幹部職

員退職年金制度総合協会(1'Associationgeneraledesinstitutionsdecader)が その運営

機構 となっている。

2老 齢保険制度(assurancevieilleuse)

これは、農業以外の分 野で勤務す る給与所得 者 を対象 とす る年金 で、一部 にジャーナ リ

ス ト等給与所得者 に類似す る形 態の勤務 を行 う自由業等 も含 まれ てい る。

(1)拠 出

使用 者 と従業員 との双方が 負担す るが、 その負担区分 は、次 の通 りであ る。

① 使用者 は、社 会保 障法 の定 め る最 高報酬に達 す るまでの給与 の8.2%

② 従業 員は、上記最 高報酬 に達 す るまでの給与につ いて は6.55%、 そのほかに年 間給

与総額 の1.6%

③ 上 記の給与には、労働 の対価 として支給 され る全 ての支払 い を含 む。

(2)給 付

① 開始年 齢は、60歳
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② 給付額 は、次の式 による。P=SAMB×T×D/150

SAMBは 、 基準年 の年 間給与額

Tは 、一定率 で、被保険者の年齢 によ り異 な るが、最 高50%

Dは 、支給期 間(四 半期単位)

3補 完制度(regimecomlementale)

(1)ARRCO

① 対象:国 内及 び海外県、 モナ コ等に勤務 す る給与 所得者。国籍 のいか ん を問わ な

い。海外 出向の場合 も一定の条件 の もとに、加 入継続可能。

② 拠 出:1994-95年 の2年 間は、給 与所得課税 の対 象 とな る収入の4%。

以降段階的に拠 出率 を引 き上げ、1999年 には、6%に な る。使用者 と従 業貝 どの負担

区分 は、産業別 に異 なるが、おおむね使用者60%、 従 業員40%の 比率 で分 担す る例が

多い。

③ 給付:ポ イン ト制 になってお り、各従業員 の獲得 したポイン トに対 し、 ポイン ト当

た りの支給額 を乗 じて算定す る。ポイン トは、次 の式に よって定め られ る。

N(n)=S(n)×T/SR(n)

N(n)は 、n年 におけ る拠 出者の ポイン ト数 であ る。

S(n)は 、n年 における拠出者の給与額 であ る。

Tは 、一定率 であ る。

SR(n)は 、拠 出者の基準年度給与額 であ る。

この制度は、賦課方式 に よって拠出 を決定 してい るので、各年 の拠出が各年の給付 に対

応 している。

給付開始年齢 は、65歳 である。

(2)AGIRC

① 対象:国 内及 びモナ コ等 の勤務す る会 社 の役職 員、取締役 等 の幹 部(cadre)。EC

諸 国に出向 してい る場合 で も加 入継続可能。

② 拠 出:給 与所得課 税 の対象 とな る収入 につ き、個別 に使用者 と幹部 との間の契約 に

よって決定 す る率 に1.25を 乗 じて決 定す る。 これ をappelと い う。但 し、最 低拠 出

率が決め られ ていて、1995年 は12%で ある。使用者 負担 と幹部負担 との区分 につ いて
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は、段階的に異なる負担 となってお り、第一段 階は、拠出率8%ま でで、使用者 が6

%、 幹部が2%を 負担す るが、8%を 超 えた第二段 階では、使 用者が半分 、幹部 が半

分 負担す る。

③ 給付:ARRCO同 様 ポイン ト制 であ るが、 ポイン ト決定式は、

N(n)=S(n)/SR(n)

とな ってお り、一定率 の適 用が な い。 この年 金 も賦課 方式 で、開始年 齢 は65齢 であ

る。

4課 税取扱

(1)拠 出段階

(A)使 用者 の拠出

税法 には拠 出の取扱につ いてなん ら規定 がない。 しか し、判例 、学説 の積み重ねに よっ

て一定 の条件 の下に一般的 な必要経 費控 除の規定 である一般税法第39条 の解釈 として拠出

の損金性 が認め られてい る。 フ ランスの年金 には、確定拠出型 と確定給付型 とが あるが、

この解釈 では特 に両方 を区別 してはいない。 しか し、外部拠 出型 と内部拠 出型 とでは区別

が あ る。

外部拠 出の場合は、その殆 どが保 険会社 に委託す る方式 を とって い るが、一般税法第39

条 に規定 す る人件費、労務 費 として損金算入 を認め られるため には、二つ の条件 を満た さ

なけ れば な らない。その一 つ は、 「企業 の利益 に関す る取 り決 め」(engagementdans

l'interetdel'entreprise)に 基づ か なければ ならない とい うこ とであ り、 もう一つは、「資

産 の純減 」(diminutiondel'actifnet)を 生ず るものでなければ な らない とい うこ とであ

る。

前者 の条件 は、労働 組合 との間の労働 協約 または使用者側会社取締役会 の決議 による一一

方的支給 決定 のいずれか を要 す る。個 々の従 業員 とのあいだの雇用 契約 に年金支給の約束

をす るわけでは十分 でない。 また、労働 協約は、一定 の明確 に定義 された従業員 または幹

部 の グループに適用 され ることが必要 で、単に恩恵的に個々 の従業 員や幹部 に支給す るの

では、条件 を満たさない。

次に、資産 の純減 については、特 に外部拠 出の場合 に問題 とな る。 これに も二つ の条件

があ り、一つは、保険会社 等使 用者 と異 なる法人格 を持つ相手方 に対 し拠出 しなければ な
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らない とい う制約 であ り、い ま一つは、拠出 され た資金 につ いて拠出者が支配 してはな ら

ない とい う条件 で あ る。 前者につ いて は、関連 会社 に対 して拠 出 して も差 し支 えな いの

で、 さ して厳 しい条件 で はないが、後者につ いては、 コンセイユ ・デ タの判例 があ り、保

険会社が拠出者 に対 して その従業員 を解雇す る際 の解雇手 当てを拠出金のなかか ら支 出す

る約束 をし、拠 出金 の一部 について引当金 を設定 していた場合 には、拠出者は、 その部分

の拠 出金 につ い て損金 算入 を認 め られ な い と判示 され て い る。(CE6-11-91,n.68654

Cavispa;RJF1/92,nユ7)

他 方 内部拠 出の年金制 度につ いては、 その殆 どは、外部 拠出制度 の補 完 的 な もの とし

て、確定 給付 型で運営 されている。 資金が外部 に流 出 しないだけ、使用者側 に とって有利

であるが、それだけに損金算入の面 では、外部拠 出型 に比 して厳 しい もの となってい る。

外部拠 出に対 して要求 され る上記の条件の うち、 資産 の純減の要件 は当然 には適.用は ない

が、課税庁の通達 によれば、内部拠 出型の年金 の場合 には、受給者の権 利行使 に よって実

際に年金が支払 われ る限度 に応 じて損金算入が認 め られ ることになってお り、退職給与 引

当金の如 き制度 はない。(D.adm.4C-4222,n.2,1-10-92)さ らに、受給者が退職 した経営

者であ る場合 には、昔 のフ ランス法学上 の理 論に よって、年金制度 に加 入 して いただけの

理由では当然 には年金 の損金算入 は認め られない。在職 していた当時 の経営者の機能 に応

じて損金限度 が決 定 され る。そこで、在職 の期 間 とか、業績 とか、家族 に対す る年金支給

額 であるとかが評 価の要素 とな る。

(B)従 業貝 の拠 出

(a)確 定拠出型の場合

確定拠 出型の年金 に従業員等が加 入 した場合 には、 これに対す る従 業員等 の拠出につ い

ては、一定の限度 で必要経 費 として給与収入か ら控 除す ることがで きる。 また、使 用者の

拠出が従業員等 の所得 とな るか どうかにっ いては、従 業員等は、 当該拠出につ いて は処分

権 を持たず、使用者 に留保 されて いるもの として、従 業員等の所得 とはされ ない。 これに

つ いて通達 があ る。(D.Adm.5F-1135,n.5,29-12-92)た だ し、 必要経費 となるため には、

従業員等が強制加 入 させ られている場合 でな くては な らず、任意加 入や個別 契約 の場合 は

控 除は認 め られ ない。 ま た、使用 者の拠 出の場合 と同様 に、拠 出が取戻 可能 で あ る場合

は、経費控除が否認 され る。

経費控除の上 限は、次 の二つの限度の いずれ を も超過 しないこ とであ る。
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① 拠出の額が社会保障の基準拠出限度の8倍 に相当する額の19%を 超えないこと。

② 拠出のなかで任意加入年金の拠出の額が社会保障の基準拠出限度の8倍 の3%を 超 え

ないこと。

(b)確 定給付型の場合

確定給付型の場合は、その殆 どが使用者の拠出に依存 しているから、従業員等の課税の

問題は、使用者の拠出を従業員等の所得 として認識す るか どうかである。これについて

は、否定的に解 されているが、その理由は、年金の受給開始時に従業員等が会社に勤務 し

ていることを条件 としてお り、従 って、条件付きであるから、退職前には所得認識 しない

とい うところにある。この条件が存在 しない年金については、使用者の拠出を従業員の所

得として課税する旨の取扱が確立 している。社会保障年金の上積みとなる年金についても

同様で、従業員等は現在何 らの権利 もなく、かつ使用者の拠出に対する将来の給付を予め

移転できるわけでもないので、所得 とは見倣されないとの解釈 となっている。

(2)給 付段階

給付段階 の課税は、簡単 で、す べての年金 は、給与所得 として課税 を受 け る。軍人恩給

等 に若干の例外があ るが、 いずれ も重要 なものではない。 ただ し、軽減税率 の適用があ っ

て、1994年 では、31,300フ ラン までの年金支結 につ いては、10%の 税率控 除が ある。
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第4款 国際年金課税 に関す るOECD報 告

OECD財 政委員会第6作 業部会は、1989年 に多国籍企業の従業員及び役員が 自国を離

れて他国の関連会社等で勤務 した場合に、その拠出の課税取扱を国際的に如何に調整す る

かについて報告書を出している。すなわち、特に年齢の比轄的高い従業員や役員が他国で

勤務する場合には、自国で従来加入してきた年金に対する掛け金をどのように扱 うかが重

要な問題 となる。これらの従業員や役員は、従来勤務 してきた自国の企業 との雇用関係 を

続けながら他国で勤務する場合 もあるし、他国で関連会社 と新たに雇用関係 を結んで、勤

務する場合 もあるが、いずれに しても掛け金の課税所得からの控除をどうす るかとい う点

では同様の問題に直面する。以下においては、同報告書の概要を述べることとしたい。

1問 題点

多国籍企業の本店に勤務する従業員または役員が他国で勤務する場合、他国勤務開始前

は、自国の年金計画で積立 を行っている。この積立が他国勤務開始後 も従来同様 自国本店

の従業員 として居住者の地位 を保つ場合は、掛け金 を継続して従来の年金計画を続行する

ことが可能であるかもしれない。 しかし、多 くの場合、他国で勤務を開始した場合にはも

はや本国の年金計画に対する掛け金について本国または当該他国で課税上掛け金の控除を

得ることが出来ない。このような問題については、従来のOECDモ デル条約では何 らの

規定がな く、適切に対処できない。租税条約においてなんらかの手当てを行 うべ きか どう

か、行 うとすれば、どの様な措置が適切かとい うのが問題意識である。

2反 論

これに対 しては、 この よ うな問題 は、勤務 国 にお け る年金制度の適切 な調整 に よって対

応す るか、給与等の調整 によって勤務条件 を変更す るか のいずれかの方法 が よ り適切 であ

って、租税条約 の 問題 では ない とす る意見が 出 され た。(ノ ルウェー、 日本)ま た、 国内

法上 内国法人の設立す る年金計画に対す る拠 出のみに経 費性 を認め る国(ベ ル ギー)も あ

り、居住者に よる拠 出につ いてのみ控 除 を認め る国(ア イルラン ド)も あった。

そ こで、OECD事 務局 と しては、モデル条約 を改 定 し、 その コメンタ リー を修 正 す る
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こ とは行 わない こととし、現行 モデル条約の関係 コメンタ リーのなかに条約 改定案 を含め

るに とどめ るこ ととした。 その上 で各 国が その租税条約 の改定において、 この改定案 を参

考 とす るこ とが期待 された。

3社 会保障及び雇用者の拠出との関係

社会保障は、各国において税法 とは別に個別の立法をもって制定 している制度であるか

ら、これに対する拠出については、本報告書では対象 としないこととした。また、雇用者

の拠出については、その損金性については特に問題はないと認め られるが、勤務国におけ

る所得計算の関係上本国における年金計画で発生 している収益の帰属については困難 な問

題が生ずる。 しか し、今 回はこの問題にも言及しないこととした。

4基 本的視点

他国で勤務す る場合に自国の年金計画を維持するため支払 う掛け金についての課税取扱

の定めるにあたり、基本的な立場 としては、課税取扱によって、従業貝、役員の他 国勤務

の意欲に影響 してはならないというのが原則である。これに対 しては、当該年金計画の所

在す る国において適切な調整が行 われ るべ きであるとの見解 もあるが、他 国勤務の従業

員、役員は多くの場合 自国では所得がないので、 自国で経費として認めて も、有効でない

と考えられる。

この問題は、従業員又は役員が 自国の居住者であって、かつ、その国では、税額控除制

度 を採用 している場合に一層困難になる。すなわち、勤務国において支払った掛け金に対

し、本国においてのみ経費として認めれば、本国の所得計算上その所得 は、勤務国の所得

より少な くなるか ら、掛け金に見合 う勤務国の税額 を本国では税額控除す ることが出来な

い可能1生が出てくる。これに対して、勤務国においてのみ控除を認め られた場合、本国で

この控除分 も含めて課税すれば控除の利益はなくなってしまうが、多 くの場合 自国の年金

計画に対する拠出に対 しては、経費性を認められている。 したがって、掛け金の控除は勤

務国において行われることが好ましい。
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5経 費控除

経費控除の要件 は、従業員、拠 出、 及び控除の方法の3っ について考 え られ る。
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(1)従 業員の要件

第一に、従業員または役員については、勤務国で勤務 を開始す る以前において勤務国の

居住者 として扱われていてはならない。これは、出向者についてのみ控除を認めるための

要件である。ただ し、第三国から出向してくることは差 し支えない。多国籍企業の従業員

や役員は、数力国を次々に勤務することも稀でないか ら、第三国からの勤務開始 も含める

べ きである。

次に、勤務国に所在す る従業員または役員の全てに対して控除を認めるか、または居住

者 となった者のみに控除を認めるか という問題がある。本国で居住者の資格 を有 している

場合は、多くは経費控除が本国で認められているが、国外所得 を課税 しない立場 を採って

いる国の場合は、勤務国で課税されている場合は本国では居住者であっても控除しないこ

とがある。したがって、本国では居住者 として扱われ、勤務国では非居住者 となっている

場合でも控除を認める実益がある。 しか し、非居住者か らの拠出を国内法で経費として扱

わない国もあるので、そのような場合は、居住者となった従業員または役員に対 してのみ

控除が認められよう。

勤務国の国籍 を有す る従業貝または役員に対 して控除を認めるか。これを認めた場合に

は、乱用される危険がある。例えば、勤務国の年金拠出限度又は年金支給額が厳 しかった

とする。勤務国の雇用者は、よりゆるやかな年金規制 を行っている国において関連会社 を

設立 し、そこへ一旦従業員を出向させ、さちにそこか ら再出向させて元の勤務国で掛け金

を支払わせ ることにより、その控持の利益を享受 しなが ら、関連会社の所在する国におけ

る有利な年金計画の利用 をすることが出来る。勤務国における勤務開始直前において勤務

国の居住者でないことを要件 とすれば、このような乱用の多くを防止することは出来るで

あろうが、なお勤務 開始直前において一時的に勤務 国を離れるような場合には問題が残

る。

他面、従業員や役員の国籍 を掛け金控除の条件 とすることについては、国籍によって課

税取扱を差別 しないという理念に反する恐れがある。多国籍企業の実態かち見れば、勤務

国において関連会社等の管理 を能率的に行 うことが出来る従業員や役員は、多くの場合勤

務国の国籍 を有す る者である確率が高い。勤務国の国民であるだけの理由で他の ものには

認められる控除を否定す るのは妥当でなく、特に勤務国を離れて相当の期間外国に居住 し

ていた者については、不当な差別に繋が りかねない。 このような理由で、報告書では国籍
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につ いての要件 を控 除の要件 とす ることには反対 であった。最 後に、従 業員や 役員が勤務

国にお いて相 当の期 間勤務 を続 けた場合 に も控 除 を認め るべ きでな い という意見が あっ

た。例 えば、ア イルラン ドでは、控 除を一時的 にアイル ラン ドで勤務 す る場合 に限ってい

る。 長年 勤務す るこ とによって、勤務 国 は本 国 となる とい う考 え方 であ る。 この点は、報

告書 としては、加盟 国の ひ とつのオプ シ ョンであるとされた。

(2)拠 出の要件

掛け金控除を勤務国において認める趣旨は、本国における掛け金の課税取扱以上にも以

下にも扱わないというところにある。従 って、本国において掛け金控除が認め ちれる年金

計画以外の計画に対する拠出については、控除は認め られない。

さらに、勤務国において控除を認め られている年金計画についてのみ控除を認めるかと

いう点については、勤務国における控除の要件が本国よりも厳 しい場合には、出向した従

業員や役員を本国におけるよりも不利に扱 うことになるが、勤務国の立場からは、自国民

にも認められない控除を出向者だけに認めることは出来ないということになろうし、 これ

を認めれば、ひいては自国の税法を他 国の税法に追随させ る結果 となることになろう。そ

うか といって、勤務国の控除を基準 とすると、逆に、勤務国では20%の 控除が認め られる

のに、本国では18%ま で しか認められない場合には、勤務国では20%の 控除を出向従業員

に認め るか という問題が生ずる。その点は結局、勤務国が どこまで本国の年金計画につい

ての掛け金の控除を認めるか決定す るということで合意された。

(3)控 除の態様

これは、勤務国における控除をどの程度認め るか という点と、控除の仕方 として経費扱

いとするか、税額控除とするか といった点を含むが、基本的には拠出が勤務 国で生 じたと

すればどのように扱われるか という観点に立って決定される旨合意された。

6そ の他の問題点

従業員や役員が 自国から他国へ出向転籍 した場合には、年金計画に対す る従業員や役員

の掛け金ばか りでなく、雇用者の掛け金が当該従業員や役員の所得 として認識されるか と

いう問題がある。現在若干の租税条約においては、この点についての規定があるが、いず
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れも所得 を認識 しない旨規定 されている。しかし、国によっては雇用者の掛け金を従業員

や役員の所得 として認識 しているもの もあ り、報告書においては、統一 した取扱は しない

こととした。

　
9
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第3章 外国の信託及び信託類似制度に対す

る我が国の課税上の取 り扱い

第1節 外国の信託及び信託類似制度に対する課税上の

取 り扱いに関する国際的概観

第1款 信託 と国際課税

1ハ ー グ信託法条約の意義

バ ーーグ国際私 法会議 は、1984年10月20日 、ハ ー グ信 託条約(「 信託 の準拠法及 び承 認 に

関す る条約 」)を 採択 した。 同条約は、 コモン・ロー諸国の信託 の他 に、その第2条 に定め

る特徴 を有す るものを対象 とす る結果、 た とえば 日本の信 託法に定 め る信託 も、本 条約 の

信託 に含 まれ ることとされ ている。

この条約 は、様 々な点 につ いて定め てい るが、 その19条 にお いて、 「この条約 は、財政

事 項に関す る国の権 限を害 す るもの ではない」 と定めて、租税法上の扱 いが対 象外 であ る

こ とを明 らか に している。 この点 につ いて、池原季雄 編 「国際信 託の実務 と法理論」は、

次の よ うに述べ てい る。

「本条約19条 は、『この条約 は、財政事 項に関す る国の権限 を害す る もの ではない』 と規

定 している。 この規定は、 その文言 だけか らす ると、立法の趣 旨は明確 とはいえない もの

であ るが、以下の ような経 緯に よるもの と説明 されてい る。す なわち、 この条約起草の初

期の段階 か ら、 ヨー ロッパ側 の、特 に、信託制 度 を持 たない国か ら、 この条約 は租 税回避

に使 われるのではないか、つ ま り、 イギ リスへ財産 を移動 して信託 を設定す るこ とによっ

て、相続税 を免れ る とい うことが行 われ るのではないか、 とい う強 い疑義が 出されて いた

こ とに よるとい うのであ る。 もしこの ような疑義 が解消 されなけ れば、条約 の批准 などは

期待 しえないこ とになって しまうの で本条約 は、税 法の問題 とは関係 ない ことを確認す る

ため に明文化 した もので ある。た しか にイギ リス判例 な どにおいて、信託 と税法が関連 し

て問題 とされ ることが、少 ないわけ ではないが、国際私法上 は当然 の事理 を規定 した もの
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とい うべ きであって、我が国の立場か らみて も、何 ら問題はない規 定であ る。」ω ω

しか し、ハー グ信託法条約 の採択 は、各 国に対 して、信託に関す る課税制度の整備 を迫

る効 果 を もってい る とい えよ う。 この点につ いて、 あ る論 者 は、次 の よ うに述 べ てい る

(3)。

「信託の準拠法及 び承認に関す る条約(HagueConventionontheLawApplicable

toTrustsandontheirRecognition)は 、財政事 項 に関す る国の権 限 を害 す るもので

はない と述べ て いるけれ ども、 この条約 の結果 として、信託に対 しては よ り多 くの国

際的注 目が集 ま りそ うであ る。信託 を承 認 した結 果 として、それ以前 においてはその

ようにす る必要 のなか った国が、受託 者 と受益者 の課 税につ いて明 らか にす る必要が

生 じて きた。」

また、大陸法国がハー グ信託法条約 を批准す るこ との主要 な効果 としては、 もはや、信

託 を、大陸法上 の信 託類似制度 と同視す るわけにはいか ない とい うこ とがあげ られ るであ

ろ う。(4)

1

〔注 〕

(1)池 原 季 雄 編 「国 際 信 託 の 実 務 と法 理 論 」164頁 。

(2)こ の19条 が 設 け られ た 理 由 の一 つ と して 、 ハ ー グ信 託 法 条 約 が 多 国 間 条 約 で あ る の に 対 し、 租 税

条 約 が 二 国 間 条 約 で あ る とい う こ とが あ げ ら れ て い る(A.DyerandH.vanLoon ,Trustsand

AnalogousInstitutions,(areportaccompanyingtheConvention) ,atpara.202.

(3)JohnF.AveryJonesetal.,TheTreatmentofTrustsUndertheOECDModelConvention
,1,

1989-2BritishTaxReview41 .

(4)AveryJonesetal.,supranote(3),at41,note2. 1

2信 託の居住地(5)

信託 に関す る国際課税について考 える際 には、受益者の居住地国、委託 者の居住地 国、

および、所得源泉 地国の三国の視 点 を考慮 に入れ なければ ならない。

会社 の場合 には、 国際租税 法上、会社 それ 自体 の居住 地国 を明 らかにす るこ とが可能 で

あるが、信託 は、会社 と異 な り、法人では ないか ら(法 人格 を有 さないか ら)、 それ 自体

は独立のentityと い うことには な らず、信 託 それ 自体 の居住地 とい うもの につ い て直接

的に明 らか にす る ことは で きない し、 その ように試 み る こと も原則 として無意 味 であ ろ

,
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このよ うに、信託 に関 しては、信 託 その ものの居住 地 を明 らかにす ることにはあ ま り意

味が ないか もしれ ないが、 しか し、信 託財産 の管理運用 を行 う受託者 の居住地 に着 目す る

こ とには一定の意味があ るもの と思われ るのみな らず、 その必要性 も存在す るもの と考 え

られ る。 ところが、受託者 の居住地 に関 しては、 あ ま り議論が行 われていないのが現状 で

ある。各国におけ る状況 は、 ほぼ、次 の ような ものである。

{A)オ ース トラllア

オー ス トラ リアにおいては、所得税 につ いて、法律上、信託の居住地に関す る定めが設

け られてい る。 それによれば、 ある課税年度 中に受託者の一人が居住 者で あるか まるいは

信託 の管理支配が オー ス トラ リア で行 われている場合は、 当該信 託は居住信 託 となると定

め られている。留意すべ きは、信託 その ものの居住 地 を抽象的に論 ず るのではな く、受託

者 に着 目した制度が組み立て られて いる点であ る。

(B)イ ギ リス

イギ リスにお いては、 キャピタル ・ゲ イン税 のみに関 して法律上 の定 めが設け られてい

る。 それ によれば、受託者が居住者 であれば よい とされてい る。 しか し、

① 受託者の 多数が居住者(residentorordinarilyresident)で な く、 かつ 、

② 信託の一般的運営がイギ リス国外 において行 われない

という二つの要 件がみた されていない場合、 あ る信託 はイギ リス信託 とな る。

なお、 イギ リスにおいては、海外信託(外 国法 を準拠法 として設立 され た信託)が 複数

の受 託者 を有 す る場合 に、 当該信託 がイギ リスの居住者 とされ、国外所得 に対す る課税 を

受 け るか否かが争 われた。す なわち、Dawsonv.IRC([1988]3AllER753,[1988]STC

684(CA),a丘1d.[1989]2WLR858(HL))に お いて、三人の受託者の うちの一人が イギ リス

居住者 であって も、信託の国外所得 はイギ リスで課税 を受け ない と判示 され た(6)。

(C)カ ナダ

所得税法(IncomeTaxAct,RSC1952,c.148,asamendedbySC1970-71-72,c.63)

には、信託 の居住地 に関す る定めは存在 しない。 この点については、次 の ように述べ られ

てい る(7)。

「しか し、法 〔所得税法〕 は、全体 と して読 む と、信託 の居住地 が受 託者の居 住地

に着 目して決定 され ることを示 唆す るような定め が存在す る。 したが って、受託者が
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一つの管轄権 内に存在 すれば、信託 の居住地の決定 は単純 である。すなわ ち、すべ て

の受託者が カナ ダの居住 者であれば、信託 の居住地 もカナ ダ となる し、受託 者すべ て

が非居住者であれば、当該信 託 も非居住者 とな る。 ……

しか しなが ら、残念 なこ とに、法 は、複数 の受託者が異 なる管轄権 内に存在 す る場

合 に、信託 の居住 地 を決定す るよ うな指針 を、含 ん でいな い。 ただ し、 ただ一度 だ

け、 カナ ダの裁 判所 は、 この 問題 を判 断す るこ とを求 め られ たこ とが ある。す な わ

ち、1978年 のThibodeauFamilyTrust肌TheQueen,78DTC6376(FCTD)〕 事件

判決 にお いて、連邦裁判所は、当該信託 がカナダの居住者 とはな らない と判示 し、次

のよ うな判断 を下 した。

・受益者や委託者の居住地は あま り重要 ではない。

・信託の居住地 は、会社の居住地の場合 を類推 して、信託 の管理支配地 を基準 とし

て決め るわけ にはいか ない。

・信託が事業 を営 んでいる場所は、関係 がない。

・信託 は、法 人の ように二重 の居住 地 を有す ることはない。」

この判決 は、次の ような事 実 関係 に関す る もので あ る(8)。す な わち、バ ミュー ダの居

住者であ る受託者 と、 カナ ダの居住者 である受託者がいて、 この うち、バ ミュー ダの受託

者がすべ ての信託財産 の保有 ・管理 を行 ってお り、受 託者の会 議はバ ミュー ダで行 われ、

財産の管理 に関す る決定 は、 その会議 でなされてい た。受託者の多数 は、バ ミュー ダの居

住者 であ った。裁判所 は、 この信託 の居住地はバ ミュー ダであ る と判示 した。

(D)ア メ リカ

アメ リカにおいては、判例 としてB.W.JonesTrustv.CommissionerofInternal

Revenue,46BTA531(1942),aff'd.,132F.2d(4thCir.1943)が 存在 す る。受託者 の多数 が

イギ リスの居住 者であ り、受託 者の うち一人のみが合 衆 国の居住者であ ったが、 このア メ

リカの受託者が信託財産 の運用 に関 して大 きな影響力 を もってい た とい う事案 において、

裁判所は、当該信託 はア メ リカの居住者 である と判示 した(9)。

(E)大 陸法諸国

大陸法諸国においては、信託 ・受 託者 の居住地に関す る議論 は、 あま り行 われていない。

このよ うに、信託 の居住地の判断においては、受託者 の居住地が重視 されてい るが、受

託 者が複数存在 す る場合 の扱いに関 しては不 明確 な点が少 な くない。なお、信託 の居住 地
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の判 断に際 して、信託財産 の所在地 は必ず しも大 きな意味 を有 していない ようであ る。 ま

た、信託 の準拠法(properlaw)も 、ほ とん ど意味 をもたない。

〔注 〕

(5)AveryJoneseta1.,supranote(1),at41-48;EdwinG.Kroft,JurisdictiontoTax:Update,in

CanadianTaxFoundation,CorporateManagementTaxConference1993,TaxPlanningfor

Canada-USandInternationalTransactions,1:35(1993)参 照 。

(6)AveryJonesetal.,supranote(1),at45-46;Kroft,supranote(5),atl:36-1:37.

(7)Kroft,supranote(5),at1:35-1:36.

(8)AveryJonesetal.,supranote(1),at43.

(9)AveryJonesetal.,supranote(1),at43-45.
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第2款 各国における海外信託の課税

日本 の ように信 託制度 を有 してい る国 は別 として、通常 の大陸 法系統 の国々に おいて

は、信託 をめ ぐる課税 問題 とは、 すなわち、海外信託(英 米法系統の 国々 において設立 さ

れ た信託)に 対 して どの ような課税 を行 うか とい う問題 とい うことになる。 したが って、

大 陸法系統の国々におけ る海外信 託の課税 につ いて検討 を加 え るこ とは、か な り本質的 な

ことであ るこ とが理解 され よう。 ここにお いては、い くつ かの大 陸法系 統 の国々 にお い

て、海外信託が どの ような課 税に服 してい るか とい う問題 につ いて、若干、述べてお くこ

ととしよ う。 とい って も、 この問題につ いて多 くの論文や 資料が 存在す るわけではない。

ここでは、 この問題 に関す る信頼 すべ き資料 として、

・InternationalFiscaIAssociation ,InternationalTaxTreatmentofCommon

LawTrusts,ProceedingsofaSeminarheldinNewYorkin1986duringthe40th

CongressoftheInternationalFiscalAssociation,vol.11b,1986

を用いて、主 として、 そこにお いて述べ られてい るこ とを紹介 す るに とどめ る。 この文献

は、各 国の研究者 ・実務家が 自国におけ る海外信託 の課税上 の扱いについて、不 明確 な点

は不明確 な点 として指摘 しなが らま とめた もので、信 頼1生のあ るもの と思 われ るか らであ

る。 また、各 国におけ る通常 の租税法の文献の 中で海外信託 の課税上 の扱いにつ いて述べ

た ものは少 な く、上の文献 を用 いた方が正確1生も高 い と考 えた。 したが って、 ここにおけ

る叙述は、単 な る紹介 にす ぎない とい う点 を、 あらか じめお断 りしてお きたい。

1フ ラ ンスにおけ る海 外信託の課税

(1)transparency

フランスにおいては、米仏租税条約 に関 して出され た通達 において、海外信託 の種 類に

応 じた課税上 の取扱 いが述べ られている。 この点につ いて、InternationalFiscalAssoci-

ationの 上記文献 は、次 のよ うに述べてい る(1)。

「信 託には法 人格が ないか ら、その課税 上の独 立 した扱 い も不安定 な ものの ように

考 えが ちか も しれ ない。実 際の とこ ろ、それが、 ア メ リカ租 税法 のアプ ロー チ であ

る。 そこでは、信 託は、それが明確 に委託者に支配の外 にあ る場合に、す なわ ち、委
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託者が信託 を撤 回 した り受託者 の管理 を注意深 く監督す るよ うな権限 をもたず、 ある

いは、委託者が唯一 ない し主 た る受 益者 としての権利 を有 して いな いよ うな場合 に

は、独 立の納税義務者 として取 り扱 われる。 この場合、独立の納 税義 務者 として、信

託は、受託 者の受 け る所得 に対 して租税 を支払 う。 しか し、 この所得 が受 益者に分 配

された場合 には、受益者 は、信託段階 です でに支払 われ た租税に対応す る税額控除 を

受 け る。

これに対 して、信託 に対す る委託 者 の支配権 が 明 らか に残 ってい るよ うな場合 に

は、委託 者が信託財産 を依然 として所有 してい るとみなされ る。 この よ うな場合(す

なわ ち、grantortrustの 場合)、 信託 は課税上 は存在 しない もの とされ、受託者の受

け る所得 については、委託者 に対 して直接 に課税が なされ る。

このア メ リカにおけ るようなアプロー チは、米仏租税条約の視 点か らアメ リカの信

託 について扱 う1981年3月25日 の通達(BODGINo.59,14B-2-81)に おいて両国才

人庁が採用 してい る。 したが って、実務 にお いて は、国税 当局 は、revocabletrust

をtransparentな もの として扱 い、irrevocabletrustに つ いてのみ独立の納税義 務者

として扱 う。」

その結果、具体 的には、課税上、次 の ような扱 いが なされ る(2)。

①委託者 と受 益者が同一 人であ る場合

この場合は、信託 の存在 は課税上無視 され、委託者 が信託財産か らの所得 に関 して(そ

の現実の分 配にかかわ らず)課 税 を受 け る。

②委託者 と受 益者が別 であ る場合

この場合、信 託が撤 回可能 であ るか否か にかか わ らず、受益者 のみが、信託財産か らの

所得に関 して(そ れが現実 に分 配 された場合 に)課 税 を受け る。 ただ し、撤 回可能 な信託

の場合 、 この ような扱いには二つ の例外が あ る。す なわち、第一 に、累進税率適用逃れの

よ うな租税 回避 目的で信 託が設定 された場合 には、否認 がなされ る場合が ある。第二 に、

受託者が累積 した所得 を受益者 の所得 の少 ない年度 に分 配す るよ うな場合 も同様 である。

③ 委託者が受益者の一人であ る場合

この場合、課税上、信託 の存在 は無視 され る。

(2)分 配の性質
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受託者が受け た際の所得 の性質 が、受益者 が分配 を受け る際 に も保 存 され るか否かは、

信託 に関す る課税 を考 える上で重要 な問題 であ る。 この点 に関 しては、次の よ うに述べ ら

れ てい る(3)。

「現行の フランス租 税法(一 般租税法典120条9e項)に よれば、受託者 によ り分 配

され たいか なる 『lesproduitsdestrusts』 も、外 国有価証券 か らの所 得 とみな され

る。 この定め は不明確であ り(な ぜ な ら、有価証券か らの所得 は、配当の場合 もある

し、利子の場合 もあ るか ら)、 受託 者に よ りなされ る資本 の分 配 も所得 税 に服 す るこ

とになって しま うか ら、支持 しえない ものである。

このよ うな理 由 で米仏租税 条約 の結果 として出された前述 の1981年3月25日 の通達

は、首尾一貫 した原則 を定 めてい るが、 そのよ うな常識的 な原則が、解決す る以上 の

問題 を造 り出す という点については、認識 されていなか った。 ……

この首尾一一貫 した原則に よれば、信託 のため に受託者 の受 けるいか なる所得 も、信

託 を通過 して もその性格 を変 えず、受益 者に対 して分配 されて も、 それ以前の まま扱

われる。 た とえば、受託者が資産所得 ない し配 当 を得 た場合 は、受益 者 に対 して分 配

されて も、同様 に資産所得 な いし配当 として扱 われ る。

これ は、信託が独 立の法人格 を有 しない とい う基本的 な法原則 を直接的に適用 した

結果 である。 この ような取扱 いは、投 資会社 を設立す る契約 とは明 らか に異 なる。 そ

れは、独立の法人格 を有 し、特別 な定めがない限 り、様々 な上流か らの所得 を、単一

の下流の所得=配 当へ と変 える。

実務 におけ るこの原則の適用は、狭義 の信託(す なわち、受益者が所得 を受け る と

同時 に、受益者に対 して所 得 を分 配す る信託)の 場合 には、何 ら特別 な問題 を引 き起

こさない。

他方、裁量信 託 ない し複雑 な信託 の場合、受託者 は、所得 を留保 し(そ れ も、時に

は長期 間にわた り)、 その所得 につ いて所得 を受取 り、 ときに は、その全部 または一

部 を資本 に組み込 んだ りす る。……

す ると、明確 に性格づ け るこ との困難な諸要素か らな る 『合計額』が、数年 後受益

者 に対 して配分 され た場合 には どうな るであろ うか。」

この最後の場合 の取扱 いにつ いては、 必ず しも明確 ではないが、上の文献 によれば、証

明の問題 として処理 され ることに な りそ うであ る(す なわち、受託者が、資本 と所得 の区
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分等につ いて詳細 な帳 簿 ・記録 をっ けてい る場合 と、つ けていない場合 とで扱いが異 な り、

前者の場合 、 当該 帳簿 ・記録 に基づ いて課税上 の処 理が行 われ る)(4)。

1

〔注 〕

(1)InternationalFiscalAssociation,InternationalTaxTreatmen亡ofCommonLawTrusts,

ProceedingsofaSeminarheldinNewYorkin1986duringthe40thCongressoftheInterna・

tionalFiscalAssociation,vol.11b,at15-16(1986).

(2)InternationalFiscalAssociation,supranote(1),at16・17.

(3)InternationalFiscalAssociation,supranote(1),at18.

(4)InternationalFiscalAssociation,supranote(1),at19.

1

:

直

2ド イツにおけ る海外信託 の課税

ドイツにおけ る海外信 託の課税上 の扱いについては、不 明な点 も少 な くないが、上記の

文献 に よれば、次 のよ うに なる(5)。

「1撤 回可能 な信託 につ いては、 あ ま り問題 は生 じない。 なぜ な ら、 それ は、 ド

イツ租税 法上 にお いて も、 ドイツ民法上 のTreuhandと 同視 され るか らであ る。 ド

イツにおいては、 この 旨を述べ たい くつ もの裁判例や学説 が存在す る。 そ して、我々

の経験 によれば、 この点について権威 あ る見解 はほ とん どないよ うに見 える ものの、

この見解 は、課税庁 によ り採用 されてい る。Ratjen,DB1982,1793,at1795参 照。

AO39条2項1号 に よる と、 この ドイツ型の信 託 において、Treuhanderの 受 け取 っ

た所得 は、 そのまま、 その時点で委託 者に帰属 させ られ、 そ して、 このこ との意味す

るところは、Treuh員nderの 受 け取 った所得 の性格 と源泉 地 は変化せず、 その まま委

託者 に帰属 させ られ る とい うこ とであ る。

2撤 回不 能な信託 の地位 は不確 定 であ る。撤 回不能 なinter-vivos信 託 につ いて

の租 税 法 上 の裁 判 例 は まだ な く、 ま た、信託 が ドイ ツ租 税 法 に お い てFamilien-

stiftungそ の他 の法人 と同視 され うるとか、信託財産や信託 によ り実現 された所得 が

ドイツ所得課税 にお いて益受者に帰属 させ られ るか否か とい う点 につ いて判断 した租

税法上 の事件 はない。対外関係課税 法15条 は、外 国のFamilientiftungの 設 立者が ド

イツ租 税法上 の居住 者で あ る限 りにお いて、外 国のFamilienstiftungの 所得 は発 生

時に設立者 に帰属 し、 また、その後は、 ドイツ居住者 であ る受益者に比例 的 に帰属す
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ると定め る。 この こ ととの 関連 で、Familienstiftungと は、所得 ない し清算 の際 の

分配金 の半分以上 を受 取 る権利 を、設立者 とその家族、 および その子孫が有 してい る

ようなStiftungを い うと定義 されて い る。それ に もかか わ らず、 この規定が、設立

者や受益者がStiftungに 対 して法的請求権 を有 してい る場合 にのみ適 用 されるのか 、

あ るいは、期待 のみで十分 なのか とい う点 は明 らか ではない。 この規定以前の規定 の

下 においては、通説に よれば、単な る期待 のみ で十分 である とい うものだ ったか もし

れないが、判例 は存在 しない。Flick/Wassermeyer/Becker,対 外関係課税法 コン

メンター ル、15条 、31以 下 、参照。

3interMvos信 託が、Familienstiftungそ の他 の法 人格 のな い存在 と同視 され

るべ きである とすれば、その登録地 ない し管理支配地 によ り、 当該信託 それ 自体 が ド

イツ租税法上居住者 と考 えられ るか否か を決定す るこ とが で きるか もしれ ない。法 人

税法1条1項5号 に よれば、その ような存在 は、 その登録 され た本拠地 ないし管理支

配地 を ドイツ国 内に有すれば、居住 者 とされる。 ドイツ法 に基づ いて組織 されたいか

な る組織 も、 その登録 された本 拠地 を ドイツ国内に有 さなければ な らない。 したが っ

て、それは常 に居住 者 とな るが、 しか し、 このこ とは、 コモン ・ロー上の信託 に関 し

ては疑 問である。 さらに、受託 者が居住者 であれば、管理支配地が ドイツ国内にあ る

とい うこ とにされやす く、 したが って、 当該信託が ドイツ所得税 に服 させ られ るか も

しれず、 それ故 に、 ドイツ居住 者が受託者 となるこ とはすすめ られ ない。

4遺 言信託 によ りな され た分 配の所得税法上の扱 いに関す る判例 法は、一 致 した

もの ではな い。ハ ノー ヴ ァー財 政裁 判所 の1964年10月23日 判決(EFG1965,225)に

おいて、裁判所は、信託の性格 にっいて まった くふ れず に、 ドイツ居住者であ る受益

者に対 して分配 され た所得 は、所得税 法22条1項 のその他所得 となる と判示 した。上

訴審において、連邦財 政裁判所 は判 決 を覆 したが、 その理 由は、本件事案において、

信託 の分 配 した所得 はその他 の定期 的な所得 とはいえない とい うもので あった。 しか

し、連邦財政裁判所 も信託 の性格 を論 じなか ったに もかか わ らず、 これ らの判決か ら

は、信託 か ら生ず る所得 が配 当な り利子 としての性格 を維持 しない とい うことが うか

が える。連邦財政裁 判所1971年7月20日 判決BStB1.197211170。 他方、ベ ル リン財

政裁判所 は、 その1976年5月4日 判 決(EFG1977,64)に お いて、 ドイツ合 資会社

におけ る有 限責任持分 を資産 として保有す る信託 に関 して、判断 を下 さなければな ら
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なか ったが、裁判所 は、 当該所得が事 業所得 として ドイツ居住者 であ る受益者 に帰属

す ると述べ た。 この判決の意味す る ところは、信 託 を通 って所得 が流れ て も、所得の

性格 は変 わ らない とい うこ とであ る。」

もっ とも、海外信託 の課税上の扱いに関 しては、1990年 代 に入ってか らい くつかの重要

な判決が 出されて いるが、 これについては、後述(第3章 第4節)で ふれて いる。

〔注 〕

(5)IrlternationalFiscalAssociation,supranote(1),at29-31.

「

3ス イスにおけ る海外信託の課税

スイスは、海外信託 に関 してか な り理解 あ る態度 を示 す大陸法系統 の国なの で、 その状

況にっ いて簡単 にふれ てお くこ とは無駄な ことでは なか ろうか。上 の文献 は、 この点 にっ

いて、次 のよ うに述べて いる。

「信託の概 念 はス イス民法 には存在せ ず、信託 に関す る特別 な租 税法上 の定 め も、

連邦 ・カン トンの所得 税 ・財産税法 の中には存在 しない。

民法の視 点か ら、スイスの連邦裁判所 は、英米 の信託が スイスの既存のいか なる組

織 とも同視 しえない とい うことを確認 した。問題 となって いる事案 にス イス法 を適用

す ることをせ まられた最 高裁 は、英米の信託が スイス法において(委 任 契約、所有権

の信託 的譲渡、贈 与、 第三者 のための契約 等の)様 々 なス イスの制度 の要素 を もった

契約 であ ると判示 した(Harrisonv.Cr6ditSuisse,RO961179)。

信託 に関す る特別 な租税法上の定 めが存在 しないので、スイスの課税 当局 と租税裁

判所 は、民事法裁判所 と類似のアプ ロー チ をとる。すなわ ち、彼 らは、問題 となって

いる信託 を、 スイス法の下で存在す る最 も似 た制度 との比較 にお いて考 える。

原則 として、信託(慈 善信託 を除 く)は 、Stifungと はみな され ない。受託者 は信

託的所有者 とされ、受益 者が信託財産か ら生ず る所得の真の所 有者 とされ る。 ……

したが って、信託 は、独立 の納税義務者 として は扱われず、それ 自体 として課税 に

は服 しは しない。受託者 は、 スイス租 税法の下にお いては、名 目的所有者 なので課税

されない。受益者 は、 その信託 に対 す る権 利に従 い課税 され る。

しか し、信託 に関す る判例 はほ とん どない とい う点に留 意 しなけ ればならない。加

l
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えて、 スイスの課税 当局 は、信託 の課税上の取扱いにつ いて情報 を出すこ とに消極的

である。 それは、彼 ちが、 その分野 で経験 を有 してい ないか らか、 あ るいは、信託が

多数 であ るが故に、信託 につ いては、上 に簡単に述べ た一般 原則に従 い、個別的 に処

理 してい くと考 えてい るか らであろ う。」

〔注 〕

(6)InternationalFiscalAssociation,supranote(1),at39.

1
1

1
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策3款 租税条約 におけ る信託 の扱 い

租税条約におけ る信託 の扱いに関 しては、 ほ とんど議論が行 われて いないのが実情 であ

る。 ただ、例外 として、

・JohnF .AveryJonesetaL,TheTrea㎞entofTrustsUndertheOECDModel

Convention,II,1989・3BritishTaxReview65

のみが、各 国の租 税法 の専 門家 を集めて、 この難問に答 えよう と努 力 してい る。 その内容

の詳細については、 こ こではふ れない。

かわ りに、本歌 にお いては、租税条約 におけ る信託 の扱い とい う難 問に対 して解 答 を直

接 的に得 よ うとはせずに、何が問題か とい う点につ いて明 らか に してみ たい。 この点につ

いては、

・PhilipBaker
,DoubleTaxationConventionsandInternationalTaxLaw,A

ManualontheOECDModelTaxConventiononIncomeandonCapitalof1992,

SecondEdition,1994

におけ る叙述 が、 きわめて明解 であ るので、以下 に紹介す るω。

「OECDモ デル租税条約 の信 託に対す る適用

OECDモ デ ル租税 条約 とその コメ ンタ リー は、信託、受託 者、あ るいは受益者 に

対 す る二重課税条約 の適用 に関 して、事実上、何 らのガイダンス も与 えて くれ ない。

モデル条約の条文 には、信託に関す る言及 はな く、租税委員会の作成 した コメンタ リ

ー において も同様 である。信託や受託者 に関す る明示 的な言及は、唯一、加 盟国のな

したObservationsandReservationsの 中にのみ見 出され る。 したが って、た とえ

ば、ニ ュー ジー ラ ン ドは、3条 にObservationを 付 して、受益 者が受領 し課税 を受

け た配当 ・利子 ・使 用料 については、受託者がbene丘cialownerと みな され るとして

いる。 また、連合 王国は(そ して、1992年 モデルにお いてはアイル ラン ドも)、信託

か ち非居住者 に対 して支払 われた所得に対 す る課税権 に関 して、21条 に留保 を付 して

いる。

い くつ かの国は、 その租税条約の中で信託 に関す る特別規定 をおいている。 したが

って、カナ ダ と合 衆 国は、一般 にその租税 条約 の 中で、信託 が 『person』 の定義 に
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含 まれ る ということを定め てい る。合衆 国は、意識的に この方針 に従 い、信託 は、信

託の所得や キャピタル ・ゲインが信託 それ 自体 あるいは受益 者の手元で課税 され ると

い う限度 においてのみ、 『居住者」 の定義 に含 まれ る というこ とを定 めてい る。 また、

連合王国 は、 そのい くつかの租税条約 の中で、信託か ら支払われた所得 は21条(そ の

他所得)お よびその対応条項 の適用対象外 である というこ とを定めてい る。

世界 には、信 託 と国際課税 に関す る判例 ・通達 は多少存在す るが、 しか し、二重課

税条約の信託に対す る適用 に関 して明確 に した ような リーデ ィング ・ケー スは存在 し

ない。… …

信託 を用 いれば国境 を超 えた課税 問題(そ の結果、一方 で国際的二重課税、他方で

国際的租 税 回避 とい う二重 の 危険 が生 ず る)が たや す く生ず る こ と を考 え る と、

OECDモ デル租税条約 な ど判例 か ら何 らのガ イダ ンス も得 られない とい うこ とは、

驚 くべ きこ とか もしれ ない。 比較 的単純 な信託 関係 でさえ、 多 くの租税条約上 の問題

を産 み出す。た とえば、信託 が、様々 な国(S1、S2、S3)に 存在 す る源泉 ない し資

産 か ら所得 を得、 キャピタル ・ゲ インを手にす ると しよ う。 その信託 自体が、様 々な

国(T1、T2、T3)の 居住者 であ る個 人お よび法人 の受託者 を持 って いるか も しれ な

い。 さらに、受益者 も様々 な国(Bl、B2、B3)の 居住 者で あ り、信託財産 か ら生ず

る所得や キ ャピタル ・ゲインに対 して様々 な権 限 を有 してい るか もしれない。二重課

税条約 を信託 の適用 につ いて分 析す るため には、各所得(な い し、キ ャピタル ・ゲイ

ン)の 源泉 を別 々に、 また、 それ ぞれの受益者の得 るもの を別 々に検討 す るこ とに よ

り、状況が大幅に単純化 され る。受託者が複数存す ることか ら くる複雑性 も、信託 そ

れ自体 に対 し、 あるいは、 人の集 団 としての受託者に対 して、租税 条約 に関 して単一

の居住地 を割 り当て るこ とに より、単純化 される。……

二重課税条約の信託 に対す る適用 に関 して、 コメンタ リーや他 の出典 か ら何 らの権

威 あるガ イダンス も得 られないので、 こ こでなす こ とので きる最善 の こ とは、 この問

題 に関 して生ず る問題 のい くつかにつ いて示す こ とである。

1様 々な信託の間で区別 をすべ きか

い くつか の国にお いては、国内法において、信託 の様々 なタイプの課税上の扱い につい

て区分 を行 っている。 この ような区分 は、 モデル租税 条約の信託 に対す る適用 に関す る文
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献 の中で用 いられて きた。確 かに、単純 な信託(受 益者が発生 とともに所得 〔か ら受託 者

の費用 を差 し引いた〕 に対 す る権 限 を持つ)に つ いて、受益者が所得に対 して令 す ぐの権

利 を有 していない信託 につ いて と異な る扱 いを行 うこ とにつ いて は、明 らかにい うべ きこ

とが ある。 しか し、 こ とな るタイプの信託の間におけ るこの よ うな単純 な区分 を行 うこ と

につ いて さえ、それに内在す る困難さが ある。特定の問題 となってい る信託が、受益者 が

所得 に対 す る権 限 をその発生 とともに有す るような信託 であ るか否か を決定す るのは、 お

そら く、源泉地 国の権限 であろ う。 その よ うな権利 が存在 す るか否かにつ いては、信託 に

関す る法 を参照 して決定 され なけ れば ならない。信託 に関す る法の下 において事実関係 を

確定 し評価す る際 には早速複雑性が浮かび上 が る。特 に、 イギ リスにおけ る法が、源泉地

国の法 と異なった り、源泉地 国が その国内法 において信託 の概 念 を知 らないよ うな場合 に

は、特 にそ うである。理想的 な世 界においては、二重課税条約 の信託 に対す る適用 に関 し

て、すべ ての信託 と受益 者に対 して適用 され るよ うな単一 の解決法が望 ま しいで あろ う。

2信 託 は 「person」 か

OECDモ デル租税条約の1条 によれば、租税条約 は、 『一・方又 は双 方の締約 国の居住 者

である もの(person)』 に対 して のみ適用 され る。 したが って、信託 が、モデル租税 条約

の3条1項 に定 め られた定義 の意味におけ る 『person』 であ るか否か につ いて、文 献上、

争 いがあ る。 そ して、信託 が、3条 の定義 の中に 『bodyofpersons』 を加 えたこ とに よ

り、 その ような 『person』 にあた るとい う点 に関 して合 意形成が あるよ うに見 える。

この問題 が、指摘 されて きた ように本 当に重要 なもの であ るか どうか とい う点について

考 えてみて もよか ろ う。仮 に信託 その ものが 『person』 で ない として も、受託 者 は、法

人であれ個 人であれ、『person』 であ る。仮 に、信 託が信託 としては租税条約 の恩 恵に浴

しえない として も、受託者(所 得や キャピタル ・ゲイ ンを得 る者)が 租税条約 の適用範 囲

か ら排 除 され るべ き理 由は見 出 しが たい。

しか し、信託 をそれ 自体 として租 税条約 の射程 範 囲内 にあ る 『person』 と して見 る考

え方には、一つ明確 な利点が ある。 もし、各受託者 を別々にみ ると、 そ して、受託者が複

数の国の居住者 である と、所得 項 目を別々の受託者 に対 して支 払 うこ とによ り、複数 の租

税条約 の恩恵に浴す るこ とが可能 となるであろ う。 もし、受託 者が一一体 の もの として単一

の管轄権 に帰属 させ られ るな らば、 この ようなこ とはお こらない。
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3信 託 ない し受託者は どの国の居住者 か

最 後の点か ら引 き出 され るのは、信託 ない し受託者集団に対 して単一 の居住 地 を割 り当

て る とい う問題 で あ る。 この問題 は、複数 の受託 者が お り、彼 らが、独 立 に観察 した場

合、租税条約 目的上複数 の国の居住者 であ る場合 に、生ず る。

信託が 『person』 の定義 に含 まれ るが、 しか し明 白に個 人で はない とい うこ とを考 え

るな らば、4条3項 が適用 されて、二重居住 の問題が解決 され る。 す る と、信託は、その

管理支配 の行 われて いる場所 の居住者 とみな され る。

1

4事 業所得一7条 と5条 の適用

信託が事業 を行 うとい うことがあ りうるが、 この場合、 当該事 業 は信 託 の居住地あ るい

は もう一一方 の国で行 われ るか もしれない。 す ると、モデル租税条約の7条 に関す る問題 が

生 ず る。特 に、信託が 『一 方の締約 国の企業』であ るか否かが問題 となる。 さ らに、受益

者が一方 の締約 国の企業で あるか否か、 もしそ うであ るとして、受益者が信託 の居住地国

ない し事業 活動 の行 われてい る国に恒 久的施 設 を有 しているか否かが問題 となろ う。

5配 当 ・利子 ・使用料一10条 、11条 、12条 の適 用

ここでの本質 的な問題は、 配当 ・利子 ・使用料 を受取 る受 託者 が それ らの 『bene丘cial

owner』 であ るか 否か とい う点 である。他の個所 で述べ た ように、 『bene丘cialowner』 と

い う用語 に対 して コモン ・ロー諸国 にお いて与 え られ るような技術的 な意味 を与 えるべ き

では な く、 より広 い租税 条約 上 の意味 を与 え るべ きであ る。 したが って、受託 者(た だ

し、受 け取 った ものすべ て を受益 者 に対 して支払 い続 け る義務 を負 う者 を除 い て)は

『bene6cialowner』 とみ なすべ きである。 しか し、一定の コモン ・ロー の国の裁判官 は、

『bene丘cialowner』 とい う用語 に国内的 な技術 的意味 を与 えが ちで あ り、受託 者 を、 そ

の受取 る所得 の 『bene丘cialowner』 としてみなす考 え方に反対 す るか も しれない。

ニュー ジー ラン ドも、3条 につ いてObservationを つけて きた結果 、受 託者は配労 ・利

子 ・使 用料 の 「bene五cialowner』 と見 な され る。 これ は有用 な明確化 であ り、他の国が

受 託者 を 『bene丘cialowner』 と考 えて いない とい うこ とを意味 す る ととっては な らな

い 。

[
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一
6キ ャピタル ・ゲ インー13条 の適用

ここで主に問題 とな るのは、13条4項 であ り、生ず る問題 とい うの は、譲 渡者 は、受託

者 と受益 者のいずれか とい うこ とであ る。S国 に存在す る資産 がT国 の居住 者であ る受託

者 によ り国の居住者 であ る受益者 の利益 のため に処 分 され た とい う三角 形の状況 を想定 し

てみ よ う。三 つの国の間の租税条約 はOECDモ デル条約に準拠 したもので ある としよう。

譲渡者が受託 者であ るとす れば、キャ ピタル ・ゲ インは、T国 においてのみ課税 しうる。

しか し、受益者が譲渡者 であ るとす ると、 キャ ピタル ・ゲ インは、三つの租税条約 の うち

の どの下において も、受益者 の居住 国でのみ課税 され る。受託者が資産の譲渡者 とみな さ

れ るべ きであ る…… とい うのが正 しい ように見 える。受託者 は、常に問題の資産 の所有 者

であ り、資産 を処分すべ きであ るかいなか、 あるいはいつ処分すべ きであるか を通 常決定

す るのは受託者 で ある。受託 者が本質的 に受益 者 の名 義 人 として動 いて いる場合 を除 け

ば、受益者 を譲渡 人 とみ るのは困難であろ う。

また、別 の問題 として、受益 者が どこでその信託受益権 を処分す るか という点が問題 と

なる。 い くつかの国においては、信託受益権の処分が、13条1項 ・2項 の不動産や恒 久的

施設 に関す る特別 な規定 を回避 す るために用 い られ るとい う点につ いて憂慮 してい るか ら

であ る。 したがって、 た とえば、受益者 は信託 を通 してS国 に土地 を保有 している としよ

う。受益者がその受益権 を処分 した場合 、彼 は、 それが不動産 の処分(13条1項 によ りS

国で課税 され る)で はな く、13条4項 の適用射程 に入 るその他 資産(課 税 され る とすれ

ば、受益者の居住地国で なされ る)の 処分 であ ると、 主張す るか もしれない。 そこで、い

くつか の条約 においては、信 託財 産が主 として不動産 か らな る信託 の受益権の譲渡 は、資

産 の所在地 で課税 され る と定め る。

7信 託から支払われる支払の性質

たとえば、配 当、利子、使用料 といった、モデル租税条約の異なる規定に分類される

様々の所得を、受託者が得たとしよう。受託者は、その裁量に基づ き受益者に対 して支払

いをなしたり、所得 を留保 し、資本から受益者に対 して後に支払いをなすかもしれない。

OECDモ デル条約の下において、これちの受益者に対する信託か ちの支払はどの ように

分類 されるのであろうか。

この問題には、少なくとも三つの解答が可能である。第一に、受益者に対する支払はそ

1
1

L

－195一



の本来の性格を保持する。 したがって、たとえば、受託者がS国 から配当を得た場合、受

益者に対する支払もS国 の会社からの配当とみなされる。この方式は、受託者が所得を累

積 しその受取から数年後に支払いなす権利を有する場合には特に、区分けの問題をもたら

す。第二は、受益者に対する支払が受託者の受取とは異なって分類されるが、それは、モ

デル条約の特定の規定(す なわち、6条 から20条)の 一つにあてはまるという解決法であ

る。受益者を受託者か ら配当を得 た者 とみなせ ば、第一の候補は、10条(配 当)で あろ

う。その結果、受託者の居住地国が上限まで当該支払について課税するのを認めることに

なろう。第三は、受益者に対する支払が特定の信託から支払われた所得の分類に関 して

は、 これが正 しい答えであると考えることにはそれな りの理由がある。そ うであるなら

ば、信託からの支払は、受益者の居住地国においてのみ課税 される。

8資 本一22条 の適用

資本に対 して課税す る国に とっては、信託 の財産 が受益者 と受託者の いず れに帰属 させ

られ るか とい う問題 が生 ず る。 ……信託財産 は、受託者の財産 と考 えるべ きなのか、それ

とも、受益 者の財産 と考 えるべ きなのであろ うか。信託法は信託財産 を受託者の個 人財産

とは独 立であ るとしているの で、信託財産 は受益者の財産 と考 え るのが適切 であ るように

も見え る。 しか し、 これは、受託者の裁量 によってのみ利益 を得 るこ とがので きる……受

益者が ……存在す るよ うな場合 に、問題 を引 き起 こす。

9=重 課税の排除一23条 の適用

ここでの問題は、信託に関 して、国外所得免税ないし外国税額控除の規定をどのように

適用するかである。T国 の受託者がS国 の源泉か ら所得 を得て、それをB国 の受益者に支

払うという三角形の状況を想定 してみよう。この場合、S国 で源泉課税が あるか もしれ

ず、T国 においては、受託者の所得の受領 と受益者への支払について課税がなされるか も

しれず、B国 では、受益者の受領に関して課税がなされるか もしれない。関係の租税条約

がこれ らの各段階の一部 または全部における課税 を軽減するであろう。 しか し、受託者あ

るいは受益者のいずれがその受領す る所得に関して外国税額控除ない し国外所得免税 を受

ける権限を有しているかという問題が生ずる。
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10結 論

上 に述べ たのは、信託 に対 す るモデル租税条約の適用 に関す る主要 な問題で ある。 これ

らの問題 のい くつか につ いて検討 した後 に、JohnAvery-Jonesと その仲 間は、次 の よ う

な結論に到達 した。

「信託関係 の本質 と柔軟性 を考 え るな らば、租 税条約 を信託 に対 して適用 す る際に

一定の不確 実性 が存在 す るこ とは、信託 が しば しば用い られ る国においてさえ、驚 く

べ き こ とで は な い。 い か な る規 定 に よ り受 託 者 の 二 重 居 住 を解 消 す るの か、

「bene6cialownership』 の意味、 とい った基本 的 な事 項に関 して も、事業信託 に関す

る複雑 な問題 を別 として も、 た とえば、累積信託 の受託者 は所得 のbene丘cialowner

であ るか否か といった問題 につ いて反対の立場 を とる国が存在す るので、深刻 な問題

が生 ず る。

この ような不確実性 を解 消す るには どうした らよいのであろ うか。お そ らく、三つ

の方法があ ると思 われ る。 第一 は、 多国間にお いては何 もせ ず、 問題 を各管轄権 にお

け るケース ・バ イ ・ケー スな解 決に委 ね るとい うものであ る。 この場合、問題解決 の

ための協調 はな く、解決 法 も徐 々に しか現 れないであろ う。

第二 の可能性 は、OECDの 租税 委員会 が信託 に対 す るモデ ル条約 の適 用 の問題 を

引受 け、 その努 力で、上記 の様々な問題 に対 して国が どの ように答 えるべ きか とい う

点に関 して何 らかの勧告 ない しガイ ドラインが生 まれ るか もしれ ない。 さらに、 この

ことに より、信託の所得、 キャピタル ・ゲ イン、財産、受益者へ の支払に関す る標 準

的なモデル条項が租税条約 に盛 り込 まれ るか も しれ ない。

第三の可能性 は、 問題 が複雑す ぎるの で、単一 の解決法や ガイ ドラインは放 棄 され

る というものであ る。信託 に対す る租税条約の適用 に関 す るあ らゆ る問題 は、関連の

権限 ある当局 の間の相互 協議に よる解決 に委 ね られ る。

将来、 どの ようなアプ ローチが採用 され ようとも、 関係当局 が、二重課税条約 の一

つ の 目的は国際的二重課税 を軽減す ることであ り、 さらには、国際的租税 回避 を防止

す るこ とであ る とい う点 を、 こころに とめてお くことが重要であ る。あ らゆ る信託 が

租税 回避 目的 で設立 され る と考 えるべ きではな いであ ろ う。 しか し、信託 に対す る二

重課税条約の適用 に関す る問題 の解決は、条約漁 りへの道 を開 くべ きでは ない。」

結局 、 日本 にお いては、海外信託 に対す る国 内法 の適用 に関す る議論がほ とん ど行 われ

一197－

L



干

ていないのみ ならず、租税条約の適用 に関す る議論 も同様であ る。 もちろん、 日本の信託

法の定め る信託に関す る国内法の適用 に関 しては、 多少の議論 が行 われてい るが、国際 的

な局 面にお いて真 に重要 なのは、英米法 に基づ いて設立 された海外信託 なので はないか と

思 われる。特 に、国際金融の 日本 に とって の重要性 が高 ま ると ともに、 この分 野の検討

も、その重要性 をます ます増大 させ てい くもの と思 われる。

〔注 〕

(1)PhilipBaker,DoubleTaxationConventionsandInternationalTaxLaw,AManualonthe

OECDModelTaxConventiononIncomeandonCapitalof1992,82-90(2nded.1994).
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第2節 米国における海外信託課税

1沿 革

かつては、海外信託 の設定 は、米国投資家の節税計画 に もっ とも広 く使 われ た方法 であ

ったが、1976年 の税制改正 によって、抜本的な対策 が講 じられ、現在 では海外信託 の利用

は節税 とい う見地か らあま り有効 ではな くな ってい る。

海外信 託の利用 に関 して まず最 も重要 なことは、 それが米国税 法上課税実体 とな るか ど

うか とい うことであ る。 もし、当該信託 が社団(association)と して認識 され るか、 又

はgrantortrustの 原則の適用 を受け るのであれば、 それは、課税実体 としての信 託 では

ない ということである。RevenueRuling75-258に よる と、一般的には、事業 または営業

トラス ト、 またはインベ ス トメン ト ・トラス トは、信 託 としては取 り扱われず、社 団 とし

て扱われ る として い る。 内国歳入法 は、外国信 託 を次 の よ うに定義 して いる。(財 務 省規

則第301-6601-1-(b))「 外 国遺産 または外 国信託 とは、その所得 が米国外か ら生 じ、米 国

内の商業 または事業 に実質 的に関連 してお らず、サブ タイ トルAの 規定に よる総所得 に含

まれ ない遺産 また は信 託 をい う。」 この定 義 は、若 干 同語 反復 的 で、外 国信託 の所得 の

一 々につ いて、外 国源泉 で あるこ とを確 認 しなけれ ば外 国信 託 であ るか どうか分 か らな

い 。

1976年 の税制 改正 に よって、 同法 第679条 が改正 され、grantortrustの 国外 源泉 所得

は、 その所有者に課税 され、信託 自身には課税 され ない とい う原則 を打 ち出 した。す なわ

ち、米 国納税者でその設立 した信 託に米 国の受益者 を含む もの は、 当該信託の所有 者 と見

な される。 しか し、 設立 された信託 が外 国信託で なければ、所有者 とは見 なされない。外

国信託 は定義 によって従 来非課税 なのであ るか ら、 この規定 に よって 国外信託 の所得 の一一

部 または全部 が課税 とされ たか の よ うな印象 を受 け る。 しか し、679条 の趣 旨は、外 国信

託 の納税者 としての地位 を所 有者に転化 しただけ である と解 されてい る。

2判 例の動向

判例は、税法上国内信託か外国信託かを区別する基準 として、幾つかの要素 を考慮して

いる。例えば、受託者の住所、信託財産の所在 と性質、投資活動等である。しかし、その
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中で も最 も重要視 してい るのは、受託者 の居住地 である。 これに対 して受益 者の居住地 は

あ ま り重要 ではない。受託者が外 国の銀行 または信託会社 で、 当該信託 が外国法に基づ い

て設立 されてい る場合 には、殆 どの場 合外 国信 託 であ ると認定 され てい る。 内国歳入庁

は、非居住者に よって、他の非居住者の ため に設立 され た信託 で、 その信託財 産の殆 どが

米 国外 に所在 す るものにつ いて、受託者が米国居住者であ るとい うだけでの理 由で国内信

託 と認定 した個別事例が ある。(RevenueRuling73-521)

連邦最 高裁 の判例 では、米国で設立 され、信託者が居住 者であ る信託 につ いて、受益者

の全 てが非居住 者であって も、米国の信託 と認定す るこ とを妨 げない とす るものであ る。

(Maximov,Trusteev.US,373US49,89SCt.689,63-1USTC9438(1963))

第四巡回裁判所 は、非居住者が設立 した信託 で、 その信託財産 の90%が 米国証券 に投 資

されてい るものにつ いて、受託者の うち1人 が米国人、他 の3人 が英 国人で、受益者 はす

べ て非居住 者であ るが、銀行勘 定 と事務 所 を米国 内に有 してい る事実 を認定 して、 これを

国内信託 と判断 している。(BWJonesTrustv.Commissioner,132F2d.914,AFTR2d.

(4thCir.1943))租 税裁判所 の判例 と しては、バ ミュー ダ銀行 を受託者 として設立 された

複合家族信託 で、設立はバ ミュー ダ法 に基づ いて行 われ たが、委託者 も受益 者 もすべ て米

国人であ る場合 に、 当該信託が外 国信 託 であるか どうかについて特段 の判 断 を示 していな

い。判決 では、「バ ミュー ダ信託」 とい う名称 が使用 されてい るが、 これが外国信託 であ

るとの判 断はな されなかった。(MarkBixleyv.Commissioner,58TC757(1972))い ま

一つ の租税 裁判所 の判例 では
、委 託者が米国人 で、受 託者は、バハマ の信託会社 であった

が、信託財産 は全 て米国に所在 す る資産 で、受託者が強い権 限 を有 していた。 しか し、委

託者 は、受託者 を他 の信託会社 に変更す る権限 を有 していた。判決 は、 この信託 を外 国信

託 と認定 した。(SimonM.Lazarusv.Commissioner,58TC854(1972))

以上 の ような判例 に照 らす と、大体 にお いて、受託 者が非居住者 であ り、かつ信託が外

国において外 国法に よって設立 され た場合 にお いては、外 国信託 として認 め られている と

言え よう。外 国信託 は、基本的に非居住者 と同様の課税 を受 ける。

次に、遺産 について も法定 または遺言 による管理人が選定 された場合 には、 その所在が

問題 にな るこ とが 多いが、 この場合 に は、遺 言者の居住 地が もっ とも重要 だ とされてお

り、管理 人の所在 地はあま り重要 で はない とされてい る。 内国歳入庁 は、遺 言執行者の活

動 が米 国内で事業 を営 むのでは ない場合 、 その活動の期 間が限定 され、 その内容が専 ら債
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務 の弁 済 と、信託財 産の分 配に ある ときは、遺産 は外 国に所在 す るもの として扱 うとの規

則 を出 している。(Reg.1.871-2(a))

31976年 の税制改正 の概要

1976年 の改正 によ って、外 国信 託 の所 在 につ いて は、次 の取 扱が な され るこ とに なっ

た。

(1)grantortrust原 則 の外 国信託へ の適用

grantortrust原 則 とは、信託の設定者 が信託 につ いて一定 の権 限 を有す る場 合 には、

信 託の全部 または一部 を所 有 して い るもの と見 な して、信 託か ら生 ず る全 ての所得、経

費、税額控除 を設定者に帰属 させ る原則であ る。 この改正 では、米 国居住者 であって、生

存中に外国信託 に対 し資産 を移 転 したものは、 その信託の受益者が米 国居住 者であ るか ぎ

り当該信託の全部 または一部 を所有す るもの とみ なす こ ととされた。

この改正の趣 旨は、取得価額 が低 く、時価の高 い資産 を長期 の延べ払 いに よって外 国信

託 に移転 し、信託 の受託者 は直ちに この資産 を処分 し、利益の高 い投資に乗 り換 え るとい

う節税方法 を禁止す るところにあった。議会は、 この よ うな信託 を乱用であ ると判 断 し、

これ を利用す る居住者 を規制 しようとした。 したが って、 この改正 は主 として米 国人納税

者に向け られ た もの であった。

ただ し、改正 には次 の二つ の例 外規定 がおか れ てい た。 そのひ とつ は、 資産 の移転 者

(transferor)の 死亡 を理由 とす る移 転 であ り、遺言信託 に よって 資産 を移転 した場合 に

はgrantortrustの 原則 は適用 されない。第二の例 外は、時価 に よる売買 ない しは交換 で

資産 を移転 した場合 であ る。 ただ し、かか る売買 または交換 に よって、「移 転者の所得 の

すべ てが移転 の際に実現す ること」 を要す るか ら、延べ払 いによる譲渡益の分割計上 は出

来 ない。

(2)特 別消費税

外国信託に対する資産の移転について未実現利益が存在する場合には、35%の 特別消費

税が課せ られる。(内 国歳入法弟1491条)こ の消費税 は、移転の時期の属す る事業年度に

おいて延べ払い、割賦払いその他の課税繰 り延べ支払によって未実現の利益に課せ られ

る。納税者は、これに対 して移転の際に時価 と取得価 額の差額 を一時に実現 したものと見
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なして当該差額 を通常所得 として申告す ることを選択できる。(内 国歳入法弟1057条)し

かし、上院財政委員会の作成 した一般説明書によるとこの選択は必ず しも自由ではな く、

「選択 をする主たる目的が連邦所得税 を回避するためである場合には選択をすることは許

されない。」とされている。

(3)受 益者

米国居住者が信託のいかなる部分についてでも受益者である場合には、設定者は、信託

を所有するものと見なして課税 される。米国居住者が受益者であるか どうかについては、

次の二つの条件が満たされないかぎり、肯定的に解釈 される。

① 信託設定契約の文言により、米国人に対し、またはその利益のために信託か ら何 らの

支払 もなされず、 また信託が何 らの利益の累積 も行わないこと

② 信託が解約 される場合には、米国人のために、またはその利益のために、何 らの支払

も信託からなされないこと

(4)累 積分酉己

grantortrustで ない外 国信託 は、その 当期所得 のすべ てを分 配 しなけれ ばな らない。

分配 をしないで、累積す る と、累積 された所得 の うち長期 キャ ピタル ・ゲ インは通常所得

と見な さなれ、 また、累積分 に対 しては、 利子相 当分 の付加税が課せ られ る。 さ らに、分

配され た場合 には、常 にthrow-backruleが 適用 され、例外は認め られ ない。累積分 の税

額 に対 し年利6%の 付加税が課せ られ る。 これ らの取扱 は、国内信託の場合 よ り厳 し く、

外 国信託 を利用す る節税計画 を防止 しようとす る意 図に出る ものであ る。特 に、国内信託

の分配 の場合 には、 キャピタル ・ゲインにつ いてはthrow-back・ruleが 適用 され ないのに

対 し、外 国信託 の場合 はキャピタル ・ゲ インにつ いて も適用があ る点が大 き く異な ってい

る。

5ク リントン税制改正

クリン トン大統領は、1996年2月 外国信託か らの分配に関する税制 を基本的に改め、新

たに外国信託について報告義務を課する税制改正を提案 した。この報告義務は、米国に受

益者 を有する外国信託の受託者に対 し毎年定期的に情報申告 を提出すべ き義務 を課するも
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のであ り、同時に米国の納税者も外国人からの贈与について申告する義務を新たに課せ ら

れる。この税制改正の要綱は、次の通 りである。

(1)情 報申告

米国人の受益者 またはgrantorを 有する外国信託の受託者は、当該信託の設定時お よ

びその後各年度末に情報 申告 を提出しなければならない。当初設定時の申告書には、内国

歳入庁の求めに応じて情報 を提出しなければならない。当初設定時に申告書には、内国歳

入庁の求めに応 じて情報 を提出することの出来る代理人を選任 しなければならない。各年

の申告書には、当該年度の信託の活動状況 を詳細に記述し、特に米国人の受益者に帰属す

る所得について報告 しなければならない。

受託者が情報申告 を提出しない場合には、内国歳入庁は、その裁量により、米国人受益

者 またはgrantorの 信託取引にかか る課税所得について決定で きる権 限を有する。ただ

し、情報申告の不提出に対 しては、受託者に何 らの罰則も課せ られない。

(2)移 民前の信託

外 国人が外 国信託 にその資産 を移転 した後5年 以内に米国の居住 者 となった場合 には、

内国歳入法第679条 の関係 においては、 当該信託 は、grantortrustで あ るもの とみなす。

ただ し、米国人が当初か ら受益者 であ る場合 または当該信 託の設定後5年 以内に受益者 に

なった場合 に限る。

この改正 は、現行法 では、遺言信託 の場合及び時価 に よる資産 の移転の場合 のほか、外

国人が米国人のため に外 国信託 に資産 を移 転 し、 しか るの ちに米国に居住 した場合 には、

第679条 の適用 はないこ ととされているの に対 し、米国に移 民す る前に タックス・ヘ イブン

に信託 を設定 して米 国人 を受益者 とし、 しか るのちに米国に移 民す る とい う節税計画が行

われてい るの を防止す るため に提案 され た。

(3)grantorの 死亡 に よる移転及 び外 国信託への売買

遺言信託 は、米国人受益者 を有 していて もgrantortrustと 見 な されないの で、その収

益 は分 配 されるまでは課税 され ない。 しか し、今 回改正 では、grantorの 死亡 に よって外

国信託 に移転 され た資産(外 国grantortrustにgrantorの 死亡 時存在す るもの を含 む。)
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は、 その時点にお いて受益 者によって信託 に移転 され た もの とみなす こととされてい る。

したが って、第679条 の適用上受益者がgrantorと なることになる。

また、外国信託 に対 し資産 の時価 によ る売買 を行 う場合において、 当該信託 、設定者、

受益者の借入金 は、対価 として考慮 され ない。 これは、第1057条 に よって時価 売買の選択

を した場合 であって も同様 であ る。

(4)信 託の海外移転

国内信託が海外 に移転 した場合 においては、信託財産 は、受益 者に よってその持 ち分 に

応 じ、外 国信 託 に移転 させ られた もの とみなす 。従 って、受益 者は、第679条 に よって、

grantorで あ るもの とみ なされ る。 しか し、 内国歳 入庁が国 内信 託の設定 が国外 に資産 を

移転す るため の ものであった と認定 した場合 には、設定者 をgrantorと みなす。

(5)外 国のgrantortrustに 対す る取扱

grantortrustは 信託の法的構成 を無視 して、grantor個 人に課税 す る結 果、逆 に外 国

人が外 国でgrantortrustと 同様 の性質 を有す る信託 を設定 し、か つ、米国人 を受益 者に

指定 した場合 には、受益者は課税 されない こ ととな る。 これは、 内国歳入庁 の通達 によっ

て確 認 されて い る。 しか し、 この通達 の結果、外 国に所在す るgrantorに は課税 で きず、

米国の受益者 が非課 税 とな り、 これ を悪用 す る節税 計画が横行 して いる。 そこで今 回の改

正提案 は、かか る外 国grantortrustの 設定者 が米 国国籍 を有 す るか、居住者 であ るか、

または米国法人であ る場合 に も適用す るこ ととした。 この場合課税 され るこ ととなる米 国

の受益 者は、信 託の所得 につ いて納付 され た外国税額 を控 除す るこ とが で きる。

これ らの改正 を補 強す るため、幾つかの他 の改正が行 われた。第一 に、代理 人を指名す

ることに よって規制 を逃 れるの を防止す るために、善 意の信託設定者 で、信託か ら所得 ま

たは信託財産 を引 き出す権 限 を有 す る者 は、nomineeと は見 なされ ない。 第二に、法人

またはパー トナー シップに よる贈 与の取扱 をこの改正 と整合 的にす るよ う改め られた。第

三に、米国人は、外国人か らの大 口の贈 与 につ いて 内国歳 入庁 に申告 し、 同庁 は、 それが

所得 の移 転 でないか どうか調査す る権 限 を有す る。

外 国grantortrustが 通常 の信 託 に変 更 され た場 合 には、変 更 の 日にお い て 当該信 託

は、再設定 され た もの と見 なす。国 内の信 託 で外 国にgrantorを 有 す る ものが1995年 末
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までに再設定 され、外国信託 となった場合には上記の外国移転の際に課せ られる特別消費

税は非課税である。

(6)外 国の通常信託

外国信託の受益者で米国の居住者であるものが当該信託が既往年度に蓄積 した所得の分

配 を受けた場合には、6%の 利子相当分の付加税を課せ られる。信託の記録上いずれの年

分の所得か ら分配したかが明確でない場合には、信託設立の年分の所得か ら分配したもの

と見なされる。しか し、現行法では、受益者が信託財産 を使用 した場合に分配 となるかど

うかは明らかでない。これは、法人がその所有する資産 を株主の個人的利用に任せた場合

賃借料の時価相当額を配当 と認定するの と比較すると、バランスがとれていない。また、

外国の被支配子会社か ら親会社が融資を受けた場合にもみなし配当を認識している。

そこで、今回改正においては、今後1995年12月31日 以降に行われる蓄積所得の分配につ

いては、利子付加税の率 を延滞税 と同率 とするとともに、第6048条 に規定す る情報申告を

提出しない受益者については、蓄積分配は、信託設定当時の年分の所得から分配したもの

と見なし、信託設定時が明 らかでない場合は、内国歳入庁は、その裁量により与えられた

事実を基礎 として設定時を決定できることとした。

次に、信託を合併 した り、分割 した り、数段階の信託を設定 したりして、蓄積所得の分

配 を当期所得の分配であるかの如 く仮装するものがあるが、これを防止するため内国歳入

庁はこの種の取引の形式に関わらず課税できる権限を有することとなった。外国信託によ

ってその株式を保有 されている法人の役員に受益者を選定 し、これに対 して過分の報酬 を

与えることにより蓄積分配にかかる利子税 を軽減 しようとす るような試みに対してはこの

権限が発動されるもの と思われる。

さらに、受益者が外国信託の資産 を使用す る場合使用料相当額が当該受益者に対する分

配額 とみなされることになった。これによって、外国信託の保有す る住宅 を受益者が使用

した場合、時価相当額の家賃 と実際に支払われた家賃 との差が分配とみなされる。また、

外国信託が受益者に対 し現金による貸付金 を行った場合には、当該貸付金は受益者に対す

る分配 とみなされ る。ただし、年間2,500ド ルを超えないものは、このみなし分配にはな

らない。
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(7)信 託の所在

上記に述べたとお り、現行の内国歳入法では、外国信託の所在については明確な規定が

なく、判例によって、種々の要素 を勘案 してその所在 を決定することとされている。 しか

し、これでは執行上の安定的取扱に問題があるので、客観的な要素によって外国信託の所

在を決定する必要がある。そこで、今回の改正では、次の要素を備 える信託を国内信託 と

して定義 し、それ以外の信託を外国信託 とす ることを提案 している。

① 当該信託の管理に対 し米国裁判所が監督権限を有すること。

② 米国の受託者 と共同 して当該信託の重要な決定 を支配できる権限を有すること。

第一の権限については、単に信託 またはその資産について裁判管轄を有するだけでは足

りない。信託の全体に対 して監督権限を持たなくてはならない。通常の場合には、このよ

うな権限は、州法によって信託証書が規制 されることで足 りる。第二の権限については、

受託者の過半数が米国人であり、かつ外国人の受託者が米国人の受託者の行った重要な決

定 を覆すことが出来ない場合に認定される。ただし、この権限の認定に当たっては、受託

者の急死、辞職等の理由により一時的に米国人の決定が否定されうる状態になることもあ

るので、長期的な観点から決定することとされている。

この信託所在決定ルールは、1996年 末か ら施行される。
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第3節 英 国 に お け る海 外信 託(0丘shoreTrusts)課 税(1)

イギ リスにお いて、明示信託は、 その 目的か ちして私益家族信託 と私益 目的信託 に分類

で きる。 このよ うな 目的に よる信託の使用 が、 オフシ ョア'ト ラス トの形態 を とることは

広 く知 られている(1)。 イギ リスは、主 として、 キャ ピタル ・ゲイン税 を回避す るためにオ

フシ ョア ・トラス トが利用 され たこ とか ら、1991年 にオフシ ョア ・トラス トに係 るキャ ピ

タル ・ゲイン課税 を強化 したが、今 なお、オフ ショア ・トラス トの利用 によるタックス ・

ベ ネ フィッ トが存在 し、 多 くのオフシ ョア ・トラス トが活用 されてい る。

　

1相 続税の課税関係

オフシ ョア ・トラス トの設定 は、相続税 の回避につ いて重要 な役割 を果 たす。 イギ リス

に永住 して(domicileを 税 法上 の解釈 の必要上 あえて永 住 と訳 出 して い る)い な い者

(パー ソ ン)は 、 イ ギ リス に所 在 す る資 産 に つ い て の み 相 続 税 の 納 税 義 務 を負 う

(IHTA1984§6(1))。IHTA1984§6(2)は 、受益 的所有者 が イギ リスに永住 してい な

い又は通常 の居住 者(ordinaryresident)で ない場合 には、一 定 の イギ リス国債 につ い

ては非課税であ ると規定す る。 さ らに、IHTA1984§6(3)受 益 的所有者 がチャネル諸 島

に永住 している場合 には(レ ジデ ンスは要件 ではない)、 戦時貯蓄証 書、国家貯 蓄証書、

さ らにはプ レ ミアム ・ボ ン ドのよ うな資産 を非課税 としてい る。

IHTA1984§6(4)は 、 イギ リスにいる外国人(イ ギ リス市民 〔Britishcitizen〕、 イギ

リス臣民あるいは イギ リスの海外市 民で もない者)が 受け とるイギ リス国内証券の配 当及

びその保有す るイギ リスに所在 す るあ らゆ る有形動産 資産 に、 この イグゼ ンプ ションを拡

大 している。

非永住者(た だ し、 イギ リス居住 者であ る)の 多 くは、以下の3つ の理由の うち、1つ

以上の理 由に該当す るこ とに よって、 イギ リス永住者 とみ なされ るこ とを警戒 してい る。

(a)IHTA1984§267は 、 以下 の場合 には、相続税 については イギ リスに永住 して いる

もの として取 り扱 われ る と規定す る。

(A)少 な くとも3年 間 イギ リスに永住 してい る場合

l
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これ は実 は移民者に対 す る規定 である。 あるいは、

(B)課 税年度の終了時か ら遡 って20年 の うちの17年 以上 をイギ リスに住所 を有 していた場

合(こ のpara.は 、§6(2)、(3)あ るいは以下の§48(4)に は適用 されない)。

(b)イ ギ リスが無制 限の期 間 にわた って定 住 しよ う(settle)と す る場 所 であ る、 とい う

ことが 明 らか であ る場合。

(c)間 もな く施行 され る永住 法案 は、個 人 の存在 が明確 に将来 に起 こる出来事 の条件 であ

り、そ してその出来事が起 こる可能性 が高い というこ とが立証 され ない限 り、個人が無制

限に定住 して いる(settle)と 、当該個 人 はイ ギ リスに永住 してい るもの として取 り扱 わ

れ ると規定 してい る。

将来 は、 この ような理 由 によ り、人々は イギ リス永住者 に なる前 に、IHT課 税 の対象

とならない 「排除財産(excludedproperty)」 に係 る信託 を設定すべ きであ る。最 も重要

な規定 は、IHTF1984§48(3)で あ り、同規定 は、 イギ リス外 に所在す る資産が継承 的財

産処分(settlement)に 組成 された場合 には、委託 者が継承 的財産処分 が設立 された とき

にイギ リスに永住 していない限 り、 その財産 が 「排 除財産」 とな り、 イギ リス相続税 を課

せ られない旨、規定す る。賢明な移 民者 は、イギ リスにや って来 る前 に、海外継承的財産

処分 を設定す るであろ う。

よって、①排 除財産 たる継承 的財産処分 の資産が設定 時においてイギ リス外 に所在 し、

そ して、②継承 的財産処分が設立 された ときに委託者が イギ リスに永住 していない とす る

と、継承 的財産処分 が終 了 し、 その財 産が配分 され るまで、相続税 は免 除 され る。受託者

の住 所地(居 住 地)(residence)は 、委託 者が イギ リス ・ドミサ イル(domicile)を その

後に取得 していた として も全 く無関係 である。仮 に継承的財産処分 の資産 が非課税政府証

券 である とす る と、 イギ リスに受益者が20年 の うち17年 間存在 に もかかわ らず(し か し、

以下 の(a)、(b)の どち らか の場合 で あ る)、 §48(4)は 、 また それ らを排 除財産 と して取

り扱 う。

(a)イ ギ リスに永住 してお らず、 また通常 の居住 者 で もないパー ソンが、適格 な収益保 有

権 を取得す る権利 をもって いる、 あ るいは

(b)所 得 又 はキャ ピタルの潜在 的受益 者 又は受益 者のすべ てが、 イギ リスの通常 の居住者

で もな く、 また永住者 で もない。

§48(3)の 排 除財産規定 は、 資産が海外 に存在す るこ とを条件 として いる。仮 にイギ リス
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資産 を取得す る必要が あるのであれば、非居住 カンパ ニー を設立 して、受託者 はその株式

を保有 す るこ とが できる。 これ らの株式は、 イギ リス外 におかれ、継承 的財産処分の ため

の場所 的要件 を充足す る。 その カンパニーは、 よってイギ リスに投 資す るこ とが できる。

カ ンパニーが イギ リス非居 住者であ るか ど うか は、FA1988§66、SP1/90に よ り判 断

され る。大雑 把にいえば、 イギ リスで設立 され るが現実 に管理支配が イギ リス以外におい

て行 われて いる場合 には、 カンパニー はイギ リスに居住 してい るこ とに な る(DeCon-

solidatedMinesvHowe(1906)AC455)。

なお、裁量信託 に係 るIHTA1984§80の 規定 に留意 す る必要 があ る。裁 量信 託にお い

て、委託者又はその配偶者が収益保有権 を取得 す る場合 、その継承 的財産処分 は、生涯権

が終 了す るまで、効果 を有 しない。非 イギ リス永住 者た る委託者 は、その時 までにイギ リ

ス永住者 になるか もしれ ない。

1

2所 得税

(1)租 税 回避規定 ②

(A)委 託者課税

イギ リスの信託課税 は原則 として受託者課税 であるこ とか ら、受託者が非居住者 である

信 託 を設定 した場合 には、 当該受託者 に対 して は、 イギ リスに源泉のあ る所得 以外 には課

税 され ない。 よって、信託 を利用 して国外の受託者に所得 を移転 させ ることに よ り課税 を

免 れ る といった事例が続 出す るこ ととなるので、租税 回避規定 がおかれてい る。

ICTA1988Chap.15は 、信 託の設定に よる課税 の回避 を防止す る種々 の規定 をおいて

お り(TA1988§ §482、672、674、674A、673、683、684)、 これ らの規定 は国 内信託 の

みでな く、上記の ような海外信託 に も適用す ることが で きる。 その主 な もの は、た とえば

委託者 の直系卑属 又は配偶 者が利益 を受け る信託 に関す る もの であるが、次の ような場合

には、 その よ うな委託者 に所得が帰属 する もの として取 り扱われ る。 これが 「委託 者へ の

利益帰属主義 」又は 「帰属 の原則」 といわれ るルールであ る。

(a)継 承的財産処分(settlement)の 規定 に従 い、何人かが他の者 の同意 を得、又 は得 ず

に当該継承 的財産処分 を取消、 または決定す ることに よ り、将来委託 者又はその配偶者が

信 託元本、あ るいは利息の一部又 は全 てにつ いて何 らか の利益 を得 ることが で きる場合 に

は、当該継承的財産処分 の所得 は委 託者 に帰属 す るもの とみ な され る(TA1988§672)。

一209一

匡



τ

ただし、資産の移転の 日から6年 以内には取消不能の信託については、取 り消していな

い間は委託者に所得は帰属 しない。

(b)継 承的財産処分において、委託者又はその配偶者が信託元本又は利息について法的権

利を有す る場合にも、その所得はすべて委託者に帰属する(TA1988§673)。

ただし、受益者の破産、結婚の継承的財産処分における婚姻当事者の死亡による権利の

発生、累積信託の場合において受益者たる子供の25歳 前の死亡などは例外 となる。

(c)受 託者が、信託元本又は所得について完全な裁量権 を有 し、その全部又は一部を他の

者の同意を得 ることな く、 自由に処分できる場合に設定者又はその配偶者が利益を得ても

委託者に対する帰属課税は行 われない(TA1988§674)。 ただし、かかる裁量権が6年

間行使 されなかった場合にはこの限りでない。

(d)委 託者の権利が残存している継承的財産処分においては、すなわち信託財産について

の権利 を完全に手放 していない場合には、その財産 か らの所得 は委託者に帰属 す る

(TA1988§674A)。

(e)継 承的財産処分か ら設定者又はその配偶者に対 して、受託者から信託元本の一部が払

い もどされた場合 には、そのなかの既に分 配されなかった部分について課税 を受け る

(TA1988§ §677,678)。元本部分が未分配部分 を上回った場合には、その差額は10年 間

繰 り越され、その間の未分配所得 と相殺 される。

(B)受 益 者課税

個 人、海 外 信 託 の 委 託 者 及 び受 益 者 に影 響 を与 え る主 た る所 得 税 回避 規 定 は、

ICTA1988§ §739-746で あ る。受託者が非居住者 であ る継承 的財産処 分 は、所得税 回避

の ため の余地 を与 える。FA1989§110は 、少 な くとも1人 の受託 者が イギ リス居 住者 で

ない とす るならば、その他 のイギ リス居住 受託者は、(委 託者 がイギ リスでの 「永住者」、

「通常 の居住 者」 又は 「居住 者」 でない場 合 には)海 外 居住 者 として扱 われ るで あろ う。

一方、仮に委 託者が イギ リス居住者、通常の居住者又 はイギ リス永住者 であ り、 そ してイ

ギ リス居住受託者が受託者の うち1人 存在 している場合 には、あ らゆ る受託者 はイギ リス

居住者 として とり扱われ る。

ICTA1988§739は 、 当初1936年 に導 入 された もの であったが、 その立法 趣 旨は資産移

転 当時 にイギ リスの居住者 であ ったか通常 の居住者 であったもの を対象 として規制 す るも
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ので あった。 しか し、判例 はその適用範囲 を次第に広げ、当初 の資産移転 を行 った者のみ

でな く、その資産移転 を受け た非居住者か ら当該資産 か らの所得 を受益 す る権利 を有す る

者に も適用 され うるとした。 しか し、上院 はこの ような拡大解釈へ 反対 の立場 をとってお

り、 また判決 にお いて も、 この よ うな解釈 を裁量信託 に及ぼす ことが否定 されてい る。

そこで、歳入庁 はICTA1981§740を 追加 して、§739の適用 で きない場合 にお いて も、

一定の要件の もと配偶者以外 の者 に対 して も課税が できるように した。 この改正 に より、

裁量信託又は累積信託 の受益者 であって も、§739に規定す る資産 の移転 を行 わない者 は、

次の場合 には所得 の分配 を受け な くとも課税 され る。

(a)当 該資産の移転 によって、 又はその結果 として、所得 が イギ リス外 の居住者 又は永住

す る者 に対 して、単独 に又 は関連す る行為 によって支払われ、かつ

(b)通 常 イギ リスに居住す る個 人であって も、 当該資産 の移転 に関連 して、§739の適用 を

受け ない者が当該移転又 は関連す る行為 によって、 あるいはその結果利用可能 となった資

産か ら利益(bene趾)を 受け てい るこ と。

本条 によって、裁量信託 の受益者 であって も実際 に移転 した資産 か ら利益 を受けている

ものが課税 され る。 その利益 の評価 については、受益者が数 人い る場合 にはそれぞれ独立

の信託が設定 された もの として取 り扱われ、個々 の受益者の 「相 当 な所得(relevantin・

come)」 が公平かつ合理 的 な基準に よって、算定 され る。

本 条の規定は、単に海外信託 か ら生ず る所得 に対 して適用 され るのみ ならず、当該信託

に よって所有 されてい る法人、団体 の所得 につ いて も適用があ る。 しか し、 イギ リスに居

住 して いない者(イ ギ リスにdomicileを 有 してい な者)に つ いては、所得 が外国か ら送

金 された場合に限 り、課税 を受 け るこ とにな る。

さちに、信託財産が委託 者又はその配偶 者か ら全 く絶縁 され て受託者 の手元 に移転 した

場合 には、海外信託の受益 者は 「確 定 した所得 に対す る権利」が ない限 り課税 を受け ない

とい うことに留意 を してお く必要が ある(Archer-Sheev.Baker192711TC749)。

(2)非 居住受託者の義務

非居住受託者は、イギリスに所在する財産に係 るイギ リス源泉所得について所得税を賦

課されるが、外国源泉所得には賦課されない。基本税率による税額は、海外受託者に支払

われるイギリス源泉所得か ら控除される。そ して、そのような所得が裁量信託又は累積扶
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義 信 託 に 生 ず る 場 合 に は 、 海 外 受 託 者 はICTA1988§ §686、687に よ っ て 付 加 税 率 に よ る

税 額 を賦 課 さ れ る。IRCvRegentTrustCo.(1980)STC140参 照 。

(3)委 託者 の納税義務

委託者 が、 海外信託所得 に課税 され るのは、次の2つ の場合であ る。

1つ は、委託 者が イギ リスに居住 して いる場合 に、前述第2節 第1款1(3)及 び第3節

2(1)に おけ る租税 回避 ルールが適用 され る場合 であ る。委 託者が居住地 を有 しないため

に イギ リス所得税 を課せ られない とす る と、租税 回避ルールは非 イギ リス源泉所得 には適

用 され えない(BeckervWright[1966]1ALLER564)。

他 の1っ は、ICTA1988§739に おいて生 ず る。 この規定 は、資産 の譲渡 が行 われ る結

果 として、所得 が非居住受託者 に支払 われ るべ きこ ととな り、そ して委託者及 び委託者 の

配偶 者が信託 の所得 を享受 す る権 限 をもって いる場合 に適用 され る。 この規定 も、以下 の

§740の規定 も、仮 に、§741に よって、利害関係者 たる個人が次の こ との どち らかであ ると

い うこ とを内国歳入庁 に対 して立証す るこ とが で きる場合 には、適用 されない。

(a)課 税 を回避す る目的が、譲渡 の 目的では な く、 あ るいはその主 たる 目的の1つ ではな

いこ と。

(b)当 該取 引は真実 の商取 引であ り、税負担 を回避す るための ものではないこ と。

所得 を享受 す る権 限は、非常 に広 範囲 に定義 され てお り、 「利益 を得 ることが で きる」

とい うこ とを意味 して いる。基本 的に、委託者 とその配偶者が、 その継承 的財産処分 か ら

利益 を得 るこ とを排除 していない限 り、 この規定 は適用 され る。 この§739が委託 者 とその

配偶者 にのみ適用 され るこ とは明確 である(VesteyvIRC〔1980〕STC10)。 この規定 に

よって所得税 が賦課 され る と、Sch.D、CaseVIに おいて、管理費用の控 除 をす るこ とな

く、所得全額 に課税 され る(ChetwodevIRC〔1977〕STC64)。

非 イギ リス永住者で ある個 人は、所得が事実 当該個人の もので あったとして も、当該個

人が その所得 に課税 され ない といった ような場合(た とえば、 その所得 がイギ リスに送金

され ない場合(ICTA1988§743(3))に は、 §739の もとで課税 され ない。

(4)受 益者の義務

委託者が海外継承的財産処分において所得税 を賦課されないとすると、次の問題は信託

一212一

.▲



一 一
の受益 者の課税 につ いて である。受益 者が海外信 託に収益保有権 を有 してい るとする と、

受益 者が イギ リスの居住者 である場合に は、所得の源泉 を問わずその信託 の所得 はすべ て

課税 され ることにな る。信託が裁量信託 あるいは累積 扶養 信託 であ る とす る と、 イギ リス

居住受益者は、受益 者に支払 われた所得すべ て、 あるいは受益 者の ための所得 として用い

られ る所得 に、所得 の源泉が いかな るものであろ うとも、所得税 を賦課 され る。

よって、①受託者が イギ リス居住 者でない場合 で、所得が 国外源泉所得 であ り、かつ受

益者が イギ リス居住者でない場合 、あ るいは②受益 者がイギ リス居住者 であ り、受託者が

所得 を累積 し、送金 していない場合 に は、所 得課税 は、非 イギ リス居住者 た る継承的財産

処分 において、 回避 され うる。

しか し、譲渡者 と配偶者に対す るICTA1988§739の 法理 は、受益者 につ いての§740に

も当て は まる前述2(1)② 参照。 これは、前述 したVestey判 決 に よ りもた らされ たギ ャ

ップ を埋めてい る(最 初 にFA1981§45に 現 れた)。 この規定 は、§739と 同 じ条件 の も と

で、資産 の譲渡 によって、又 はその譲 渡の結果、所得が イギ リス外 に 「居住又 は永住 して

いる者(パ ー ソン)」 に支払 われ る場合 、 そ して§739の もとで税 を賦課 され ない 「イギ リ

スの通常 の個人居住者」が、 その よ うな資産 か らベ ネフ ィッ トを受 け取 る場合 に、効果が

あ る。ICTA1988§740(5)に よって、 その利益(ベ ネ フィ ッ ト)が 、 イギ リスで受 領 さ

れない場合 には、イギ リス外 で永住 している個 人は、 この§739におけ る所得 税は賦 課 され

ない こ ととな る。

ベネ フィッ トの額 は、その年度 の相 当な所得金額 内でなければ な らない。前年度に課税

され なか った所得 は、ベ ネフ ィッ トが賦 与され る課税年度年度 まで繰 り延べ られる。 そし

て、仮 にベ ネ フィッ トが そのベ ネ フィ ッ トが生 じた年度 にお いて カバー され ない とす る

と、 その課税 されなか ったベ ネフ ィ ッ トは繰 り延べ られ、将来(先 の年度 において)、 相

当な所得 の範 囲内にお いて、受益 者の所得 として取 り扱われ る(ICTA1988§740(2))。

た とえば、非居住者 たる受託者が所得 を受取 る と、§739において課税 され ないベ ネフィ

ッ トは、 イギ リス永住者及 び居住者 た る受益者 に、以下の ように:適用 され る。

課税年度 所得 £ ベ ネフィ ッ ト §740の課税

1990/91100--

1991/92100150150

1992/93100250150
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1993/94

1994/95

1995/96

100

100

100 150

100

150

3キ ャ ピタル ・ゲイ ン税

(1)キ ャ ピタル ・ゲイン課税の強化

イギ リスで海外信託が 多数 設定 され るに至 った1つ の大 きな理 由は、それに よってキャ

ピタル ・ゲ イン課税 を繰 り延べ ることが可能 であ るとい うこ とであった。 これは、 キャ ピ

タル ・ゲ イン税が非居住者であ る受託者 を有す る信託 で海外 で運営 を行 ってい る者には課

税 を行 わな いか らであ る。

もっ とも問題 とされていたのは、信託の海外への輸 出(引 っ越 し)(export)で ある。

キャピタル ・ゲ イン税 においては、信託の受益 者は、複 数存在 していて も一体 として取

り扱われ、次 の2つ の条件が充足 され る ときには、受益 者は非居住者かつ通常 の非居住者

として扱 われた。

① 当該信託 の事務運営が通常 イギ リス外 で行 われてい ること。

②過半数 の受託者が イギ リスの居住者 又は通常 の居住 者でないこ と。

しか し、1つ の例外が あ り、受託 者が通常信託 の運営 を行 うこ とを業 としてお り、かつ

その業務 の一環 として信託の受託者 となった場合 には、信託財産のすべ てが イギ リスの居

住者又は通常の居住者 でな く、 かつ居住 していない者 によって設立 された ときには、受託

者 は非居住 者 とみ なされ る。 この場合 には、受託者 の過半数が非居住者 であれば、信託 の

運営が海外 で行 われて いて も海外信託 として取 り扱 われ た。

また、国内で信託 が設定 され る場合 には、設定行為 に よって生ずべ きキャ ピタル ・ゲイ

ンは、 多 くの場合 取得 価額の引 き継 ぎ(hold-overrelief)が 可能 であ る。 しか し、資産

の譲受者が 非居住者 又は通常の非居住者 である場合 には、 これに対す る贈 与につ いては引

き継 ぎは認 め られない ものの、営業資産 の移転 に伴 う引 き継 ぎは認め られ たの で、 いった

ん資産 を法 人に移転 し、 その株式 を非居住 者た る受託者 に取得 させ るとい う便法が横行 し

た。 しか し、 この よ うな迂 回行 為 は、1989年 以 降 禁 止 され て い る(CGTA1979§126

B)。

そこで、 さ らにこの規制に よる課税 を免 れ るために、国 内で設定 した信託 の受託 者 を変
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更 し・非居住 者 を受託者 に新 たに指名 し、海外 に信託の運営 を移転 す る事例 が登場 した。

これが信託 の輸出(引 っ越 し)で ある。判例 は この ような変更 は、信 託契約 に別段 の特約

がな くとも信託法上 は適法 であるが、受益者に は対抗で きない としてい る。税 法上 は受託

者 の変 更又は信託 の運営場所の移 転は それ 自体 としてはキ ャピタル ・ゲ イン税 の課税事 由

には該 当せ ず、 当該資産の設定時に取得価額 の引 き継 ぎが行 われた資産 があれば、 その時

の時価 と取得価額 との差額について所得 を認識す ることとされ ていたので、 この ような信

託 はその よ うなキャ ピタル ・ゲ インにかか る税 を回避す るため に用 い られ た(い わゆ る

「冷凍信託(freezertrust)」 として の活用)。

しか し、1991年 の税制 改正 に よ り、受託者 の非居住者への変更 自体 が キャ ピタル ・ゲ イ

ン課税上、み な し譲渡 であ ると規定 され、 キャ ピタル ・ゲイン課税が なされるこ ととなっ

た。

この よ うに、FA1991に よ り、 イギ リス非居住 者で ある受託者 に対 して、 その継承 的財

産処分 についてキ ャピタル ・ゲイン税 を強化す るために、多 くの以下の規定 が導入 された

(1991年3月19日 か ら施行)。 これ らの ルールは、TCGA1992§ §80～98の なか に盛 り込

まれてい る。 そ して、 それ らの規定は、①輸 出に対す る賦課、② 海外受託 者のゲインか ら

の委 託者課税、③受益者へ の補 足的 な課税(FA1981よ り賦課)と い う、3つ のセ ッ トに

大 き く分 けて整理 で きる。

また、受託者 の居住場所に も常に留意 を してお く必要 がある(TCGA1992§69)。

(2)い わゆる 「継承 的財 産処分 の輸 出(引 っ越 し)」 へ の課税

1991年3月19日 前 において は、 イ ギ リス居 住 の受 託者 が海外居 住 の受 託 者 を指名 す る

と、換言すれ ば 「継承 的財産処分 の輸 出」 につ いて、課税 の繰 延べ(holdover)が 認め

られ、 キャピタル ・ゲ インが存在 しない こととな るこ とか ら、 キャピタル ・ゲイン税は生

ぜ ず、 キャピタル ・ゲイ ン税 は、 イギ リス居住受託者 にのみ課税 されて いた。委託者が、

現行 のTCGA1992§77に 該 当す る規定 に基づ いて、継承 的財産処分 に権 利 を もっていた

として も、処分 が存 しないため に、 この よ うなキャピタル ・ゲイ ンの ク リス タ リゼー ショ

ンについて、上述 した ように、委託者への課税 はなされ なかった。

1991年3月19日 後 にお いては、TCGA1992§80は 、受託者が イ ギ リス居 住 でな くなっ

た場合 は、受託者 が海外受託者の指定の直前に信託財産 を処分 した とみな され、それ らを
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市場価格 で取得 したとみ なす。そ して、その結果 キャ ピタル ・ゲイン課税が受 託者に生ず

る(キ ャ ピタル ・ゲ イン税 の税額 は、信託 の種類 によ り異 な る)。

委託者 と配偶 者が、§77の もとで継承 的財 産処分 の財産 を保有 してい る ときにはキャ ピ

タル ・ゲ イン税 の委託 者に係 る税率 で、委託者 に課税 され る。 しか し、委託者は、委託者

が キャピタル ・ゲ インを支 払 った部分 に係 る 「受託者 に生 じたキャピタル ・ゲイ ンの額 」

及び その キャ ピタル ・ゲ イン税 の金額 の証明書 を税務 調査官 によ り与 えられた ときには、

委託者が支 払 った税額 を受託者 か ら取 り戻す権利 を有 してい る(CGTA1979§78)。

CGTA1979§81は 、仮 にいわゆ る継承 的財産処分 の輸 出が受託 者の死亡に よって、不

注意に よ り生 じた ときには、新 しい受託者 を指名す るの に、 その他の受託 者に6か 月の猶

予期 間 を与 えてい る。 これは、 また、受託者が退職 した といったような他 のケー スにおい

て も、不 注意 に よ り生 じた と言 い うる と説明 されて いる。歳入庁は、 この ような問題 に対

応す ることは難 しいこ とではない として、規定の改正 は必要 ない としてい る。

さらに、CGTA1979§82は 、仮 にキャ ピタル ・ゲ イ ン税 が6ケ 月以 内に支 払わ れない

場合 には、い わゆ る継承 的財産処分 の輸 出に先 立つ12ケ 月以 内に辞 職 した受 託者 に対 し

て、いわゆる継承 的財産処分の輸 出に係 るキャ ピタル ・ゲイ ン税 を賦課 している。

この点につ いて、立法 は、 当該(辞 職 した)受 託者が受 託者の資格 を喪失 した ときに、

受託 者 らが永住者又 は通常 の居住者の どちらに も該当 しな くなるとい うを提案 しなか った

とい うことが立証 され る場合 には、辞職 した受託 者は課税 されない と修正 してい る(こ の

修正 は、現行のTCGA1992§82(3)に 存す る)。 継承 的財産処分 の輸 出にキャ ピタル ・ゲ

イン を課す これ らのルール は、受託者が二重課税 条約(租 税条約)に よって、受託者が イ

ギ リス の キ ャ ピ タル ・ゲ イ ン税 の納 税 義 務 を停 止 す る と きに も同様 に 適 用 され る

(TCGAI992§83)。

(3)委 託者に対す る課税

イ ギ リス居住 の 「継承 的財産処分 」において、TCGA1992§77は 、委託 者又 はその配

偶者がベネ フィッ トを得 ることがで きる場合 には、受託者 のゲインを委託者のゲ インであ

るとみな してい る。

以下の場合 に、委託 者は、委託 者の税率 で非 イギ リス居住者 又は通常の居住 者で ある受

託者 による当該処分 について、 キャ ピタル ・ゲイン税 を賦課 され る(TCGA1992§86)。
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①継承 的財産処分が その年度にお いて適格 継承的財産処分 であ る場合 。

②受託者が、 その年度 中いつで も、 イギ リスに居住 していない又は通常居住 していない場

合。

③委託者 がイギ リスに永住 し、かつ居住 してい るか通常居住 してい る場合 。

④委託者が継承 的財産処分 に権 利(interest)を もっている場合。

⑤受託者が その年度 ゲインを得 て いる場合 。

⑥一定 の例外が適用 され ない場合 。

委託者 は、次 の者が所得 とキャ ピタル を直接又は間接 に受益 してい る場合 に 「権利 」 を

もってい るとい う。

①委託者

②委託者 の配偶者

③委託者又 は配偶者の全ての子供

④ そのよ うな子供 の配偶者

⑤様々 な会社

キャ ピタル ・ゲイン課税は、次 の ような場合 には生 じない。

①委託者が その年度に死亡 した とき。

②継承 的財産処分 が適格 な継承 的財産 処分 でな い とき(こ れは、 た とえば、委 託者が1991

年3月19日 後 に財産 を付加 しない場合 には1991年3月19日 前の継承 的財産処分 も含 む)。

この よ うな委託者課税 は、 た とえば、不公正 を、「1991年3月19日 以後、外 国人が 自分

の 息子(か れ は離婚 に よ り息子 と別居 してい る)の ため に海外 継承 的財産処 分 を設立 し

た。委託者 はイギ リスにや って きてお り、 イギ リス永住 者 となってい る。委託 者は、 おそ

ら く二重課税 の救 済は受け るこ とに な ろ うが、 海外 継承 的財産 は、 イギ リス のキャ ピタ

ル ・ゲイン税 を賦課 され る。」 とい ったような場合に生む。

(4)委 託者 のキャ ピタル ・ゲ イン税 の納税額

委託者 は、海外継承的財産処分 のゲ インにつ いて キャピタル ・ゲイン税 を賦課 され る。

しか し、委託者 は、毎年 イグゼ ンプ シ ョンの適用 を受 け るこ とが認め られていない。委託

者 は、Sch.5、para.6に よ り、委託者が支払 ったキャ ピタル ・ゲイン税 を受託 者か ら取 り

戻す権利 をもっている。 そして、その ようにす ることがで きない場合 には、 それ を継承 的
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財産処分 に付加 をした もの として取 り扱 われ るであ ろう。

(5)1991年3月19日 前 の継承 的財産処分

1991年3月19日 前 の継承 的財産処分 は、4つ の条件の うちの1つ を充足 しない限 り、新

しいルールの適 用は受けない。

もっ とも重要 なのは、Sch.5,para.9(3)に おけ る条件 であ り、独 立当事 者間取 引以外

の方法 で、1991年3月19日 以後財産が付加 されてい るとい うこ とであ る。管理費用及び継

承 的財産処分 のその課税年度 の税額が その年度 の所得 を超過 す る場合 には、超過支払 いは

無視 され る。

(6)情 報

Sch5,Para12(3)に よ り、委託 者 は、12ケ 月以 内に、 自分 が イギ リスに永住 して い る

とい うこ とを通知 しなければな らない。 しか し、 これ は、現実 に実行不可能な規定 であ る

といわれて いる。委託者は、 自分 が イギ リスに永住 していない と論 じるこ とも当然にで き

るが、 これに反 して、歳入庁は反対の立場 をとるこ とがで きる。

4受 益者への課税 と補足的 な賦課

(1)受 益 者へ の賦課(TCGA1992§87)

委託者課税 ルー ルの もとで、TCGA1992§87(FA1988§80)は 、仮 に委託者 が課税

年度 にわたって、あ るいは、委託 者が継承 的財産処分 を設定 した ときに、 イギ リス居住者

又はイギ リスの通常の居住者 であ り、かつ イギ リス永住者 であ るとす る と、受託 者が イギ

リス居住者又は通常の居住者の どちらかに該 当 しない課税年度 にわたって、継承 的財 産処

分 に適用 される。

キャピタル ・ゲイン税 は、 §97(1)に 広範囲に定義 されてい る 「キャ ピタル ・ペ イメン ト

(資本支 払い)」 を受 け取 った受益者すべてに課税 され る。

キャピタル ・ペ イメン トとは、次 の ようなもの であ る(TCGA1992§97(1))。

①所得税に服 さないペ イ メン ト。

②所得以外の もの として受 け取 ったペ イ メン ト。

③ 資産 の譲渡。
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④ 「その他 のベ ネフィ ッ ト」。

⑤ 設定 された財産(settledproperty)が 受動信 託にお いて保有 され るようにな った場合
。

非 イギ リス永住 者 たる受益者(た とえイギ リス居住 者又 は通 常 の居 住者 であ る として

も)に 支 払われた キャ ピタル ・ペ イメン トは、 イギ リスに送金 された ときで さえ、 キャピ

タル ・ゲ イン税 を負わせ られ るこ とはない(TCGA§87(7))。

TCGA1992§87は 、ICTA1988§740に おけ る規 定 と同様の こ とを規 定 して い る。双

方の規定の趣 旨は、受託者が ゲインを出資 し、 キャ ピタル ・ゲ インを免 れ る、 あるいは一

度生 じたゲ イン を配分 しない とい うこ とを防止す ることであ る。事 実、TCGA1992§91

の補 足的 な支払規定は、信託 のゲイン を早期 に配分 させ るための さらなるインセ ンティブ

となる。

TCGA1992§87が 機能 す る方法 は、次の よ うであ る。

① ランニ ング ・トー タルが、国内の信託課税 ゲイン(信 託 ゲイン)内 に保 たれる。

② ランニング ・トー タルは、あ らゆ る受益者 に対 す るキャ ピタルの支払 い内に保 たれ る。

③受益者が信託(こ の信 託はキャ ピタル ・ペ イ メン トを資本 に組み入れ るこ とが で きる)

か ら、信託 ゲインが存在す る範囲内でキャ ピタル ・ペ イメン トを受け取 る と、受益者 は同

額 のキャ ピタル ・ゲインを実現 した と取 り扱 われ、受益者 はキャピタル ・ゲイン税の納税

義務 を負 う。

④受益者 のゲインが現実 に受け取 った キャピタル ・ペ イメン トの価値 を超 え ることはでき

ない。 そ して、 キャ ピタル ・ゲ イン課税 は活用 可能 な信託 ゲインによって制 限されている。

あ る年度 の信託 ゲインは、 その年度又はその後の年度においてキャ ピタル ・ペ イ メン ト

に対す るキャ ピタル ・ゲイン課税 を生む。 さらに、後の年度 におけ る信託 ゲインは、早期

の年度 の非課税 のキャ ピタル ・ペ イメン トに関連 して、キ ャピタル ・ゲイン課税 を生 ずる

(以下の事例 を参照)。 〔事例 〕

課税年度

1988/89

1989/90

1990/91

1991/92

信託 ゲイン

£000

20

10

10

キ ャ ピ タ ル ・ペ イ メン ト

£000

10

20

受益者の課税ゲイン

£000

10

20
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1992/93201010

1993/94201010

1994/95-1010

これは、受託者 がゲイ ンを出資 し、 その ゲインに先立 って キャ ピタル ・ペ イ メン トをす

るこ とによって、§87による課税 を回避す るこ とを規制す る。

(2)受 益者に対 す る補 足的課税(TCGA1992§91)

補 足的課税 は、§87の課税 にあ た り賦課 され る。 そ して、で きるだけ早 い配 当 を促進す

るよ う機能す る。最 大(最 長)6年 で、§87に該 当す る受益 者が支払 うべ き税 の10%(1

年 当た り)で あ る。 そ こで、毎年付加 され る最大の税 は、10%×40%=4%で あ る、 そ し

て最大(6年 間の)税 は24%と な る。 これは64%の 税率 を生み 出す。

この課税 は、1992年4月6日 以後 に行 われ るキャピタル ・ペ イメン トとマ ッチす る信託

ゲインに適用 され る。 この補 足的課税 は、1991年3月19日 前の受託者に生 じるゲイ ンにつ

いて も逆上 って適 用 され るが、あ らゆ る過去のゲ インは1990/91年 に生 じた として取 り扱

われ る。 よって、1992年4月1日 前 のすべ てのゲ インの配 当が補 足的課税 の適用 を受 け る

とは限 らない。

利子は、ゲイ ンを生 じた年度 に続 く12月1日 か ら起 算 され る。

それは、キャ ピタル ・ペ イ メン トが、6年 の最 大期間に よ り作 られた課税年度 に続 く年

度 の11月30日 に 終 了す る。 そ して、信託 ゲ イ ンが 作 られ た(実 現 させ られ た)、 又 は

1990/91年 に作 られた と取 り扱われ、 そ して、1991/92年 に配分 され た と取 り扱 われ る信

託 ゲインは、補 足的課税 が2年 間分 の価値 につ いて実施 され る。

上述の事例 でい くと、次 の ようになる。

①未配分信託 ゲ イン(1989/90年)£10,000が 繰 り延 べ られ、 そ して £10,000が 同 じ年度

にす なわち1990/91年 に作 られた として取 り扱われ る。

②1991/92年 のキャ ピタル ・ペ イ メン トは補足的課税 を生 じない。それは未配分信託 ゲイ

ンの £10,000を その まま残 してい る。

③1992/93年 に作 られた £10,000の キャ ピタル ・ペ イメン トは1991/92年 に作 られたゲイ

ンのバ ランス と一致 す る。1年 間の価値 に係 る補 足的課税が行 われ る。

④1994/94年 におけ る£10,000の キャ ピタル ・ペ イメン トは、1992/93年 の£20,000の う
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ちの £10,000に 一致す る。 よって、 さ らに1年 間 の価値 に係 る補 足的課税 が行 われ る。

⑤2992/93年 か らのゲ インのバ ランス とともに、1994/95年 の £10,000の キャピタル ・ペ

イメン トは、2年 間の価値 に係 る補 足的課税 を生 ず る。

(3)補 足的課税の その他 の問題

受益者が課税 され た ときに、毎年 のイ グゼ ンプ ションと損失 の リリー フは課税 され る額

か ら相殺 で き、 よって補足的課税 を行 う際にベ ース とな るキャ ピタル ・ゲイン税 の税額 を

軽減す るこ とがで きる。 この こ とは、今 日、財務 省は補 足的課税 の税率 を変更す る権 限を

もってい るので、それほ ど良 いニ ュースでは ない。

歳入庁 は、 この新 しい キャ ピタル ・ゲ イン課税 規定 につ い てSP5/92を 公表 した。

〔1992〕STI1113参 照。特 に、委託者がTCGA1992Sch.5,para.6又 は租税 回避所得税

の規 定の も とで また権 利 を取得 している受託者 の額か ら還付 を受 け取 ることがで きない も

のについては、Sch5、Para9(3)に おいて継承的財産処分 に対 して付加 された もの とみ

なされ る。

〔注 〕

(1)海 外 信 託 課 税 に つ い て は 、PeterWhite,RacticalTrusts:Law,TaxandPrecedents,Chap.

11(5thed.1994);JoneTiley,ButterworthsUKTaxGuide34-01～34-69(11thed.1992):

Walters,RecentDevelopmentRegardingTrusts,1991EuropeanTaxation382,384(1991);

SimonMcKie,CapitalGainsTaxationofNonResidentSettlement(1991)が 詳 しい 。

(2)海 外 信 託 に よ る租 税 回 避 に つ い て は 、 イ ギ リス 信 託 税 制 研 究 会 編 『イ ギ リス 信 託 ・税 制 研 究 序 説 』

76頁:218頁 、228頁(清 文 社 ・1994)参 照 。
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第4節 ドイツの最近の判例 における海外裁量信託

の取 り扱 い

コモン ・ロー 以外 の法系の国おいて信託が どの様 に税 法上 扱われてい るか検討 してみ よ

う。 ここでは、 ドイツの判例 において米 国法に基づ く信託 がいかに扱われているか に絞 っ

て述べ るこ ととしたい。

従来信託の課税取 扱特 に海外信託 の取 り扱 いについては、 ドイツの判例 は必ず しも明確

で なか ったが、1992年 連邦租税裁判所 は、初 めて次 の よ うな判 決 を出 した。(1992.11.5.

BHFBstBI.199311388)す なわち、 この判決 は、海外 で設立 され た裁 量信託 に関す る

ものであるが、同裁判所 は、一般論 として信託財産が もっぱ ら委託 者の利益の ため に保有

されている場合 には当該財産 は税法上委託者の所有 に帰属 す る もの として取 り扱 い、 た と

えば、委託者が受託者に対 して具体 的な指示 を行 う権 利 を信託契約上有 す る場合 にはその

こと自体 によって 当該財 産が委託者の利益 のために保 有 されて いることが推定 される とす

る。

一 方信託財産が受 託者に よって もっぱ ら残余権利者の利益の ために保 有 されてい る場合

には、当該財産お よびそれか ら生ず る所得 は残余権利者に帰属す る もの として取 り扱 われ

る。 そのため には、信託財産の処分 に関 し委託者が何 らの権 利 を保 有 しないこ とが必要 で

あ り、かつ、残余権利 者は、信 託の 「実体(corpus)」 に よって実際 に受益 をして いるこ

と、すなわち、beneficialownerで あ ることが必要 である。判決 は、残余権利者が単 に信

託 の終 了のみ によって信託財産 の受益 をす るこ とが 出来 る場合 にはこの条件 は満 た されな

い とい う。 したが って、信 託終了時において複数の残余権 利者が存在 し、受託者が その中

か ら最終 的な残余権利者 を決定で きるような場合 には信託財産お よびその所得が残余権利

者に帰属す る とは言 えない。

そこで、信託財 産が受託 者に よって信託 自体 のため に保 有 され る と認め られ る場合 に

は、信託財産お よびこれか ら派生す る所得 はいず れ も信託 自体 に帰属 し、信託 は一種 の法

的実体 とな る。 た とえば、取消不能の信託 は場合 によってこのよ うな実体 として独立 の納

税者 として取 り扱 われ る。 また、他 の判例 に よって確認 されてい るよ うに、受託者が財産
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管理人 として信託財産処分 につ いて無制 限の権 限を有す る信託において、それか ら生 ずる

所得 は ドイツ居住者 であ る受託者 の所得 としては認定 で きない。(FGCologneEFG1993

40;1992.7.8)

上記の1992年11月5日 の連邦租税裁判所 の判決 の詳細 は、次の通 りであ る。

① 原告Xは 、 その父S(1990年 死亡)の 長 女 で、唯一の相 続 人 であ る.Yは 、Sの 妻

で、本件調査対象年度で ある1980年 度か ら1984年 度 までの間 ドイツ国内にSと 居住 し、共

同申告 を行 っていた。

②Sは 、1978年10月 英領 ジャー ジー諸 島において 自らを委託者、二名 の英国 人M及 び

Pを 受託者 とす る信託 を設定 した ところ、信託契約書において、Sが この二名 の受託者 を

更迭す る権利 およびこの二名 以外 に新 たに受託者 を選定す る権 利 を有 す る旨の記載があ っ

た。 これ らの権利 は、Sの 死後 その長 男K及 び その死後 はXに 移転 す る。信託財産 は、

総額10万 マル クであった。

③ 信託の設定 は、取消不 可能 であ る。

④ 受益者 は、当初 は、X及 びその子、孫 等の直系卑属 に限定 され ていたが、1984年9月

信託 契約が改定 され、信託 の終 了時 におい て、Xお よびその直系卑属 が 生存 しな い場合

に限 ってKお よびその直系卑属 が受益 者 とな るように改め られた。

⑤ 信託の存続期 間は、一 応設定後80年 であ るが、受託者の裁量に よ り、 その合 意に よっ

て何時 で も解消 で きる。

⑥ 受託者 は、 その裁量に よ り、受益者 の生 計 を維持す るため、 またはその収 益 を確保す

るため受益者 に対 し給付す ることが出来 る。受託者 は、 その外、信託 財産か ら生ず る利益

を蓄積 し、又 は慈善 のため寄付 を行 うことが出来 る。

⑦ 被告課税 庁 は、信託財産か ら生ず る利益 をSに 帰属 す るもの として課税 し、S及 び

Yの1980年 度 か ら1984年 度 までの所 得 を更正決定 を行 った。S及 びYは 、 これに対 し異

議 の申立 をしたが、棄却 された。1991年12月 課税庁 は、更正通知書 を一部変更 し、調査期

間中の所得 で明確 になった分 を推計課税分 と差 し替 えた。Sの 相続 人X及 びYは この変

更後 の更正決定 に対 し取消 を求めて出訴 した。

ドイツの対外課税 法(Aussensteurgesetz)第15条 に よれ ば、 その主 た る事務所 を ドイ

ツ 国 外 に有 し、 か つ その 管 理 運 営 を ドイ ツ 国 外 で行 っ て い る 同 族 財 団(Familien－
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stiftung)の 所得は、 その設定者が ドイツの無制 限納 税義務 者で ある場合 には、 当該 設定

者に帰属 させ る。原告 は、本 件更正処分 が同条 に違反 してい ると主張 したが、租税裁 判所

は、Sが 無制限納税 者であ る事 実 を確 定 し、本件信託 は、 同条 の要件 をすべて満た してい

るか ら、設定者 であ るSに 対 し課税す るのは違法 では ない と判示 した。

つ いで判決は、本件信託 が法人税法 第2条 にい う権利能力 のない財産集合(Vermδgen

masse)で ある と認定 し、設定者か ら分 離 され、 それ 自体 で収益 を生 じ、一定 の 目的 のた

めに運営 され る特別財産(Sondervermδgen)で あ るか ら、権利主体 としての能力は有 し

ないが、経 済的 に独 立(WirtschaftlicheSelbstverstandigkeit)し てい る と認 め られ る

場合 には法人税法上 の主体 とな りうるとの一般論 を述べ た。 その上で、第三 者か ら委託 を

受 けて、財産 を保有 し、 当該財産 とその収益 とを一定 の 目的の ために管理 し、使用す る義

務 を負 ってい る場合 は経済的独立性が認め られ るとして、無制 限納税義務者 が国外にお い

て権利能力のない信託 を設定 し、信託財産 を移転 してその管理 を受託者 に委 ねた場合 はま

さにその ような独立性が認定 で きる と判示 した。

対外課税法弟15条 は、権 利能力の ない財産集合 は、 その設定者 、配偶者 および直系卑属

が信託か ら2分 の1以 上 の受領権 及 び帰属権(bezug-undanfallsberechtigt)を 有 して

いる場合 に限って同族財団 として認定 され ると規定 してい る。 これは、設定者が 自分 だけ

で2分 の1以 上の資格 を持 って いる必要 のないこ とは勿論、配偶者や直系卑属 のそれ ぞれ

が資格 を有 してい る必要 もな い。 これ らの関係者が全体 として2分 の1以 上 を保有 してい

れば足 りるの である。本件 におい て確定 された事実 に よれ ば、 原告X及 び その 直系卑属

は、受領権 も帰属権 も有 してお り、信託財産 および その収益 を慈善団体に寄付 す る旨の信

託 契約条項 は、受領権 を与え るものであって も、帰属権 を与 えて いないか ら、本件信託 が

同族財団 として認定 され る妨 げ とはな らない。

同族財 団の設定 者は、本件の場合信 託 の設定者Sで あ る と認め られ る。同族財 団の所

得 は全て その設定者 に帰属す る。

一般的に信託 の受託者 は
、信託財産 を設定者のために保有 してい るか、受益者の ため に

保有 して いるか、或 いは信託 自身のため に保有 してい るかのいずれかであ る。設定者の為

に保有 してい る場合 とは、設定者 と受託者 とのあいだに民事法 的に も経済的 に も トロイハ

ン トの関係 または委託関係が存在す る場合 であ る。 この場合 は、受託者 の保有は、専 ら設

定者の利益 のために行 われ る。設定者が受 託者に対 し何 らか の指 図 をす る権 限 を持 って い
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一
れば、設定者のための保有 の徴表 である と言 えよ う。設定者のための保有 であ るな らば、

それか ら生ず る所得 は、設定者 に帰属すべ きである。 この場合 は税 法的には信託 は存在 し

ないと同様 に なる。次 に、受託者の保有が受益者の ため であ る と認め られ る場合 は、信託

の設定者が信託財産 について全 ての処 分権 限 を放棄す るこ とが前提 となる。 それ と ともに

受益 者は現実 に受益 していなければ な らない。す なわち、受益 者は、経 済的にあたか も所

有者であ るような利益 を受 けているか、 または法律的 には第三者のためにす る トロイハ ン

トの契約 が締結 されていなければ な らない。

相 続税 法 との関係 に おい ては、信 託 の受託 者 は、信 託財 産 の 中間 取得 者(Zwischen

-erwerber)と して考慮 され る可能性が あ る。即 ち、信託 設定 後相 続開始 に至 るあいだ信

託が当該信託財産 を取得 す るが、 その間 は、取得が繰 り延べ られ、帰属権 が実現す ること

があれば、信託 財産 は、設定者 か ら直接 に帰属権 利者 に移転す る。(こ の点につ いては、

多 くの判例 があ る。例 えば、20Dezember1957111250/560U.BFHE66.204.BatBl111

1958.79)こ の場合 には、設定 者 と受託者 との あいだで第三 者の ため にす る トロイハ ン ト

契約 が予 め交わ されていた と見 るべ きであろ う。

原審 は正 に この見 方 を採用 し、本件 信託 は、信託財 産の取得 を繰 り延べ る もので、S

は、当該財産 を取消不能 の条件 で受託 者に移転 し、その帰属 権利者 はX及 び その直系 卑

属 であ るが、実際に帰属権 を行使 で きるの は、信託終 了時に生存 してい る者で ある。それ

までは、一般 的 な財 産の帰属 に関す る期 待(Anwartschaft)が 存在す るにす ぎない。 こ

の期待 は、信託 財産 にかか る受益 とはいいえない ものである。況んや 、財産帰属の割合 も

確 定 していない状態では、到底受益 とはいいえない と判示 して いる。 この ような事 実認定

は経験法則に違 背 しな いか ら、連邦財政裁判所 を拘束す る。 したがって、係 争年度 中本件

信託にかか る所得 は信託 の もの として実現 していたのであ り、 これ を如何に課税す るかが

争点で ある。

対外課税法第15条 の規 定に よれば、 同族財 団の所得 は、その設定者に帰属せ しめ られ る

が、 その場合 設定者は いかな る所得分 類の所得 を認識す るか は、同法及び所得税 法に規定

す る ところが ない。 これにつ いては、設定者 の総所得か ら特 別経費お よび特別 負担 を控 除

した ものに加 算 され る としか解 釈の しよ うが ない。即 ち、言 い換 えれば、同財 団 の所得

は、設定 者固有の所得 と分離 して課税 される。 同財 団の所得 計算に当 たって必要経費、特

別控 除等があれば、 申告 に当たって当然控除 で きる。課税庁 は、単に信 託財産 の収 入のみ
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を設定者 に帰属 させ、経 費の計算 を行 ってい ないので、 その限度 にお いて本件 更正処分

は、取消 を免 れない。

以上 の解 釈 は、 さ らに最近 の租 税 裁判所 の判 決 に よ って確 認 され るこ と とな った。

(BFHDecision,February2.1994.IStR1994.237)こ の判決 の概要 は、次の通 りであ る。

1基 礎 となる事実

原告は、米国において設立 された3つ の遺言信託の受益者であり、1980年 当時において

ドイツの居住者であった。信託財産は、すべて米国法人の発行する株式および社債で米国

に居住する受託者によって管理されており、かつ信託から派生する所得の分配は、受託者

の完全な裁量に任されていた。1980年 において受託者は、信託収入の全額か ら、経費およ

び税額 を控除して分配 した。そのほか、原告は、第四の信託 をみずから米国において設立

してお り、この信託は、取消可能であった。

課税庁は、原告が提出 した1980年 の所得税申告書に記載された外国税額控除の一部 を否

認し、原告は、これを不満としてケルン租税裁判所へ出訴 した。原告の主張は信託か ら派

生 した所得は、 ドイツで課税 されないとす るところにあり、これに対 して同裁判所は、上

記4つ の信託にかかる所得は、 ドイツ所得税法弟20条 の規定 によってすべて原告に帰属

し、課税所得 を構成す ると判示 した。

2連 邦租税裁判所の判決

原告の控訴に対 し、連邦租税裁判所は、取得税法弟20条 の適用に関し、原審の判断を退

け、次のように判示 した。すなわち、所得税法の適用上仮に3つ の遺言信託が単なる通 り

抜け(flowthrough)で あって、当該信託の受託者が委託者または帰属残余権利者の信託

代理人(fiduciaries)で あると考えられる場合には、当該信託財産から派生する所得 を委

託者 または残余権利者に帰属 させ ることは、適切かもしれないが、上記1992年 の同裁判所

判決にしたがい、今回も同裁判所は、上記3つ の遺言信託については、信託の実体性 を認

め、所得税法弟20条 の規定にしたがい本件信託か ら派生する所得を原告に帰属 させること

は出来ないと判示 した。

すなわち、3つ の信託の委託者は、いずれ もすでに1980年 初めに死亡 してお り、委託者

のためにする信託代理契約が仮に過去に締結されていたとしても、委託者の死亡後は有効
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ではない。委託者の死亡に よって当該信託 は、いずれ も取消不能 となったのであ り、受託

者 は、信託財産 を処分すべ き完全 な権 限 を取得 したのに対 し、受益者が、法令上、契約上

これ ら財産 に対 し何 らの権利 を取得 しないので あるか ち、受益者 に対 して、 これ ら財産 お

よびそれか ら派生すべ き所得 を受益者に帰属 させ るべ き理 由がない、 とい うのが今 回判決

の趣 旨であ る。 なお、 この点 につ いて、同判決 は、別の同裁判所 の判決(BFHDecision

ofMay29.1984,BFHE.Vol.141.p.321.324)を 引用 して米国居住 の遺産 管理 人が行 っ

た投資にかか る所得 は、当該遺産管理人が遺産 の完全 な処分権 を有 して いる場合 には、 ド

イツの相 続人に帰属 す るもの として取 り扱 うこ とは出来 ない と判示 されて いるの も今 回判

決 と同趣 旨だ として いる。

しか しなが ら、今 回判決は、所得税法 第20条 に よって原告 の信託所得 に対 し課税 をす る

のは無理 だ としつつ も、 これ ら所得 は、外 国課税 法(AussensteurGesetz)第15条 の規

定 によって課税 され る と判示 した。 この規定は、外 国で設立 された同族財 団の所得 をその

設立者、 または受益者 に帰属 させ る規定 である。す なわち、 ドイツ国外 に本店 または主 た

る管理 の場所 を有す る同族財 団につ いて は、 その全所得お よび純資産 は、その設立者が ド

イツ居住 者であ る場合 には設立者 に帰属す る もの として扱われ るか、 または当該財団か ら

派生す る所得 またはその解散 の際 の所得 を受 け取 る権利 のある居住 者に帰属 す るもの とし

て扱 われ る。 この場合 「財 団」 とは、 法人格 を有 しない財産 の集合(pool)を 含 む もの

とされ、同族財団 とは、設立者 またはその一定 の親族 が解散 の場合の所得 の50%以 上 を受

け取 る権 利 を有す る もの をいう とされてい る。 設立者 またはその親族が ドイツに居住す る

か どうか は50%の 判断 につ いては関係 がない。

原告 は、米 国所在 の遺言信託 は、同族財団に該当 しない と主張 したが、連邦租税裁判所

は、外 国課税法 第15条 の趣 旨は、外国の一定の団体 であって、 ドイツの居住者 に受益 させ

るもの を課税 す るところにあ り、本件の3つ の遺言信託はすべ て法人格 のない財 産の集合

すなわち 目的財産(Zweckvermδgen)で あ り、 同条の規定に該 当す る財 団であ る と、判

示 した。つ いで、判 決 は、本件信 託が果 た して同族財 団 と言 えるか ど うか を検討 し、 ま

ず、原告が受益 者 といい うるか どうか につ いて、 原告 は本件信託か ら生ず る可能性の ある

分配のすべてにつ いて それ を受領 しうる唯一 の受益 者であ る事実、実際 に原告が1980年 に

かか る分配 を受領 した事実 を認定 し、次 に原告 が本件 信託の設 立者 の親 族 であ る事 実 を確

定 して、本件信託 は、 同族財団 に該 当 し、かつその所得 は、すべ て原告 に帰属す ると判示
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した。

原告が本件信託の所得について課税されることとすると、その場合に外国税額控除を認

めるかどうかが問題 となる。連邦租税裁判所は、受託者が米国で納付 した税額は原告の納

付すべ き ドイツ所得税額か ら控除できると判示 した。 しかしながら、本件では、受託者の

みならず、受益者である原告 も米国課税当局に対して納税 しているので、同裁判所は、公

平の見地から、 ドイツ課税当局が原告の納付した税額 を信託 自体が納付 した税額 と見なし

てこれに対し税額控除を与えるよう説示 している。

次に、原告によって設立された取消可能の自益信託については、その所得は原告に直接

帰属するとの下級審判決部分 に対 しては控訴の対象となっていなかったが、連邦租税裁判

所は、「下級審判決を支持 し、受託者が委託者の信託代理人 として所得 を実現 したかぎり

において当該所得は原告に帰属する」 と判示している。

最後に判決は、本件課税 と租税条約 との関係に言及し、当時の米独租税条約は、外国課

税法第15条 の規定によって ドイツ課税当局が所得 を居住者である受益者に帰属させること

を妨げていないとして、仮に租税条約の規定が適用されるとしても、それは外国同族財団

の所得について非課税 となる所得があればその限度で ドイツ税法上 も非課税 となるとい う

ことである。 しかるに米国で設立された信託は、 ドイツ法人としては認められないし、条

約の規定は利子、配当の受取者が ドイツの居住者である場合のみ非課税の規定をおいてい

るので、その適用は認められないとして、米独租税条約の適用 を排除した。

3信 託 の独立性 について

外 国課税法第15条 は、信託 が独 立の存在 と して認定 される場合 にのみ適用 されるのであ

って、信託が単 なる導管であ る場合 には適用 されない。 そこで、信託 が実体性 を有す るか

否か をどこで判断す るかが重要 となるが、 この点につ いて、1992年 の判決 は、 当該信 託が

取消可能 であるか どうか を一つ の メル クマール として捉 え、取消不可能 であれば、信 託に

法律 的実体 を認めてその所得 を信 託 自体 に帰属せ しめ た。従 って、受益 者が その所得 に課

税 され るのは、信託財産 に よって、現実に受益 した場合 であ り、 また受益者課税の前提 と

して受益者が法律的に信託 の元本 または利息につ いて何 らか の権利 を有す るこ とが必要 で

あ り、かつ、委託者が信託 につ いて何 らかの権利 をも保 有 しないこ とが条件 となる。 これ

は、基本 的には、米 国内国歳 入法 第678条 の規定 に よるgrantortrustの 課税 原則 と軌 を
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一 にす る もの であ り
、委託者が信託財産 お よびその所得につ いて何 らの権 利 を有せ ず、か

つ委託者以外の当事 者が信託の所有者 として取 り扱 われ るため には、信託 元本お よびその

利息について確 定 した権 利(vestedinterest)を 有す る必要が あるとす る法理 を取 り入れ

たよ うに見 える。

これに対 して、1994年 の判 決では、信託 の実体性 を認定 す るために取消 可能基準 を中心

とす るか どうかが明 らか でな くなった。1994年 の判決 は、 その 中で1993年 の判決(BFH

BFHEVol.170.383.387;1993.1.27)に 言及 して い るが、 この判 決 では、 ドイツ法に し

たが って組成 され た不動産信託基金 で多数の投資家が 出資 した ものにつ いて、 その所得が

信託受託者に帰属す るのか、 または投資家に帰属す るのか を取 り扱 っている。判決 は、信

託受託者がその名義 で取得 した家賃収 入は、1)投 資家 が受 託者 に対 し信 託財産 の運用に

つ いて指示 をす る権 限があ り、かつ、2)投 資家が投 資元本 を実質的 な経 済的損失 を被 る

こ とな く取 り戻せ る権 利 を有 してい る場合 には個 々の投資家に帰属 す る と判示 してい る。

この判決 を敷桁 して外 国信託 に適用 す るとい う1994年 判決の立場では、取消 可能の信託 で

あって も、信託 の実体性 が認め られ る可能性 があ る。 その意味で、1994年 の判決 の射程 距

離 が どこ まであるのか につ いては、今後 なお検討 すべ き課題 が残 されてい ると言え よう。

4裁 量信託の受益者の取扱 につ いて

裁量信 託の受益者 に課税 をすべ きでないこ とは、つ とに連邦大蔵省担 当官 の作成 した コ

ンメンタール(Runge.in;Brezing,etaI.,Aussensteurrecht,Annotation4tosection15

Astg.)に おいて も同意 されて お り、外 国課税 法 第15条 に よる外 国信託 の受益 者に対す る

課税 は、当該 受益 者が信 託財 産 またはその所得 に対 して何 らかの法令 上 または契約上の ア

クセス を有す る場合 または受益 者が信託利 息の配分 に対 して何 らかの法令 上 または契約上

の影響 力を有 してい る場合 に限定 され るとして いる。 この ようなア クセス も影 響力 も有 し

ない受益者 で単 に受託者 の裁 量に よって必要 に応 じ分 配に預 か る受益 者は同条 の適用 を受

けない。

このこ とは今 回の判決 に関与 した連邦租税裁判所 の裁判 官が1992年 の判決 について公表

した コメン トにおいて も窺 い知 るこ とが 出来 る。す なわ ち、それに よれば、外 国課税 法弟

15条 の規定に よって課税 を行 うため には、受益 者 の特定 とその信託財産 および所得 に対 す

る持 ち分権 の範囲 を確 定す る必要が あるが、裁量信託 の場合 には、受益者 の権 利 を決定 す
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るために幾つかの要素が あって確定が 出来 ない場合があ り、その ような場合 には、 同条の

規 定は適用で きない。例 えば、外 国に信託 を設定 して、そ こか ら親族 の必要に応 じて分配

を行 う場合に、課税 当局 としては、親族 のいずれが何 時 どの位分 配 を受け るか をあ らか じ

め確定 で きない。 この よ うな条件付 き受益者(Zufallsdestinare)は 非 課税 とされ るべ き

であ り、 これ を課税す るな らば、憲法上 の問題 も起 こ りかねな い。今 回判決は、裁量信託

の受益 者について実際 に所得 の分配が行 われていることお よび信託約 款の解釈上受益者が

その分 配に対 し権利 を有 してい るこ との二つの条件の もとに受益 者に対 し課税 を認め てい

るが、 このふたつ の条件 はいずれか一つが満 たされれば よいのでは な く、双方が満 たされ

る必要が ある。 このこ とは、裁量信託 につ いて は、少な くとも最初 の分 配がな され るまで

は課税が生 じない とい うこ とである。法令上お よび信託 契約上何 らの規定 もないのに、裁

量信託 の受益者 について信託財産 お よびその所得 を頭割 りで課税 す るこ とは適 当では な

い 。

5租 税条約 との関係

外 国課税 法弟15条 の規定が租税条約 に係 わ りな く適用 で きるか どうかについては、従 来

か ら争いがあ り、 ドイツ課税 当局 では、一貫 して無制 限適 用説 を維持 してお り、かっ、 ド

イツ議 会 もこれ を支持 して、1992年 に は同法第7条 か ら18条 までの規 定は、租税条約の規

定 に係 わ りな く適用 で きる旨の規定 を追加 した。(同 法第20条)こ の規 定は、米独租 税条

約 に抵触 しない と解 されてお り、 それ は1989年 の同条約 の議定書 において同条約の規定は

外 国課 税法第4部(第7条 か ら第14条 までの規定 を含 む)の 規定 に従 い、 ドイツが その居

住 者に対 し課税す ることを妨げ ない と規定 して いることか ら、第15条 につ いて も同様に解

され る との説に したが って いる。 しか しなが ら、有 力な コン メンター ルは、実体 性 を有 す

る信託 については租税条約 に基づ く保護が与 えられ るべ きであ り、外 国課税法第15条 を理

由 として委託者 または受益 者に対 し所得 を帰属せ しめるのは、租税条約 に特段の明示の規

定 が ないか ぎり違 法 であ る との見解 を示 してい る。(Sieker,BB1993,1257.1259;BB

1991,1975,1980.etseq.)さ らに、個別 の租税条約 の規定 に照 ら して、外 国同族財 団の

所得 がその所在地国で課税 されてい るか ぎ りにおいて ドイツにおいては課税 で きない とす

る説 もあ る。(Flick,Wessermeyer,Becker,annotation14tusection15)
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6現 在における海外信託の課税関係

ドイツにおける海外信託の課税については、これを取消可能性の有無によって区別する

のが適切である。

(1)取 消不能信託

取消不能信託は、原則として独立した法的主体 として取 り扱われ、外国課税法第15条 の

適用を受け る。「原則として」 とい うのは、委託者またはその親族が50%以 上の所得 また

は信託財産についての権利 を保有す る場合を指 している。その場合委託者および受益者は

次のような課税関係 となる。

(A)ド イツ居住の委託者

信託財産に帰属すべ きすべての所得が委託者に帰属 され、それは、委託者が信託財産ま

たはその所得 に何 らかの権利を保有 しているかどうか を問わない。委託者が海外に移住 し

た際は信託の所得は受益者または残余権利者に帰属す る。委託者はその信託について外国

で支払った税額について税額控除を受けることが出来 る。

(B)受 益者または残余権利者

上記によっても委託者に所得 を帰属できない場合には、受益者または残余権利者に所得

が帰属 される。 この場合は、委託者に対する無条件の帰属 とは異な り、受益者 または残余

権利者のそれぞれについて所得および清算所得の帰属関係が確定 している場合に限り帰属

される。信託の終了時 まで受益者または残余権利者が強制執行力ある法律的権利を有 しな

い場合であっても、帰属は可能であり、その帰属額は、過去の分配額等諸般の事情を勘案

して決定される。

上記の帰属関係は、租税条約の規定によって影響されない。

(2)取 消可能信託

取消可能信託は、原則 として導管 として扱われ、課税上の実体 としては扱われない。

信託財産および所得は、委託者が保有するものとして課税 される。所得分類 も信託が受

領 した所得がそのまま委託者によって受領 されたものとして扱われ、外国税額控除の適用

を受ける。
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第5節 フランスの信託法案について

は じめ に

1985年7月 フランスは、信 託に 関す るハ ー グ条約 に署名 したが、 それ まで フランスに

は、信託 とい う制度が法律上存在 しなか ったので、新 たに信託制度 を導入する法案が1992

年2月 国民議会 に提 出 され た。 この制 度 は、英米等の コモン ・ロー諸国 に存在 す るtrust

と類似 してい るが、 フランスに古 くか ら存在 す るfiducieと い う法律 概念 を利用 して フラ

ンス流に組み立てた もので ある といわれて いる。 この法案 は、 フランス法学界 ・産業界か

らは あま り評価 されて いなか ったこ ともあって、その後議会 で本格 的に審議 されるこ とも

ない まま廃案 となって しまった。 しか し、trustを 大陸法 の体 系の なか に取 り込む試み と

しては、興味深 い ものが あるの で、 ここにその概 要 と問題点 を記 してみたい。

1背 景

ア ングロ ・サ クソン的信託 は、 フランスにおいてはその私 法体 系にな じまず、 これ を導

入す るのには現在 の民法典 、商法典 を基本的 に改正す る必要 があ る と考 えられ、 この改正

の作 業は なが ら く放置 され て きた。 しか し、上記ハー グ条約 の制定 に伴い、条約上 フラン

ス国民は、国外 において 自由に信託 を設定 し、 またはそ こか ら派生す る利益 を受益 で きる

が、現在 の ままでは、国内 において信託 を設定す ることは違 法 とな る。 そこで、新 たに信

託 を国 内で適法 に利用 で きる立 法が 必要 とな った。 また、一つ に は、信託制 度が ない た

め、 ドーバー海峡横断鉄道工事 に対す る入札手続 き上 フラ ンス企 業が不利 を被 った とい う

よ うな個別事情や、 中小企業 のなか に事業承継の ための適切 な法制 を求め る根強 い動 きが

あ った こともあ り、上記法案提 出の運 び となったのであ る。

しか しなが ら、法案の作成 に際 しては、単 に英米のtrustを 模 倣 す るのでは な く、 フラ

ンス版 の信 託 ともい うべ き独 自の制度 をfiducieと い うフランス古法 の概念 を借 りて制 定

し、英米のtrustと 一線 を画 するこ ととした。 しか し、 フ ランスの法学 界 では、む しろ英

米のtrustを 素 直にフランス法体系 に接続 したほ うが よい とい う意見 が 多 く、この法案 に |
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対 して批判的であ った。

2法 案の概要

法案は、民法 の契約法 の部分 に新 たにfiducieと 称す る一 節 を追加 して信託 制度 を導 入

す ることとしてい る。 その概要 は、次の通 りで ある。

①fiducieは 、 契約 の一種 であ り、委託者 と受託者が 書面 による契約書 に署 名す るこ と

に よって成立す る。 これ は、英米流 のtrustは 、必 ず しも契約 ではな く、一種 の物権

行為(conveyance)で あ るが、 これ をその まま取 り入 れ ることは混乱 を招 くの で、

契約 として性格付け た といわれ る。

② 契約期 間は、99年 未満で ある。 これは、英 国の信託 の最長期 間が80年 であるの をそれ

よ りも長 くした ものであ る。

③fiducieの 契約 においては、委託者が その資産 を原則 と して取消不能 の条件 で受託 者

に引渡 し、受託者 の権 限において受益者に利益 を与 え得 る旨の記載がなければな らな

い。 資産 の移転 は、完全かつ無条件 でなければ ならない。

④ 以上 の3点 は、fiducieの 成立す る必要最小 限の要件 であ り、 これ を満 たさない契約

はfiducieと しては解釈 されない。

⑤ 信託財産 は、受託者に よって管理 され、受託 者の固有財産 と分離 して管理 される。

⑥ 受託者 は、一般に善 良 なる管理者の注意 をもって信託財産 を管理 する。受益者は、受

託者の故意、過 失に よって信託財産 が損害 を受 けた場合 には、受託者 に対 し損害賠償

請求がで きる。 また、受 託者の故意、過失が立証 された場合 には、裁判所 は、受託 者

の行為 を無効 であ るもの と宣 言す るこ とが 出来 る。

⑦fiducieは 、 契約 に定め られた時期 が あればその時期 に、 なければその 目的 を到達 し

た と認め られ る時期 に終 了す る。 また、裁判所の決定 によ り終 了す る場合 もあ る。一

般 的には終 了時にお いて受益者 に分 配 されて いない信託財産があれば、委託 者に帰属

す る。

⑧ 遺 言によってfiducieを 設定 しようとす る場合 には、公証 人の認証 を要 す る。

⑨ 受託者 は、信託財産の運用 と使 用についての会計記録 を作成す る義務 を負 う。 また受

託者 自身の財産 と信託財産 を厳 密に分別 し、会計記録 を別 々に作成 しなければならな

い 。
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るいは、 目的財産(Zweckvermoegen)と もいわれ る。 この理論 は、財 団 の法 律 的存在

の根拠 ともなってい るが、 もともとは ドイ ツか ら伝 来 した もので あ り、19世 紀末 にGier-

keに よって提 唱 され た法人理論 と同 じである と考 えられ てい る。 この理 論に も二種類 あ

って、 その一つは、有機体論 と呼ばれ、生物体が無数 の細胞か ら構成 されてい るが、個 々

の細胞 を超 えた統一体 と して認識で きるように法人 も多 くの構成要素 をか ら成 るが、個 々

の構成要素 を超 えて一つの有機体 として統一的 に認識 で きるとす る ものである。他 の一 つ

の理論 は、心理学的に集団の意思に法人格 の根拠 を求め、集 団 を構成す る個 々の主体 の他

に集 団 自身の意思 を認識で きるもの と主 張す る ものであ る。

ところが、 いずれの理 論 もフランスでは、殆 ど受 け入 れ られなか った。 いずれの理論 も

フランスでは社会学的 な具体 的根拠 を欠 くもの と考 え られたほか、社会的集団の社会学 的

存在 の問題 と法律 学的法人格 の問題 を混同する ものだ との批判が強 く、社会 的 グループが

有機的統一体 を形成 して いて も、必ず しも法 人格 を認 め られ るわけではな く、 また、人格

の問題 を離 れて も共有や、後見 などでは共同の意 思は認め られ ると批判 されている。 しか

し、その後Hauriouは 、institutionの 理論 をフ ランス行 政 法の解 釈 に持 ち込 み、公役務

または私役務の遂行の ため一つの 目的の達成 を主 眼 とす る規模 の大 きい社会的実体 を想定

し、その根拠 を個 々の構成員 を超越 した統一体 としての集合 的理解 に求め た。法人は、 こ

の ようなinstitutionが 高度 に集 中 した もの であ るとい う理 論 であ る。 しか し、法 人に な

れないinstitutionが どうなるか につ いてHauriouは 説 くところが ない。

今 回fiducieの 法案 を作成 す るに際 しては、委託 者の手か ら取消不 可能 の状 態で分 離 さ

れた信託財産 をpatrimoineと して どの様 に扱 うかが 問題 となった。 そこで、一つの可能

性 は、patrimoine自 体 が受託 者 または信 託 に移 転(transmission)し た とみ る見方 で あ

り、 これ をfiduciedetransmissionと し・って い る。 もう一つ は、上 に述べ たよ うに、

patrimoined'affectationが 形成 された とい う見 方 であ り、 これ をfiducied'affectation

とい ってい る。

4税 制上の取扱

(1)登 録税および財産税

信託終了時において信託財産が受益者に無償で移転す る旨の規定がfiducie設 定契約に

含 まれている場合には、当初委託者かち受託者に当該財産が移転 した時点において登録税
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上記 の点 は、 いずれ もおおむね英米 の信託 にお いて も共 通す る信託の法理 であ るが、英

米の信託 に見 られない点 もあ る。例 えば、信託 を契約 と規定 した結果、英米におけ る宣言

信 託の よ うに、委託者 と受託者 とが同一 人であるこ とは出来 ない。 しか し、受託 者 と受益

者が同一 であるこ とは差 し支 えない。英米 の信託 では、必ず しも書面 による契約 がな くと

も受託 者が受益者の ため に財 産 を 占有 して され いれば信託 は成 り立つが、fiducieで は書

面に よ らな くては、契約 の効力が ない。 また、英米の信 託では、受益 者は、エ クイティ上

信託財産 の物権的追求権 を有 す るが、fiducieの 受益者 は単 に債 権的 な権 利 を有す るに と

どまる。最後に、受託者 に対す る資産 の移転 は、取消不能 であ るか ら、 いわゆ るgrantor

trust的 な信託 の成立す る余地が ない。

fiducieの 税制上 の取扱 が本稿 の主題 であ るが、本法案の作成 に 当たって もっ とも税制

上注意 を払われ たのは、fiducieを 乱用 して行 われ る租税 回避行為 であ った とい われ る。

この結果fiducieは 、税制上完全 な導管(transparente)で あ る もの として扱われた。

3patrimoine

税制の説明に移 る前に、patrimoineの 概念 につ いて触 れてお く必要 が あ る。 なぜ な ら、

本法案の作成に当た って民法典、商法典 との調整のみな らず、税 制上 の取扱につ いて もこ

のpatrimoineが どの ような変化 を受 け るかが焦点 となってい るか らで ある。

patrimoineと は、 フ ランス法特有 の概 念で、人の有す る資産 、負債 の全体 をい うが、

それが一つの法的統一性 をもって理解 され る。但 し、 これには、金銭的評価 を許 す資産負

債のみが含 まれ る。参政権 とか投票権 とか、名誉権 とか金銭 で評価 で きない権利 は含 まれ

ない。個 々の資産 負債 をい うの ではな く、 その総体 を意味す る。個 々の資産 負債 の増減変

動 に関わ らず、将 来入って くるべ き資産負債 を含めての統一概念 であ る。 それは、所有者

の 人 格 の 発 現 で あ り、各 人 は、 そ の 固 有 のpatrirnoineを 保 有 す る。 そ の 意 味 で

patrimoineは 、相続 の場合 を除 いて譲 渡不 可能 であ る。相続 の場 合 にお いて も、被相 続

人 のpatrimoineは 、相 続 人 固有 のpatrimoineと は、混 同 しな い。二 つ のpatrimoine

は、併 存 して存続 す る概念 とされ ている。

patrimoineの 一種 に はpatrimoined'affectationと い うの が あ る。 これは、主体 のな

い人格 を有 しないpatrimoineが 一 定 の 目的 のため に本来 のpatrimoineか ら切 り離 され

て独 自の存在 として現れ、その構成要素 を超越 した存在 として認識 で きる場合 をい う。 あ
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が課税 され る。 これ は、fiduciedetransmissionが 生 じている もの と想定 しているわけで

あ る。 そこで登録税の一種 であ る無償移 転税(droitdemutationatitregratuit)が 課税

される。 この税は、実質的に相 続税 、 または贈与税 に相 当す る。 その税率は、委託者 と受

益者 とのあいだの親等関係 で決 まる。 直系卑属 が受益者 に指定 されて いる ときは、累進 課

税が適用 され、最低 では5万 フ ラン未満 の移転 につ いて5%の 税率 であ るが、最 高では、

1,120万 フラン以上 の移転 に対 し40%の 税率 で ある。家族 関係 が ない受益 者の場合 は60%

で ある。

受益者が元本 の受益者 と収益の受益者 との二種類に分 かれてい る場合 は、 いずれの受益

者 も信託財産の所有者 と見 な され る。 これ もpatrimoinedetransmissionで あ るこ との

一つの論理 的帰結 である
。収益の受益者 は、収益権(usufruitier)相 当分 の価値 の移転 を

受 けた もの として、 その年齢に応 じて資産 の70%(20%未 満 の場合)か ら10%(70歳 以上

の場合)に つ いて課税 され る。資産の残 りの分 については、元本 の受益者が移転 を受け た

もの として課税 を受け る。 これは、裸の所有権(nuepropriete)に 対 す る受益 であ るとい

われ る。

当初 のfiducieの 契約 において受益者が指定 されてい ない場合 には、無償 移転税 は課せ

られない。 この場合 にはfiducied'affectationが 生 じてい るので ある。信託 財産 は、委託

者の財産 の一部 と見 なされ る。 しか し、委託者個 人の財産 とは異 なる別 のpatrimoineが

形成 されている。

受益 者 に対 しては、 また財産税 が課税 される。 その税率 は、資産 の価額 の0.5%か ら1.5

%で 課税 され る。受益者が いない場合 は どうなるか とい うと、受託者 に対 して最 高税率の

1.5%で 課税 され る。 これは、主体 の ないpatrimoined'affectationを 認識 して い るのに

ほか ならない。

(2)所 得税

所得税についても同様の考 え方が適用 されるが、信託財産の移転の際の譲渡所得の取扱

と収益の課税について注意を要する。受益者の指定 されているfiducie設 定の際の信託財

産の委託者か ら受託者への移転については、無償移転税が課せ られているかぎり譲渡所得

税は課せ られない。一方受益者の指定されていないfiducieに ついては、設定者が職業的

活動 をしないか ぎり譲渡所得について課税されない。また仮に課税 される場合であって
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も、設定者 がその貸借対照表に信託財産 と同価額 の債権 を受託者 に対 し計上 して いる場合

には課税 は行 われ ない。 ただ し、 これには二つの条件 があって、その一・つは、信託財産が

設定者 に信託終 了時にお いて帰属す る とい うことで あ り、い ま一 つは、当該財産が設定者

に よって実際 に利用 されて い るとい うこ とであ る。 この場合 の課 税繰 り延べ は、我が 国の

譲 渡担保 に類似 し、fiduciedegestionと 呼ばれてい る。

上記に述べ たよ うに、fiducieは 、完全 な導管理論 で出来 てい るか ら、原則 として受益

者課税であ る。 ただ し、受益者 が不存在 であるか、未確定で ある場合 には、受託 者が納税

義務者 とな り、最 高税率 で課税 され る。そのほか、fiducieの 契約 にお いて、設定 者が信

託財産 の利用 をす るこ とが 出来 るとか、 その親族 に利用 させ るとか、 その収益 の一部 を取

得 させ る とか、なん らかの利益 を享受 させ るよ うな規定が含 まれ ている場合には、信託財

産 は、設定者の ものであ ると見な され る。 これ は、一種 のgrantortrustの 法理 とみ られ

る。

つ ぎに、fiducieは 、完全 な導管 であ るので、そ こか ら派生す る所得 の課税 に 当たって

も、信託財産は帰属す る資産、権 利の使用 にか か る所得分類 で課税 され、誰 に所得が帰属

しよう とも所得 分類 が変 わ るこ とは ない。す なわ ち、利 子、配 当 と して支 払われ た もの

は、利子所得、 配当所得 と して課税 され、受 益者 が受 け取 ろ うが、設定者 が受け取 ろ う

が、所得分類が変 わるこ とは ない。課税の時期 について も、所得発 生の一般 原則 に従 うこ

とにな っているか ら、受益者 の設定者が分 配 を受 けた ときで な く、分 配すべ き利子や配 当

が発生 した ときである。

しか しなが ら、 この原則に は、一つ だけ例外 があ って、 それは、fiducieか ら生 ず る所

得の帰属 され る者が法 人税法 の適用 を受 ける法人 または商工業等の事業者で所得税法 の適

用上実額 課税 を受 け る者 であ る場合、 当該帰属 され る者の所得分 類に よって課税 され ると

い うこ とであ る。

fiducieか ら生ず る所得 の課税 に当た って、受 託者の計上 す る減価償却 及び準備金繰 入

は、納税者の所得 計算上考 慮 されない こ ととされ てい る。 これ もpatrimoine理 論の帰 結

か もしれ ないが、若干理解 しがたい規定 である。 ただ し、納税者が実際 に原価 または損失

を信託契約上負担す ることに なってい る場合 はこれ らの費用 も計上 で きるこ とになってい

る。
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第4章 信託類似制度に対する国際課税比較

第1節 外国の信託及び信託類似制度に関する

我が国の税務上の取 り扱い

第1款 海外信託の実体 としての取扱

海外 の信託 及び信託類似 の制度 に対す る税法上 の取 り扱い を論 ず るに当た っては、 まず

信託 の基礎 とされてい るコモン ・ロー上 の トラス トが我が国において どの様 に取 り扱 われ

るべ きかについて検討 しておかな くてはな らない。 コモン ・ロー上 の トラス トは我が国の

信託 とは必ず しも同一 ではないか ら、 これを信託類似の制度 とい って もおか し くない面 が

あ る。 こ とに、税 法上 の観点 か らす れば、現在 の我が国の税法の基本的立場 は、信託 を導

管理 論で説明 し、信 託に対 して課税上 の実体 を認 めて いないか ら、仮に海外の信託 につ い

て その実体性 を認め るべ きものがあ るとす れば、 その よ うな信託 は、信 託類似制度 とい っ

て も過 言では ないであろう。

しか し、本報告第1章 で説明 されてい るコモ ン ・ロー信託の膨大、かつ詳細 なシステム

の一 々に照 らして、我が国税 法の取 扱 を論 ず ることは、本稿の範囲外 である し、 またそれ

を行 うだけの情報 も能力 もない。 そ こで、 ここでは、米 国及 び英 国の コモン ・ロー信託 の

うち、取 り敢 えず いわゆ るpersonaltrustを 取 り上 げて、 それ らが我が国税法上 どの よう

に扱 われ、 それが外国の課税取扱 との関連 において どのよ うな意味 を持つか を分析 してみ

たい。

1米 国の信託課税

米 国の課税 においては、後記の よ うに判例 上個 人 と法 人 とを区別す る基準が確立 して い

るが、 その基準 の適用上信託につ いて は、信 託設定の際 に信託 を通 じて事業 を営む とい う

事業 目的が認定 されない限 り、法人格 を有す るassociationと して扱 われ ることは ない。

連邦所得税 は個 人に も法人 に も等 し く適用 され るが、信託 は、 あ くまで個 人 として扱 われ
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課税 され る。 しか し、 その ことは、税法上信託 を独立の納税者 として扱 うことを必ず しも

妨 げない。委託者が一定 の権 限 を有 し、信託財産 にinterestを 保 有す るgrantortrustで

は、 当該 委 託 者 に信託 財 産 及 び それ か ら派生 す る所 得 が 帰属 され るが、non-grantor

trustに おいて も、当年 度の収益 の一部 が留保、蓄積 され るcomplextrustに お いて は、

その留保蓄 積 された限度 にお いて信託 が 直接納税 義務 を負 う。(例 えば、権利保 有信 託

(interst-irrpossessiontrust)に おいては通常 キャ ピタル ・ゲ インは分配 されないか ら受

益者 の手許 に留保 され る。)た だ し、収益が受益者 に分 配 された限度にお いて は、信託所

得 の計算上桂除 され、受益 者の所得 にな るのであ り、結局、米国の信託課税 は、所得 を信

託 または受託者 と受益 者に分属 させ る税法上の仕組み である と言 えよ う。受益 者は、 原則

として信 託の形態 を問 わず、(た だ し、grantortrustは 別 で あ る。)現 実 に分 配 を受 け た

限度 にお いて課税 され る。

2英 国の信託課税

これに対 して英国の信託課税 は、米国 とはか な り異 なってい る。英国では、収益のすべ

てが直接 受益者に分配 され るbaretrustの ような例 外 を除いて、原則 として受託者 が納

税者 である。 これ を信託 が税 法上実在 を認め られ た とい うこ とは必ず しも適切 ではない と

考 え られ ているが、 とにか く、 課税 主体 として受託者 を選 定 して いる。 そして、米国 の信

託課税 と異 な り、信託所得 の算定上受益者 に対す る収益分 配 を控除 しない。 そのか わ り、

受益者 は、 その 自らの所得 申告 に当たって信託段階 で課税 を受け た税額 をグロス ・ア ップ

し、他の所得 と合 算 して税額 を計算 し、そこか ら、信 託段階で支払 われ た税額 を控除す る

権利 を有す る。

3わ が国課税との相違

両国の課税は、いずれも様々の例外規定 を含み、以上の記述は、極めて単純化されてい

るが、それでもごく大雑把にいって、英米の信託課税の基本が信託、または受託者に対す

る課税にあり、かつ、信託 または受託者に課税された税額を受益者の課税 と調整するため

に、米国は所得控除方式を用いて、英国は税額控除方式を採用 しているということが言え

よう。

英米両国の信託課税は、我が国の所得税課税に比 し、以上のような著しい違いを見せて
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い るほか、相続税、及び贈与税につ いて も、極 めて異なった考 え方 を取 ってい る。 ただ、

これ らの税 につ いては十分 な情報 もない ので、 まず ここで は、主 として所得税 法 につ い

て、我が国の課税 が英米 の信託課税 と交錯 した場合に どの ような問題点 を生 ず るかを検討

し、相 続税贈 与税につ いては必要 に応 じ、かつ情報の利用可能な範 囲内で分析 す るこ とと

したい。以下においては、特 に断 らないか ぎりは所得税 についての分析 であ り、相 続税や

贈与税の場合 は それ らに関す る分析 であるこ とを明 らかにす る。

4分 析のアプローチ

現在我が国の国際的信託取引は、外国為替管理法によって厳 しく制限され、信託銀行が

業 として行 う信託取引及び本邦居住者が受益者 となる信託のほかは現実性がない。しか

し、 ここでは、信託取引が自由化 されたと仮定して、英米のコモン ・ロー信託が 自由に設

立される事態を想定する。そうしたばあい、理論的には、様々の局面を想定す ることがで

きる。外国で設定された信託が我が国に進出する場合 もあろうし、我が国で組成された信

託が外国へ進出する場合 もあろう。 ところで、信託の成立には通常委託者、受託者、受益

者の三者が必要であるから、それ らのそれぞれが居住者であるか、非居住者であるかによ

って、8通 りの場合が考えられ る。そのなかで、三者の全部が居住者である場合、及び全

部が非居住者である場合の課税取 り扱いは自明のこととしてこれらを除 くと、6つ の場合

が考えられる。その6つ の場合に外国信託 をさらに米国型及び英国型に分けて分析す る

と、さらに12通 りの場合 を生ずる。 さらに、権利保有信託、裁量信託、蓄積信託等の信託

の形態毎に検討す ると、数十の場合 を生ずるであろう。そのそれぞれについて、所得税、

相続税、贈与税の課税取扱を検討すると、大変複雑な分析が必要である。分析の精密性を

増加 させ るためには、さらに多くの場合 を考慮することが必要であろうが、ここでは大 き

な問題点のみを把握することが肝要である。一応上記の6つ の場合 を基本 としてこれ らに

即 して検討し、必要に応 じて米国型 と英国型の相違に触れることとしてみよう。

この6つ の場合は、次の通 りである。

(A)受 託者が居住者である場合

① 委託者も受益者も非居住者である場合。

② 委託者が非居住者で、受益者が居住者の場合。

③ 委託者が居住者で、受益者が非居住者の場合。
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(B)受 託者が非居住者である場合

① 委託者 も受益者も居住者である場合

② 委託者が居住者で、受益者が非居住者である場合

③ 委託者が非居住者で、受益者が居住者である場合

これらの分類の仕方で、受託者が居住者であるか否か を最初の基準としたのは、受託者

課税において英米の信託課税 と我が国の信託課税にもっとも差異があるか らである。

5海 外信託の所 在地

分析 を進め る前に海外信 託の所在地について検討す る必要 があ る。我 が国税制上は信 託

固有 の所在地 とい う概 念はな く、 その必要 もない。原則 として受益 者の居住地 で課税 が で

きる。一定 の場合 に委 託者が財産 を保 有す るもの とみな されて、 その居住地が 問題 とされ

るこ とはあるが、信託な り、受託 者について課税 され るこ とはない。 しか し、 コモン ・ロ

ー信託 の課税に 当た っては、課税 の可否 を信託や受託者 の所在地 を基準 して決定す るこ と

が多い。

例 えば、英国の基準では、受託 者のすべ てが居住者 であ る場合 には、信託 は、所得 税法

上英 国の信託 として扱われ る。逆 に受託者がすべ て非居住者 であ る場合 には、海外信 託 と

な る。 その中間の場合す なわ ち、一部 の受託 者が居住 者 で、残 りが 非居住者 で ある場合

は、委託 者 に着 目 して、 その一 人以上 が居 住者 であ るか、通常 居住 者(ordinaryresi-

dent)で あ るか、 または英 国内に住居 を有す る(domiciled)場 合 には、英 国の信託 とし

て扱 われる。

これは、英国の信託税制 では、受託 者が納税 者 とされ ているため で、原則 として受託 者

の居住地 を もって信託 の居住地の基準 とす るか らである。 しか し、 この基準 の下 にお いて

は、受託者が少 な くとも一 人外国に居住 してい る限 り、 その他 の多数 の受託者が英国に い

て、信託財産の管理運用 を英国内で行 っていて も、委託者が英 国に居住 し、通常居住 し、

または住居 を有 しない限 り、外 国信託 として扱われ る。 ところが キャ ピタル ゲイン税 の取

扱上 は、受託者の過 半数 が英国に居住 してお り、かつ、英 国内で管理運用 を行 ってい る信

託 につ いては、英国の信 託 とみな され る。一方相続税 の関係 では、 「除外 資産」 とい う概

念が あって、英国外に所在 す る信託財 産で当該信託設定時 に委託者 が英国 内に居住 してい

ない場合 は、 除外 資産 とされ てい る。除外資産 は、相 続税 の対象 とな らな い。(た だ し、
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帰属権(reversionaryinterests)に つ いては、除外資産 となちない。)

次 に米国においては、外 国信託の定義 としては従 来 「その所得 の源泉が米 国外 にあ り、

かつ、米国 内におけ る販売 または事業 と実質的 関連 を有せ ず、サ ブタイ トルAに 規 定す

る総 利益 に含 まれない もの」 をい うとされて きたが、 この定義 は抽象的 で、具体的 に特定

の信託 が海外信託 であ るか どうかにつ いて明確 な基準 を与えていない との批判が あった。

判例 は、信託 の居住地 につ いては、諸般の事 情 を総合勘案 して決定 しなければ な らない と

して、その要素 として、 資産 の所在 、信 託設定の場所 、受託者 の居住地、委託者 または非

相 続人の居住 地、信託財産管理運用の場所等 を考慮に入れ るべ きであ るとしている。最近

ク リン トン大統領 は、 内国歳入法 を改正 し、 次の二つの要素 によって信託の居住地 を決定

すべ きであ ると提案 した。 その一つは、米国の裁判所 が当該信託の運営 につ いての監督 を

もっぱ ら行 うこ とが で きるこ とで あ り、 もうひ とつは、 米国居住者 た る受託者が 当該信託

の運 営にかか る重要 な決定 を行 うこ とがで きるこ とであ る。 これ らの二つの条件が満 たさ

れれ ば、米 国信託 とな り、 その他の信託は外 国信託 とな る。

6信 託 と法人格

米 国の信託税制 で もう一つ注意 しなければな らないのは、信託が法人 と見 なされ るこ と

があ ることであ る。法人 とは、私法上 人格 を与え られた法律的実体 をいい、 内国歳入法に

おいて使 用 されて い る用 語 はassociationで あ る。associationは 、連邦所得 税 法上 の実

体 として認識 され、 それ 自体 として課税 を受 け る。associationに 対 比 され るのは、part-

nershipで あって、 これは基本 的に個 人の集合 にす ぎない。

associationとpartnershipと の間 の境 界 をどこに置 くか につ いて、連邦 所得税 は、我

が 国法人税法の よ うな形式主義 を取 ってはいない。 それぞれの組織の実体 と機 能に よって

判断す る。Morrisey事 件やKintner事 件等 の判例 の蓄積 によって、両者 の区別 につ いて

は、現在 ではおおむね6つ の識別基準が確 立 してい る。

6つ の基準 とは、構成 員(associates)の 存在、事 業 目的 と利益 配分 、事 業 の継 続性、

運営管理の集 中、有限責任、 お よび持 ち分 の 自由譲渡性 である。今信託 に これ らの基準 を

当て はめてみ る と、事業の継続性、運営管理 の集 中、有限責任 、持 ち分 の譲渡性等 の面 に

おい て、associationと 信託 との 間 には 多 くの 共通 性 が あ るこ とが分 か る。事 実Mor-

risey判 決 においては、不動産信託 が問題 とな ったが、裁判所 は、 これ ら6っ の観点 か ら
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信 託 とassociationが 必ず しも明確 に区別 できない場合 が あ るこ とを認め、結局、両者 を

区別す る最 も重要 な基準 は、「事 業 目的」 のいか んに存 し、当該組 織 を設立す る定款等 の

設立文書において事業活動 を実行すべ き権能(power)が 明確 に与 え られてい るか どうか

が基準 とされてい る。通 常chancerycourtやprobatecourtに おいて設立 され る通常信

託につ いて は、法定 のルー ルに則って受益 者のため に信託財産 を管理運用す る標準的条件

が規定 されて いるが、 この条件 か ら離 れて独 自に事 業 目的 を明確 に掲 げ る信託 につ いて

「事業 目的」が認定 できる とい うのが判例 の立場 であ るが、 いずれにせ よこれは、事実認

定の問題 である。定款 の規定 のみで判 断が な されるの ではな く、上記 の6つ の テス トの う

ち事業の継続性 その他 のテス トをどの程度満 た しているか も考慮の参考 とされ る とい う。

実務 においては、標準 的信託 は、徐 々にその数 を減少 させ てお り、受託者 は、上記の標 準

的条件 に拘束 されずに 自由に信託 資産 を管理運用 で きるこ とが 多いが、一方衡平法裁判所

は、 あ まりに 自由な信託約款 を制 限的に抑 制す る傾向が あ り、信 託がassociationか どう

かは この二つの相 異なる傾 向 を勘案 して決定す るこ とになるの で、個々 の信託についての

判定 はなか なか面倒 であ るようにみえ る。

す なわち、米国においては、 その連 邦組織 の複雑性、 多様性 の故 に会社 は専 ら州法 に よ

って設立 され、その設立基準 が必ず しも一様 で ないので、連邦所 得税 の課税 に当た って

は、州法 では法人 とされていない組織 につ いて も課税 を行 う必要が あ り、 この ため古 くは

1890年 代か ら法人登 記 を行 っていな い組織 につ いて も法人 として取扱 い、課税 して きた。

この慣行 は、やがて判例 に よって追 認 され、例 えば 「憲法 の規定 は、法人格 を有 してはい

ないが、 あたか も有 してい るかの如 く事業 を行 う組織に対 して法人課税 を行 うことを禁 じ

ていない。」(Burk-WaggonerOilAssociationv,Hopkins,269US110114(1925))と

い うよ うな判断が確 立 した。 しか しなが ら、一 方にお いてかか る組織 の内部及 び対外法律

関係、 その財産所 有管理関係 につ いては、州法 の規定に よって規制 され るこ とは否定 で き

ないの で、あ る組織が法人(corporation)で あ るか どうかにつ いて は、 まず第一に上 記

に述べ たキン トナー原則に よって判断す るこ ととす るが、 同原則の テス トを満 たすか どう

か につ いては、州 法の規 定 を尊 重 し、 これ に よって判 断す る こ と とされ て いる。(IRS

Regs.301.7701-1(c))

この ような考 え方は、外 国の組織 についての連邦所得 税 の課税取扱 を定め るに当た って

も取 り入 れ られて いる。法 律関係 については、原則 として当該外 国の法制 を尊重す るが、
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それが連邦所得税 上法人であ るか どうか は、 キン トナー原則 によって決定す るので ある。

(Rev.Rul.73-254,1973-1CB613)例 えば、 ドイツの有 限会社(GMBH)は 、 この よう

な解釈 方法に よって米 国では、法 人 として は認識 されて いない といわれ る。 我が国の場合

も前例 は聞いた ことが ないが、株式譲渡 を禁止 した有限会社 などは、 米国連邦所得税 の課

税上 は法 人格 を否認 され るのでは ないか と思われ る。最 近(1996年5月)内 国歳 入庁 は、

上記IRS規 制 の改正案(check-the-boxregulationと 呼ばれ る)を 公 表 し、外 国の組織

で典型 的な法人(corporation)と して扱 われて い るもの以外 の組織 につ いて、一 定の条

件の下 にcorporationと なるか、partnershipと な るか につ いての選択 が で きるよ うに提

案 して いる。

なお、投資信 託が米国において法 人格 を有す る根拠 は、以上 の一般的 な信託の認定問題

に関連 してい るこ とに注 目したい。投 資信託 につ いては、受益証券保有 者の投資形態 を変

更す ることがで きる定款 を有す る場合 は上記 の事業 目的 に関連 す る権 限が存在 す るもの と

みて、 これ をassociationと 認定 して いる。(内 国歳入法規則301-7701-4◎)こ の規則 は、

判例(CIRv.NorthAmericanBondTrust,122F2d.545)を 引用 してお り、受託者 が実

質 的に投資者 の投資形態 を変更す るこ とが で きない あ るい は困難 な投 資信託 は、単 な る

partnershipでassociationで はない として いる。他 の判例 に おいて も、長期 の リー ス に

服 している不動産 に対す る投資信託 は、た とえ受益証券 が多数 の投資者 に販売 され、流通

して いて も、partnershipに 過 ぎな い と した事例 が あ る。(ClevelandTrustco.v.CIR,

115F2d481)

7以 上 を前提 として、上記の6つ の場合のそれぞれについて以下検討する。

(1)受 託者が居住者で、委託者 も受益者 も非居住者である場合

この場合の最大の問題は、我が国の信託課税上は一定の集団信託以外はすべて導管であ

るから、外国のpersonaltrustの 受託者は我が国課税上は認識できないことであろう。い

かに巨大な信託財産が我が国で運用されようとも、そこから生ずる利子、配当等の収益

は、直接非居住者たる受益者に帰属 される。受益者が特定、 または確定 していなければ、

委託者に帰属される。受託者自身がこれらの所得について課税されることはない。上記に

述べたように、居住者である受託者は、原則 として受益者または委託者の恒久的施設 とし

て扱われることはないであろうから、その受け取る収益については、非居住者に対する源

一244一

▲ ・



一
泉所得税 の徴収義務 を負 うの に とどまる。 もっ とも、受託 者 自身が受け取 る信託 報酬 にっ

いては、別論 で、 これ は受託者 自身の所得 として直接課税 され る。

この場合 、当該信託 に対す る米 国、 または英 国の課税は ど うなっているのであろうか。

まず、米 国の場合 、最 初 に問題 とな るの は、 この信託 がgrantortrustか どうか で あ ろ

う。1976年 の税制改正 に よって、海外 信託 にかか るgrantortrustの 規 定が改正 され、米

国人が生前 にその資産 を海外信託 に移 転 し、かつ当該信託 に米国人の受益 者が存在す る場

合 には、投 資資産 を移転 した米国人 は、 その海外信託 にかか る資産 の全部 または一部 を所

有 す るもの と見 なす こ ととされて いる。(内 国歳入法弟679条)こ の規定に該当す る米 国人

委託 者は、信託財産か ら生ず る所得 につ いて課税 を受け るこ とに なる。国内の源泉か らで

あ って も、国外 の源泉か らであって も同 じである。 この規定 は、 その導入 に先立 ち、 多 く

の米国人が含み益 を保有す る資産 を長期延べ 払いで海外信託 に売却 し、 当該信託 を通 じて

直 ちに現金化 した事例 が出たか らであ る といわれている。 この改正 と同時 に、海外信 託に

対す る資産 の移 転 につ いて、特別 の流通税(specialexcisetax)35%を 含 み益 に対 して

課税す る改正 も行 われた。

仮 に、上記信託が米国ではgrantortrustと 解 された として、委託者 は海外 信託の受 託

者 か ら実 際に受 け取 る所得 に 限 らず、 お よそそれか ら発 生す る所 得については、信託財産

の所有 者 として連邦所得税の課税 を受 け るわけ であるが、 その際我が 国の源泉所得税 を税

額 控除で きるか どうか。我が 国の源泉所得税が受益者 を念頭にお いて課税 され てい るもの

であ るか ぎ り、委託者が税額控 除 を取 るこ とは 出来 ない と解 されて い るよ うであ る。 ま

た、我が 国の税法の解釈 として も受益 者が 日米 以外 の第三 国で我 が国 との間に租税条約が

ない国に居住 している場合 に、受益 者が特定 してい るに もかか わ らず、実質的 にgrantor

trustを 認めて委託 者に所得 が 帰属 した もの と見て 日米租 税条約上 の軽減税率 を適用 して

源泉所得税 を徴収す るこ とに なるか どうか。 これは、現行 の我 が国の信託課税上は俄 に採

用 しがたい解釈 であろ う。

上記の 内国歳入法弟679条 の規 定は、受益者が存在す るか否か にかか わ らず、委託者 ま

たは資産の移転 者が信託財産 を所有 す るもの と見 な して いる。 当初信託設定時 には米 国人

である受益者がい な くとも、後 日受益 者の一 人が米 国人 となった場合 には、委託者はその

時点 で信託財産 を所有す るにいた った もの として以降 その所得 に対 して課税 を受け る。 こ

の ような一種の見 なしgrantortrustに 対 して受益者課税 一本槍 の我が 国信託 課税 は整合
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的 では ないが、我が国の課税 としては、受益者が米 国に居住 し、我が国の源泉 か ら発生す

る利子、配 当等 を受領 し、 これ に対 して一律 の源泉 所得税 を課 してい るか ぎ りにお いて

は、格別 の不都合 は生 じないであろ う。 しか し、仮 に、受益者が 申告 を必要 とす る場合 、

例 えば、受託者が国内の個 人 または法人 との 間で匿名組合 を組成 した ような場合 には受益

者 は米国では、委託者が所得 の帰属者 であ るこ とを主張 し、受益者でな く、委託 者が我が

国 で も申告すべ きであ る と主 張す るか もしれ ない。

なお、 も う一 つの問題 として、米 国の委託者が課税 された35%の 特別 流通税 を我が国で

控除で きるか とい う点があ る。 当該委託者が信託財産 を移 転 させ た途端 に受益 者に贈 与が

発生 して いる とい うのが、我 が国税法の建前 だが、 その信 託財 産の全部 または一部 が本邦

に所在 していた場合 には、米 国の受益者 に対 して我が国の贈 与税の課税 がな され る。その

場合 、米国の特別 流通税 は、少 な くとも受贈益の なかの キャピタル ・ゲ インの部分 につい

ては二重課税 とな ってい るが、 そ うだか らといって我が国で二重課税 の調整 を行 い、 この

特別 流通 税 を控 除す ることは過去の我が国税法及 び租税条約 の規定 では無理 であろ う。

次に、上 記の場合 の信託が米 国税法上grantortrustと して解釈 され てい るか ぎ りにお

い ては、米 国の信託 課税上 信託 の所 在 を問題 とす る余 地 はな い。米 国人 であ るgrantor

(ま たは資産 の移 転者)の 課税 のみ を考 えれば よい。 しか しnon-grantortrustと して扱

われ る場合(定 義 に よってこの場合 には米国人の受益者はい ないが)は 、信託 の所在 が問

題 とな る。 まず、信託 が国外 にある もの として扱 われ る場合 は、信託 自体 の所得 の うち米

国源泉の所得 を除 く所得 につ いては、米国で は課税 を受けない。米 国源泉 のキャ ピタル ・

ゲ イン、米国銀行 に設定 した預金の利子につ いて も同様であ る。

英国の場合 は どうか。上記 に述べ たよ うに、英国 では基本的に受託者課税 であ るので、

受託者が英国内にい るか どうか で課税 取扱に大 きな差が出て くる可能性が ある。 しか し、

現行所得税 法では、受託者 の うち一人が非居住者 であれば、海外信託 と判定 され るが、委

託者が英国居住 者であ り、かつ受託者の うち一・人が英国居住 者である場合 は、 国内信託 と

して取 り扱 うことにな っている。 したが って、い ま検討 しようとしてい る場合、受託者が

複数で その一 人が英国居住者 でないか ぎ り、海外信 託 とな る。 海外信託 は、英 国源泉所得

についてのみ課税 され、 国外源泉所得 には課税 され ない。 したがって、我が国 の源泉か ら

生 じた利 子、配当等の所得 に対 して は、英国 内では課税 されない。

英国居住 者であ る委託者 につ いて は、米 国同様grantortrust的 な課税取 扱いが あ る。
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それ は、 当該海外信託 につ いて、一般 的 な租税 回避規定(anti-avoidanceprovisions)

が適用 され る場合 であ る。 これは、 資産 の移転が海外信 託に対 して行 われ た結果 、所得 が

当該海外信託に支払 われ、 これに対 して委託者 またはその配偶者が なん らかの享受 すべ き

権利(interest)を 有 して い るば あいであ る。 この規定 に よって、委 託者 またはその配偶

者 に課税 された場合 には、上記 のgrantortrustと 同様 の問題 が生 じよう。 そ うでない場

合 には、英国居住 者たる受益者 が収益保有権 を保有 して いるこ とにな り、所得の源泉 を問

わず課税 され る。 その信託 が裁量信託 または累積扶養 信託 で、すべ ての収益が受益 者に必

ず し も分 配 されず、英国に送金 されない場合 は、課税 され ない。 その限 りでは我が国の源

泉課税 だけが課税 の真 空 を埋 めてい る。

以上 いずれの場合 に あって も、問題 は、我が 国の信 託課税 が 導管理論 に拠 って い る結

果、外 国信託財産 の運用 が我が 国で生 じて も、恐 らくはすべ て源泉課税 で終 了 し、総合 課

税の機会が ない こ とであろ う。信託 の実体 的活動が ほ とん どすべ て我 が国で生 じてい るの

に、総合課 税が出来ない。

L

(2)受 託者が居住 者、委託 者が非居住者、受益者が居住者の場合

我が 国税法の適用上 は、 この場合 は、非居住者 た る委託者か ら居住 者た る受益者への贈

与が生 ず るが、二重課税 の危険が生ず る恐れがあ りうる。

(A)か りに、 この信託 の委 託者が米国 に居住 し、信託財産 に関 し、何 らかの権 限を有 し

ていた としよ う。先ず、 この信託が米国に とって海外信託 であ るか どうか を検討す る と、

通常委託者が米国人であ るとい うだけでは米国信託 とは見 なされない とい うのが判例の よ

うであ るか ら、米国 にとって海外 信託 となる公算が大 であ る。 また、 米国人が受益者 とな

ってい るわけではないか ら、上記(1)の よ うなgrantortrustの ルー ルが適 用 され るわけ

で もない。 そ うだ とすれば、米国か ら見 て非居住 者 とな る我 が国受益 者に対 して米 国税法

上 の海外信託か ら所得分 配が行 われて も米 国の課税 は受 け ない。(た だ し、信託が その資

産 を米国 内で運用 した こ とか ら生 ず る所得 につ いては、米 国源泉所 得税 の課税 がな され

る。)我 が国で受益 者が受贈 益 に対 して課税 を受 け るだけ であ る。 しか し、米 国の委託者

が信託 財産 につ いて保有 して い る権 限の いか んに よっては、米国 では、grantortrustの

認定 が行 われ る恐れが ある。その場合 は、米国では、信託財産 は、委 託者が所 有 してい る

もの と見な され、一方我が国で は、受益者が所有 してい るもの と見 なされ る。当該財産か
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ら所得 が発生 した場合 、我が国で も米 国で も同一所得 に対 してそれぞれ別の課税が行 われ

る。 これは二重課税で あるが、米国で も、我 が国で も税額控 除 を委託者 または受益者 に与

える規定は ない よ うで ある。 日米租税条約上 の相互協議 が可能 であろ うか。 問題 は財産 の

所有権 の帰属 で あるか ら、 日米 どちらか に きめ ない といけ ないの ではな いか と思 われ る

が、果 た して現行 の両国の税制 の下 でいずれか一 方に帰属 を決定 するこ とが で きるであろ

うか。相互協議 が国 内法 をoverruleし て条約 と同等 の効 力 を発揮 で きれば ともか く、 そ

うでなければ解 決が困難ではないか と思 われ る。

この よ うな規定の衝 突 を防止す る一つ の方法 は、grantortrustに つ いて、我が国 で も、

英国 と同様 の一般 的租税 回避規定 を設け、 その運 用 をで きるだけ外 国のgrantortrustに

調和 して行 うこ とであ ろう。受益者 だけが我が 国の居住者 であ る場合は現在の為 替管理法

の もとで も排除 されていないのであるか ら、 以上 の問題 は今 で も現実に発生す る恐れが あ

ることを念頭 に置かなければな らない。

上 述の ように我 が国では、受託者 は納税義務 を負 わないか ら、 これ を基準 として信託の

居住 地 を決め ることは適切 でない。我が国税制 では、信託 は、基本的に導管であ るか らそ

の 限 りにおいて、税制上 は、委託 者 と受益 者 しか認 識 しない。受託 者が どんなに大 勢 い

て、巨大 な信託財産 を日本 国内で管理運用 していて も、受託者 としての機能資格にお いて

課税 され ることはない。 ただ し、 この よ うな信託 の受託者 に対 し、 その運用資産か ら派生

す る利子 、配当等の所得 を支 払 う者 は、非居住者 た る受益者 に対す る源泉所得税 を徴収す

る義務 を負 うことにな る。 この場合、受託者が非居住者 たる委託者 または受 益者 との関係

において恒久 的施 設 を構成 す るか どうかの問題が あ る。

恒 久的施 設 として は、支店、 出張所 、事 務所 等の いわ ゆ る1号P.E.、 建 設工事 、作 業

等の2号P.E、 代理 人等 の3号PE.が 法 定 されてい る。 これ らの うち、 まず建 設工事 等

の2号PE.に つ いては、問題 にな らない で あろ うが、3号P.E.に つ いては、受託 者 は、

受益 者 または場合 に よって委託者 の利益の ため に信託財産の管理運用 を行 ってお り、 この

タイプの恒久 的施 設に該 当す る恐 れが ないわけ で もない よ うに見 え る。 しか し、受 託者

は、信託財産 の名義 と管理権 を有す る特殊 の管理者 であ り、代 理人の場合 の ように代理権

授与行為 があって も財産権 は、依然 として本人 に帰属 しているの とは異な り、 といって問

屋等の間接代理 の ように、財産権が いったん完全 に代理人に帰属 し、 しか るの ち本人 に移

転 するわけで もない。
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一
現在 の我が 国税法では、3号PE.と して 「自己の ため に契約 を締結す る権 限の ある者」

(法人税法 第141条3号)と して、外国 に所在 す る本 人の事業 に関 し、契約 を締結 す る権限

を有 し、 かつ、 それを常 習的に行使 す る常習代理 人のほか、本 人のために顧客 の通常 の要

求 に応ず る程度 の在庫 を保 有す る在 庫代理 人(fills-orderagent)、 お よび もっぱ らまた

は主 として一 の外国法人のために、常習的 に契約締結 のための注文 の取得 、協議 その他 の

行為 の重要 な部分 を行 う注文取得代 理人(secure-orderagent)も3号P.E.に 含 まれ る。

(法人税 法施行令第186条)

常 習代理 人の場合は、必ず し も 「自己の ために」契約 を締結 す る権 限 を有 しな くて もよ

いか ら海外の信託 の受託 者が これ に該 当す る場合 もあ りうるか も しれ ない。fills-order

agentは 、 その形態か らいって直接 の適用 はないであろ うが、secure-orderagentに っ い

ては、 日常 の資産管理運用の局面 にお いて、場合 に よって認 識 され るこ とがないわけでは

ないであろ う。 しか し、概 して いえば、外国信託の受託者 が代理 人 と して恒 久的施設 を構

成 す ることは少 ないであろ う。 殊に、我が 国が先進 国 との間で締結 したほ とん どの租税条

約 は、secure-orderagentを 恒 久的施 設 としては取 り扱 って いない。

問題 とな るのは、支 店、工 場等 の1号P.Eで あ る。 この形 態の恒 久的施 設は、一定 の

営業施 設が相 当程度の期間国 内に存続すれば認識可能であ り、特 段支店や事務所 の名称 を

掲 げな くとも恒久 的施 設 として認 め るこ とを妨 げ られ ない。通達 にお いては、「事業 活動

の拠点 と してい るホテルの一室」等 も恒 久的施設 を構成 す る とされて いる。(法 人税基本

通達2臼2-1)0.EC.D.の モデル条約 にお いて も、 この形態の恒 久的施 設 としては、単 に一

定 の広 さのスペー ス を固定的に 占拠 して事業 を行 えば足 りるこ ととされて いる。 その意味

では、海外信託 の受託者が ある程 度以上の施設 を 日本 国内に保有 して信 託財 産の管理 運用

を図 った場合 には、1号P,E.の 認定 が可能か どうか とい う問題 を生 ず る。可能 で ある と

す ると、我が国の源泉か ら発生 した利子、配 当等につ いて源泉所得 税の課税だけでお しま

い とい うわけにはいか な くな り、受益者 または場合 に よって委託者は、 申告課税 を余儀 な

くされ る。 しか し、 日本国 内に保 有す る施設 は信託 財産の一 部 である とい うような特殊 の

場合 を除 き、受託者 の所有 にかか るものであろ うか ら、その よ うな場合 にこれ を受益 者 ま

たは委託 者の恒 久的施設 として認識 し、課税す るのは適切 では ないで あろ う。

米国においては、外 国信託が米 国内で事業 を営み、所得 を得 た場合、 その所得 を米国内

に所在す る受託者 か ら外 国に所在す る受益者 に支払 うと、 その支払 いは、受託者の所得計
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算上控除 され、課税 され ない。 しか し、受託者 に留保 された所得 で米 国内の事 業 と実質的

に関連す るものについては、非居住者個 人(non-residentalienindividua1)と 同様 に課

税 され る。(財 務 省 規 則1.871-2(a)が 、非 居住 者個 人 の定義 の なか に非居 住 者 受 託 者

(fiduciary)を 含 めてい るのが このよ うな課税 扱いの根拠 である。)

この場合、受益 者は、米国 内で事業 を行 っている もの として取 り扱 われ るが、米国 内に

恒久的施設 を有す る もの としては扱わない。 これにつ いては、 内国歳入庁の通達 があ る。

(Rev.Rul.85-60,1985-1C.B.187)

これに対 して、英国で は、受託者が受益者 の恒久 的施 設 となるか どうかについて何 らの

規定 もないが、OECDモ デル条約 では 「一方 の締結 国の(居 住者が行 う)事 業 の利益 は、

当該事業が他 方の締 結国 内にお いて恒久的施設 を通 じて営業 を行 うのでなければ、当該一

方 の締結国においてのみ課税 され る。」 と規定 してい るところ(同 条約第7条)、 信 託の受

益者 は、事業 所得 を得 てい るが、事業 は受 託 者が行 って い るの であ るか ら、 それ は当該

「事業の利益 」 とはい えず、従 って同条約 第7条 の規定 は適用 で きない との解釈が な され

てい るといわれ る。 この解釈 では、受益者 はそ もそ も同条 の適用 を受け ることが出来 ない

か ら、受託者の所在 地国で その税 法の定め る ところに したが い課税 され る とす る。 この よ

うな解釈は、かつて米国にお いて も内国歳入庁 の とるところであったが、1982年 に変更 さ

れ た といわれ る。(GCM39361,1982.1,20)オ ー ス トラ リアの税務 当局 も同様 の解釈 を取

り、受託者の営む事 業 を受益者の恒 久的施設 と見 な して課税 している由であ る。

しか し、 この ような解釈 は、 当然 に我が 国に おいて採 用す るわけに は行 か ない であ ろ

う。受託者の営む事 業 を受益 者の為 の恒久的施設 として認識す るのが不当であ るこ とは上

記 に述べた とお りであ るが、 その点は別 として も、仮 に外 国の受益者に対 して租税 条約の

事業所得 条項が適 用 され ない として も、 その こ とは当然 に当該受益者 を課税 す るこ とには

な らないであ ろうか らであ る。すなわち、事業所得条項 の適用が なければ、「その他所得 」

条項の適用が あるべ きであ り、 その他所得 は、原則 として居住地国課税であ るか ら、当該

受益者 は依 然 として非課税 とされ るであろ うか らであ る。

問題 とな るのは、外 国に設定者 、受託者、受益者 の全 てが所在す るが、受 託者が我が国

において支店 を設置 して事 業 を行 った場合 である。 これは一見受託者 自体 が本邦に所在 し

て事業 を行 う上 記の場合 と同 じように見 える。 しか し、上記の場合 は、受託 者本体 の行 う

本邦 内の事業 が受益 者のために恒久 的施設 を構成す るか とい う問題 であ るのに対 し、受 託
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者が本邦 内に 自らのi亘久的施設 を有す る場合 は、受託者 自体 として信託 の所得 に対 して事

業課税 を受 け るわけであ り、 それは、 現在 の我が国の信託課税 では、 と りもなおさず受益

者の所得 に他 な らないのであ るか ら、 この場合 は受益者が課税 を受 け ると解 して差 し支 え

ない と思 われ る。受益 者 としては、受 託者が 自ら我が 国で事業 を行 う場合 は課税 されない

が、受託者 が 日本に恒久的施 設 を設置 して事業 を行 う場合 は課税 され るとい うのは、 いさ

さか奇妙 の ように思 えるが、恒久 的施 設か ら発生 してい る所得 はだれかに帰属 していなけ

ればな らず、その帰属 先は我が国税 法の建 前では受益者 しか ないのではないか と考 え られ

る。

(B)一 方 当該信託がnongrantortrustと して扱 われ る場合 には、委託者 に対 して前記

の特別 流通税 が課せ られ、上 記(1)の 場合 と類似 の二重課税が発生 す る。

(C)次 に問題 となるのは、我が国におけ る受益 者の課税 のあ り方であ る。特 に、 非居住

者 であ る委託 者が裁量信託 を設定 した場合 、信託財産 は我 が国国内で受託 者が保有、運用

してお り、受益者 はなん ら収益 の分 配 を受け ないに もかかわ らず、課税 されて しまう。 し

か るに コモ ン ・ロー諸国 においては、エ クイティ法上裁 量信託 の受益 者は 「単 な る期待」

以上 の何物 も持 たない とされ、例 えば英国の相続税法 では 「権利保有(interestinpos-

session」 の ない信託」 と定義 されてい る。 ところが、委託者 は完全 に 資産 を受託 者 に移

転 し、何 らの権 限 を保有 しない ですべての権 限を委託 者に任せ た場合 であ って も、受益者

の特 定、確 定が受託者の裁量に任せ られ ている場合 には、我 が国の税 法上 は、依然 として

委託 者が信 託財産 を所有 してい る もの と見 な してい るか ら、 その財産 か ら生ず る所得 は委

託 者に帰属 し、従 って源泉 所得税 を受 け るだけに な る。 しか し、米 国で は、 この場合 は

grantortrustと は されてい ない可 能性が高 いか ら、 この源泉 所得税 は、所得 の帰属先 を

誤 った課税 と して解釈 され る。

(3)受 託者が居住者、委託者が居住者、受益者が非居住者の場合

この場合は、(2)の 場合のいわば裏返 しであるが、委託者が本邦内にいる関係で当初の

信託設定の際の資産移転が本邦内で生ず る可能性が高 く、また、その資産 も本邦内に所在

する可能性が高い。

(A)委 託者も受益者 も個人であり、信託財産が本邦内に所在する場合 を考 えよう。信託

設定によって、受益者は、受益権の贈与 を受けたもの として扱われ、信託財産が本邦内に
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所在するので、受益者は贈与税の課税 を受ける。(相 続税法第2条)

この場合受益者の取得するのは、信託受益権であるが、その贈与税課税上の扱いは当該

信託受益権の基礎 となる資産の所在によって定まるか ら、基礎 となる資産が本邦内に所在

しない場合は、課税 されない。例 えば、外国法人の発行 した株式を信託に移転 した場合は

贈与税の課税はない。委託者は、たとえ多額の含み益 を有す る資産を信託に移転 しても、

その所在が国外にあるとされる場合には我が国でキャピタル ・ゲインについて課税 される

ことはない。

(B)我 が国では、受益者が個人である場合に贈与者に譲渡所得課税 を行わず、米国で

は、受贈者に贈与税 を課税せず、贈与者に課税することの結果 として、我が国居住者が贈

与者で、米国居住者が受贈者である場合には、課税 の真空地帯を生ずる恐れがある。勿

論、米国居住者が本邦に所在する資産、例 えば、本邦内の不動産を贈与 された場合には、

我が国の贈与税課税 を受ける。(相 続税法第1条2)

しか し、本邦に所在 しない資産、例 えば外国法人の発行す る株式、社債等の有価証券

(相続税法第10条 第1項6)に ついては、これを贈与 して も受贈者は課税 を受けない。 ま

た、これ らの有価証券について、含み益があっても贈与者に対 して譲渡所得 として課税さ

れることはない。米国ではどうか。贈与を受けた米国居住者が課税 を受けないのは当然で

あるが、問題は贈与をした我が国居住者である。内国歳入法では、米国内に所在する有形

資産 を贈与 した場合は贈与者が居住者、非居住者であるとを問わず、贈与税の課税を受け

ることとされている。ただし、長期財務省証券(期 間5年 を超えるもの)及 び米国法人発

行の株式等については、無形資産 として扱われるか ら、これらを贈与 した場合は非課税で

ある。この場合当該証券または株式の現物が米国内に所在 したかどうかは関係ない。短期

証券や現金は、有形資産 として扱われるか ら、それらが米国内に所在するかぎり、米国贈

与税の課税 を受ける。

(C)前 記 と同様に、この場合でも受益者が米国に居住するか ら、米国税法の理屈の上か

らいってgrantortrustの 可能1生がある。そ うなると、信託財産は、本邦に居住す る委託

者のもの として扱われるから、信託財産の運用が米国内で行われ、米国源泉の所得 を生 じ

ないかぎり米国連邦所得税は関係がな くなる。 しか し、 クリン トン提案にあるように、米

国人が運営の中心となってお り、かつ米国裁判所の管轄が及ぶ信託を米国信託 として取 り

扱 うようになると、このような信託であって も、国内のnorgrantortrustと して、信託
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自身に課税 される可能性がある。 その場合は、受益者に信託利益が分配される限度におい

ては、信託所得の計算上控除が受けられるから問題はないが、蓄積 または留保された所得

については、信託 自身または受託者が課税される。

(4)受 託 者が非居住者、委託 者 と受益者が居住者の場合

この場合 、我が国の課税 として は信託設定時 に直 ちに受益 者の贈 与課税が発生 す る。 そ

の後 発生す る収益 につ いては、 それが受託者 に留保 され る と否 とに係 わ らず受益 者の所得

として認識 され、課税 されるこ とにな る。 しか し、 同時に受託 者の居住国 においては、こ

の信 託が国 内信託 として扱 われ、受託者段階 で課税 され る可能性が ある。例 えば、米国で

は この信託がgrantortrustと して取 り扱 われ、信 託財産 が委託者 に帰属す るもの と認識

され るこ ととなれば、米 国におけ る課税 は発生 しない理屈で あるが、 クリン トン大統領 の

最近の提案 では、grantortrustと して扱 われ るのは、委託 者が米 国人の場合 にのみ限 ら

れ るこ とになって いる。従 って、 この場合 の ように、委託者が我が 国居住者 である場合に

は、米 国市 民でないか ぎ りcomplextrustと して扱われ、受託者 に課税 されるこ とに なる

可能性 を否定 で きない。

信託財産 が米 国内で運用 され、 そこか ら収益が発生 した場合 に米 国内で課税 され る源泉

所得税 につ いては、我が国の受益 者段 階で税額控 除が認め られ るべ きであ るが、現行 の米

国税法上(ク リン トン提案実施前)当 該 信託がgrantortrustと して性格付 け られ る場合

は どうか。 米国課税 当局は、委託者 を納 税義務者 と して課税 したわけであ ろうが、 この場

合 で も受益 者が税額控除 を とれ るであろ うか。 これは、前記(2)(B)の 場合 と対照 的であ

るが我が 国の税 法の解釈 として も、相 手 国が委託 者 を納税 義務 者 として課税 してい るの

に、受益 者に対 して税額控除 を認め るわけには行か ないであ ろう。

grantortrustで はな くnorr-grantortrustと して取 り扱われ る場合 で あって も、米 国の

受託 者か らの分 配が信託収益の一部 に限 られ る場合 は、受託 者に留保 され る部分 について

米国 で課税 を受け る。 ところが、我が 国では、信託収益はそれが発生 して いるか ぎ りすべ

て受益 者に対 して帰属す るもの として扱 われ るか らその全額 に対 して課税 を受け る。 こと

に、 キャピタル ・ゲ インにつ いては、 コモン ・ロー信託が組 成 されて いる場合は、原則 と

して分 配 され ない建 前であ るか ら、 この ような二重課税が生 ず るこ とは避け られな い。勿

論、米 国におけ る受託者に対す る課税 については、後 日分 配が なされ た時点で受益 者が税
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額控 除 を受 ける権利 を有す るので、完全 な二重課税 ではないが、解消 され るまでは二重課

税状 態が続 くこ とに なる。

そのほか に も、米 国における(受 託者)課 税 につ いて問題 があ る。信託財産 が我が国で

運用 され、収益 を生 じた場合 に も、 これ を受託者が受 け取 り、米 国で課税 を受 け るわけで

あるが、我が国の税務上 は、居住者た る受益者 の国内源泉所得 につ いて米国で課税 を受け

た こ とになる。 これ は、我が 国の立場か らす れば、本来課税すべか らざる所得 に対 して不

当 に課税 され たわけで、 これ を税額控 除に よ って救 済す るこ とは出来 ない。 同様 の こ と

は、信託財産の運用が第三 国で行 われた場合 に も生 じよう。す なわち、第三 国の源泉 か ら

生 じた収益 につ いては、場合 によって源泉所得税が課せ られ、米国の受託者に送金 され、

米国では、 これ をグロスア ップ して課税 したのち、 当該 第三 国の源泉所得税 を控 除す るこ

とが通常 であろ うが、我が国 の観点か らす れば、本来 第三 国か ら直接我が国の受益者 に送

金 した もの として我 が国 でグロスア ップ し源 泉所得 税額控 除 を行 わ なければ いけ ないの

に、米国が介入 して途 中で連邦所得税 を課税 したこ とになる。 したが って、本 来我 が国で

源泉所得税額 控 除が受 け られ るのは さ らに大 きな問題 と してOECDモ デ ル条約 に は、

beneficialownershipと い う概 念があ る。 これ は、1977年 のモデル改正に よって導 入 され

た概 念であるが、条約 の規定す る利子、配 当、及 びロイヤルティにかか る軽減税率 は、受

領 者が所得 のbeneficialownerで なければ適 用 しない とす る もの であ る。 同条約 の コ メ

ンタ リーに よる と、 このbeneficialownerは 、消極 的に定義 され、単 な る代 理 人 または

名義 人はbeneficialownerと な らない とされて い る。(同 条 約 コメン タ リー 第10条 第12

節)そ の正確 な意味付 け は、各国の国内法 に任せ られ てお り、 その意味で将来次 第に統一

的な概念 に結実 してい くの を期待 している。我が国 の場合 日米租税条約 には、 まだこの概

念は採用 されていないが、他 の租税 条約 の場合 には、 い くつか その例 があ る。

OECDは 、1987年 に所謂 導管会社(conduitcompany)の 議 論 を展 開 したが、 そ こで

も、導管会社 が通常代 理人 ない し名義 人の役 割 を果 たす に とどまってお り、 その意味 で導

管会社 は、資産 の形式的所有者であって も、単 に狭 い権 限を与 え られ、その株主等 のため

に単 なるfiduciaryま たは管理人 として機能す るにす ぎない場合 は、beneficialownerと

はいえない と述べ てい る。

このようなbeneficialownerの 概念か らい えば、信託受託 者は通常 いわゆ るfiduciary

であって、beneficialownerと はいえないの では ないか とされてい る。 しか し、信託 とい
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って も色々の種類があ り、例 えば、蓄積信託 においてキャピタル ・ゲ インが蓄積 された場

合の受託者 は、beneficialownerと 言 えるか もしれない。 ただ、権利保有信託(interest

inpossessiontrust)や 受 動信 託(baretrust)の 場合 の受 託 者 は確 か にbeneficial

ownerと はいいがたいであ ろう。

beneficiaIownerの 問題は、利子、配 当、 ロイヤルテ ィに関す る源泉所得税 に関係 して

くる。我が 国国内税 法にお いては、beneficialownerに つ いての定 義 は与 え られてい な

い。 もっ ともbeneficialownerに 関す る定義 を国内法で明確 に規定 して い るの は、英 国

とオース トラ リア くらいである とい われ てい る。 それに よれば、「所得 に対 す る絶対的 な

確 立 した享受権」 を有 す るものがbeneficialownerで あ る とされ てい る。権 利保有信 託

や受動信託 の場合 は、受益者がその意味 でbeneficialownerと して取 り扱 われ るべ きで、

受託者 の地位 はあたか も代理 人や 使者に近 い ものであろ う。 これに対 して蓄積信託の場合

は当面受益者 はいないのであ るか ら、その受託 者がbeneficialownerで はないか と考 え

られてい る。 しか し、本邦外 に所在 す る受託 者が信託 資産 を我が国 で運用 した場合受け取

るべ き利子、配 当につ いて租税条約上 の軽減税率 を適用 しないこ とが で きるであろうか。

当該受託者が権利保有信託 の受託 者であ るとして も、我が国の税法 では、受託者の所得 を

帰属者 として認識 しないか ら、結局利子、 配当の支払 いは実は終 局的には受益 者に支 払わ

れ るべ き もの として軽減税率 を適用す るとい うこ とになるのであ ろうか。 その場合 で も、

受益 者が受託者 と同 じ国に所在す る とは限 らず、第三国に所在 す ることもあ り得 るか ら、

その第三国 と我が国 とのあいだ に租税条約が存在 しない場合 には、受託者 の所在地 国 との

間 では認め られた軽減税率が認 め られ ない こ ともあ りうる。 さ らに、蓄積 信託 の場合 に

は、受 託者の所在地国 では、受 託者 を所得の帰属 者 として扱 うのに、我が 国の税法 では、

所得 は受益 者に帰属す る もの と して取 り扱 う結果、軽減税率 を適用 しないこ ととすれば、

両 国間で所得 の帰属につ いて解釈 の相違 があ ることにな る。 このよ うな解釈の相違 につい

て租税 条約上 の相互協議が可能 で あるよ うに見 えるが、相互協議 を行 って も、両国の課税

当局 はいかな る原則に基づ いて合 意す るのであろ うか。

所得 の帰属 をめ ぐって もうひ とつ 問題 とな るのは、信託に おけ るcapitalgainsの 課税

取扱 である。一般的に コモ ン ・ロー を基礎 とす る権利保有信託 にお いては、capitalgains

は、受益者 に分配 されず、受託 者 の手許 に留保 され る。我が 国のcommercialtrustに お

いて は、信託 財産 に帰属 すべ き所 得 は、利子、配 当 等 の経 常 所得 で あ ろ う と、capital
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gainsで あ ろうと、等 し く分 配の対象 となるこ とに なん ら疑問が抱か れていないが、英米

では、受託者に資本が保 有 され ると観 念 され る信託 の場合 には、capitalgainsは 資本 に

帰属すべ きもの として分配 の対象 とな らない。 したが って、信託 または受託 者 に生 じた

capitalgainsに 課税す る必要が あ り、このこ とが英米 において受託者 を納税義務 者 とし

ている一つの理 由であ るように見 える。受益 者 に対 してcapitalgainsを 課税す るの も一

つ の方法 ではあ るが、現 実に受領 していない所得 に対 して課税す るのは担税力の点か ら し

て適 当でないと考 えられてい る。

ところで、信 託財産 につ いてcapitalgainsが 実 現す るのは、受託 者が その保有 す る資

産 を処 分 したか らであ る。capitalgainsの 源泉地 につ いては、我が 国では、当該 資産 の

所在 と処分行為 の場所が重要 な決定要素 とな り、株 式、社債 、不動産 等の資産区分 毎 に源

泉決定基準が決め られ てい る。 さらにこれ らの国内法上 のルールは、租税条約 に よって修

正 を受けている。例 えば、 日米租税条約においては、資本資産の譲渡については、居住地

国のみにおいて課税 され ることとされている。 しか し、国 内法上は、例 えば国内に所在 す

る不動産の非居住者 又は外 国法 人に よる譲渡 に対 して は課税 され る。 そうす ると、 ホンコ

ンに居住す る受益者 のために米国に所在す る受託者が我が 国に所在す る不動産 を売却 して

利益 を得 た場合 、 この利益 に対 しては課税 されるか どうか。信託が単 なる受動信 託で な く

て、権利保有信託 または蓄積 信託 であ った場合、 ホン コンの受益者 を納税者 と見 な して課

税 す るのは著 しく疑問 であるよ うに思われ る。

これ を突 き詰めて い くと、信託 の国際課税関係 を決 定す るに際 し、我が 国は常 に受益者

の所在地国 との間の租税条約 を適用 し、受託者の所在 地国 との間の租税条約 は適用 しない

とい うことで よいか とい う問題 にな る。受益者の所在 地国 との間 で租税 条約が締結 されて

いなければ、我 が国国内法 を適 用す ることになる。 これ は徹底 した導管理論 であ るが、信

託 の実態 を無視 してい るこ とにな らないであろ うか。大 きな疑 問が残 る。

第三 国の源泉所得税 に対 してで あ り、米 国の連邦所得税 な り源泉所得税 ではない とい わざ

るをえない。

(5)受 託者 と委託者が非居住者、受益者が居住者の場合

この場合は、上記②の場合 とおおむね同様である。ただ、この場合には、委託者 と受託

者が ともに外国例えば米国にいるので、米国では国内信託 として扱われる公算が一層太 き
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い。 そ うなる と、grantortrustと して扱 われ る可能性 もよ り大 きいであ ろ うか ら、我が

国では、受益者 に対 して信 託財産 自体 もそれか ら派生 す る所得 も帰属 させ られ るの に対

し、米 国では、双 方共 に委託者に帰属 させ られ るこ とに なる可能性 が高い。 この結果生ず

る二重課税 については、 日米の国内法 によって も、租 税条約 に よって も排 除で きない。

(6)受 託 者 と受益者が非居住者で、委託者が居住 者の場合

これは、outboundの 信託の場合 で、上 記(5)と は対照的 であ るが、(3)の 場 合 と殆 ど

同様 で、違 いは、受託者が非居住 者で ある点だけで ある。我が国税法 の見地か らは、委託

者 か ら受益者 に対 し、受益権の贈 与が なされ たこ とに な り、受益権 の基礎 となる資産 の所

在 が我 が国に所在 するか ぎり、受益 者は贈 与税 の課税 を受け る。 この場合受益者 の所在 国

においては、当該信託がgrantortrustと 見な されないか ぎ り、受益 者 に対 して も分配 さ

れ た収益 につ いては、所得税の課税が行 われ るが、信託設定行為 につ いて贈 与税 等の課税

が行 われ るか どうかは必ず しも明 らかで はない。
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第2款 海外信託に対す る相 続税、贈 与税 の課税

英米 におけ る遺産税の課税は、信 託 と切 って も切 れない関係 にあ るといわれて いる。 そ

の中で も特に しば しば議論 されてい るのが、生涯権(lifeinterest)と 指名権(powerof

appointment)で あ るといわれ る。

まず、生涯権 につ いては、権利保有信託 を通ず る遺産税及 び贈与税の 回避行為 として古

くか ら問題 とされて きた。す なわち、典型的 な権 利保 有信託 にお いては、父が遺 言で一定

の財産 を権利保有信託 に付 し、 その収入は子がその生涯享受す るが、信託元本 は、受託者

の保有 に とどま り、子が死亡 した場合 に初 めてその子(孫)に 移転 す る。 この場合 に どの

ように遺産税 を課税 す るか とい う問題 で ある。現在 では、 この よ うな権 利保有信 託 よ り

も、配偶者が生涯権 を保 有す る信託の方が一般 的であ るようであ るが、沿革的には子 を受

益者 とす る権 利保有信 託が問題視 されて きた。

我が国の相続税 は、遺産 税 と遺産取得税 との混合 である といわれるが、後者の色彩 が強

い。我が 国の民法 では、人が死 亡 した場合 に、そ の遺産 を一種 の法律的 実体 と見 て コモ

ン ・ローにい フestateと して扱 い、 これに対 して課税 す る とい う観 念は ない。(相 続 人不

存在の場合 は別 であ る。)し たがって、遺産税 的発 想か ら信託課税 を考 え るこ とは なか な

か難 しい。信託課税 と相続税 の関係 を考 えると、 ど うして も遺産 の取得者 である相続 人に

焦点 を当てて しま う。 しか も、 もっぱ ら贈 与税 の観 点か ら課税 関係 を分析 しが ちである。

したがって、受益 者が財産 を取得 した とか、委託者 が取得 した とか、 を贈与税の課税対象

と して論ず るこ とが 多い。

しか し、遺産税 的立場か ら見れ ば、遺産税 は遺産 が生 じて初 めて課税 対象が 生ず るか

ら、生前の財産移転 は、遺産 予備 軍の移転 ではあって も、 これ に対 して直接遺産税 を課 す

るわけにはいかない。 この立場 か らは、贈与税 は、遺産予備 軍 を移転す ることに よって、

相続税 を回避す る可能性 があ る場合 に、 その ような乱用 を避 け るため の手段 に他 な らな

い。要す るに、遺産 の中か ら逃 げていこ うとす る財 産移 転に対 してそれ を連 れ戻せ ば足 り

る。その ような立場か ら、現在 の英国の税制 では、生前贈 与に対 しては直ちには課税 され

ない。 しか し、贈 与後7年 以 内に相続が開始 した場合 には、 当該贈与 は遺産の一・部 として

扱われ る。我が国の民法 も相続前1年 内の生前贈与 を相続財産 に加算す るこ とにな って い
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るが、 同様 の発 想であ ろう。 さ らに相続税法 は、 この加算 を相続開始前3年 まで広げて い

る。英 国 で は、 こ の よ う な不 確 定 な贈 与 の 課 税 状 態 を表 現 す る た め、potentially

-exempttransfer(PET)と い う概 念 を使 っている。設定者が7年 間生 き残れば無税 とな

る確率 を含んだ贈与 とい う意 味で、遺産予備軍 に対応す る概念で あろ う。 これに対 して、

我が国の税制においては、贈与税の税率 の方 が相続税の税率 よ りも高 いの で、本来相続財

産 への連れ戻 しの実益 はないが、 それで も相続開始前3年 間の贈与 を否認 して相続財産に

含め るこ ととして いる。

さて、権 利保 有信 託が設定 された時点で遺産予備 軍 となるべ き信託財産が どこに帰属す

るか とい うと、英国の相 続税 法では、それは、取得 の受益者 すなわち生涯権 を保有す る も

の に帰属す る もの とされてい る。 したが って、相 続税 の課税 は、 この生涯権が終 了 した場

合に行 われ る。終 了時に信託財産 元本 が受益 者に移転 した もの と見なされ るのであ る。委

託者か ら信託への財産移転につ いて は、上記 の よ うにPETと な り、 当該財 産は、設定者

の遺産へ連れ戻 される可能性 を有 してい るものの、相 続税 の直接 の対象 ではない。財産移

転 につ いて別途 キャ ピタル ・ゲ イン税 の課税 が行 われ るが、実際上 は営業用 資産 等の例外

が あって、 いわゆる取得価額の引継が認め られてお り、課税 されない場合 が少 な くない と

いわれてい る。

この よ うに して、受益者 であ る子 は、 その権 利保 有(interest-in-possession)か ら生

ず る毎年 の所得 に対 しては、所得税 の課税 を受け るが、相続税 は支 払わない。 孫に移転す

るときに初め て課税 される。 これは、祖父か ら孫へ遺贈 を行 う場合 と似 てい るが、その場

合 は、中間の子 は、決 して収益 を享受 しないか ら、 いわゆ るgenerationskippingと も異

な ってい る。実際 には、 このよ うな資産 の無償移転 は、富裕 者だけが利用 した といわれ、

「百 万長 者の間では、信 託の利用 は著 しか った。半分 よ り多 くの ものが信託 を設定 した。

そ して、百万長者 の約3分 の2が 一世代 を飛ば している。 たいていの場合 に生涯受益 者は

配偶 者 を含 まず、一般 に財産移転 よ り少 な くとも一世代 下の一つの世 代だけの メンバー を

含 ん でいた。」 といわれているゆえんであ る。(来 栖 「相続税 と相 続制 度」)

ところが、 この ような権利保有信託 に加 えて、 さ らに相 続税 回避の有力 な手段 として登

場 したのが、裁量信託 であ る。裁量信託 の下 では、受益者 は、単 なる期待以上の何者 も有

して ない といわれ るか ら、確定的 な権利保有が あ ると言 い得 ず、 したが って、受益者に遺

産 予備 軍が移 転 した とは言い得 ない。 また、委託者 も相続財産 に対 し何 らの支配権 を有 し
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ないのであれば、遺産のなかに信託財産が含まれているとは言い難い。このような裁量信

託が単独であるいは権利保有信託 と組み合わせ られることによって、一一世代のみでな く、

数世代にわたって相続税 を課せ られずに遺産を移転することを可能に したのでは、相続税

体系が危うくなるので、 さまざまな抑制措置が取られた。まず、信託設定前7年 間に利益

を受けた者に対 しては財産移転があったもの とし遺産の中に加算する制度ができ、ついで

1975年 の税制では、裁量信託から何 らの利益配分がなくとも10年毎に定期的に財産の分配

があったものとして低税率で課税す ることとされた。現在の相続税法では、裁量信託に対

する財産移転についてはPETと して浮動状態の課税 を行 うことな く、その設定時に直ち

に10年定期課税を行 うこととしている。

これを要するに、遺産税の体系の下においては、相続発生後誰が財産 を取得す るよ り

も、相続発生前誰が財産を取得 していたかが重要なのであって、権利保有信託及び裁量信

託の法的技術によって遺産予備軍 となる財産が遺産 とならず抜け落ちてしまう恐れがあっ

た。 これは、一つには、英国では伝統的にキャピタル ・ゲインに対する課税がなく、遺産

加算的な贈与を除 き贈与税 というものがなかったことにも関係があるように思われ る。こ

の点は、生前贈与に対 して相続税 よりも高い贈与税 を課して、遺産の減少を防いでいる我

が国の税制 とは対照的である。英国では、贈与税は、たかだか遺産の時間的範囲を拡張す

る機能 を有するに過 ぎなかった。

以上の諸点を参考 として、 日英間の信託がどのような相続税、贈与税上の問題を生ずる

かを検討 してみたい。

まず、最初に 日英間に権利保有信託が設定されたとしよう。設定者が英国に居住 し、受

益者が我が国に居住するとす る。受益者は、確定 した生涯権 を保有 し、信託財産か ら収益

を得ている。英国相続税法上信託財産が英国外に所在 し、かつ受益者が非居住者であれば

当該財産は、相続税の対象か ら除外されるから、受益者に対す る相続税の課税はない。ま

た、設定の際にキャピタル ・ゲイン課税の問題が生ずるが、これは英国に居住する設定者

の問題であるし、多 くの例外がある。当該財産は、遺産の範囲からexcludedpropertyと

して抜け落ちてしまうので、英国の相続税はまった くかからないが、我が国では信託財産

から収益を得 る権利 を贈与されたものとみて、その受贈益に対 して贈与税の課税(設 定者

が法人の場合は一時所得課税)を 受けるであろう。 しかし、か りに、受益者が所得設定時

には英国でも我が国で もない第三国に居住 し、かつそこでは我が国のように信託設定時に
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委託者か ら受益者に対する贈与を認識しない税制であったとすると、そこでは受益者に対

する財産移転についての課税はない・その後受益者が我が国に移住 したとすれば、我が国

では贈与税の課税は困難であろう・贈与による所得はすでに第三国において発生 している

か らである。次にこの受益者が死亡 した場合 はどうか。その相続人に対 して再び信託財産

にかかる収益権を取得 したもの として課税されるであろうか。この収益権は、生涯権の名

の通 り一代限りであるから、一身専属的である。受益者の死亡後は存在 し得ないから、そ

の価値はもはや存在 しない。 したがって、英国税法上は当該受益者が信託財産のcorpus

を保有 している建前 となっていても、それをそのまま我が国の税務上認めるわけにはいか

ないのではあるまいか。 しか し、認めないとすると、受益者の世代においては、相続が発

生 しないことになって、まさしくgenerationskippingに なってしまう。

反対に、英国に受益者がいて、我が国に設定者がいる場合はどうか。権利保有信託設定

時に我が国の税法上は、設定者から生涯権の受益者に対する受益権の贈与があったことに

なる。贈与の対象 となる資産が本邦に当時所在 したとすると、受益者は英国にいて も課税

されることになる。ただ、収益の受益者に対する贈与の対象 となるのは、当該資産の全部

ではな く、収益権相当部分だけであるか ら、収益の現在価値で評価することになろう。生

涯権 をどのように評価す るかは困難であるが、適正な収益のフローを想定 して受益者の平

均余命まで期間で割 り引 くのであろうか。そればか りではない。受益権者の生涯権が終了

した後の信託財産の帰属者に対 しても信託設定時に贈与税の課税がある。これは、恐 らく

は受益者が平均余命経過時に信託資産元本 を取得す るものと見なして元本の価値をそれま

での期間割 り引いて現在価値に換算す ることにより評価す るのであろう。

いずれにして も、我が国では信託設定時に信託財産の全部について贈与税の課税が行わ

れることになる。 しか し、英国においても、受益者は生涯権終了の時点において相続税の

課税を受けるので、これは同一財産に関する国際的二重課税になる。

次に裁量信託が設定された場合 を考 えよう。先ず、我が国に裁量信託の受益者がいて、

英国に設定者がいる場合を取 り上げる。この場合は、先に触れたように、我が国の受益者

は特定または確定 している限 りにおいて、設定当初において受益権の贈与を受けたものと

見なされ、課税され る。設定者が個人であれば、贈与税の課税であ り、設定者が法人であ

れば、一時所得 を認識する。これは、現在すでに国税庁の取 り扱いとなっているようであ

る。 しか るに英国においては、裁量信託については、設定時に信託自体に対 し10年定期課
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税が行 われるか ら、 この場合 もまた、国際的二重課税 とな る公算が大 きい。 さらに、我が

国の受益者が死亡 した場合 は その相 続財産 にはこの裁量信託 の受益権が含 まれ るであ ろ う

か ら、受益者の相 続人は受領 して もいない受益 に対 してさ らに課税 を受 ける。非常に長 い

期 間の二重課税 が生 ず る危険が ある。 これは、基本 的には遺産及 びその分 身 としての裁量

信託 に対 して課税す る英国税制 と利益の取得 に対 して信託 設定 時にいち早 く課税す る我が

国税法 との違いに由来す る。

最後 に、受益 者が英国の居住 者であ り、設定者が我 が国の居住者 である裁量信 託につ い

て触 れる。 この場合 も我が国 の現在の取 り扱いでは、信託財産 のなかに本邦所在の ものが

あ る限 り受益者に対 して信託設定の瞬間受贈益 を認識す るであろ う。他面信託財産が外 国

にあ り、設定者 も外 国に いる限 りは、英国ではexcludedpropertyで あ り、定期課税の適

用 はない。 その点では、上に述べ た逆の場合 に比べ て二 重課税 の恐 れはないが、 コモン ・

ロー上何 らの確 定的権 利が ないのに課税 を受 け ることについて、受益者 としては割 り切れ

ない感 じを持つであ ろう。

次 に米 国の権 利保有 信託につ いて検討す る。英 国 と米 国 との間には、 この形の信 託の課

税 に著 しい相違があ る。す なわち、米国では、1976年 までは生涯権 は まさ しく一代 限 りの

収益享受権 として相 続財産の範囲 内に含 まれなか った。 したがって、権利保有信託 を設定

した場合 に、収益 の受益権 者は、その死亡 に際 して相続 税 の課 税 を受 け ない建 前 であ っ

た。

もっ とも英国 と異 な り、 当該信託の設定 者は、贈与税 の課税 を受 け る。 しか し、1976年

までは贈与税の税率 は、相続税の税率の4分 の3で あったので、生前贈与 によって相 続税

の負担 回避が可能であ った。

1976年 の税制改正 に よって、相続税 の課税 につい て抜本 的改正が な され、Generation

SkippingTax(GST)が 導入 され た。 それは、権利保有信託 の課税法理 その ものは否定

せず に、生涯権 の非課 税1生を認容 しつつ も、課税の公平 の見地か ら、す くな くとも一 世代

に一 回の相続税課税 が行 われ なければな らない とい う思想 を導入 して生涯権の保有 者が死

亡 した場合 にあたか もその基礎 となる信託財産 を保有 していたか のご と く取 り扱 って相 続

税 の課税 を行 うとい う改正 で あった。いわば一種 の特別税 としてGSTを 導入 したので あ

るが、 この立法に もかかわ らず、信 託 を二 つに分け て、 その一つ を孫 だけ を受益 者 とす る

信託、他の一一つ を子のみが受益 者 とな る信託 とす るとか、信託所得 の分配 を複数世代 にば
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らま くとか、GST回 避の行 為が あ とを絶 たない といわれてい る。

この ような米国におけ る権利保有信託 の課税状況 に鑑み る と、我が国 と米国 との間で権

利保有信託 が組 成 された場合 に もっ とも問題 とな るのは、収益 の受益権 者に対す る課税 の

在 り方であ ろう。受益者が我が 国の居住者 である場合、生涯権 の基礎 となった信託財産 に

ついて相 続 を認 識す るのか どうか。米国信託及び税法 では、生涯権 の相 続は認識 してい な

い とい うべ きであろ う。 しか し、特別税 としてGSTの 課税 を行 った。 我が国 としては、

法律 の規定 な くして特別課税 を行 うわけ にはいか ない。 それ ともGSTも 内国歳入法典 の

中に含 まれてい るか ら、結局生涯権 に対 して相 続税 を課税 したの と同 じであ ると認 識 して

我 が国で も生涯権 のみな し相続 を認識す るのであ ろ うか。そ うす るためには、 なん らか の

法律的措置 が必要 であるよ うに感ぜ られ る。

次 に、指名権 であるが、 これ は権 利保有信託 に とって きわめて重要 な概念 であ る。指名

権 には一般 的指名権 と限定的指名権 とが あ り、前者 は相 続財 産の なかに導入 され る。(内

国歳入法弟2041条)ま た一般 的指名権 の行使 又は放棄 は資産 の移転 と見 なされ、 これに対

して贈 与税 が課税 され る。(同 法第2514条)指 名(appoint)と は われ われ に はな じみの

ない概 念で あるが、要す るに、独 占的権 限或 は権 利 を与 える行為 で あ る と定義 されて い

る。一一般的指名権 とは、被相 続人が 自己、 自己の遺産 または債権者の利益 となるよ うに資

産 を指名す る権 利 をいう。被相 続人の死亡 時にこの ような一般 的指名権が存在す る場合に

は、 その対 象 とな る資産 は相 続財産 の なか に含 まれ る。 これ に対 して、限定 的指名権 と

は、一般的指名権 以外 の指名権 と定義 されるが、 その多 くは債権者 を除 き、他人の利益の

ために資産 を指名す る権 限であ る。 ただ し、 自己の利益 のため の指名 であって も、 自己の

生活維持の ため、又は健康維持 のため等合理的 な範 囲の指名 は一般的指名 とはな らない。

また、毎年信 託財 産の5%ま たは5,000ド ルの いずれか 多い金額の範 囲内の 自己のため

の指名 も一般 的指名 とはな らない。 これ を 「5プ ラス5」 権 限 といって いる。

権 利保有信 託 との関係 でこの指名権が どのように作用す るか とい うと、被相続 人の死亡

後の相 続の弾力性 を与えるメカニ ズム として理解 され ている。すなわ ち、被相続 人はその

生前権利保有信託 を設定 し、妻 に対 して収益受益権 を与 える とともに、複数 の子 に対 して

元本 の受益権 を等分 に与える。 それ とともに、妻に対 して信 託財産か ら生ず る所得 の子の

間の分割 を変 更す る権 限を与 える。 この権 限は、妻 自身の利益 のため でな く、 その遺産、

債権者 の利益 のため で もない とす る と、一般的指名権 ではな く、限定 的指名権 である。 し
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たがって、妻が死亡 した場合にその基礎 となる信託財産が妻の相続財産に含 まれることは

ない。妻の生存中、経済環境が著 しく変化 して、金持 ちの子 と貧乏な子とができたとしよ

う。妻は貧乏な子に対 してより多くの所得 を分配 し、信託財産総体に対す る税額 を調節さ

せ ることができる。

このような限定的指名権付 きの権利保有信託が 日米間で設定 されたとして、元本の受益

者である子にっいて妻が指名権を行使 して子の受け取 り所得 を変更した場合に子相互の間

で我が国相続税法上信託財産元本の一部について贈与 を認識するであろうか。所得を減少

させ られた子は、贈与の有効意思を有しないかもしれない。妻の指名権行使によって強制

的に所得の減少を甘受せざるをえないのである。そうなると、所得 を得た子について一時

所得、所得を与えた子について資産損失ということになるが、それでは一時所得の半額課

税が実現 して、贈与よりはよほど有利である。
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第2節 海外投資信託に対する我が国の税制の適用

第1款 投資信託に対する我が国の現行税制の概要

1証 券投資信託制度の概要

証券投資信託 とは、信託財産を委託者の指図に基づいて特定の有価証券に対す る投資と

して運用すべ きことを目的 とする信託であって、かつ、その受益権 を分割 して不特定且っ

多数の者に取得させ ることを目的 とす るものをいうと定義 されている。(証 券投資信託法

弟2条 一以下 「投信法」 とい う。)証 券投資信託契約は、信託会社 または信託業務 を営む

銀行を受託者 とするのでなければこれを締結 してはならないこととされている。(同 法第

4条)こ の場合受益者が誰であるかについては、投信法においては、明示の規定は存在 し

ない。ただ、受益者は、信託の元本の償還および収益の分配に関 して受益権の口数に応 じ

て均等の権利を有するもの とすると規定 されている。(同 法第2条)

実際の証券投資信託約款においては、当初の受益者は委託者として指定されている。 し

たがって、証券投資信託は、自益信託の一種である。ただ、委託会社は、 自己の資金 をも

って証券 を取得 し、これを受託者に信託 して、その受益権 を後 日分割 して一般投資家に売

り出す というのではない。委託会社は、まず投資家から受益証券の予約売買の形で申込金

を受領 し、これをもって受託会社 とのあいだで信託 を設定 し、設定 と同時にその受益権 を

あらか じめ定め られた口数に分割して、これに相応する受益証券 を交付す るというや り方

を採っている。

か くして設定された信託財産の運用 は、全 く委託会社の手に委ねられ、(同 法第2条)

本来ならば受託者が信託財産 を運用すべ き権限が委託者に移転 している。そこで、我が国

の証券投資信託は、一種の消極信託(passivetrust)で あ り、積極信託のみを認める信託

法(第1条)の 建前にそぐわないのではないかとの疑問もあったが、受託者 も何 らの行為

をしないのではなく、一応信託財産である証券 を占有保管し、その保存に必要な行為 を行

うのであるか ら、あながちに消極信託とも決めつけられないし、 また、仮に消極信託であ

るとしても、投信法でそれが認められた という解釈 も可能であろう。 しか し、税法の立場
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からいえば、これは、完全 なgrantortrustで あって、かつ設定当初は、自益信託である

から、純粋な導管理論からいえば、この信託は本来完全に透明で、その信託財産 もそれか

ら派生する所得 もすべて委託者兼受益者に帰属するといわねばならない。 したがって、委

託者兼受益者から受益権 を分割されて取得 した一般投資家 も委託者以外の権利を取得する

わけはないから、信託財産が投資されて配当を生 じた場合は、配当所得、利子を受け取っ

た場合は利子所得、投資証券を売買 して損益 を生 じた場合は譲渡所得または損失を計上す

べ きことになる。また、その計上の時点もそれらの所得が発生 したときであって、現実に

受益者に信託から収益分配金が支払われたときではないことになる。

2証 券投資信託課税の概要

証券投資信託の所得区分については、昭和28年 に有価証券の譲渡益が課税対象 とされた

のに伴い証券投資信託の課税に当たっても配当、利子、譲渡損益 という3種 の所得源泉別

に所得 を区分 し、その うち、利子、配当の課税分については、それぞれに該当する源泉所

得税率を適用 して課税 していた時代 もあった。英米の投資信託課税のや り方から見ると、

この方法のほうが正統であると思われるが、昭和33年 の税制改正によって、株式投資信託

については、その所得の種類を問うことな く、配当所得に一本化 し、課税するという 「単

一所得課税方式」が採用された。その改正理由としては、昭和28年 の源泉別課税方式は、

投資家にとって難解 であ り、また、委託会社や受託銀行 にとっても事務が著 しく煩雑であ

ることが挙げられている。 日々の保有証券の売買によって収益の構成が変動 し、収益の源

泉別に所得を確定 して源泉徴収することの手間が大変だというわけである。そこで、証券

投資信託については、その収益分配金は、所得の源泉を問わず、すべて一律に配当所得 と

して取 り扱 うこととされた。ただ、個人投資家が受け取 る収益分配金に対する配当税額控

除は、本来の金額の2分 の1と され、法人投資家が受け取る収益分配金の益金不算入も2

分の1と された。これは、技術的に配当所得 として一本化す るが、実体 としては証券投資

信託の収益のなかに利子や譲渡益が相当含 まれてお り、収益の全部に対 して配当税額控除

を与えることは適当でないので、2分 の1と 推定 したものであろう。これに対し、昭和36

年に創設された公社債投資信託については、その収益分配金は、利子所得 として扱われる

ことになった。

次に、課税の時期については、有価証券投資信託発足の当初か ら、課税所得発生の時期

1
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は・受益者槻 実に収益分離 を受1ナ取
ったときであると解 されてきた.受 益者{ま、儲

財産を保軋 ているの と同 じであるから、本来は所得実現の醐 は、投資有価証券につレ、

て利子や配当の権利が確定的}こ発生したときであるべ きである
.そ れを受益者が収益分配

金 を受領 したときとしているのは・純粋な導難 論から・・えばやはり大きな例外であ り
、

一種の課税劇 延べが行われている}こ等しい
・勿論 証券当局の規制によって証 搬 資

信託の発生収益が遅滞なく分配されるよう強制 されていれば、かような繰 り延べは生 じな

いが・我が国の現状では・必ず しも英米のように信託段階での収益の大部分 を直ちに配当

しなければならないようにはなっていない。

この二つの大 きな例外措置のため・現在の税法上 「信託財産に帰せ られる収入および支

出については・受益者が特定されていれば受益者・受益者が特定されていないか存在 して

いなければ委託者が信託財産 を有するものと見なして」所得税法又は法人税法の規定 を適

用するというのが信託の課税原則であるが・これが証券投資信託には適用されない と説明

されている。しかし・証券投資信託の課税は、純粋な導管理論では説明できず、 また、か

といって証券投資信託に実体 を認めて課税するわけでもない。信託財産について、利子、

配当・譲渡損益等の所得が発生 し、それが収益 として分配されるまでのあいだに、所得区

分は配当所得に統一されてしまい、課税所得の発生時期は、収益分配の行われた時点にず

らされている・法技術的には・このような課税方法 も導管理論の例外 ということで片づ く

であろうが、理論的整合的に証券投資信託の課税を説明す るのは難しい。強いていえば、

証券投資信託は、一種の透明な実体であって、その収益はすべて非課税であるが、収益が

この実体を濾過 して受益者に支払われるときは所得区分は配当所得 とな り、受益者は収益

分配時点において課税所得を認識するとでも説明できるであろうか。

さらに、昭和39年 の税制改正によって株式投資信託の収益分配については、配当所得で

はあるが、その課税は・利子所得並みに扱い、他の所得 と総合せず分離課税 とする旨の改

正がなされた・同時にこの特例によって、従来株式投資信託の受益権保有者に認め られて

きた配当税額控除は以降適用されないこととなった。 これは、名目的所得区分は配当であ

りながら、実質的には利子所得扱いするということである。証券業界の強い要望 を入れた

ものだといわれるが、その背景 としては、証券投資信託 といってもそのポー トフォ リオの

中には相当安定的な公社債や短期金融商品が含まれてお り、その実体は、貸付信託など合

同運用信託に近い大衆投資家の貯蓄の手段 として認識され、これに税制上の優遇措置を与
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え るこ とによって資本市場 の育成に寄与す るところが大 きい と考 え られ たこ とが指 摘 され

てい る。 そこで、昭和47年 か らは一 定の安定運用 を行 う証券投 資信託 は銀行預 金等 と同様

マル優 の対象商 品 として認知 され ている。 この時以降証券投 資信託 の課税 は基本的に利子

所得並 の課税 となったので あって、 その こ とは、後 日昭和46年 の画期 的な利子課税の改正

に よって、源泉分離課税 と総合課税 の選択が認め られた ときも、昭和63年 に現在 の源泉分

離課税制 度に移行 した ときも基本 的に変 わってい ない。 しか し、 この証券投 資信託所得の

利子所得 化は、次 の ような問題 をは らんでいる。

① 証券投資信託 の収益 には、利 子、配 当の ほか、譲渡益 、譲渡損が含 まれてい るが、譲

渡益、譲渡損が実質上 利子所得 に転化 して しまった結果、今 日の よ うに投資信 託の実質

的損益が キャピタル ・ロスの結 果損失 を計上 していて も、 ロスを認識 できない。

② 配 当税額控除は、 も とも と法人税 と所得税 との重複課税 を避 けるための手段 として導

入 された制度 であるが、証券投資信託の収益 が多 く配 当か ら成 ってい るのに関わ らず、

それが利子課税扱 いされ るこ とに よ り、配 当税額控 除が認め られな くな り、重複課税 の

調整 も行 われな くなった。現在の配 当税額控 除は、 さ して大 き くないので、 どちらで も

よいように も思 えるが、 この こ とは、端的に法人段 階 と個 人株 主段 階 とで二重課税 を認

容す るものであ り、将来法人税 と所得税の統合 を行 う場合 には、問題 を残 している。

3英 国ユニ ッ ト・トラス ト課税 との比較

我が 国の証券投資信託 の原型は、英国のユニ ッ ト・トラス トで ある といわれ る。証券投

資信託 の課税 もユニ ッ ト ・トラス トの課税方法 を参考 とした ものか ど うかは明 らかではな

いが、ユ ニ ッ ト・トラス トが金 融投資委員会 の認可 を受け た場合 には、完全に株式会社 で

あ ると見なされ、 その受益 者は株 主であ ると見 なされ る。 したが って、 トラス トの収益分

配 も当然配当所得 として扱われ る。 ところが、 我が国の証券投 資信託 の課税 は、信託 自体

の実体性 には直接触れ る ところが ないまま収益分配 のみ を当初 は配 当所得、後 には実質 的

に利子所得 として取 り扱 っている。 また、ユニ ッ ト・トラス トにおいては、収益 として利

子、配 当、譲渡益 は、 それ ぞれ別個 に扱われ、受 取配 当について は、frankedincomeと

して予納 法人税(ACT)に かか る税額 控除 を利用 で きる結果被課税 の ままい わば通 り抜

け で受益者 に分 配 され るのに対 し、利子 につ いては、unfrankedincomeと してい ったん

法 人税 の課税は受 け るが、その税率 は個 人所 得税 の基準 税率25%と され てお り、受益 者
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は、 これ に対 して法人税にかか る税額控 除の適用 を受 け るので、結果的 に法人税 の負担 は

ないこ とになる。 さらに、 キャピタル ・ゲインにつ いては、証券 当局の規制に よって収益

分配 出来 ないこ とに なってい るので、受益者 は、受益証券 の売買 を通 じて キャピタル ・ゲ

インを実現す る他 な く、その際キャ ピタル ・ゲイン税 を支払 う。 これに対 して我が国 の証

券投資信託 では、その収益 に対 し、利子所得並の源泉分離課税が行われ るが、一方法人税

の負担は除去 されない。

いずれの方法 が優 れてい るか は、即断 で きないが、受取利子 も、受取配当 も、譲渡 損益

もすべ て一括 して利 子所得並扱 い とい うの は、極めて大雑把 な税制であろ う。 かか る大雑

把 な税制が 止む を得 ない とされ たのは、 ひ とつには、保有証券 を売却 した場合 の譲渡 損益

やその評価損失 を日々計算 して的確 な配 当原資 を計算す るこ とのむつ か しさ と関係 があ っ

たのであろ うが、 これは、 キャ ピタル ・ゲ インは当然に配 当して構 わない とい う了解 に基

づ いてい る。 しか し、配 当は、原則総合課税 であ るのに、利子は、源泉分離課税 であ るか

ら、その両者 をひっ くるめて利子並み課税 では、他 の株式商品 と比較す る と、原則 として

証券投資信託が有利 になって いるのではないか。 ただ し、現在 の ように証券投 資信託 の殆

どは基準価 格割れ にな って いる状 態では逆 に不利 に なって いるが、 それは も とは とい え

ば、譲渡損の可能性 を顧慮す るこ とな く利子並課税 に踏み切 ったか らである。 そ もそ も、

信託の概念か らいえば、信託財産 の資本 は受託者 に帰 し、受益者 は通常資本か らの支払 い

は受け ないのが常識 であ るか ら、キャ ピタル ・ゲインや ロスは、信託期 間 中受益 者に分配

せずに、信託終 了 まで受託 者が保有す るのが原則 であるべ きである。英国の信託 において

は、信 託元本 の キャピタル ・ゲインは配 当 しないのが一般的会計基準であ る由で ある。

受益 者は、その受益権 を処分す るこ とに よって、 キャ ピタル ・ゲ インを実現 で き、それ

に対 しては当然課税 され るが、 その時期 の選 択 は、受益 者 に任 されてい る。我 が国の証券

投資税制 も、 この ような信託税制 の基本に立 ち返 って インカム ・ゲ インとキャ ピタル ・ゲ

インとを区別 して課税す る時期が来て いるのでは ないか と思われ る。従来 キャ ピタル ・ゲ

インをあたか もインカム ・ゲイン と同様 に取 り扱 って きたのは、一般 に我が 国企業 の配当

率 が国際的に見 て低 く、株式投資家は キャ ピタル ・ゲ イン狙 いの投資 をもっぱ ら行 ってい

た ことと無関係 でないであろうが、今後 は配当率 も上昇 し、他 方従来 のよ うな高 いキャ ピ

タル ・ゲインを期待 す るこ とは もはや 出来 ないのではないだろ うか。

この 問題 との関係 で、い ま一一つ指摘 しておかなければな らないのは、投資信 託 にかか る
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一
受益証 券の譲渡益課税が我が 国では行 われてい ない ことであ る。 これは、仮 に制度上 また

は規制上信託保有の証券にかか る譲渡益はすべて またはほ とん どすべ て適 時に分配 を余儀

な くされているのであれば、原則 としてキャピタル ・ゲインの生 ず る可能性が ないか、乃

至 はす くないか ら、譲渡益 非課税 として も、 まず問題 はないであろ う。 しか し、 その よ う

な強制 的、規制的保 証の ない状態 で、受益証券 譲渡益非課税 とい うのは、一種の優 遇税制

であ ろ う。 同 じキャピタル ・ゲインであ りなが ら、配当に回 された ものは、配 当所得 とし

て利子並課税 を受 け るのに、配 当に回され ない ものが受益証券 の売買益 とい う形 に転化 し

た場合 には、非課税 となる とい うの は、 どの よ うな合理性が あ るのか、検討 の余地が ある

のではないか。
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第2款 外国投資信託の規制と税制

1外 国投資信託 に対する規制

外国投資信託の受益証券を我が国で販売するのには、従来法令上および自主規制上種々

の制約がある。 これらの規制は、国内の投資信託に対す る規制 との相関関係で行われてい

るものであ り、特に外国の投資信託については、投信法の規制がかからないために証券取

引法の規定 を適用 して種々の規制がなされている。

すなわち、投信法においては、国内投資信託委託会社 に対しては、免許制 を適用 し、証

券当局の監督、検査等の規制に服せ しめ、その使用す る約款について も個別承認制 を取

り、その変更、解約についても承認が必要とされている。ディスクロージャーについても

信託財産の運用について計算期間ごとに運用報告書を作成する義務 を負わせ、かつ、投資

家に対 しては、受益証券の説明書を作成して説明義務 を課 している。そのほか、委託会社

に対する行為基準 として委託会社の自己取引を禁止するほか、同一銘柄の証券を一定限度

以上取得することを禁止 している。 ところが、 このような規制は、投信法上は外国の投資

信託についてはいっさい課せられていない。投資信託委託会社 として免許を受けるために

は、資本金五千万円以上の株式会社でな くては免許の申請ができないから、当然に我が国

の法律によって設立された会社 となる。 もっとも平成4年4月24日 の 「証券投資信託業務

の免許基準の運用について」と題する新聞発表では外国会社が母体 となって投資信託委託

会社を設立することが想定 されているが、だか らといって外国の投資信託に対して投信法

の域外適用が出来 るわけではない。

しか し、外国の証券業者は、国内に支店を設けて、その支店毎に免許を得なければ国内

にあるものを相手方として取引できない。(外 国証券業者に関する法律第3条)

証券投資信託の受益証券及びこれと同様の性質 を有する外国の証券は、証券取引法上有

価証券に含 まれ、その発行、売出しについては、同法に定めるディスクロー ジャーの規制

を受ける。そのほかに、証券業協会の自主ルールによって、協会貝が販売す ることの出来

る外国証券投資信託は、協会の定める選別基準に適合 したものであることが要求されてい

る。(証 券業規協会 「外国証券の取引に関する規則」第13条)こ の選別基準は、現在の と

ころ次の通 りである(昭 和48年12月4日 同協会理事会決議)。
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1.外 国証券投資信託証券の範囲

OECD加 盟諸国(属 領 を除 く)に おいてその法律に基づいて設立 され、かつ、OECD

加盟諸国において運営されているもの。

2.特 別のサー ビス等が付された投資信託

生命保険、年金等特別のサービス乃至商品を付 して販売が行われるものでないこと。

3.最 低純資産額

ファン ドの純資産の額が5億 円以上の ものであること。管理会社については、 自己資本

または純資産が5,000万 円以上の ものであること。新規設立のファン ドについては、募集

後の純資産が5億 円以上の見込みとなるものであること。

4.保 管場所の指定

銀行、信託会社 を資産の保管場所 としたものであること。

5国 内における代理人の指定等

① ファン ドまたは管理会社の代理人(フ ァン ドまたは管理会社から国内における一一切

の裁判上、裁判外の行為 を行 う権限を委任 された個人または法人)が 国内に設置され

ているものであること。

② 我が国の投資者が取得 した外国投資信託証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権が

我が国に属することが明らかなものであること。

6.代 行証券会社の設置

外国証券の取引に関す る規則第13条 第2項 に定める代行証券会社が国内に設置されてい

るものであること。

7.有 価証券の引受禁止

ファン ドの財産をもって空売 りを行 うものでないこと

8.借 入の制限

資産総額の10%を 超 えて借入を行 うものでないこと。ただ し、合併等により、一時的に

10%を 超える場合はこのか ぎりでない。

9.集 中投資の制限

① ファン ド毎に資産の10%を 超えて同一発行会社の株式に投資するものでないこと。

② 一発行会社の発行済総株式数の10%を 超えて当該会社の株式に投資するものでない

こと。同一の管理会社により別個のファン ドが運用されている場合にはそれ らのファ
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ン ド全体で一発行会社の発行済総株式数の15%を 超 えて当該会社の株式に投資す るも

のでないこと。

10.投 資信託証券への投資の制限

資産総額の10%を 超えて他の投資信託証券への投資を行 うものでないこと。ただし、合

併等により、一時的に他の投資信託証券を保有す ることとなる場合はこのか ぎりでない。

11.流 動1生に欠ける証券の組み入れ制限

私募株式、抵当証券、及び非上場株式であって、流動性に欠けるものの組み入れが資産

の10%以 下の ものであること。

12.ワ ラン ト、新株引受権またはオプションの発行

ワ ラン ト、新株引受権、 または オプ ションを発行 して、投資者に証券 を買 いつ け る権 利

を与える もの でないこ と。

13.利 害関係人 との取 引禁止事項

「管理会社 お よびその 関係 会社、 それ らの取締 役 もし くは主要 株主(自 己 また は他 人

(仮設人 を含む)の 名義 をもって発行済総株数 の10%を 超 える株式 を有す る株主 をい う。)

はフ ァン ドとの 間で 自己のため にす る有価証 券の売買 もしくは貸付 を行 ってはな らない」

とい う趣旨の制 限が ある ものであ るこ と。

14.経 営者 の変 更

フ ァン ドまたは管理会社 の役員の変更について、監督 当局、投資者、 または受託 者の承

諾 を要 す るものであ るこ と。

15.買 い取 り方法の明確性

ファン ドが設立 された国において、投資者か らの売 り戻 しに対す る買い取 り方法が明確

に されてい るものであ ること。

16.当 該国におけ るディス クロー ジャー

ファン ドが設立 されてい る国において投資者及び監督 官庁 に対 し、 ファン ドの内容 に関

す る開示が行 われてい るものであ ること。

17.監 査証 明

ファン ドの財務諸 表について独立 の監査人 の監査 を受 けている もので あるこ と

以上の ような厳重な外 国投資信託 の規制 は、専 ら国内投資信託制度 との競合 とい う観点

か ら行 われて きた ものであ るが、平成6年 に至 り、次 の ような見 直 しが行 われて いる(平
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成6年12月21日 蔵証第1899号)。

1.外 国投資信託の公募による国内販売については、以下の要件が必要である。

① 基準価額の建値が外貨建てであ り、かつ円資産の組み入れが50%以 下であること。

② 我が国証券取引法上の有価証券に相当する証券への運用割合が50%以 上であるこ

と。

③ 当該外国投資信託の当初募集時における海外での募集額が募集総額の6分 の1以 上

であること。ただし、 日系の資産運用会社が主たる資産運用者である場合には、当初

募集時における海外での募集額が募集総額の2分 の1以 上であること。

2.外 国投資信託の私募による国内販売については、我が国の投資家数が2名 以上であっ

て上記1の ①および② を満たす ものであること。

この場合の外国投資信託には、いわゆるカン トリー ・ファン ド(クローズ ド・エン ド型の

会社型投資信託 を含むこととされている。また、 日系の資産運用会社 とは、外国投資信託

の資産運用 を行 う会社であって、国内法人及び国内法人が海外に保有す る50%超 子会社に

より合計で発行済株式の50%超 を保有されている会社 をいう。

2海 外投資信託の課税

海外投 資信託の課税については、会社 型 と信託 型によって、 その取扱が異 なるが、前者

につ いては、完全に外国法人 として扱い、国内投資家が受け取 る収益分配金 につ いては、

すべ て これ を配 当扱 い してい る。他 方後 者 について は、国 内の投 資信託並 に扱 い、pass

-throughの 原則 を適 用 して
、課税 してい る。 そ うしてみ る と、両 者の間の課税 取扱 の違

いの もっ とも大 きい ものは、会社型 に適用 される配 当課税 と信託型に適用 され る利子課税

との違 い ということにな る。

詳 しくいえば、会社 型の課税 につ いては、投 資家の受け取 る分 配金は、外国法人か らの

配 当 と同 じ扱 いとな るか ら、個人投 資家が受 け取 る場合は、年 間の分 配金 が50万 円 を超 え

る場合 は全 て総合課税 である。年間 の分配金が50万 円未満で、当該信 託の発行 す る株式 の

5%未 満 を保有す る株主 につ いては、35%の 源泉分 離課税制度 が選択 で きる。ただ し、 国

税 の課 税上 源泉分離 を選択 して も、地方税 は、総合 課税であ る。 また、年 間の分配金 が10

万円以下であれば、確定 申告不要 となる。 いずれの場合 にあ って も、投資家は、指定 国内

証券会社 を通 じてでな くて は株式 を購入 できず、購 入 した場合 の分 配金 については、指定

一274一



国内証券会社が国内における配当の支払いの取扱者 として、受取配当額(外 国税額控除後

のもの)に 対して20%の 源泉所得税 を徴収する。これらに対 して、法人が投資家である場

合には、20%の 源泉徴収 を受けるのみである。

しか るに、信託型の外国投資信託から分配金を受領 した場合は、国内の投資信託か ら分

配金を受領 したときと同様利子並の課税が行われるか ら、個人投資家について も、法人投

資家についても、所得税15%、 住民税5%、 合計20%の 源泉分離課税で終了する。このよ

うな差があることもあり、国内で販売される海外投資信託はだんだん信託型が多くなって

いる。平成6年 末現在我が国で販売または募集されている海外投資信託のうち、会社型は

82銘柄であるのに対 し、信託型は134銘柄である。国内残高では、会社型が99百 万円であ

るのに対 し、信託型は442百 万円である。 しか も、最近設定の ものは、すべてルクセンブ

ルグで設定された信託型であるが、これは、同国の投資信託課税がゆるいこともあるが、

我が国の投資家はとか く株式投資にっいていっせいに同銘柄 を売買する傾向があ り、他国

の投資家 と投資態度が異なるので、別の銘柄 を設定する必要に迫られているからであると

いわれている。

会社型と信託型との課税の差は、単にインカム ・ゲインにのみ止 どまらない。投資家の

保有株式または受益権証券 を売却、換金 した場合の取扱をみると、会社型では、当該株式

が上場されていれば、源泉分離課税で売却代金の1%相 当額の課税を受けるが、上場 され

ていなければ、売買益に対 し、20%の 所得税 と、6%の 住民税が課せ られる(い わゆる申

告分離課税)し か し、信託型では、売却 されるものは、株式ではなく、受益権証券である

との観点からその譲渡益は、非課税であ り、これは、個人投資家であっても、法人投資家

であっても同 じである。(租 税特別措置法第37条 の13第1項 第2号)

また、国内の投資信託では、買い取 り請求によって受益権証券 を処分する場合には、い

わゆる特別控除額 として20%の 控除を受けるが、海外投資信託にかか る受益権証券の場合

には特別控除はない。そのかわり、国内投資信託では、買い取 りではな く、解約すれば、

解約金が帳簿価額または元本(追 加型信託では平均信託金)を 上回る額のうちいずれか多

い額の半分が利益の配当と見なされ、これについて80%の 益金不算入の適用があるから、

法人投資家は、通常買い取 りではなく、解約 を選ぶといわれているが、海外投資信託の場

合はこのようなメ リットはない。
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一 1
3ACTの 取扱

先 に述べ たよ うに、英国のACTは 、法人が配当 を支 払 う際 に、支払配 当額 の75分 の25

を予納法人税 として納付 す るが、 これにつ いて同額 の税額控除が与 え られ る。 これは、後

日納税 者の還付 請求 に よって還付 され るが、1985年 日本証 券業 界の要望 に よ りGア レイ

ンジ メン トが認め られ、還付請求 が省 略 され、1回 で全額 の支払 が な され るよ うにな っ

た。す なわち、 当初 配当額が75ポ ン ドとす ると、 これに対 して株主 は、25ポ ン ドの還付 請

求権 を有す ることにな り、2回 に分 けて株主 に支払が なされ るこ とになるが、英国の源泉

所得税 は還付 が行 われ るとき、 グロス・ア ップ した所得100ポ ン ドに対 して15%の 税率 で課

せ られ る。 しか し、Gア レインジ メン トの適用 を受け た会社 は、発行会社 が配 当を支 払 う

際超課税額(25ポ ン ドー15ポ ン ド)を 同時 に支払 うとい うもので ある。 したが って、指定

証券会社 は、85ポ ン ドを一 回で受 け取 るこ とにな り、 これに対 して更 に、国 内の源泉所得

税の20%が 課せ られて、株主 の手取 りは、85ポ ン ドになる。
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あ とが き

本研究会 は、植松先生 に委 員長 をお願 い し、標掲 の先生方6名 で平成5年9月 にス ター

トいた しました。

本研究会 設立の狙 いは、わが国の信託税制の沿革、特徴、課題 などについて欧米諸 国 と

の比較研 究的視 点 も踏 まえて調査 、分析 し、今 後の信託税制 のあ りか たを探 ろうとい うも

の であ りました。

発足以来、ほぼ月に1回 のペー スで研究会 を開催 し、 その 回数は22回 に も及び ました。

この間、実務家 の方 々 をゲス ト ・ス ピー カーにお招 きし、最新の動向 をフォ ローす るな ど

の試み もして まい りました。

平成7年7月 以降 は、最終報告書 をま とめ る作業に入 りま したが、 これ までの研究 内容

と範囲がか な り膨大 で 多岐に わた るこ とを考 慮 しま して、報告書 も 『海外 編』 と 『国 内

編』の二本立 てにす るこ とに しました。

海外編 の報告書 は、渡邉先生 に とりまとめ役 をお願 いいた しまして、 ご尽力 いただいた

結果、完成す るこ とが で きました。海外での信 託税制 を概観 した研 究書が ない現状 では、

学者だけではな く実務家 の方 々に も広 く参考 に していただけ る内容 になった もの と考 えて

お ります。

最後 に、発足以来研 究会 を とりま とめていただ きました植松先生 をは じめ、本報告書 の

と りま とめ役 をおつ とめ いただ きま した渡邉先 生、委員 の先生 方に 深 く感謝 申し上 げ ま

す。

平成9年3月

財 団法人 トラス ト60
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